
備 考

ライフデザイン総合学科

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ ｵｵﾃﾏｴﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 名 称 大手前短期大学（Otemae College）

大 学 本 部 の 位 置 兵庫県西宮市御茶家所町６番４２号

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ｵｵﾃﾏｴｶﾞｸｴﾝ

設 置 者 学校法人　大手前学園

大 学 の 目 的
本学は、情操豊かな教養ある人格の完成を目指した学園創立の精神に基づき、専門
の学芸を教授研究し、職業及び実際生活に必要な能力を育成し、もって社会の発展
に貢献し得る人材を教育することを目的とする。

新 設 学 部 等 の 目 的

本学は、“建学の精神”に基づき、また社会のニーズに対応するため『歯科衛生学
科』を開設した。社会を取り巻く環境は刻一刻変化し、「地域包括ケアシステムを
構成する歯科衛生体制の早急な充実」について強い要望が起こっている。日本歯科
医師会では「歯科衛生士の養成・体制の充実と改善」を重点要望項目として提示し
ており、専門職業人の養成が急務である。さらに本学が所在する地域より歯科衛生
体制の早急な充実について強い要望が出され、地域の歯科衛生を担う新たな人材需
要の要請に速やかに応えるために、「歯科衛生学科」の入学定員を70人から80人へ
変更し、社会に貢献する人材をより多く輩出することを目的とする。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

所　在　地

年 人 年次
人

人 　　年　月
第　年次

ライフデザイン総合
学科
【Department of Life
Design】

2 150 － 300 短期大学士
（ライフデザイン）

【Associate
Degree of Life

Design】

平成16年4月
第1年次

兵庫県西宮市御茶家所
町６番４２号

歯科衛生学科
【Department of Oral
Health Sciences】

3 80
(70)

－ 240
(210)

短期大学士
（歯科衛生学）
【Associate

Degree of Oral
Health

Sciences】

令和4年4月
第1年次 同上

同一設置者内における
変 更 状 況
（定員の移行，名称の
変 更 等 ）

　令和4年4月名称変更予定

　　大手前大学

総合文化学部　総合文化学科　→　国際日本学部　国際日本学科

計
230

(220)
540

(510)

－ 科目 － 科目 － 科目 － 単位

教

員

組

織

の

概

要

学　部　等　の　名　称
専任教員等 兼 任

教 員 等教授 准教授

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習 実験・実習 計

－ － 科目

講師 助教 計 助手

(7) （1） （2） （0） （10） （0） （33）

人 人

7 1 2 0 10 0 33

（6） （3） （14） （1） （20）

新
設
分

人 人 人 人 人

計

歯科衛生学科
4 1 6 3 14

1 -

（11） （2） （8） （3） （24） （1） （-）

11 2 8 3 24

1 20

（4） （1）

- - -

（-） （-） （-） （-） （-） （-）

- - - -

合 計
11 2 8 3 24 1

（-）

計
- - - - - - -

（-）

既
設
分

　なし

（-） （-） （-）

-

（11） （2） （8） （3） （24） （1） （-）

（-） （-） (-)
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大学全体

大学全体

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

職　　　種 専　　任 兼　　任 計

事 務 職 員

人   人 　　　人

9 52 61

（9） （52） （61）

技 術 職 員
1 5 6

（1） （5） （6）

図 書 館 専 門 職 員
1 1 2

（1） （1） （2）

計
11 58 69

（11） （58） （69）

そ の 他 の 職 員
0 0 0

（0） （0） （0）

大手前大学（必
要面積24,080
㎡）と共用運 動 場 用 地 0㎡ 20,609.47㎡ 0㎡ 20,609.47㎡

小 計 0㎡ 46,129.55㎡

校 舎 敷 地 0㎡ 25,520.08㎡ 1,251.23㎡

合 計 0㎡ 56,809.34㎡ 1,251.23㎡ 58,060.57㎡

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

校
　
　
地
　
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

1,251.23㎡ 47,380.78㎡

そ の 他 0㎡ 10,679.79㎡ 0㎡ 10,679.79㎡

26,771.31㎡

大手前大学（必
要面積13,923
㎡）と共用2,832.59㎡ 12,435.91㎡ 11,314.78㎡ 26,583.28㎡

（2,832.59㎡） （12,435.91㎡） （11,314.78㎡） （26,583.28㎡）

－ 室

（補助職員　－人） （補助職員　－人）

専 任 教 員 研 究 室
新設学部等の名称 室　　　数

大学全体 24 室

教室等

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

29室 16室 11室
5室

4,974 159

（59,552〔2,618〕） （10,605〔9,058〕）

標本
大手前大学
図書311,087冊
〔56,539冊〕
学術雑誌2,092
種〔244種〕
視聴覚資料
7,443点と共用

〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 種 〔うち外国書〕 点 点

図書 学術雑誌
視聴覚資料機械・器具

（10,518〔9,049〕） （3,262） （4,974）

（10,518〔9,049〕）

点

新設学部等の名称

（3,262） （4,974） （159）

図書館
面積 閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

（159）

計
　61,952〔2,738〕 　10,605〔9,058〕　 　10,518〔9,049〕　 3,262 4,974 159

（59,552〔2,618〕） （10,605〔9,058〕）

図
書
・
設
備

大学全体
　61,952〔2,738〕 　10,605〔9,058〕　 　10,518〔9,049〕　 3,262

大学全体
3,299.21㎡ 265 206,056

体育館
面積 体育館以外のスポーツ施設の概要

851.16㎡ － －

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

教員１人当り研究費等 300千円 300千円 300千円 － 千円

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

－ 千円 － 千円

共 同 研 究 費 等 1,900千円 1,900千円 1,900千円 － 千円 － 千円 － 千円

5,000千円 － 千円 － 千円 － 千円

設 備 購 入 費 29,500千円15,000千円15,000千円 15,000千円 － 千円

図 書 購 入 費 6,750千円 5,000千円 5,000千円

1,240千円 1,040千円 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円

－ 千円 － 千円

学生
１人
当り
納付
金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

ライフデザイン総合

経費
の見
積り

－ 千円歯科衛生 1,390千円 1,190千円 1,190千円 － 千円 － 千円

学生納付金以外の維持方法の概要 手数料収入、資産運用収入、雑収入　等

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要
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令和２年度開設

令和４年度名称
変更予定（【新
名称】国際日本
学部　　国際日
本学科）

平成31年度開設

　
　
既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 の 名 称   大手前短期大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

ライフデザイン総合学
科

2 150 － 300 短期大学士
（ライフデザ
イン）

1.06 平成16年度 兵庫県西宮市御茶
家所町6番42号

歯科衛生学科 3 70 － 140 短期大学士
（歯科衛生
学）

1.09 令和2年度 同上

大 学 の 名 称 　大手前大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

総合文化学部

　総合文化学科 4 190 2年次
4

3年次
2

776 学士（学術） 1.08 平成19年度 兵庫県西宮市御茶
家所町6番42号

建築＆芸術学部

　建築＆芸術学科 4 180 2年次
4

3年次
2

736 学士（学術） 1.12 平成19年度 同上

1.14 平成19年度 同上

健康栄養学部

　管理栄養学科

　

4 80 3年次
16

352 学士（栄養学）

現代社会学部

　現代社会学科 4 220 2年次
4

3年次
2

896 学士（学術）

0.96 平成28年度 大阪府大阪市中央
区大手前2丁目1番
88号

国際看護学部

　看護学科

　

4 80 － 240 学士（看護学） 1.05 平成31年度 同上

現代社会学部

　現代社会学科
　（通信教育課程）

4 500 3年次
500

3,000 学士（学術） 0.24 平成22年度 兵庫県西宮市御茶
家所町6番42号

大 学 の 名 称 　大手前大学大学院

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

比較文化研究科
　比較文化専攻
　（博士前期課程）

2 10 － 20 修士（学術）
又は（文学）

0.45 平成8年度 兵庫県西宮市御茶
家所町6番42号

0.33 平成10年度 同上

附属施設の概要

　該当なし

比較文化研究科
　比較文化専攻
　（博士後期課程）

3 3 － 9 博士（学術）
又は（文学）
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学校法人大手前学園　設置認可等に関わる組織の移行表

令和３年度 入学
定員

編入学
定員

収容
定員

令和４年度 入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由

大手前短期大学 大手前短期大学

ライフデザイン総合学科 150 － 300 ライフデザイン総合学科 150 － 300

歯科衛生学科（3年制） 70 210 歯科衛生学科（3年制） 80 240 　定員変更（10）

計 220 － 510 計 230 － 540

大手前大学 大手前大学

総合文化学部
　総合文化学科

190
2年次　4
3年次　2

776
国際日本学部
　国際日本学科

190
2年次　4
3年次　2

776 　名称変更

建築＆芸術学部
　建築＆芸術学科

180
2年次　4
3年次　2

736
建築＆芸術学部
　建築＆芸術学科

180
2年次　4
3年次　2

736

現代社会学部
　現代社会学科

220
2年次　4
3年次　2

896
現代社会学部
　現代社会学科

220
2年次　4
3年次　2

896

健康栄養学部
　管理栄養学科

80 3年次16 352
健康栄養学部
　管理栄養学科

80 3年次16 352

国際看護学部
　看護学科

80 320
国際看護学部
　看護学科

80 320

現代社会学部
　現代社会学科
　（通信教育課程）

500 3年次　500 3,000
現代社会学部
　現代社会学科
　（通信教育課程）

500 3年次　500 3,000

計 1,250
2年次　　12
3年次　522

6,080 計 1,250
2年次　　12
3年次　522

6,080

大手前大学大学院 大手前大学大学院

比較文化研究科
　（博士前期課程）

10 － 20
比較文化研究科
　（博士前期課程）

10 － 20

比較文化研究科
　（博士後期課程）

3 － 9
比較文化研究科
　（博士後期課程）

3 － 9

計 13 － 29 計 13 － 29

大手前栄養学院専門学校 大手前栄養学院専門学校

専門課程
　栄養学科

0 － 0
専門課程
　栄養学科

0 － 0 　令和３年4月学生募集停止

計 0 － 0 計 0 － 0
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大 手 前 短 期 大 学 学 則（案） 

（令和４年４月１日改正） 

学 校 法 人  大 手 前 学 園 



大手前短期大学学則 
                               （令和 4年 4月 1日改正） 

第１章  総 則 

（目 的） 

第１条 本学は、情操豊かな教養ある人格の完成を目指した学園創立の精神に基づき、専門の

学芸を教授研究し、職業及び実際生活に必要な能力を育成し、もって社会の発展に貢献し得

る人材を教育することを目的とする。 

（自己評価） 

第２条 本学は、教育水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研

究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。 

２ 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制については、別に定める。 

 

第２章  学科、学生定員及び修業年限 

（学科及び学生定員） 

第３条 本学において設置する学科及びその学生定員は次のとおりとする。 

学 科  入学定員 収容定員 

ライフデザイン総合学科 １５０人 ３００人 

歯 科 衛 生 学 科  ８０人 ２４０人 

（養成する人材等） 

第３条の２ 本学各学科における養成する人材等は、次のとおりとする。 

（１）ライフデザイン総合学科は、多様な領域を教育研究の対象とし、現代の社会をよりよく

生きるための実務的教養を学修し、なりたい自分になるための人生設計と自律的行動ので

きる人材を養成することを目的とする。 

（２）歯科衛生学科は、歯科衛生士の業務に確実に対応できる専門的知識の修得と併せ、幅広

い視野から健康を捉え、口腔ケアのための確かな技術とヒューマン・ケア能力を身につけ

た歯科衛生の専門家を養成することを目的とする。 

  （修業年限） 

第４条 本学の修業年限は、ライフデザイン総合学科は２年、歯科衛生学科は３年とする。 

２ ライフデザイン総合学科の学生は４年、歯科衛生学科の学生は６年を超えて在学すること

はできない。 

３ ライフデザイン総合学科では、前２項の修業年限及び在学年限を超えて在学し、単位を修

得し卒業する者を長期履修生とする。長期履修生に関する修業年限は３年とし、在学年限に

ついては６年以内とする。その他、長期履修生に関して必要な事項は、別に定める。 

  

第３章  学年、学期及び休業日 

（学 年） 

第５条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学 期） 

第６条 学年を次の２学期に分ける。 

      春学期  ４月１日から９月２０日まで 

      秋学期  ９月２１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第７条 休業日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）学園開学記念日    １０月２６日 
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（４）夏季休業日      ８月１日から９月２０日まで 

（５）冬季休業日      １２月２４日から翌年１月７日まで 

（６）春季休業日      ３月２１日から３月３１日まで           

２ 必要がある場合、前項の休業日を臨時に変更し、また臨時の休業日を定めることができる。 

 

第４章  入学、留学、転学、転学科、休学、復学、退学、再入学及び除籍 

（入学の時期） 

第８条 入学の時期は学年の初めとする。 

２ 前項の他にも、必要と認めた場合は、学期の区分に従い、入学することができる。 

（入学資格） 

第９条 本学に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定した者 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を

修了した者 

（５）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以

後に修了した者 

（６）文部科学大臣の指定した者 

（７）高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧：大学入学検定試験に合格した者を含む。） 

（８）本学において、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、１８

歳に達した者 

（入学の出願） 

第１０条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて、所定の期日ま

でに提出しなければならない。提出の時期、方法、提出すべき書類及び入学検定料等につい

ては、別に定める。 

２ すでに納めた入学検定料については、原則として返還しない。 

（入学の選考） 

第１１条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第１２条  前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の書類を提出するととも

に、所定の入学金、授業料及びその他の学費を指定された期日までに納付しなければならな

い。 

２ 前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

  （保証人） 

第１２条の２ 保証人は、保護者又は独立の生計を営む者で、確実に保証人としての責務を果

たすことのできる者でなければならない。 

２ 保証人は、保証する学生の在学中その一身に関する一切の責務を果たさなければならない。 

３ 保証人が死亡し、又はその他の事由で責務を果たすことのできない場合は、直ちに新たな

保証人を定めて届け出なければならない。 

４ 保証人が住所、氏名等を変更したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。 

（留 学） 

第１３条 第２９条第２項の規定に基づき、外国の大学又は短期大学に留学を希望する者は、

その許可を受けなければならない。 

２ 前項により留学した期間は、第４条の修業年限及び在学年限に算入する。 

３ 留学に関し必要な事項は、別に定める。 

（転 学） 
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第１４条 他の短期大学等から本学に転学を志願する者があるときは、選考の上、転学を許可

することがある。 

２ 前項の規定により転学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに

在学すべき年数については、教授会の議を経て決定する。 

（転学科） 

第１４条の２ 本学学生が他学科への転学科を希望するときは、選考の上、転学科を許可する

ことができる。 

２ 転学科は、各学科の教育に支障がない場合に限り認めるものとする。 

（休  学） 

第１５条 傷病その他やむを得ない事由により３ヵ月以上修学することのできない者は、その

事実を証明する書類を添えて、保証人連署の休学願を提出し、許可を得て休学することができ

る。 

２ 休学の期間は１学期又は１年とする。ただし、特別の事情がある場合は、引き続き１年以

内の期間の休学を許可することができる。 

３ 休学の期間は、通算して２年を超えることができない。また、長期履修生は通算して３年

を超えることができない。 

４ 休学の期間は、第４条第２項及び第４条第３項の在学年限に算入しない。 

（復 学） 

第１６条 休学の理由が消滅し、復学を希望する者は、保証人連署の復学願を提出し、許可を

得て復学することができる。 

（退 学） 

第１７条 退学しようとする者は、その理由を付し、保証人連署の退学願を提出し、許可を受

けなければならない。 

（再入学） 

第１７条の２  所定の手続きを経て退学した者及び次条（第１号を除く）により除籍された者

が、再入学を志望するときは、所定の書類を提出し、許可を得て再入学することができる。 

２ 再入学に関し必要な事項は別に定める。 

（除籍） 

第１８条 次の各号の一に該当する者は、除籍する。 

（１）第４条第２項及び第４条第３項に定める在学年限を超えて、なお退学しない者 

（２）休学期間を終了して、復学、退学又は休学の延長をしない者 

（３）第１５条第３項に定める休学の期間を超えて、なお復学又は退学しない者 

（４）授業料及びその他の学費を納付しない者 

（５）長期間にわたり行方不明の者 

     

第５章 教育課程 

（授業科目及び単位数） 

第１９条  授業科目は、共通教育科目及び専門教育科目に区分する。 

２ 前項の授業科目及び単位数等は、別表１のとおりとする。 

３  第２項に規定するものの他、教育上必要があるときは、授業科目を特設し開講することが

ある。 

（単位の計算方法） 

第２０条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容   

 をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間

外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。 

（１）講義及び演習については、１５時間の授業をもって１単位とする。ただし、授業科目に

よっては、３０時間の授業をもって１単位とする。 

（２）実験・実習及び実技については、３０時間の授業をもって 1 単位とする。ただし、授業

科目によっては、４５時間の授業をもって１単位とする。 
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（３）１つの授業科目について、複数の授業の方法の組み合わせによって行われる場合は、前

２号に規定する基準を考慮して別に定める時間数をもって１単位とする。 

（４）前号までの規定にかかわらず、卒業制作、卒業研究等の授業科目については、これに必

要な学修等の成果を考慮して単位数を別に定める。 

（授業の方法） 

第２０条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする。 

２  前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外での場所で

履修させることがある。 

３ 前項の授業の方法により、修得する単位数は、ライフデザイン総合学科については３０単

位、歯科衛生学科については４６単位を超えないものとする。 

４ 第２項の授業を行う授業科目については、別に定める。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第２０条の３ 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を定期

的に実施するものとする。 

（成績評価） 

第２１条 学年末又は学期末において、所定の履修科目について、試験の上成績評価を行う。

ただし、第２０条第４号の授業科目については、短期大学の定める適切な方法により学修の

成果を評価して単位を与えることができる。 

第２２条 削除 

第２３条 履修科目の成績評価は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＦの５段階に分け、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの

評価を受けた科目については、所定の単位を与える。Ｆの評価を受けた科目については、単

位を与えない。 

２ 前項の成績評価によりＧＰＡを算出し、成績管理、進級判定に適用する。 

３ 評価の基準等は別に定める。 

 

第６章  卒業等 

（卒業の要件） 

第２４条 卒業するためには、ライフデザイン総合学科の学生は２年以上在学し、別表１に掲

げる授業科目の中から、同表に定める履修方法に従い、６２単位以上を修得しなければなら

ない。歯科衛生学科の学生は３年以上在学し、別表１に掲げる授業科目の中から、同表に定

める履修方法に従い、１０６単位以上を修得しなければならない。 

（卒 業） 

第２５条 第４条に定める修業年限以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位を修得した

者については、教授会の議を経て卒業を認定する。 

（学 位） 

第２６条 前条により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位

を授与する。 

２ 前項に定める学位の種類は、次のとおりする。 

学  科 学  位 

ライフデザイン総合学科 短期大学士 （ライフデザイン） 

歯 科 衛 生 学 科 短期大学士 （ 歯 科 衛 生 学 ） 

（資格の取得） 

第２７条  削除 

第２８条 本学において、一般財団法人全国大学実務教育協会が認定する資格を得ようとする

者は、それぞれの資格教育課程における所定の科目の単位を修得しなければならない。 

２ 本学において取得できる一般財団法人全国大学実務教育協会が認定する資格は、次のとお
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りとする。 

学  科 取得できる資格 

ライフデザイン総合学科 

ビジネス実務士 

プレゼンテーション実務士 

情報処理士 

（二級建築士国家試験受験資格） 

第２８条の２ 二級建築士国家試験の受験資格を得ようとする者は、第２４条に定める卒業の

要件を充足するとともに、国土交通大臣の指定する建築に関する科目の単位を修得しなけれ

ばならない。 

（歯科衛生士国家試験受験資格） 

第２８条の３ 歯科衛生士国家試験の受験資格を得ようとする者は、第２４条に定める卒業の

要件を充足するとともに、歯科衛生士法に基づく歯科衛生士学校養成所指定規則に定める単

位を修得しなければならない。 

（他の短期大学又は大学における授業科目の履修等） 

第２９条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学前及び入学後に他の短期大

学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を合わせて、ライフデザイン総

合学科については３０単位、歯科衛生学科については４６単位を超えない範囲で本学におけ

る授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に留学する場合、外国の短期大学又は大

学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の短期大学又は

大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国に

おいて履修する場合について準用する。 

（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修） 

第３０条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみ

なし、単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条により修得したものとみなす単位数と合わ

せて、ライフデザイン総合学科については３０単位、歯科衛生学科については４６単位を超

えないものとする。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第３１条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に短期大学又は大学におい

て履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により

修得したものとみなすことができる。 

２ 学生が入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本学における授業科目の履修と

みなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を

除き、本学において修得した単位以外のものについては、第２９条第１項及び第３０条第１

項と合わせて、ライフデザイン総合学科については３０単位、歯科衛生学科については４６

単位を超えないものとする。 

 

第７章 入学金、授業料及びその他の学費 

（入学金、授業料及びその他の学費） 

第３２条 本学の入学金、授業料及びその他の学費の額は、別表２のとおりとする。 

２ すでに納めた入学金、授業料及びその他の学費は、原則として返還しない。 

３ 前２項に定めるその他の学費については、別に定める。 

（授業料及びその他の学費の納入期） 

第３３条 授業料及びその他の学費は、入学手続として納付される期の分を除き、所定の期日
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までに納付しなければならない。 

（退学する場合の学納金） 

第３４条 学期の途中で退学する者の当該期分の授業料及びその他の学費は納付しなければ

ならない。 

（休学の場合の学納金） 

第３５条 休学期間中は、在籍料として別表２に定める額を徴収し、これ以外の授業料及びそ

の他の学費は徴収しない。ただし、学期の途中において休学する場合は、当該学期の授業料

及びその他の学費は納付しなければならない。 

２ 外国からの留学生の兵役等当該国の法律による休学の場合の学費については、別に定める。 

      

第８章 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生 

（科目等履修生） 

第３６条 本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、本学の教育に支障のない限りに

おいて教授会の議を経て科目等履修生として履修を許可することがある。 

２ 科目等履修生には、本学則第２１条及び第２３条の規定を準用して単位を与えることがで

きる。 

３ 科目等履修生に関して必要な事項は、別に定める。 

（特別聴講学生） 

第３６条の２ 他の大学又は短期大学の学生で、本学において特定の授業科目についての履修

を志願する者があるときは、当該大学又は短期大学との協議に基づき、特別聴講学生として

授業の履修を許可することがある。 

２ 科目等履修生に関する規定は、特別聴講学生に準用する。 

（聴講生） 

第３６条の３ 本学において、特定の授業科目について聴講を希望する者があるときは、教育

研究に支障のない場合に限り、選考の上、聴講生として授業の聴講を許可することができる。 

２ 聴講生に関し必要な事項は、別に定める。 

     

第９章 賞罰 

（表 彰） 

第３７条 学業が特に優秀な者又は、学生として表彰に値する行為があった者は教授会の議を

経て、褒賞することができる。 

（懲 戒） 

第３８条 本学学生が学則その他本学の定める諸規則を守らず、学生の本分に反する行為があ

ったときは、教授会の議を経て懲戒処分を行うことがある。 

２ 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とし、処分の手続きについては別に定める。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

（１）性行不良で改善の見込がないと認められる者 

（２）学力劣等で成業の見込がないと認められる者 

（３）正当な理由なしに出席が常でない者 

（４）本学の秩序を乱し、学生としての本分に反した者 

 

第１０章  職員組織 

（職 員） 

第３９条 本学に次の職員を置く。 

（１）学長、副学長、学科長、図書館長、教務部長、学生部長、アドミッションズオフィス部

長、キャリアセンター部長 

（２）教授、准教授、講師、助教、助手（教育）、教務職員 

（３）事務職員、業務職員、その他必要な職員 

２ 学長は校務をつかさどり、所属職員を統督する。 
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３ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

  (研修の機会等) 

第３９条の２ 本学は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要

な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修（第２０条

の３に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設けることその他必要な取組を行

うものとする。 

 

第１１章  教授会 

（構 成） 

第４０条 本学に教授会を置く。 

２ 教授会は、学長、副学長、学科長、教授、准教授、講師をもって構成する。 

３ 教授会には、助教及び助手（教育）を加えることができる。 

４ 理事長は、教授会に出席して、意見を述べることができる。 

（招 集） 

第４１条 教授会は、学長が招集する。 

（任 務） 

第４２条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものと

する。 

（１）学生の入学、卒業及び課程の修了 

（２）学位の授与 

（３）前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くこと

が必要なものとして学長が定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について

審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

３ 教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第１２章 教学運営評議会 

（構 成） 

第４３条 本学に教学運営評議会を置く。 

２ 教学運営評議会は、学長、副学長、学科長、図書館長、教務部長、学生部長、アドミッシ

ョンズオフィス部長、キャリアセンター部長及び学長が指名する教職員若干名をもって構成

し、学長が議長となる。 

３ 理事長は、教学運営評議会に出席して、意見を述べることができる。 

（教学運営評議会の任務） 

第４４条 教学運営評議会は、学長の諮問に応じて次の事項を審議する。 

（１）重要な制度及び規則の制定、改廃に関する事項 

（２）重要な施設の設置廃止に関する事項 

（３）短大及び教員の人事に関する事項 

（４）学科及び教育課程に関する事項 

（５）将来計画に関する事項 

（６）短大評価及び自己点検評価に関する事項 

（７）その他短大全般の運営に関する重要事項 

２  教学運営評議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第１３章 付属施設等 

（図書館） 

第４５条 本学に図書館を置く。 

２ 図書館の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（学生寮） 
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第４６条 本学に学生寮を置く。 

２ 学生寮に関し必要な事項は、別に定める。 

（健康相談室） 

第４７条 本学に学生、教職員の保健管理を行うために健康相談室を置く。 

 

         附  則 

    １ 本学則は昭和２６年４月１日より実施する。 

 

         附  則 

    １ 本学則は昭和３５年４月１日より実施する。 

 

         附  則 

    １ 本学則は昭和４４年４月１日より実施する。 

 

         附  則 

    １ 本学則は昭和４８年４月１日より実施する。 

 

         附  則 

    １ 本学則は昭和５１年４月１日より実施する。 

 

         附  則 

   １ 本学則は昭和６１年４月１日より実施する。 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成元年４月１日より実施する。 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成２年４月１日より実施する。 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成３年４月１日より実施する。 

     ただし、平成２年度以前の入学生については、なお従前のとおりとする。 

   ２ 第３条に規定する学生定員は、平成１２年度までの間は、次のとおりとする。 

 

    年度 

学科・専攻 

平成３年度 平成４年度～平成１１年度 平成１２年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活文化学科 450 人 750 人 450 人 900 人 300 人 750 人 

  秘書科 160 人 240 人 160 人 320 人 80 人 240 人 

  

        附  則 

   １ 本学則は平成４年４月１日より実施する。 

     ただし、平成３年度以前の入学生については、従前のとおりとする。 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成６年４月１日より実施する。 

     ただし、平成５年度以前の入学生については、従前のとおりとする。 

 

8



        附  則 

   １ 本学則は平成７年４月１日より実施する。 

    ２ ただし、平成７年度以前の入学生については、従前のとおりとする。 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成８年４月１日より実施する。 

   ２ 平成８年３月３１日現在在学する学生については、なお従前のとおりとする。 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成９年４月１日より実施する。 

   ２ 平成９年３月３１日現在在学する学生については、なお従前のとおりとする。 

   ３ 第３条に規定する学生定員は、平成１２年度までの間は、次のとおりとする。 

  

    年度 

学科・専攻 

平成９年度 平成１０年度～平成１１年度 平成１２年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活文化学科 370 人 820 人 370 人 740 人 220 人 590 人 

秘書科 240 人 400 人 240 人 480 人 160 人 400 人 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成１０年４月１日より実施する。 

   ２ 平成１０年３月３１日現在在学する学生については、なお従前のとおりとする。 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成１１年４月１日より実施する。 

   ２ 平成１１年３月３１日現在在学する学生については、なお従前のとおりとする。 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成１２年４月１日より実施する。 

   ２ 平成１２年３月３１日現在在学する学生については、なお従前のとおりとする。 

      ３ 第３条に規定する学生定員は、平成１６年までの間は、次のとおりとする。 

 
 

年度 

 

 

学科・専攻 

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

入学 

定員 

総 

定員 

入学 

定員 

総 

定員 

入学 

定員 

総 

定員 

入学 

定員 

総 

定員 

入学 

定員 

総 

定員 

入学 

定員 

総 

定員 

生活文化学科 
370

人 

820

人 

355

人 

725

人 

340

人 

695

人 

325

人 

665

人 

310

人 

635

人 

295

人 

605

人 

秘書科 
240

人 

400

人 
－ 

240

人 
－ － － － － － － － 

         

附  則 

   １ 本学則は平成１３年４月１日より実施する。 

   ２ 平成１３年３月３１日現在在学する学生については、なお従前のとおりとする。 

      ３ 第３条に規定する学生定員は、平成１４年度までの間は、次のとおりとする。 
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年度 

 

 

学科・専攻 

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 
平成１４年度 

以  降 

入学 

定員 

総 

定員 

入学 

定員 

総 

定員 

入学 

定員 

総 

定員 

入学 

定員 

総 

定員 

生活文化学科 370人 820人 355人 725人 295人 650人 295人 590人 

秘書科 240人 400人 － 240人 － － － － 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成１４年４月１日より実施する。 

   ２ 平成１４年３月３１日現在在学する学生については、なお従前のとおりとする。 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成１５年４月１日より実施する。 

   ２ 平成１５年３月３１日現在在学する学生については、なお従前のとおりとする。 

 

        附  則 

   １ 本学則は平成１６年４月１日より実施する。 

   ２ 平成１６年３月３１日現在在学する学生については、なお従前のとおりとする。 

 

        附  則 

１ 本学則は平成１７年１０月１日より実施する。 ただし、第２４条については平成

１７年３月３１日現在在学する学生は従前のとおりとする。 

 

        附  則 

１ 本学則は平成１９年４月１日より施行する。 

 

附  則 

１ 本学則は平成２０年４月１日より施行する。 

２ 本学則改正による在籍料の変更（第４８条）に伴い、平成１９年度以前の入学者に

ついても、規定の相当額を準用する。 

 

     附  則 

１ 本学則は平成２１年４月１日より施行する。 

ただし、第１９条第２項に定める別表１に係わる変更は、平成２０年度以前の入学

生については、なお従前の例による。 

  

附  則 

１ 本学則は平成２２年４月１日より実施する。 

ただし、第２４条第１項第１号及び第３号については、平成２２年３月３１日現在

在学する学生は従前のとおりとする。 

 

附  則 

１ 本学則は平成２３年４月１日より実施する。 

２ 第１９条第２項に定める別表１に係る変更は、平成２２年度以前の入学生について

は、なお従前のとおりとする。 

 

附   則 
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１ 本学則は平成２４年４月１日より実施する。 

ただし、第２８条第１項については、平成２４年３月３１日現在在学する学生は従

前のとおりとする。 

 

附   則 

１ 本学則は平成２５年４月１日より実施する。 

ただし、第２８条第２項については、平成２５年３月３１日現在在学する学生は従

前のとおりとする。 

 

附   則 

１ 本学則は平成２６年４月１日より実施する。 

 

附   則 

１ この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附   則 

１ この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附   則 

１ この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

ただし、別表１及び別表２の規定は、平成２８年度以前の入学者については、なお

従前の例による。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、教育上有益と認めるときは、別表１に掲げる授

業科目を平成２８年度以前の入学者に履修させることができる。 

 

附   則 

１ この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 

ただし、別表１及び別表２の規定は、平成２９年度以前の入学者については、な

お従前の例による。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、教育上有益と認めるときは、別表１に掲げる授

業科目を平成２９年度以前の入学者に履修させることができる。 

 

附   則 

１ この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 

ただし、別表１及び別表２の規定は、平成３０年度以前の入学者については、な

お従前の例による。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、教育上有益と認めるときは、別表１に掲げる授

業科目を平成３０年度以前の入学者に履修させることができる。 

 

附   則 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

ただし、別表１及び別表２の規定は、平成３１年度以前の入学者については、な

お従前の例による。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、教育上有益と認めるときは、別表１に掲げる授

業科目を平成３１年度以前の入学者に履修させることができる。 

 

附   則 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

ただし、別表１及び別表２の規定は、令和２年度以前の入学者については、なお
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従前の例による。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、教育上有益と認めるときは、別表１に掲げる授

業科目を令和２年度以前の入学者に履修させることができる。 

 

 

附   則 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

ただし、別表１及び別表２の規定は、令和３年度以前の入学者については、なお

従前の例による。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、教育上有益と認めるときは、別表１に掲げる授

業科目を令和３年度以前の入学者に履修させることができる。 
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［別表１］（ライフデザイン総合学科）

必修 選択
ライフデザイン 1
コンピュータ演習 1
フォーラムＡ 1
フォーラムＢ 1
基礎英語 1
日本語表現法 1
基礎数学 2
生命科学 2
哲学 2
日本史 2
人権の歴史 2
売買の法律 2
家族の法律 2
憲法 2
心理学 2
ストレスマネジメント演習 2
ダンスセラピー演習 2
健康・医療心理学 2
色彩学Ⅰ 2
色彩学Ⅱ 2
ビジュアルアート 2
介護演習Ⅰ 2
介護演習Ⅱ 2
介護福祉概論 2
食環境論 2
食と健康 2
ヨーガ＆ピラティス実習 1
健康スポーツ 1
トレンドダンス 1
インターンシップⅠ 1
インターンシップⅡ 1
インターンシップⅢ 1
インターンシップⅣ 1
社会貢献活動Ⅰ 1
社会貢献活動Ⅱ 1
社会貢献活動Ⅲ 1
社会貢献活動Ⅳ 1
地域貢献演習Ａ 2
地域貢献演習Ｂ 2
西宮市大学共通単位講座Ａ 2
西宮市大学共通単位講座Ｂ 2
西宮市大学共通単位講座Ｃ 2
西宮市大学共通単位講座Ｄ 2
西宮市大学共通単位講座Ｅ 2
コンソーシアムひょうご神戸Ａ 2
コンソーシアムひょうご神戸Ｂ 2
コンソーシアムひょうご神戸Ｃ 2
コンソーシアムひょうご神戸Ｄ 2
コンソーシアムひょうご神戸Ｅ 2
簿記Ⅰ 2
簿記Ⅱ 2
簿記Ⅲ 2
簿記Ⅳ 2
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅠ 2
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅡ 2
販売論 2
販売実務 2
Word演習 2
Excel演習 2
キャリアデザイン 2
キャリアプランニング 2
キャリアベーシック 2
キャリア特講Ａ 1
キャリア特講Ｂ 1
イベントプランニング演習 2
プレゼンテーション概論 2
プレゼンテーション演習 2
情報プレゼンテーション演習 2
企業と会計 2
マーケティング基礎 2

区分 授業科目
単位

備考

別に定めるところにより
４単位選択必修

専
門
教
育
科
目

ビ
ジ
ネ
ス
基
盤
科
目

    いずれか２単位選択必修

社
会
連
携
科
目

単
位
認
定
科
目

共
通
教
育
科
目

基
本
科
目

    いずれか１単位選択必修

一
般
教
養
科
目
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［別表１］（ライフデザイン総合学科）

必修 選択
区分 授業科目

単位
備考

ＩＴ概論Ａ 2
ＩＴ概論Ｂ 2
ＩＴ概論Ｃ 2
HTML演習 2
Webコンテンツ制作演習 2
スマートフォンアプリ開発演習 2
プログラミング演習 2
Expert Word･Excel演習 2
デジタルカメラ演習 2
発想とイメージ 2
デザイン思考 2
デザインプロデュース演習 2
ＣＧ演習Ⅰ 2
ＣＧ演習Ⅱ 2
デッサン 2
Grammar Ⅰ 1
Grammar Ⅱ 1
Communication Strategies Ⅰ 2
Writing for Communication Ⅰ 2
Presentation Ⅰ 2
Communication Strategies Ⅱ 2
Writing for Communication Ⅱ 2
Presentation Ⅱ 2
Communication：Theory & Practice Ⅰ 2
English ＆ the Media Ⅰ 2
Communication：Theory & Practice Ⅱ 2
English ＆ the Media Ⅱ 2
Discussion ＆ Debate Ⅰ 2
Advanced Writing Ⅰ 2
Advanced Reading Ⅰ 2
Critical Thinking & Presentation Ⅰ 2
Advanced Vocabulary ＆ Note-taking Ⅰ 2
Discussion ＆ Debate Ⅱ 2
Advanced Writing Ⅱ 2
Advanced Reading Ⅱ 2
Critical Thinking & Presentation Ⅱ 2
Advanced Vocabulary ＆ Note-taking Ⅱ 2
ビジネス実務総論Ａ 2
ビジネス実務総論Ｂ 2
ビジネス実務演習Ａ 2
ビジネス実務演習Ｂ 2
ビジネス文書 2
接客実務演習 2
医療業界と保険制度 2
カルテ管理と会計 2
医療事務と情報管理 2
医療現場の文書 2
医療関連法規 2
医療情報 2
医療事務演習Ⅰ 2
医療事務演習Ⅱ 2
病院実習 1

I
T
科
目

デ
ザ
イ
ン
科
目

　
実
践
英
語
科
目
（

L
E
O
）

ビ
ジ
ネ
ス
実
務
・
医
療
事
務
コ
ー

ス

専
門
教
育
科
目
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［別表１］（ライフデザイン総合学科）

必修 選択
区分 授業科目

単位
備考

Basic CommunicationＡ 2
Basic CommunicationＢ 2
Basic ReadingＡ 2
Basic ReadingＢ 2
Basic WritingＡ 2
Basic WritingＢ 2
ワールドウォッチング 2
異文化コミュニケーション 2
エアラインビジネス 2
エアラインイングリッシュ 2
Basic ListeningＡ 2
Basic ListeningＢ 2
Current Topics Ａ 2
Current Topics Ｂ 2
Active Vocabulary Ａ 2
Active Vocabulary Ｂ 2
TOEIC演習A（レベル100） 2
TOEIC演習B（レベル200） 2
TOEIC演習C（レベル300） 2
TOEIC演習D（レベル400） 2
国際理解Ⅰ 1
国際理解Ⅱ 1
国際理解Ⅲ 1
国際理解Ⅳ 1
Today's World Ａ 2
Today's World Ｂ 2
Presentation：Theory & Practice Ａ 2
Presentation：Theory & Practice Ｂ 2
English in Films Ａ 2
English in Films Ｂ 2
ファッションビジネス論 2
ショップ・ブランド研究 2
ファッションコーディネイト 2
ファッションビジネス実務演習 2
アパレル商品の知識 2
ブライダル基礎知識 2
ブライダル総論 2
ブライダルプロデュース演習 2
ブライダルコーディネイト実習 2
ヘア＆メイクマナー 2
ドレスメイキングＡ 2
ドレスメイキングＢ 2
服飾文化史 2
ファッションクラフト演習 2
ファッションドローイング 2
ブライダル演出技法 2
住居学 2
インテリア計画 2
住まいづくりの技術 2
ハウスプランニングⅠ 2
ハウスプランニングⅡ 2
ハウスプランニングⅢ 2
ハウスプランニングⅣ 2
住生活論 2
住宅構造学Ⅰ 2
住宅構造学Ⅱ 2
住宅材料学 2
建築の歴史 2
住関連法規 2
住宅設備 2
ハウジングＣＡＤⅠ 2
ハウジングＣＡＤⅡ 2
住宅施工 2
人と環境 2
インテリアデザイン 2
インテリアエレメント 2
インテリアパース 2
インテリアＣＡＤⅠ 2
インテリアＣＡＤⅡ 2
インテリア実務 2

　
国
際
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
コ
ー

ス

フ
ァ
ッ

シ
ョ

ン
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ー

ス

建
築
・
イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー

ス

専
門
教
育
科
目

15



［別表１］（ライフデザイン総合学科）

必修 選択
区分 授業科目

単位
備考

標準英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞA 2
標準英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞB 2
上級英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞA 2
上級英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞB 2
アカデミックライティングⅠ 2
アカデミックライティングⅡ 2
人文科学系特殊講義 2
社会科学系特殊講義Ⅰ 2
社会科学系特殊講義Ⅱ 2
人文科学系英書講読Ⅰ 1
人文科学系課題研究Ⅰ 1
社会科学系英書講読Ⅰ 1
社会科学系課題研究Ⅰ 1
人文科学系英書講読Ⅱ 1
人文科学系課題研究Ⅱ 1
社会科学系英書講読Ⅱ 1
社会科学系課題研究Ⅱ 1
日本語会話演習Ⅰ 2
日本語会話演習Ⅱ 2
日本語読解演習Ⅰ 2
日本語読解演習Ⅱ 2
日本語文法演習Ⅰ 2
日本語文法演習Ⅱ 2
日本語作文演習Ⅰ 2
日本語作文演習Ⅱ 2
日本語総合演習ⅠＡ 2
日本語総合演習ⅠＢ 2
日本語総合演習ⅠＣ 2
日本語総合演習ⅠＤ 2
日本語総合演習ⅠＥ 2
日本語総合演習Ⅱ 2
ゼミナールＡ 1
ゼミナールＢ 1

専
門
教
育
科
目

留
学
生
日
本
語
コ
ー

ス

共通科目

卒業要件

下記の要件をすべて充足すること。
・基本科目から5単位以上修得
・「日本語表現法」または「基礎英語」のいずれかを修得
・専門教育科目から28単位以上修得
・キャリアデザイン・キャリアプランニング・キャリアベーシック
　から2単位以上修得
・「簿記Ⅰ･Ⅱ」「簿記Ⅲ･Ⅳ」「ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅠ･Ⅱ」「販売論・
　販売実務」「Word演習･Excel演習」から1セット4単位以上修得
・専門教育科目のいずれか1コース（留学生日本語コースを除く）から
　10単位以上修得
・留学生日本語コースは28単位修得
・ゼミナールＡ・Ｂを修得
・総合計62単位以上修得

ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
ブ
リ
ッ

ジ
コ
ー

ス
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必修 選択
フォーラムＡ 1
フォーラムＢ 1
基礎数学 2
日本史 2
人権の歴史 2
家族の法律 2
健康スポーツ 1
食と健康 2
健康心理学 2
ストレスマネジメント演習 2
生物学 2
化学 2
基礎英語 1
コンピュータ演習 1
心理学 2
医療倫理学 2
口腔保健管理法 2
ダンスセラピー演習 1
解剖学 2
栄養学 2
組織発生学 2
生理学 2
生化学 2
口腔解剖学 2
病理学 2
薬理学 2
微生物学 2
衛生学 2
口腔衛生学 2
公衆衛生学 2
社会福祉論 2

歯科衛生士概論 歯科衛生士概論 2
臨床歯科医学 1
歯科保存学 1
歯科補綴学 1
小児歯科学 1
矯正歯科学 1
高齢者・障がい者歯科学 1
口腔外科学 1
歯周病学 1
歯科予防処置論 2
歯科予防処置Ⅰ 2
歯科予防処置Ⅱ 2
歯科予防処置Ⅲ 2
口腔保健指導論 2
歯科保健指導Ⅰ 2
歯科保健指導Ⅱ 2
歯科保健指導Ⅲ 1
歯科診療補助論 2
歯科診療補助Ⅰ 2
歯科診療補助Ⅱ 2
歯科診療補助Ⅲ 2
歯科放射線・臨床検査学 1
基礎実習 1
臨床臨地実習Ⅰ 12
臨床臨地実習Ⅱ 4

地域歯科保健実習Ⅰ 2

地域歯科保健実習Ⅱ 1
介護技術の基礎 2
生命科学 2
医療英語 1
看護学概論 2
医療業界と保険制度 2
カルテ管理と会計 2
医療事務と情報管理 2
医療・介護多職種連携 1
ゼミナール 2

臨
床
歯
科
医
学

［別表１］（歯科衛生学科）

区分 授業科目
単位

備考

人
文
・
社
会
・

自
然
・
保
健
体
育

共
通
教
育
科
目

科学的思考の基礎

人
間
と
生
活

基
礎
分
野

歯
科
予

防
処
置

論

歯
科
保

健
指
導

論

歯
科
診
療

補
助
論

臨
地
実
習

(

臨
床
実
習

を
含
む
。

)

・基礎分野13単位、専門基礎分野26単位、専門分野54単位、選択必修分野7単位以上、共通
教育科目6単位以上を含み合計106単位以上修得すること。

卒業要件

選
択
必
修
分
野

専
門
分
野

専
門
教
育
科
目

人
体

(

歯
・

口
腔
を

除
く
。

)

の
構
造

と
機
能

歯
・

口
腔

の
構

造
と

機
能

疾
病
の

成
り
立

ち
及
び

回
復
過

程
の
促

進

歯
・
口
腔

の
健
康
と

予
防
に
関

わ
る
人
間

と
社
会
の

仕
組
み

・他学科において開設されている指定の授業科目から10単位を上限として卒業要件単位に含
めることができる。

専
門
基
礎
分
野
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[別表2]

春学期 秋学期 春学期 秋学期

入　学　金 200,000円 － 200,000円 －

授　業　料 385,000円 385,000円 375,000円 375,000円

施設設備費 115,000円 115,000円 120,000円 120,000円

実　習　費 20,000円 20,000円 100,000円 100,000円

合　計
720,000円

(入学時納入額)
520,000円

795,000円
(入学時納入額)

595,000円

年　額

春学期（入学時）
秋学期

(2年次以降各学期同額)

入　学　金 200,000円 －

授　業　料 260,000円 256,000円

施設設備費 － 92,000円

実　習　費 － 16,000円

合　計
460,000円

(入学時納入額)
364,000円

年　額

休学中の在籍料

種別 春学期 秋学期

在籍料 60,000円 60,000円

歯科衛生学科(修業年限3年)

1,390,000円

824,000円

1,240,000円

種別
ライフデザイン総合学科(修業年限2年)

種別

ライフデザイン総合学科　長期履修生(修業年限3年)
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学則変更の事由および変更点 

■学則変更の事由

  歯科衛生学科の収容定員が増加するため。

■変更点

・（第３条）歯科衛生学科の定員を変更したこと。 

・（附則）施行日等を追加したこと。
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大手前短期大学学則新旧対照表 

 

 

  は、改正箇所                        (令和４年４月１日改正) 

令和４年度（改正案） 令和３年度 

                            

（学科及び学生定員） 

第３条 本学において設置する学科及びその学生

定員は次のとおりとする。 

 

 

 

 

学 科  入学定員 収容定員 

ライフデザイン総合学科 １５０人 ３００人 

歯科衛生学科 ８０人 ２４０人 

                            

（学科及び学生定員） 

第３条 本学において設置する学科及びその学生

定員は次のとおりとする。 

 

 

学 科  入学定員 収容定員 

ライフデザイン総合学科 １５０人 ３００人 

歯科衛生学科 ７０人 ２１０人 

 

附 則 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。

ただし、別表１及び別表２の規定は、令和３年度

以前の入学者については、なお従前の例による。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、教育上有益

と認めるときは、別表１に掲げる授業科目を令和

３年度以前の入学者に履修させることができる。 

 

 

 

 

〔附則追加〕 
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　 は、改正箇所 　 は、改正箇所

必修 選択 必修 選択
ライフデザイン 1 ライフデザイン 1
コンピュータ演習 1 コンピュータ演習 1
フォーラムＡ 1 フォーラムＡ 1
フォーラムＢ 1 フォーラムＢ 1
基礎英語 1 基礎英語 1
日本語表現法 1 日本語表現法 1
基礎数学 2 基礎数学 2
生命科学 2 生命科学 2
哲学 2 哲学 2
日本史 2 日本史 2
人権の歴史 2 人権の歴史 2
売買の法律 2 売買の法律 2
家族の法律 2 家族の法律 2
憲法 2 憲法 2
心理学 2 心理学 2
ストレスマネジメント演習 2 ストレスマネジメント演習 2
ダンスセラピー演習 2 ダンスセラピー演習 2
健康・医療心理学 2 健康・医療心理学 2
色彩学Ⅰ 2 色彩学Ⅰ 2
色彩学Ⅱ 2 色彩学Ⅱ 2
ビジュアルアート 2 ビジュアルアート 2
介護演習Ⅰ 2 介護演習Ⅰ 2
介護演習Ⅱ 2 介護演習Ⅱ 2
介護福祉概論 2 介護福祉概論 2
食環境論 2 食環境論 2
食と健康 2 食と健康 2
ヨーガ＆ピラティス実習 1 ヨーガ＆ピラティス実習 1
健康スポーツ 1 健康スポーツ 1
トレンドダンス 1 トレンドダンス 1
インターンシップⅠ 1 インターンシップⅠ 1
インターンシップⅡ 1 インターンシップⅡ 1
インターンシップⅢ 1 インターンシップⅢ 1
インターンシップⅣ 1 インターンシップⅣ 1
社会貢献活動Ⅰ 1 社会貢献活動Ⅰ 1
社会貢献活動Ⅱ 1 社会貢献活動Ⅱ 1
社会貢献活動Ⅲ 1 社会貢献活動Ⅲ 1
社会貢献活動Ⅳ 1 社会貢献活動Ⅳ 1
地域貢献演習Ａ 2 地域貢献演習Ａ 2
地域貢献演習Ｂ 2 地域貢献演習Ｂ 2
西宮市大学共通単位講座Ａ 2 西宮市大学共通単位講座Ａ 2
西宮市大学共通単位講座Ｂ 2 西宮市大学共通単位講座Ｂ 2
西宮市大学共通単位講座Ｃ 2 西宮市大学共通単位講座Ｃ 2
西宮市大学共通単位講座Ｄ 2 西宮市大学共通単位講座Ｄ 2
西宮市大学共通単位講座Ｅ 2 西宮市大学共通単位講座Ｅ 2
コンソーシアムひょうご神戸Ａ 2 コンソーシアムひょうご神戸Ａ 2
コンソーシアムひょうご神戸Ｂ 2 コンソーシアムひょうご神戸Ｂ 2
コンソーシアムひょうご神戸Ｃ 2 コンソーシアムひょうご神戸Ｃ 2
コンソーシアムひょうご神戸Ｄ 2 コンソーシアムひょうご神戸Ｄ 2
コンソーシアムひょうご神戸Ｅ 2 コンソーシアムひょうご神戸Ｅ 2
簿記Ⅰ 2 簿記Ⅰ 2
簿記Ⅱ 2 簿記Ⅱ 2
簿記Ⅲ 2 簿記Ⅲ 2
簿記Ⅳ 2 簿記Ⅳ 2
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅠ 2 別に定める ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅠ 2 別に定める

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅡ 2 ところにより ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅡ 2 ところにより

販売論 2 ４単位選択必修 販売論 2 ４単位選択必修

販売実務 2 販売実務 2
Word演習 2 Word演習 2
Excel演習 2 Excel演習 2
キャリアデザイン 2 キャリアデザイン 2
キャリアプランニング 2 キャリアプランニング 2
キャリアベーシック 2 キャリアベーシック 2
キャリア特講Ａ 1 キャリア特講Ａ 1
キャリア特講Ｂ 1 キャリア特講Ｂ 1
イベントプランニング演習 2 イベントプランニング演習 2
プレゼンテーション概論 2 プレゼンテーション概論 2
プレゼンテーション演習 2 プレゼンテーション演習 2
情報プレゼンテーション演習 2 情報プレゼンテーション演習 2
企業と会計 2 企業と会計 2
マーケティング基礎 2 マーケティング基礎 2

専
門
教
育
科
目

ビ
ジ
ネ
ス
基
盤
科
目

専
門
教
育
科
目

ビ
ジ
ネ
ス
基
盤
科
目

 いずれか２単
位選択必修

 いずれか１単
位選択必修

一
般
教
養
科
目

一
般
教
養
科
目

 いずれか２単
位選択必修

社
会
連
携
科
目

社
会
連
携
科
目

単
位
認
定
科
目

単
位
認
定
科
目

共
通
教
育
科
目

基
本
科
目

共
通
教
育
科
目

基
本
科
目 いずれか１単

位選択必修

大手前短期大学　新旧対照表(別表１)

(令和4年4月1日改正）

令和4年度（新） 令和3年度（旧）

区分 授業科目
単位

備考 区分 授業科目
単位

備考
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　 は、改正箇所 　 は、改正箇所

必修 選択 必修 選択

大手前短期大学　新旧対照表(別表１)

(令和4年4月1日改正）

令和4年度（新） 令和3年度（旧）

区分 授業科目
単位

備考 区分 授業科目
単位

備考

ＩＴ概論Ａ 2 ＩＴ概論Ａ 2
ＩＴ概論Ｂ 2 ＩＴ概論Ｂ 2
ＩＴ概論Ｃ 2 ＩＴ概論Ｃ 2
HTML演習 2 HTML演習 2
Webコンテンツ制作演習 2 Webコンテンツ制作演習 2
スマートフォンアプリ開発演習 2 スマートフォンアプリ開発演習 2
プログラミング演習 2 プログラミング演習 2
Expert Word･Excel演習 2 Expert Word･Excel演習 2
デジタルカメラ演習 2 デジタルカメラ演習 2
発想とイメージ 2 発想とイメージ 2
デザイン思考 2 デザイン思考 2
デザインプロデュース演習 2 デザインプロデュース演習 2
ＣＧ演習Ⅰ 2 ＣＧ演習Ⅰ 2
ＣＧ演習Ⅱ 2 ＣＧ演習Ⅱ 2
デッサン 2 デッサン 2
Grammar Ⅰ 1 Grammar Ⅰ 1
Grammar Ⅱ 1 Grammar Ⅱ 1
Communication Strategies Ⅰ 2 Communication Strategies Ⅰ 2
Writing for Communication Ⅰ 2 Writing for Communication Ⅰ 2
Presentation Ⅰ 2 Presentation Ⅰ 2
Communication Strategies Ⅱ 2 Communication Strategies Ⅱ 2
Writing for Communication Ⅱ 2 Writing for Communication Ⅱ 2
Presentation Ⅱ 2 Presentation Ⅱ 2
Communication：Theory & Practice Ⅰ 2 Communication：Theory & Practice Ⅰ 2
English ＆ the Media Ⅰ 2 English ＆ the Media Ⅰ 2
Communication：Theory & Practice Ⅱ 2 Communication：Theory & Practice Ⅱ 2
English ＆ the Media Ⅱ 2 English ＆ the Media Ⅱ 2
Discussion ＆ Debate Ⅰ 2 Discussion ＆ Debate Ⅰ 2
Advanced Writing Ⅰ 2 Advanced Writing Ⅰ 2
Advanced Reading Ⅰ 2 Advanced Reading Ⅰ 2
Critical Thinking & Presentation Ⅰ 2 Critical Thinking & Presentation Ⅰ 2
Advanced Vocabulary ＆ Note-taking Ⅰ 2 Advanced Vocabulary ＆ Note-taking Ⅰ 2
Discussion ＆ Debate Ⅱ 2 Discussion ＆ Debate Ⅱ 2
Advanced Writing Ⅱ 2 Advanced Writing Ⅱ 2
Advanced Reading Ⅱ 2 Advanced Reading Ⅱ 2
Critical Thinking & Presentation Ⅱ 2 Critical Thinking & Presentation Ⅱ 2
Advanced Vocabulary ＆ Note-taking Ⅱ 2 Advanced Vocabulary ＆ Note-taking Ⅱ 2
ビジネス実務総論Ａ 2 ビジネス実務総論Ａ 2
ビジネス実務総論Ｂ 2 ビジネス実務総論Ｂ 2
ビジネス実務演習Ａ 2 ビジネス実務演習Ａ 2
ビジネス実務演習Ｂ 2 ビジネス実務演習Ｂ 2
ビジネス文書 2 ビジネス文書 2
接客実務演習 2 接客実務演習 2
医療業界と保険制度 2 医療業界と保険制度 2
カルテ管理と会計 2 カルテ管理と会計 2
医療事務と情報管理 2 医療事務と情報管理 2
医療現場の文書 2 医療現場の文書 2
医療関連法規 2 医療関連法規 2
医療情報 2 医療情報 2
医療事務演習Ⅰ 2 医療事務演習Ⅰ 2
医療事務演習Ⅱ 2 医療事務演習Ⅱ 2
病院実習 1 病院実習 1
Basic CommunicationＡ 2 Basic CommunicationＡ 2
Basic CommunicationＢ 2 Basic CommunicationＢ 2
Basic ReadingＡ 2 Basic ReadingＡ 2
Basic ReadingＢ 2 Basic ReadingＢ 2
Basic WritingＡ 2 Basic WritingＡ 2
Basic WritingＢ 2 Basic WritingＢ 2
ワールドウォッチング 2 ワールドウォッチング 2
異文化コミュニケーション 2 異文化コミュニケーション 2
エアラインビジネス 2 エアラインビジネス 2
エアラインイングリッシュ 2 エアラインイングリッシュ 2
Basic ListeningＡ 2 Basic ListeningＡ 2
Basic ListeningＢ 2 Basic ListeningＢ 2
Current Topics Ａ 2 Current Topics Ａ 2
Current Topics Ｂ 2 Current Topics Ｂ 2
Active Vocabulary Ａ 2 Active Vocabulary Ａ 2
Active Vocabulary Ｂ 2 Active Vocabulary Ｂ 2
TOEIC演習A（レベル100） 2 TOEIC演習A（レベル100） 2
TOEIC演習B（レベル200） 2 TOEIC演習B（レベル200） 2
TOEIC演習C（レベル300） 2 TOEIC演習C（レベル300） 2
TOEIC演習D（レベル400） 2 TOEIC演習D（レベル400） 2
国際理解Ⅰ 1 国際理解Ⅰ 1
国際理解Ⅱ 1 国際理解Ⅱ 1
国際理解Ⅲ 1 国際理解Ⅲ 1
国際理解Ⅳ 1 国際理解Ⅳ 1
Today's World Ａ 2 Today's World Ａ 2
Today's World Ｂ 2 Today's World Ｂ 2
Presentation：Theory & Practice Ａ 2 Presentation：Theory & Practice Ａ 2
Presentation：Theory & Practice Ｂ 2 Presentation：Theory & Practice Ｂ 2
English in Films Ａ 2 English in Films Ａ 2
English in Films Ｂ 2 English in Films Ｂ 2
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　 は、改正箇所 　 は、改正箇所

必修 選択 必修 選択

大手前短期大学　新旧対照表(別表１)

(令和4年4月1日改正）

令和4年度（新） 令和3年度（旧）

区分 授業科目
単位

備考 区分 授業科目
単位

備考

ファッションビジネス論 2 ファッションビジネス論 2
ショップ・ブランド研究 2 ショップ・ブランド研究 2
ファッションコーディネイト 2 ファッションコーディネイト 2
ファッションビジネス実務演習 2 ファッションビジネス実務演習 2
アパレル商品の知識 2 アパレル商品の知識 2
ブライダル基礎知識 2 ブライダル基礎知識 2
ブライダル総論 2 ブライダル総論 2
ブライダルプロデュース演習 2 ブライダルプロデュース演習 2
ブライダルコーディネイト実習 2 ブライダルコーディネイト実習 2
ヘア＆メイクマナー 2 ヘア＆メイクマナー 2
ドレスメイキングＡ 2 ドレスメイキングＡ 2
ドレスメイキングＢ 2 ドレスメイキングＢ 2
服飾文化史 2 服飾文化史 2
ファッションクラフト演習 2 ファッションクラフト演習 2
ファッションドローイング 2 ファッションドローイング 2
ブライダル演出技法 2 ブライダル演出技法 2
住居学 2 住居学 2
インテリア計画 2 インテリア計画 2
住まいづくりの技術 2 住まいづくりの技術 2
ハウスプランニングⅠ 2 ハウスプランニングⅠ 2
ハウスプランニングⅡ 2 ハウスプランニングⅡ 2
ハウスプランニングⅢ 2 ハウスプランニングⅢ 2
ハウスプランニングⅣ 2 ハウスプランニングⅣ 2
住生活論 2 住生活論 2
住宅構造学Ⅰ 2 住宅構造学Ⅰ 2
住宅構造学Ⅱ 2 住宅構造学Ⅱ 2
住宅材料学 2 住宅材料学 2
建築の歴史 2 建築の歴史 2
住関連法規 2 住関連法規 2
住宅設備 2 住宅設備 2
ハウジングＣＡＤⅠ 2 ハウジングＣＡＤⅠ 2
ハウジングＣＡＤⅡ 2 ハウジングＣＡＤⅡ 2
住宅施工 2 住宅施工 2
人と環境 2 人と環境 2
インテリアデザイン 2 インテリアデザイン 2
インテリアエレメント 2 インテリアエレメント 2
インテリアパース 2 インテリアパース 2
インテリアＣＡＤⅠ 2 インテリアＣＡＤⅠ 2
インテリアＣＡＤⅡ 2 インテリアＣＡＤⅡ 2
インテリア実務 2 インテリア実務 2
標準英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞA 2 標準英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞA 2
標準英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞB 2 標準英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞB 2
上級英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞA 2 上級英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞA 2
上級英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞB 2 上級英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞB 2
アカデミックライティングⅠ 2 アカデミックライティングⅠ 2
アカデミックライティングⅡ 2 アカデミックライティングⅡ 2
人文科学系特殊講義 2 人文科学系特殊講義 2
社会科学系特殊講義Ⅰ 2 社会科学系特殊講義Ⅰ 2
社会科学系特殊講義Ⅱ 2 社会科学系特殊講義Ⅱ 2
人文科学系英書講読Ⅰ 1 人文科学系英書講読Ⅰ 1
人文科学系課題研究Ⅰ 1 人文科学系課題研究Ⅰ 1
社会科学系英書講読Ⅰ 1 社会科学系英書講読Ⅰ 1
社会科学系課題研究Ⅰ 1 社会科学系課題研究Ⅰ 1
人文科学系英書講読Ⅱ 1 人文科学系英書講読Ⅱ 1
人文科学系課題研究Ⅱ 1 人文科学系課題研究Ⅱ 1
社会科学系英書講読Ⅱ 1 社会科学系英書講読Ⅱ 1
社会科学系課題研究Ⅱ 1 社会科学系課題研究Ⅱ 1
日本語会話演習Ⅰ 2 日本語会話演習Ⅰ 2
日本語会話演習Ⅱ 2 日本語会話演習Ⅱ 2
日本語読解演習Ⅰ 2 日本語読解演習Ⅰ 2
日本語読解演習Ⅱ 2 日本語読解演習Ⅱ 2
日本語文法演習Ⅰ 2 日本語文法演習Ⅰ 2
日本語文法演習Ⅱ 2 日本語文法演習Ⅱ 2
日本語作文演習Ⅰ 2 日本語作文演習Ⅰ 2
日本語作文演習Ⅱ 2 日本語作文演習Ⅱ 2
日本語総合演習ⅠＡ 2 日本語総合演習ⅠＡ 2
日本語総合演習ⅠＢ 2 日本語総合演習ⅠＢ 2
日本語総合演習ⅠＣ 2 日本語総合演習ⅠＣ 2
日本語総合演習ⅠＤ 2 日本語総合演習ⅠＤ 2
日本語総合演習ⅠＥ 2 日本語総合演習ⅠＥ 2
日本語総合演習Ⅱ 2 日本語総合演習Ⅱ 2
ゼミナールＡ 1 ゼミナールＡ 1
ゼミナールＢ 1 ゼミナールＢ 1

下記の要件をすべて充足すること。
・基本科目から5単位以上修得
・「日本語表現法」または「基礎英語」のいずれかを修得
・専門教育科目から28単位以上修得
・キャリアデザイン・キャリアプランニング・キャリアベーシック

から2単位以上修得
・「簿記Ⅰ･Ⅱ」「簿記Ⅲ･Ⅳ」「ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅠ･Ⅱ」「販売論・

販売実務」「Word演習･Excel演習」から1セット4単位以上修得
・専門教育科目のいずれか1コース（留学生日本語コースを除く）から

10単位以上修得
・留学生日本語コースは28単位修得
・ゼミナールＡ・Ｂを修得
・総合計62単位以上修得
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卒業要件

下記の要件をすべて充足すること。
・基本科目から5単位以上修得
・「日本語表現法」または「基礎英語」のいずれかを修得
・専門教育科目から28単位以上修得
・キャリアデザイン・キャリアプランニング・キャリアベーシック

から2単位以上修得
・「簿記Ⅰ･Ⅱ」「簿記Ⅲ･Ⅳ」「ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅠ･Ⅱ」「販売論・

販売実務」「Word演習･Excel演習」から1セット4単位以上修得
・専門教育科目のいずれか1コース（留学生日本語コースを除く）から

10単位以上修得
・留学生日本語コースは28単位修得
・ゼミナールＡ・Ｂを修得
・総合計62単位以上修得

卒業要件
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必修 選択 必修 選択
フォーラムＡ 1 フォーラムＡ 1
フォーラムＢ 1 フォーラムＢ 1
基礎数学 2 基礎数学 2
日本史 2 日本史 2
人権の歴史 2 人権の歴史 2
家族の法律 2 家族の法律 2
健康スポーツ 1 健康スポーツ 1
食と健康 2 食と健康 2
健康心理学 2 健康心理学 2
ストレスマネジメント演習 2 ストレスマネジメント演習 2
生物学 2 生物学 2
化学 2 化学 2
基礎英語 1 基礎英語 1
コンピュータ演習 1 コンピュータ演習 1
心理学 2 心理学 2
医療倫理学 2 医療倫理学 2
口腔保健管理法 2 口腔保健管理法 2
ダンスセラピー演習 1 ダンスセラピー演習 1
解剖学 2 解剖学 2
栄養学 2 栄養学 2
組織発生学 2 組織発生学 2
生理学 2 生理学 2
生化学 2 生化学 2
口腔解剖学 2 口腔解剖学 2
病理学 2 病理学 2
薬理学 2 薬理学 2
微生物学 2 微生物学 2
衛生学 2 衛生学 2
口腔衛生学 2 口腔衛生学 2
公衆衛生学 2 公衆衛生学 2
社会福祉論 2 社会福祉論 2

歯科衛生士概論 歯科衛生士概論 2 歯科衛生士概論 歯科衛生士概論 2
臨床歯科医学 1 臨床歯科医学 1
歯科保存学 1 歯科保存学 1
歯科補綴学 1 歯科補綴学 1
小児歯科学 1 小児歯科学 1
矯正歯科学 1 矯正歯科学 1
高齢者・障がい者歯科学 1 高齢者・障がい者歯科学 1
口腔外科学 1 口腔外科学 1
歯周病学 1 歯周病学 1
歯科予防処置論 2 歯科予防処置論 2
歯科予防処置Ⅰ 2 歯科予防処置Ⅰ 2
歯科予防処置Ⅱ 2 歯科予防処置Ⅱ 2
歯科予防処置Ⅲ 2 歯科予防処置Ⅲ 2
口腔保健指導論 2 口腔保健指導論 2
歯科保健指導Ⅰ 2 歯科保健指導Ⅰ 2
歯科保健指導Ⅱ 2 歯科保健指導Ⅱ 2
歯科保健指導Ⅲ 1 歯科保健指導Ⅲ 1
歯科診療補助論 2 歯科診療補助論 2
歯科診療補助Ⅰ 2 歯科診療補助Ⅰ 2
歯科診療補助Ⅱ 2 歯科診療補助Ⅱ 2
歯科診療補助Ⅲ 2 歯科診療補助Ⅲ 2
歯科放射線・臨床検査学 1 歯科放射線・臨床検査学 1
基礎実習 1 基礎実習 1
臨床臨地実習Ⅰ 12 臨床臨地実習Ⅰ 12
臨床臨地実習Ⅱ 4 臨床臨地実習Ⅱ 4
地域歯科保健実習Ⅰ 2 地域歯科保健実習Ⅰ 2
地域歯科保健実習Ⅱ 1 地域歯科保健実習Ⅱ 1
介護技術の基礎 2 介護技術の基礎 2
生命科学 2 生命科学 2
医療英語 1 医療英語 1
看護学概論 2 看護学概論 2
医療業界と保険制度 2 医療業界と保険制度 2
カルテ管理と会計 2 カルテ管理と会計 2
医療事務と情報管理 2 医療事務と情報管理 2
医療・介護多職種連携 1 医療・介護多職種連携 1
ゼミナール 2 ゼミナール 2

卒業要件

・基礎分野13単位、専門基礎分野26単位、専門分野54単位、選択必修分野7
単位以上、共通教育科目6単位以上を含み合計106単位以上修得すること。
・他学科において開設されている指定の授業科目から10単位を上限として
卒業要件単位に含めることができる。
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保
健
体
育

専
門
教
育
科
目

基
礎
分
野

科学的思考の基礎

人
間
と
生
活

専
門
基
礎
分
野

人

体

(

歯

・

口

腔

を

除

く
。

)

の

構

造

と

機

能

歯
・

口
腔

の
構

造
と

機
能

疾

病

の

成

り

立

ち

及

び

回

復

過

程

の

促

進

歯

・

口

腔

の

健

康

と

予

防

に

関

わ

る

人

間

と

社

会

の

仕

組

み

専
門
分
野

臨
床
歯
科
医
学

歯
科
予

防
処
置

論

歯
科
保

健
指
導

論

歯
科
診
療

補
助
論

臨
地
実
習

(

臨
床
実

習
を
含

む
。

)

卒業要件

・基礎分野13単位、専門基礎分野26単位、専門分野54単位、選択必修分野7
単位以上、共通教育科目6単位以上を含み合計106単位以上修得すること。
・他学科において開設されている指定の授業科目から10単位を上限として
卒業要件単位に含めることができる。

選
択
必
修
分
野

単位
備考

大手前短期大学　新旧対照表(別表１)

(令和4年4月1日改正）

令和4年度（新） 令和3年度（旧）

区分 授業科目
単位

備考 区分 授業科目
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学則の変更の趣旨等を記載した書類 

ア．学則変更（収容定員変更）の内容・・・・・・・・・・・・・・・１

イ．学則変更（収容定員変更）の必要性・・・・・・・・・・・・・・１

（１）必要性が生じた背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

① 学校法人大手前学園の沿革と大手前短期大学の教育理念・・・・１

② 社会的背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

（２）学則変更の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

ウ．学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容・・・・・４

（１）教育課程の変更内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

（２）教育方法及び履修指導方法の変更内容・・・・・・・・・・・・５

（３）教員組織の変更内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

（４）大学全体の施設・設備の変更内容・・・・・・・・・・・・・・６



ア 学則変更（収容定員変更）の内容

大手前短期大学は令和２年４月に３年制歯科衛生学科を設置し、現在設置履行中

であるが、地域より歯科衛生体制の早急な充実について強い要望が出されている。

その要望に応えた形で教育研究活動をより充実させるため、大手前短期大学歯科衛

生学科の入学定員を下記のとおり改める。  

新  

（令和４年度から）  

旧  

（令和３年度まで）  

大手前短期大学  

歯科衛生学科  
８０人  ７０人  

イ 学則変更（収容定員変更）の必要性

（１）必要性が生じた背景 

① 学校法人大手前学園の沿革と大手前短期大学の教育理念

学校法人大手前学園は、第二次大戦終結直後の昭和２１（１９４６）年４月、

戦後日本の復興・再建を担うに足る有能で情操豊かな新時代の女性の育成を目指

し、大阪城大手前（大阪市東区京橋前之町）に大手前文化学院を開校したことを

その創始とする。昭和２６（１９５１）年、学校法人大手前女子学園として認可

を得て、同年４月、大阪市東区に大手前女子短期大学を開設した。また、昭和４

１（１９６６）年には、兵庫県西宮市御茶家所町（現在のさくら夙川キャンパス）

に大手前女子大学を開学した。  

その後、昭和６１（１９８６）年に短期大学を学園発祥の地・大阪大手前から

兵庫県伊丹市稲野町（のちのいたみ稲野キャンパス）に移転した。学園創立５０

周年･大学開学３０周年にあたる平成８（１９９６）年には、大学院文学研究科

を開設している。  

平成１２（２０００）年には法人名を現在の大手前学園に改称するとともに、

大手前女子大学を大幅に改組・拡充し、男女共学の大手前大学として新たなスタ

ートをきった。いたみ稲野キャンパスでは、平成１６（２００４）年に大手前女

子短期大学が地域総合科学科構想の下に改組され大手前短期大学と改称、男女共

学のライフデザイン総合学科として生まれ変わった。  

令和２（２０２０）年、大手前短期大学に２つめの学科である歯科衛生学科を

さくら夙川キャンパスに開設した。令和３（２０２１）年には、学園の文理 Two

キャンパス構想により短期大学本部及びライフデザイン総合学科をさくら夙川

キャンパスに統合移転し大学との連携をさらに深めている。
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現在は、２つのキャンパスに大学、短期大学、栄養学院専門学校の３つの高等

教育機関を擁し、卒業生５万人を超える総合教育機関として発展を遂げている。 

以上のように、本学園は７５年に及ぶ高等教育の実践によって、わが国の教育

界において応分の役割を果たしてきたと自負している。現在では大学、短期大学、

専門学校を擁する総合学園として、高等教育の実践に努め、有為の人材を多数輩

出し高い評価を受けている。特に大手前短期大学は、大手前文化学院の伝統を受

け継ぎ、わが国における女子高等教育の一翼を担ってきた。平成１６（２００４）

年には大手前女子短期大学から大手前短期大学に改組し男女共学化を図ったが、

平成１８（２００６）年の学園創立６０周年を機に、当初から標榜してきたモッ

トー「STUDY FOR LIFE（生涯にわたる、人生のための学び）」を、当初の「情

操豊かな女子教育」という理念と統合して、本学の新たな建学の精神と定めた。

豊かな教養と専門的学術、旺盛な自己開発精神、優れた国際感覚及び問題解決能

力を備えた人材を育成することを教育理念とし、地域の教育・研究及び生涯学習

の中枢として、地域社会・国際社会に貢献することを目的に教育活動を展開して

いる。

② 社会的背景

医学の進歩と生活環境の改善により、わが国では平均寿命が延び急速な高齢化

が進んでいる。近い将来、総人口に占める高齢者の割合がさらに増加して超高齢

化社会が到来することは確実である（資料１）。 

急速な高齢化の進展、疾病構造の変化に伴い、国民の健康への関心が著しく増

大した。これに対応し、「健康増進法」が平成１４（２００２）年８月に公布さ

れ、翌年５月から施行された（資料２）。その目的は高齢化社会に対応した国民

の健康増進策の基本を決め、国民保健の向上を図ると定めている。

そして、平成２３（２０１１）年８月には、「歯科口腔保健の推進に関する法

律（歯科口腔保健法）」が公布、施行された（資料３）。法的な整備と社会的背景

のもと、生活習慣を改善し、生活習慣病等を予防し健康増進を図ることに重点を

おいた様々な取組が進められている。  

兵庫県においても、平成２９（２０１７）年３月に「兵庫県健康づくり推進プ

ラン（第２次）」を策定し、分野別方針の一つの柱として「歯及び口腔（こうく

う）の健康づくり」を位置付け、次世代への支援、成人期の取組、高齢期の取組、

配慮を要する者への支援等、ライフステージ別に基本方針を示し取組を推進して

いる（資料４）。この中で、分野２として「歯及び口腔の健康づくり」が位置付

けられており、「障害者、要介護高齢者等に対する歯科保健サービスの充実」や

「要介護者への口腔ケアなどの指導・研修の実施」などが方針として示されてい

る。計画期間は令和４（２０２２）年度までの５か年であり、「基本目標」と「分

野別取組」を定めている（資料５）。 
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また、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態

となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが

できるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制、

すなわち「地域包括ケアシステム」を構築することが急務となっている（資料６）。

この中で、歯科衛生士は、従来から携わっていた「歯科保健指導」を再構成し、

口腔ケア以外にも口腔機能の維持・向上のための咀嚼機能訓練や食べ方等の食育

支援も積極的に取り入れることが求められている。  

大手前短期大学が位置する兵庫県阪神地域は、人口が横ばいで７５歳以上人口

が急増する大都市部であり（資料７）、一刻も早く、新たな視点を有した歯科衛

生士を養成することが求められている。地域社会の要請に応えるべく、歯科医療

の専門職として、優秀な歯科衛生士を１人でも多く養成することが、緊急な社会

的課題としても、大きくクローズアップされてきている。  

さらに、令和２（２０２０）年に入り、新型コロナウイルスが世界中で猛威を

ふるい、３月にはWHO（世界保健機関）がパンデミック（世界的流行）を表明

した。各国で流行が第３波・第４波と続き、終息の見通しが立たないまま、現在

に至っている。パンデミックの要因は多岐にわたるが、注目されるのは口腔衛生

状態と口腔機能とを管理することにより、肺炎やインフルエンザの発症、慢性閉

塞性肺疾患（COPD）や糖尿病の進行を予防できると報告されている点である（資

料８）。高齢者の重症化予防、ひいては基盤となる糖尿病等の基礎疾患を防ぐ観

点からも、口腔健康管理がきわめて重要である。

（２）学則変更の必要性

令和元（２０１９）年９月６日の認可を経て、令和２（２０２０）年、大手前

短期大学は、超高齢化を控えた地域社会の要請に応えるため、年々需要が拡大し

ている歯科衛生士の養成課程を持つ「歯科衛生学科」を設置した。設置にあたっ

ては、近隣各市の歯科医師会や歯科衛生士会の理解と全面的なバックアップをい

ただき、一般・専門歯科医院、大学・総合病院等の医療機関、教育機関、保健所・

保健センター、障がい者・高齢者施設等の協力のもと、質・量ともに十分な臨地

実習先を確保することができた（資料９－１）。また、西宮市、尼崎市、神戸市、

芦屋市等近隣８市の歯科医師会及び公益社団法人兵庫県歯科衛生士会からも本

学歯科衛生学科設置の同意と全面的な協力の約束を得ている（資料９－２）。 

現在、歯科衛生学科は設置計画を忠実に履行中であるが、地域社会における早

急な歯科衛生体制の充実の要望はますます強まっており、入学定員を増加するこ

とについて、兵庫県歯科衛生士会及び西宮市歯科医師会の同意が得られている

（資料１０）。特に、新型コロナウイルスの世界的流行は、大手前短期大学歯科

衛生学科設置時点では予想だにしなかった出来事である。コロナ禍における高齢

者の健康維持は、感染症拡大防止の観点からきわめて重要であり、当初の設置計

画以上の規模で歯科衛生士を早急に養成する必要性が生じている。
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令和２（２０２０）年５月現在、兵庫県下には歯科衛生士養成校が本学を含め

て５校（短期大学２校、専門学校３校）である。これらは、大阪の１３校（大学

３校、短期大学１校、専門学校９校）の半分に満たないばかりか、人口密集地で

ある兵庫県阪神地域（西宮市・尼崎市・芦屋市等）では本学が唯一という状況で

ある。   

大手前短期大学歯科衛生学科の志願状況を見ると、開設初年度の令和２（２０

２０）年度は志願者数１３９名で志願倍率は１．９９倍、直近の令和３（２０２

１）年度は志願者数１４０名で志願倍率は２．００倍という結果となり、きわめ

て堅調に推移している（資料１１）。

一方、令和２（２０２０）年度調査において、全国の歯科衛生士養成校卒業生

は６，９２２名、就職者数６，２９８名で就職率は９１．０％であった。また、

求人件数は７９，３１９件、求人人数は１３０，１５５人、就職者に対する求人

件数倍率は１２．６倍、求人人数倍率は２０．７倍であり、近年高止まり傾向が

著しく、歯科衛生士のさらなる養成が必要である（資料１２）。

以上のような現状に対応するため、令和４（２０２２）年度より大手前短期大

学学則を変更し、教育研究水準をさらに高める形での収容定員の増加を計画した。 
設置履行中に定員を増やす必要性について、以下に要約する。

第一に、「地域包括ケアシステムを構成する歯科衛生体制の早急な充実」につい

て強い要望が出され、地域の歯科衛生を担う新たな人材需要などの社会的要請に

速やかに応えるためである。

第二に、日本歯科医師会による重点要望項目において「歯科衛生士の養成・体

制の充実と改善」が方策として提示されており（資料１３）、専門職業人の養成

が急務である点である。

先に示したように、歯科衛生学科は２倍程度の志願倍率を維持していることか

ら、入学定員を１０名増加し８０名（収容定員２４０名）として社会の要請に応

えるものとする。

ウ．学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容

（１）教育課程の変更内容

今回の学則変更（収容定員変更）は、教育課程の変更を伴うものではない。歯

科衛生士学校養成所指定規則にも沿いつつ教育課程を編成しており、歯科衛生学

科における教育課程の変更は発生しない。

歯科衛生学科は、「歯科衛生学科は、歯科衛生士の業務に確実に対応できる専

門的知識の修得と併せ、幅広い視野から健康を捉え、口腔ケアのための確かな技

術とヒューマン・ケア能力を身につけた歯科衛生の専門家を養成することを目的

とする。」（大手前短期大学学則第３条の２第１項第２号）という人材養成上の目
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的・教育目標をさらに実践するべく、授業内容の充実に取り組んでいる。

また、以下のカリキュラム・ポリシーに沿って教育課程を編成している。

１．専門知識と高度な技術を習得し、歯・口腔の健康を通し社会に貢献できる

人材養成が可能な教育課程の編成

２．Communication（相手を理解し自分の考えをわかりやすく伝える力）力

や Presentation（自分の考えをまとめて発表する力）力を身につけ、医療

現場においての基礎力を涵養する科目群の配置

３． Teamwork（集団での自分の役割がわかり協力し合える力）や Self‐
Control（自分の感情を冷静におさめ、行動できる力）を身につけ、将来

に向け自己管理のもと、チーム医療に貢献できる能力や人間性を育む学習

方法の導入

以上により、教育課程については、今回の収容定員変更以後も、同等以上の内

容が担保されている（資料１４）。

（２）教育方法及び履修指導方法の変更内容

収容定員数の増加に伴う教育方法及び履修指導方法に変更はない。  

大手前短期大学は、創立以来幅広い教養を踏まえて職業又は実際生活において

必要な能力を育成する、地域に密着した高等教育機関として教育活動を展開して

きており、多くの有為な人材を世に送り出してきた。歯科衛生学科は、「地域に

密着し地域における保健・医療・福祉の一端を担う人材の養成を目指す」という

設置計画を着実に実行しており、本学独自の能力育成方法としての「C-PLATS®」

を反映させた教育課程を編成し、社会人基礎力の養成を柱に据えた教育を実践し

ている。

今後も、この取り組みをさらに発展させ、教育方法及び履修指導方法について

は定員増加前と比較して同等以上の内容を担保し、少人数教育を基礎とする現在の

教育方法および履修指導方法を継続して実施し、さらに充実させていく。

（３）教員組織の変更内容

歯科衛生学科の専任教員については、学部学科の教育・研究が円滑に実施でき

るよう、また短期大学設置基準で定められた基準数１０名を満たすとともに歯科

衛生士養成施設としての指定基準をも充足するよう配置している。

現在、専任教員１３名が配置されており、教育研究体制の確立と併せ、学生指

導や臨地実習の準備に十分対応可能な体制をとる。専任教員の専門分野の内訳は、

歯学関係（歯科医師）３名、歯科衛生学関係（歯科衛生士）９名、心理学関係１

名である。その他学内実習や臨地実習等の補助要員として、実習助手１名を配置

した。また必要に応じ歯科衛生士の資格を持つ実習補助者を適宜配置することに

している。

専任教員の配置については、申請時採用した教員１名が体調不良により退職を
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余儀なくされたが、教育活動には支障をきたしていない。速やかに後任の AC 教

員審査の手続を進めている。

以上により、教員組織については、収容定員増以後も同等以上の内容が担保さ

れている。

（４）大学全体の施設・設備の変更内容

今回の学則変更（収容定員変更）は、大学全体の施設・設備の変更を伴うもの

ではない。歯科衛生士学校養成所指定規則にも沿いつつ施設・設備を充実させて

おり、変更は発生しない。

本学科では、「臨床歯科実習室」、「基礎歯科実習室」、「模擬歯科診療室」、「歯

科用デジタルパノラマＸ線撮影室」、「講義室」、「学生ロッカー室」等をすでに歯

科衛生学科専用施設として整備している（資料１５）。また、基礎歯科学や歯科

衛生学、口腔保健や看護・福祉等に関する図書・雑誌がすでに幅広く整備されて

いる。デジタルデータベースについては、国立情報学研究所が運営する学術情報

データベース CiNii、株式会社メテオが運営する「メディカルオンライン」、特

定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会が運営する「医中誌 Web」、朝日新聞記事

データベース「聞蔵Ⅱ」、読売新聞記事データベース「ヨミダス歴史館」や毎日

新聞記事データベース「毎索」などが導入されている。

以上により、大手前短期大学全体の施設・設備については、収容定員増以後も

同等以上の内容が担保されている。
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人口推計

 【2021年（令和３年）１月１日現在（概算値）】 
＜総人口＞　１億2557万人で，前年同月に比べ減少 ▲42万人 （▲0.33％）

 【2020年（令和２年）８月１日現在（確定値）】 
＜総人口＞　１億2580万９千人で，前年同月に比べ減少 ▲41万人 （▲0.32％）

・15歳未満人口は　1506万４千人で，前年同月に比べ減少 ▲19万５千人（▲1.28％）
・15～64歳人口は　7460万６千人で，前年同月に比べ減少 ▲52万５千人（▲0.70％）
・65歳以上人口は　3613万９千人で，前年同月に比べ増加 31万人　　（　0.87％）

＜日本人人口＞  １億2333万４千人で，前年同月に比べ減少　　▲54万６千人（▲0.44％）

年  齢　階　級　 総　人　口 総　人　口 日 本 人 人 口

Total  population    Total  population Japanese  population

Age groups 男女計 男 女 男女計 男 女 男女計 男 女

Both sexes Male Female Both sexes Male Female Both sexes Male Female

 総   数   Total 12557 6109 6448 125,809 61,209 64,600 123,334 59,981 63,353

 ０ ～ ４歳  years old 463 238 226 4,685 2,402 2,284 4,602 2,359 2,243
 ５ ～ ９ 500 256 244 5,037 2,577 2,460 4,964 2,540 2,424
 10 ～ 14 534 274 261 5,342 2,737 2,606 5,283 2,706 2,577
 15 ～ 19 565 289 276 5,707 2,923 2,784 5,613 2,876 2,738
 20 ～ 24 638 330 308 6,379 3,294 3,086 5,976 3,070 2,907

 25 ～ 29 626 324 303 6,277 3,241 3,036 5,881 3,012 2,869
 30 ～ 34 652 333 319 6,614 3,380 3,234 6,317 3,220 3,098
 35 ～ 39 737 373 363 7,424 3,763 3,661 7,196 3,654 3,542
 40 ～ 44 832 421 411 8,445 4,274 4,170 8,261 4,195 4,066
 45 ～ 49 978 494 484 9,799 4,952 4,847 9,635 4,886 4,750

 50 ～ 54 870 438 432 8,677 4,363 4,314 8,532 4,307 4,226
 55 ～ 59 798 398 399 7,844 3,918 3,926 7,733 3,873 3,860
 60 ～ 64 741 366 375 7,440 3,672 3,768 7,363 3,640 3,723
 65 ～ 69 813 394 419 8,315 4,030 4,285 8,258 4,004 4,253
 70 ～ 74 939 443 496 9,136 4,312 4,824 9,093 4,292 4,801

 75 ～ 79 700 312 388 7,130 3,186 3,944 7,100 3,173 3,927
 80 ～ 84 543 226 317 5,409 2,244 3,165 5,390 2,237 3,154
 85 ～ 89 379 136 243 3,724 1,327 2,397 3,714 1,324 2,391
 90 ～ 94 185 52 133 1,828 508 1,319 1,824 507 1,317
 95 ～ 99 54 10 44 521 98 423 520 98 422

 100歳以上 and over 8 1 7 76 10 66 76 10 67

 (再 掲) Regrouped

 15歳未満 Under 1498 767 731 15,064 7,715 7,349 14,849 7,605 7,245
 15～64 years old 7437 3767 3670 74,606 37,779 36,827 72,509 36,732 35,777
 65歳以上 and over 3622 1575 2047 36,139 15,715 20,424 35,976 15,644 20,332
  75歳以上 and over 1870 738 1132 18,688 7,373 11,315 18,626 7,348 11,278
   85歳以上 and over 627 199 427 6,148 1,943 4,206 6,135 1,939 4,197

  割　　合　　（単位　％）　 Percentage distribution

 15歳未満 Under 11.9 12.6 11.3 12.0 12.6 11.4 12.0 12.7 11.4
 15～64 years old 59.2 61.7 56.9 59.3 61.7 57.0 58.8 61.2 56.5
 65歳以上 and over 28.8 25.8 31.7 28.7 25.7 31.6 29.2 26.1 32.1
  75歳以上 and over 14.9 12.1 17.6 14.9 12.0 17.5 15.1 12.3 17.8
   85歳以上 and over 5.0 3.3 6.6 4.9 3.2 6.5 5.0 3.2 6.6
 注) 　 ・ 単位未満は四捨五入してあるため,合計の数字と内訳の計が一致しない場合がある。

・ 平成27年（2015年）国勢調査による人口を基準としている。
・ 当月分の人口（概算値）は，算出用データの更新に伴い，５か月後に確定値となる。

 Notes) ・ Figures may not add up to the totals because of rounding.
・ Based on the 2015 Population Census.
・ Final estimates for this month's population will be computed 5 months later using updated sources.

令和３年１月20日

総 務 省 統 計 局

人    口    推    計
－ 2021年（令和３年） １ 月 報 －

January 1, 2021  (Provisional estimates) August 1, 2020  (Final estimates)

人　口　（単位　万人）
Population (Ten thousand persons)

人　　口　（単位　千人）
Population (Thousand persons)

年　齢（５　歳　階　級），　男　女　別　人　口 
 Population Estimates by Age (Five-Year Groups) and Sex 

  2021年１月１日現在 (概算値)
  （令和３年）

2020年 ８ 月 １ 日 現 在 (確定値)
（令和２年）

（資料1）
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平成十四年法律第百三号

健康増進法

目次

第一章　総則（第一条―第六条）

第二章　基本方針等（第七条―第九条）

第三章　国民健康・栄養調査等（第十条―第十六条の二）
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附則

第一章　総則

（目的）

第一条　この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大しているこ

とにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を

図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

（国民の責務）

第二条　国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進

に努めなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条　国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、

整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の

関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

（健康増進事業実施者の責務）

第四条　健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業（以下「健康増進事業」という。）を積

極的に推進するよう努めなければならない。

（関係者の協力）

第五条　国、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合

的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

（定義）

第六条　この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。

一　健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会

二　船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会

三　国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は国民健康保険団

体連合会

四　国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は国家公務員共済

組合連合会

五　地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定により健康増進事業を行う地方公務員共済組合又は全国市町村職

員共済組合連合会

六　私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共済事業団

七　学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）の規定により健康増進事業を行う者

八　母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）の規定により健康増進事業を行う市町村

九　労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）の規定により健康増進事業を行う事業者

十　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組

合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合

十一　介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定により健康増進事業を行う市町村

十二　この法律の規定により健康増進事業を行う市町村

十三　その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの

第二章　基本方針等

（基本方針）

第七条　厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。

２　基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一　国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向

二　国民の健康の増進の目標に関する事項

三　次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項

四　第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項

五　健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項

六　食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項

七　その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項

３　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

４　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

（資料２）
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（都道府県健康増進計画等）

第八条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府

県健康増進計画」という。）を定めるものとする。

２　市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画（以下

「市町村健康増進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

３　国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対

し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

（健康診査の実施等に関する指針）

第九条　厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健

康手帳（自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。）の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診

査の実施等に関する指針（以下「健康診査等指針」という。）を定めるものとする。

２　厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び文部科学大臣に

協議するものとする。

３　厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第三章　国民健康・栄養調査等

（国民健康・栄養調査の実施）

第十条　厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の

状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。

２　厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（以下「研究所」という。）に、国民健康・栄養調査の実施に関する

事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。

３　都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の

執行に関する事務を行う。

（調査世帯）

第十一条　国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内

において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。

２　前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。

（国民健康・栄養調査員）

第十二条　都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。

２　前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

（国の負担）

第十三条　国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。

（調査票の使用制限）

第十四条　国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の目的以外の目的のために使用してはならない。

（省令への委任）

第十五条　第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必

要な事項は、厚生労働省令で定める。

（生活習慣病の発生の状況の把握）

第十六条　国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その

他の政令で定める生活習慣病（以下単に「生活習慣病」という。）との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に

努めなければならない。

（食事摂取基準）

第十六条の二　厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の

健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準（以下この条において

「食事摂取基準」という。）を定めるものとする。

２　食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一　国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項

二　国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項

イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素

ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素

３　厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第四章　保健指導等

（市町村による生活習慣相談等の実施）

第十七条　市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養

士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指

導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

２　市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるも

のに対し、その実施を委託することができる。

（都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施）

第十八条　都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。

一　住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

二　特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。

三　前二号の業務に付随する業務を行うこと。

２　都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、そ

の設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。
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（栄養指導員）

第十九条　都道府県知事は、前条第一項に規定する業務（同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。）

を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずる

ものとする。

（市町村による健康増進事業の実施）

第十九条の二　市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努め

るものとする。

（都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施）

第十九条の三　都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応

じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。

（報告の徴収）

第十九条の四　厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九

条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。

第五章　特定給食施設

（特定給食施設の届出）

第二十条　特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定め

るものをいう。以下同じ。）を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令

で定める事項を届け出なければならない。

２　前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該

都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。

（特定給食施設における栄養管理）

第二十一条　特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの

設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。

２　前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管

理栄養士を置くように努めなければならない。

３　特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならな

い。

（指導及び助言）

第二十二条　都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があ

ると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

（勧告及び命令）

第二十三条　都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第三項の規定に違反して適切な栄養

管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対

し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。

２　都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

は、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（立入検査等）

第二十四条　都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定

給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳

簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２　前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

３　第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第六章　受動喫煙防止

第一節　総則

（国及び地方公共団体の責務）

第二十五条　国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓

発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならな

い。

（関係者の協力）

第二十六条　国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設（敷地を含む。以下この章において同じ。）及び旅客運送事業自動車等の管

理権原者（施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。）その他の関係者は、望ま

ない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力する

よう努めなければならない。

（喫煙をする際の配慮義務等）

第二十七条　何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等（以下この章において「特定施設等」という。）の第二十九条第一項に規定する

喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

２　特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所と

するよう配慮しなければならない。

（定義）

第二十八条　この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一　たばこ　たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供され

るもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。

二　喫煙　人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙（蒸気を含む。次号及び次節において同じ。）を発生させ

ることをいう。

三　受動喫煙　人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

四　特定施設　第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。

五　第一種施設　多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
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イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの

ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎（行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。）

六　第二種施設　多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。

七　喫煙目的施設　多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とす

る施設として政令で定める要件を満たすものをいう。

八　旅客運送事業自動車等　旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。

九　旅客運送事業自動車　道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業

の用に供する自動車をいう。

十　旅客運送事業航空機　航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による本邦航空運送事業者（旅客の運送を行うものに限る。）が

旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。

十一　旅客運送事業鉄道等車両　鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道事業者（旅客の運送を行うものに限る。）及び

索道事業者（旅客の運送を行うものに限る。）並びに軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道経営者（旅客の運送を行うものに

限る。）が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。

十二　旅客運送事業船舶　海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による船舶運航事業者（旅客の運送を行うものに限る。）が旅

客の運送を行うためその事業の用に供する船舶（船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第一条に規定する日本船舶に限る。）をいう。

十三　特定屋外喫煙場所　第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令

で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止す

るために必要な措置がとられた場所をいう。

十四　喫煙関連研究場所　たばこに関する研究開発（喫煙を伴うものに限る。）の用に供する場所をいう。

第二節　受動喫煙を防止するための措置

（特定施設等における喫煙の禁止等）

第二十九条　何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各

号に定める場所（以下この節において「喫煙禁止場所」という。）で喫煙をしてはならない。

一　第一種施設　次に掲げる場所以外の場所

イ 特定屋外喫煙場所

ロ 喫煙関連研究場所

二　第二種施設　次に掲げる場所以外の屋内の場所

イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所

ロ 喫煙関連研究場所

三　喫煙目的施設　第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所

四　旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機　内部の場所

五　旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶　第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所

２　都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙

禁止場所からの退出を命ずることができる。

（特定施設等の管理権原者等の責務）

第三十条　特定施設等の管理権原者等（管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。）は、

当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならな

い。

２　特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当

該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。

３　旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者

に対し、喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。

４　前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう

努めなければならない。

（特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言）

第三十一条　都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言

をすることができる。

（特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等）

第三十二条　都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができ

る状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に

供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。

２　都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を

公表することができる。

３　都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管

理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（喫煙専用室）

第三十三条　第二種施設等（第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第

一号において同じ。）の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所

（特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合

した室（次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。）の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。

２　第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定め

ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下こ

の節において「喫煙専用室標識」という。）を掲示しなければならない。

一　当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨

二　当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨

三　その他厚生労働省令で定める事項

３　第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当

該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節において「喫煙専用室設置施設等標識」
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という。）を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が

掲示されている場合は、この限りでない。

一　喫煙専用室（前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。）が

設置されている旨

二　その他厚生労働省令で定める事項

４　喫煙専用室が設置されている第二種施設等（以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。）の管理権原者は、当該喫煙専用

室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。

５　喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならない。

６　喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当

該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。

７　喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所とし

ないこととしたときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならない。

（喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等）

第三十四条　都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合

しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識及び

当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識（喫煙専用室設置施設等に複数の喫煙専用室が設置されている

場合にあっては、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなく

なったと認めるときに限る。）を直ちに除去し、又は当該喫煙専用室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合す

るまでの間、当該喫煙専用室の供用を停止することを勧告することができる。

２　都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公

表することができる。

３　都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったとき

は、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（喫煙目的室）

第三十五条　喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場

所（特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に

適合した室（次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。）の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる。

２　喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めよう

とするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節

において「喫煙目的室標識」という。）を掲示しなければならない。

一　当該場所が喫煙を目的とする場所である旨

二　当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨

三　その他厚生労働省令で定める事項

３　喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当

該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節において「喫煙目的室設置施設標識」と

いう。）を掲示しなければならない。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示

されている場合は、この限りでない。

一　喫煙目的室（前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条において同じ。）が設置さ

れている旨

二　その他厚生労働省令で定める事項

４　喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設（以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。）の管理権原者は、当該喫煙目的室

設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。

５　喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基

準に適合するように維持しなければならない。

６　喫煙目的室設置施設（喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第

八項において同じ。）の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号の政令で定める要件に関し厚生労働省

令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

７　喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはならない。

８　喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならない。

９　喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙

目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。

１０　喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこ

ととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。

（喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等）

第三十六条　都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目

的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施

設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室設置施設が同号の政令で定める要件を満たすまでの

間、当該喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告することができる。

２　都道府県知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなっ

たと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的

室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識（喫煙目的室設置施設に複数の喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当

該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに

限る。）を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙

目的室の供用を停止することを勧告することができる。

３　都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公

表することができる。
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４　都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかっ

たときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（標識の使用制限）

第三十七条　何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは

喫煙目的室設置施設標識（以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。）又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示しては

ならない。

一　第二種施設等の管理権原者が第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室

設置施設等標識を掲示する場合

二　喫煙目的施設の管理権原者が第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室

設置施設標識を掲示する場合

２　何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはなら

ない。

一　喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第三十三条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙

専用室設置施設等標識を除去する場合又は第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置とし

て喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合

二　喫煙目的室設置施設の管理権原者が第三十五条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目

的室設置施設標識を除去する場合又は前条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置

として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合

（立入検査等）

第三十八条　都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等の喫煙禁止

場所における専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、

又はその職員に、特定施設等に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ

ることができる。

２　前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

３　第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（適用関係）

第三十九条　第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、第一種施設の場

所としてこの章の規定を適用する。

２　旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している旅客運送事業自動車の内部の場所については、

旅客運送事業自動車に関するこの章の規定を適用する。

３　旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、旅

客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所としてこの章の規定を適用する。

４　旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、

特定施設の場所としてこの章の規定を適用する。

５　特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内部の場所については、旅客運送事業自動車等に関するこの章の規

定を適用する。

（適用除外）

第四十条　次に掲げる場所については、この節の規定（第三十条第四項及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。）は、適用し

ない。

一　人の居住の用に供する場所（次号に掲げる場所を除く。）

二　旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所（同条第三項に規定する簡易宿所営

業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室（個室を除く。）の場所を除く。）

三　その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの

２　特定施設等の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該特定施設等の場所（当該同項各号に掲げる場所

に該当する場所に限る。）については、この節の規定は、適用しない。

３　特定施設等の場所において一般自動車等（旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。）が現に運行して

いる場合における当該一般自動車等の内部の場所については、この節の規定は、適用しない。

（受動喫煙に関する調査研究）

第四十一条　国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければ

ならない。

（経過措置）

第四十二条　この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、

その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることが

できる。

第七章　特別用途表示等

（特別用途表示の許可）

第四十三条　販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示（以下

「特別用途表示」という。）をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

２　前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けよ

うとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

３　内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人（以下「登録試験機関」という。）に、第一項の許可を行うについて必

要な試験（以下「許可試験」という。）を行わせるものとする。

４　第一項の許可を申請する者は、実費（許可試験に係る実費を除く。）を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試

験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験

機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。

５　内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
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６　第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品（以下「特別用途食品」という。）につき、内閣府令で定める事

項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。

７　内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければな

らない。

（登録試験機関の登録）

第四十四条　登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納め

て、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。

（欠格条項）

第四十五条　次の各号のいずれかに該当する法人は、第四十三条第三項の登録を受けることができない。

一　その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける

ことのなくなった日から二年を経過しないもの

二　第五十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

三　第五十五条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から

二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

（登録の基準）

第四十六条　内閣総理大臣は、第四十四条の規定により登録を申請した者（以下この項において「登録申請者」という。）が次に掲げる要

件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

一　別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施

し、その人数が同表の下欄に掲げる数以上であること。

二　次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。

イ 試験を行う部門に許可試験の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。

ロ 許可試験の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い許可試験の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

三　登録申請者が、第四十三条第一項若しくは第六十三条第一項の規定により許可若しくは承認を受けなければならないこととされる食

品を製造し、輸入し、又は販売する食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第八項に規定する営業者（以下この号及び

第五十二条第二項において「特別用途食品営業者」という。）に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、特別用途食品営業者がその親法人（会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七

十九条第一項に規定する親法人をいう。）であること。

ロ 登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。）にあっては、業務を執行する社員）に

占める特別用途食品営業者の役員又は職員（過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。）の割合が二

分の一を超えていること。

ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、特別用途食品営業者の役員又は職員（過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員

であった者を含む。）であること。

２　登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一　登録年月日及び登録番号

二　登録試験機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

三　登録試験機関が許可試験を行う事業所の名称及び所在地

（登録の更新）

第四十七条　登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によっ

て、その効力を失う。

２　前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

（試験の義務）

第四十八条　登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなけれ

ばならない。

（事業所の変更の届出）

第四十九条　登録試験機関は、許可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、内閣総

理大臣に届け出なければならない。

（試験業務規程）

第五十条　登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程（以下「試験業務規程」という。）を定め、許可試験の業務の開始前に、内閣総

理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２　試験業務規程には、許可試験の実施方法、許可試験の手数料その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。

３　内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が許可試験の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関

に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

（業務の休廃止）

第五十一条　登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）

第五十二条　登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに

事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における

当該電磁的記録を含む。次項及び第七十八条第三号において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事業所に備えて置かなければな

らない。

２　特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、

第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。

一　財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二　前号の書面の謄本又は抄本の請求

三　財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示した

ものの閲覧又は謄写の請求
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四　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した

書面の交付の請求

（秘密保持義務等）

第五十三条　登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。

２　許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令

により公務に従事する職員とみなす。

（適合命令）

第五十四条　内閣総理大臣は、登録試験機関が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に

対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（登録の取消し等）

第五十五条　内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の

業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一　第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

二　第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。

三　正当な理由がないのに第五十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四　第五十条第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。

五　第五十条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。

六　不正の手段により第四十三条第三項の登録（第四十七条第一項の登録の更新を含む。）を受けたとき。

（帳簿の記載）

第五十六条　登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載

し、これを保存しなければならない。

（登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止）

第五十七条　登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。

２　内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を誤認させないようにするための措置をとるべき

ことを命ずることができる。

（報告の徴収）

第五十八条　内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる

ことができる。

（立入検査）

第五十九条　内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の

状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

３　第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（公示）

第六十条　内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一　第四十三条第三項の登録をしたとき。

二　第四十七条第一項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。

三　第四十九条の規定による届出があったとき。

四　第五十一条の規定による許可をしたとき。

五　第五十五条の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命じたとき。

（特別用途食品の検査及び収去）

第六十一条　内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設

に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去

させることができる。

２　前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

３　第一項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員が行うものとする。

４　第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

５　内閣総理大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。

（特別用途表示の許可の取消し）

第六十二条　内閣総理大臣は、第四十三条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことがで

きる。

一　第四十三条第六項の規定に違反したとき。

二　当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。

三　当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について当該許可に係る特別用途表示をすることが適

切でないことが判明するに至ったとき。

（特別用途表示の承認）

第六十三条　本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることが

できる。

２　第四十三条第二項から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、第六十一条の規定は同項の承認に係る食品について、それぞ

れ準用する。この場合において、同条第一項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは、「貯蔵施設」と読み替えるものとする。

（特別用途表示がされた食品の輸入の許可）

第六十四条　本邦において販売に供する食品であって、第四十三条第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに特

別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者を第四十三条第一項に規定する特別用途表示をしようとする者とみな

して、同条及び第七十二条第二号の規定を適用する。
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（誇大表示の禁止）

第六十五条　何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める

事項（次条第三項において「健康保持増進効果等」という。）について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるよ

うな表示をしてはならない。

２　内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

（勧告等）

第六十六条　内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及

び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとる

べき旨の勧告をすることができる。

２　内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

は、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

３　第六十一条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの（特別用途食品及び第六十

三条第一項の承認を受けた食品を除く。）について準用する。

４　都道府県知事は、第一項又は第二項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

（再審査請求等）

第六十七条　第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行

う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。

２　保健所を設置する市又は特別区の長が第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による処分をする

権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその

委任に基づいてした処分につき、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったと

きは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々

審査請求をすることができる。

第八章　雑則

（事務の区分）

第六十八条　第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定により都道

府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事

務とする。

（権限の委任）

第六十九条　この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

２　前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

３　内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任する。

４　消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任する

ことができる。

５　地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者庁長官に報告する

ものとする。

第九章　罰則

第七十条　国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄養調査員又はこれらの職にあった者

が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

２　職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。

３　第五十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

４　第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又

は百万円以下の罰金に処する。

第七十一条　第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第七十二条　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一　第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者

二　第四十三条第一項の規定に違反した者

三　第五十七条第二項の規定による命令に違反した者

第七十三条　次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万

円以下の罰金に処する。

一　第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。

二　第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

三　第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四　第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第七十四条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一　第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

二　第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第七十五条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十二条又は前条の

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第七十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一　第三十二条第三項、第三十四条第三項又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違反した者

二　第三十三条第三項、第三十五条第三項又は第三十七条の規定に違反した者

第七十七条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一　第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者

二　第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者

第七十八条　次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一　第三十五条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
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二　第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

三　第五十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載を

し、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

附　則　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条

から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（栄養改善法の廃止）

第二条　栄養改善法（昭和二十七年法律第二百四十八号）は、廃止する。

（経過措置）

第三条　この法律の施行の際現に存する特定給食施設の設置者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から三月を経過する日

までの間は、第二十条第一項の届出をしないで、引き続きその事業を行うことができる。

第四条　施行日前にした附則第二条の規定による廃止前の栄養改善法の規定による許可、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この

附則に別段の定めがある場合を除き、この法律の相当の規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第五条　施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第六条　前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）

第七条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律

の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五五号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二　略

三　第二条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第六条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第八条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び

第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十

三条及び第三十五条の規定　公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五六号）

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定（「第

三十九条」を「第四十条」に改める部分を除く。）、第六章の章名の改正規定、第三十二条の次に二条を加える改正規定、第三十三条の改

正規定、第三十六条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。

（施行前の準備）

第二条　この法律による改正後の健康増進法（以下「新法」という。）第二十六条第三項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前

においても、その申請を行うことができる。新法第二十六条の八第一項の規定による試験業務規程の認可の申請についても、同様とす

る。

（政令への委任）

第三条　前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

（検討）

第四条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律

の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附　則　（平成一七年六月二九日法律第七七号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第五十五条　この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附　則　（平成一八年六月二一日法律第八三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一　第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十

一条から第百三十三条までの規定　公布の日

二及び三　略

四　第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十

一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十

四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第

百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定　平成二十年四月一日

五　第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十

条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百

二十一条並びに第百二十九条の規定　平成二十年十月一日
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（罰則に関する経過措置）

第百三十一条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）の施行前にした行為、この附則の規定によ

りなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後に

した行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした

行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（処分、手続等に関する経過措置）

第百三十二条　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした

処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除

き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

２　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にそ

の手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法

律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

（その他の経過措置の政令への委任）

第百三十三条　附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成一九年四月二三日法律第三〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二　略

三　第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条ま

で、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条ま

で、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百

三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条

から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定　日本年金機構法の施行の日

（罰則に関する経過措置）

第百四十一条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。）の施行前にした行為及びこ

の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。

（政令への委任）

第百四十三条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成一九年七月六日法律第一〇九号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。

一　附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中

健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関す

る法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及

び第七十五条の規定　公布の日

附　則　（平成一九年七月六日法律第一一一号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年六月一八日法律第七三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成二一年六月五日法律第四九号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　附則第九条の規定　この法律の公布の日

（処分等に関する経過措置）

第四条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。）の規定により

された免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後

は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。）の相当規定によりされた免許、許可、

認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

２　この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この

法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

３　この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続

がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続

がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

（命令の効力に関する経過措置）

第五条　旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の

定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は

国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

（罰則の適用に関する経過措置）

第八条　この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした

行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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（政令への委任）

第九条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令

で定める。

附　則　（平成二三年六月二二日法律第七二号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十

条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。）に限る。）、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附

則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関

する法律（平成二十三年法律第四十号）附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規

定に限る。）及び第五十条から第五十二条までの規定　公布の日

（検討）

第二条　政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要がある

と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（罰則に関する経過措置）

第五十一条　この法律（附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。

（政令への委任）

第五十二条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附　則　（平成二三年八月三〇日法律第一〇五号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第八十一条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附

則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。

（政令への委任）

第八十二条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附　則　（平成二五年六月二八日法律第七〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条

の規定については、公布の日から施行する。

（経過措置）

第十六条　この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律又は附則第十一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分その他の行為であって、この法律

に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。

（罰則の適用に関する経過措置）

第十七条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第十八条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成二六年五月二一日法律第三八号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附　則　（平成二六年六月四日法律第五一号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二　略

三　第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表

第一第八十六号の改正規定に限る。）の規定　平成二十八年四月一日

（処分、申請等に関する経過措置）

第七条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前にこの法律によ

る改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法

律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この項において「申

請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第

二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるも

のを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞ

れの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

２　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の

手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に

別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対

して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後

のそれぞれの法律の規定を適用する。

（罰則に関する経過措置）

第八条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第九条　附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政

令で定める。
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附　則　（平成二六年六月一三日法律第六七号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行

の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定　公布の日

（処分等の効力）

第二十八条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処

分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」とい

う。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした

又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第二十九条　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令等への委任）

第三十条　附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政

令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。

附　則　（平成二六年六月一三日法律第六九号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。

（経過措置の原則）

第五条　行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこ

の法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例によ

る。

（訴訟に関する経過措置）

第六条　この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起で

きないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服

申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の

不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例

による。

２　この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提

起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消し

の訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

３　不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお

従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第九条　この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の

施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第十条　附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令

で定める。

附　則　（平成二九年五月三一日法律第四一号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

（政令への委任）

第四十八条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成三〇年七月二五日法律第七八号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　附則第七条の規定　公布の日

二　第一条及び附則第十一条の規定　公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

三　第二条並びに附則第五条第一項及び第六条の規定　公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

（既存特定飲食提供施設に関する特例）

第二条　既存特定飲食提供施設についてのこの法律の施行の日から受動喫煙（第三条の規定による改正後の健康増進法（以下「新法」とい

う。）第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。附則第五条第一項を除き、以下同じ。）の防止に関する国民の意識及び既存特定飲食

提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律で定める日までの間における新法第二十九条第一項第二号、第

三十三条及び第三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句とする。

第二十九条第一項第二号イ及び第三十三条の見出し 喫煙専用室 喫煙可能室

第三十三条第一項 一部 全部又は一部

専ら喫煙 喫煙

第三十三条第二項 を専ら喫煙 を喫煙

この節 この条及び次条第一項

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識

第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙

第三十三条第三項 喫煙専用室標識を 喫煙可能室標識を
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この節 この条及び次条第一項

喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識

第三十三条第三項第一号 喫煙専用室（ 喫煙可能室（

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識

第三十三条第四項 喫煙専用室が 喫煙可能室が

この節 この条及び次条

喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設

喫煙専用室の 喫煙可能室の

第三十三条第五項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設

喫煙専用室に 喫煙可能室に

第三十三条第六項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設

喫煙専用室の 喫煙可能室の

専ら喫煙 喫煙

喫煙専用室に 喫煙可能室に

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識

第三十三条第七項 喫煙専用室設置施設等の 喫煙可能室設置施設の

喫煙専用室の 喫煙可能室の

専ら喫煙 喫煙

喫煙専用室設置施設等に 喫煙可能室設置施設に

喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識

第三十四条の見出し 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設

第三十四条第一項 喫煙専用室設置施設等の 喫煙可能室設置施設の

喫煙専用室の 喫煙可能室の

喫煙専用室に 喫煙可能室に

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識

喫煙専用室設置施設等に 喫煙可能室設置施設に

喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識

喫煙専用室が 喫煙可能室が

第三十四条第二項及び第三項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設

２　前項の「既存特定飲食提供施設」とは、この法律の施行の際現に存する第二種施設（新法第二十八条第六号に規定する第二種施設をい

う。）のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設（次の各号に掲げるいずれかの会社により営ま

れるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除く。）をいう。

一　大規模会社（資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える会社をいう。次号において同じ。）

二　資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社のうち、次に掲げるもの

イ 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社

ロ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社（イに掲げるものを除く。）

３　喫煙可能室設置施設（第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条及

び附則第四条第二項第三号において同じ。）の管理権原者（新法第二十六条に規定する管理権原者をいう。次条第一項及び附則第四条に

おいて同じ。）は、前項に規定する既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類として厚生労働省令で定めるものを備え、これ

を保存しなければならない。

４　喫煙可能室設置施設の管理権原者等（新法第三十条第一項に規定する管理権原者等をいう。次項並びに次条第二項及び第三項において

同じ。）は、当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙可能室

設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならない。

５　都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次条第三項において同じ。）は、この条の規定の施行に必

要な限度において、喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又

はその職員に、喫煙可能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは

関係者に質問させることができる。

６　前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

７　第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

８　次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一　第三項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者

二　第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同

項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

（指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置）

第三条　新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等（以下この項並びに次条第一項第一号及び第四号において「第二種施設等」とい

う。）の管理権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定たばこ（新法第二十八条第一号に規定するたばこ（以

下この項において「たばこ」という。）のうち、当該たばこから発生した煙（蒸気を含む。）が他人の健康を損なうおそれがあることが明

らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。）のみの喫煙（新法第二十八条第二号に規定す

る喫煙をいう。）をすることができる場所として定めようとする場合における当該第二種施設等についての新法第二十九条第一項、第三

十三条及び第三十四条の規定の適用については、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関す

る科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とす

る。

第二十九条第一項第二号イ及び第五号並び

に第三十三条の見出し

喫煙専用室 指定たばこ専用喫煙室

14



第三十三条第一項 たばこ 指定たばこ（たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健

康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働

大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。）

専ら喫煙 喫煙（指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条において同じ。）

第三十三条第二項 を専ら喫煙 を喫煙

この節 この条及び次条第一項

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識

第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙

第三十三条第三項 喫煙専用室標識を 指定たばこ専用喫煙室標識を

この節 この条及び次条第一項

喫煙専用室設置施設等標識指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識

第三十三条第三項第一号 喫煙専用室（ 指定たばこ専用喫煙室（

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識

第三十三条第四項 喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が

この節 この条及び次条

喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の

第三十三条第五項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等

喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に

第三十三条第六項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の

専ら喫煙 喫煙

喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識

第三十三条第七項 喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の

専ら喫煙 喫煙

喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に

喫煙専用室設置施設等標識指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識

第三十四条の見出し 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等

第三十四条第一項 喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の

喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識

喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に

喫煙専用室設置施設等標識指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識

喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が

第三十四条第二項及び第三項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等

２　指定たばこ専用喫煙室設置施設等（前項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設

等をいう。以下この条及び次条第二項第四号において同じ。）の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について

広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施

設等である旨を明らかにしなければならない。

３　都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たば

こ専用喫煙室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当

該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

４　前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

５　第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

６　第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項

の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の過料に処する。

（標識の使用制限に関する経過措置）

第四条　何人も、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法第二十七条第一項に規定する特定施設等（次条

第二項において「特定施設等」という。）において新法第三十三条第二項に規定する喫煙専用室標識（以下この条において「喫煙専用室

標識」という。）、新法第三十三条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識（以下この条において「喫煙専用室設置施設等標識」とい

う。）、新法第三十五条第二項に規定する喫煙目的室標識（以下この条において「喫煙目的室標識」という。）、新法第三十五条第三項に規

定する喫煙目的室設置施設標識（以下この条において「喫煙目的室設置施設標識」という。）、附則第二条第一項の規定により読み替えら

れた新法第三十三条第二項に規定する喫煙可能室標識（以下この条において「喫煙可能室標識」という。）、附則第二条第一項の規定によ

り読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識（以下この条において「喫煙可能室設置施設標識」という。）

、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識（以下この条において「指定たば

こ専用喫煙室標識」という。）若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室

設置施設等標識（以下この条において「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。）（以下この条において「喫煙専用室標識等」と

総称する。）又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。

一　第二種施設等の管理権原者が新法第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専

用室設置施設等標識を掲示する場合

二　新法第二十八条第七号に規定する喫煙目的施設の管理権原者が新法第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又

は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合
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三　附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設の管理権原者が同条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の

規定により喫煙可能室標識を掲示する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により喫煙

可能室設置施設標識を掲示する場合

四　第二種施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識

を掲示する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識

を掲示する場合

２　何人も、新法第三十七条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室

標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。

一　新法第三十三条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者が同条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同

条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規

定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合

二　新法第三十五条第四項に規定する喫煙目的室設置施設の管理権原者が同条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条

第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は新法第三十六条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条

第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合

三　喫煙可能室設置施設の管理権原者が附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により喫煙可能室標

識を除去する場合、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により喫煙可能室設置施設標識を除去

する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは附則第二条第一項の規定

により読み替えられた新法第三十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識を除去

する場合

四　指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により指定た

ばこ専用喫煙室標識を除去する場合、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により指定たばこ専用喫煙

室設置施設等標識を除去する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは前条第

一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たば

こ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合

３　前二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

（特定施設等において現に業務に従事する者を使用する者の責務）

第五条　第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第四号に規定する特定施設において附則第一条第三号に掲げる規定の施行

の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙（第二条の規定による改正後の健康増進法第二十

五条の四第三号に規定する受動喫煙をいう。）を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設の実情に応じ適切な措置をとるよう努

めなければならない。

２　特定施設等（新法第二十八条第五号に規定する第一種施設を除く。）においてこの法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者

は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとるよう

努めなければならない。

（罰則に関する経過措置）

第六条　この法律（附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

（政令への委任）

第七条　附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政

令で定める。

（検討）

第八条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附　則　（令和元年六月七日法律第二六号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条及び第三条の規定並びに附則第六条（別表第一健康増進法（平成十四年法律第百三号）の項の改正規定に限る。）及び第八条

の規定　公布の日から起算して三月を経過した日

（政令への委任）

第四条　前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（健康増進法の一部を改正する法律の一部改正）

第八条　健康増進法の一部を改正する法律（平成三十年法律第七十八号）の一部を次のように改正する。

第三条のうち、健康増進法第三十四条の改正規定中「「第二十六条第二項」を「第四十三条第二項」に、」を削り、同法第二十九条第二項

の改正規定中「の」を」を「」を」に改め、「の」に、「第二十七条第一項」を「第六十一条第一項」及び「、「、前条第一号中「第二十六

条第六項」とあるのは「次条第二項において準用する第二十六条第六項」と」を削り」を削る。

附則第九条のうち地方自治法別表第一健康増進法（平成十四年法律第百三号）の項の改正規定中「第二十六条第二項及び」及び「第四十

三条第二項及び」を削る。

別表（第四十六条関係）

一　遠心分離機

二　純水製造装置

三　超低温槽

四　ホモジナイザー

五　ガスクロマトグラフ

六　原子吸光分光光度計

七　高速液体クロマトグラフ

八　乾熱滅菌器

九　光学顕微鏡

次の各号のいずれかに該当すること。

一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（短期大学を除く。）、

旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学又は旧専門学校令（明治三

十六年勅令第六十一号）に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜

産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修め

て卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。

二　学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）又

は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した

後（同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、三年以上理化学

的検査の業務に従事した経験を有する者であること。

中欄の第一号から第三号

までのいずれかに該当す

る者三名及び同欄の第四

号から第六号までのいず

れかに該当する者三名
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十　高圧滅菌器

十一　ふ卵器

三　前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

四　学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）、旧大学令に基づく大学又は旧専

門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、

農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一

年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。

五　学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）又

は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後

（同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、三年以上細菌学的

検査の業務に従事した経験を有する者であること。

六　前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
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更新⽇︓2018年5⽉10⽇

兵庫県健康づくり推進プラン（第2次）

1 趣旨

兵庫県では平成23(2011)年4⽉に「健康づくり推進条例」を施⾏するとともに、平成24(2012)年に「健康づくり推進プラン」、平成25(2013)年に「健康づく
り推進実施計画」を定め、健康づくりの取組を推進してきました。

その結果、特定健診やがん検診の受診率向上、⾷⽣活や運動習慣等⽣活習慣の改善、「受動喫煙の防⽌等に関する条例」に基づく対策の推進など着実に成果を
あげてきましたが、まだ多くの課題が残されており、さらに健康づくりの取組を充実していくことが必要です。

このような背景や県⺠の健康をめぐる現状を踏まえ、引き続き、健康づくりと疾病予防に重点を置いた取組を社会全体で総合的かつ計画的に推進するため、
「健康づくり推進プラン（第2次）」を平成29(2017)年3⽉に策定しました。

2 プランの位置づけ

このプランは、条例第8条に定める基本計画として、兵庫県における健康づくりの基本的な⽬標・⽅針を定めたものであり、健康づくりと疾病予防についての
取組を重点的に取り上げています。
また、このプランは、条例第9条に定める実施計画の上位計画にあたるものであり、新しい兵庫県の羅針盤となる「21世紀兵庫⻑期ビジョン」及び保健・医療・
福祉分野の取組の⽅向性を⽰した「少⼦⾼齢社会福祉ビジョン」等関連計画との整合を図っています。

3 プランの期間

平成29(2017)年度から平成33(2021)年度までの5年間

4 県⺠の健康づくりを取り巻く情勢

（1）急速な少⼦⾼齢化の進展

合計特殊出⽣率は、平成22(2010)年以降横ばいだったが平成27(2015)年に上昇、出⽣数は、平成22(2010)年以降毎年減少している。

⾼齢化率は年々上昇しており、平成27(2015)年に総⼈⼝の約27％を占め、平成37(2025)年には30％を超えると推計されている。

（2)）平均寿命・健康寿命の状況

平均寿命、健康寿命はいずれも伸びているが、その差は縮まっていない。

（3）県⺠の健康をめぐる現状

死亡や要介護に⾄る原因として⽣活習慣病や⾼齢に伴う要因(認知症、⾝体機能低下)の割合が⼤きい。

特定健診や特定保健指導、がん検診の受診率は着実に伸びているものの、全国値及び⽬標より低い。

⾷塩の摂取状況は、男⼥ともに全国値より低いものの、⽬標に達していない。

喫煙率は、男⼥ともに全国値より低いものの、⽬標に達していない。  等

5 ⽬標

県⺠⼀⼈ひとりが⽣涯にわたって健康で⽣き⽣きとした⽣活ができる社会の実現

6 基本⽅針

（1）ライフステージに対応した取組の強化

妊娠中から⼦どもの時期、働き盛り世代、⾼齢期など、それぞれ抱える健康課題が異なるため、様々なライフステージに応じた取組を推進する。

ツイート LINEで送るいいね︕ 0

兵庫県
（資料４）

1

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fweb.pref.hyogo.lg.jp%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%EF%BC%88%E7%AC%AC2%E6%AC%A1%EF%BC%89&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fweb.pref.hyogo.lg.jp%2Fkf17%2Fkenko_plan2.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html
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（2）健康寿命の延伸に向けた個⼈の主体的な取組の推進

健康づくりに関する知識の普及、啓発、情報の提供等により、個⼈が⾃らの健康状態を⾃覚し、健康寿命の延伸に向けて主体的に取り組むための⽀援を⾏う。

（3）社会全体として健康づくりを⽀える体制の構築

効果的に健康づくりを推進するため、県・市町・県⺠・事業者・健康づくり関係者など様々な実施主体の連携・協働のもと、社会全体として健康づくりを⽀援
する体制づくりを推進する。

（4）多様な地域特性に応じた⽀援の充実

健康状態における様々な地域差が⽣じていることから、地域の特性に応じた取組を推進する。

7 分野別⽅針

（1）⽣活習慣病等の健康づくり

主体的な健康づくりに向けた県⺠意識の向上

（主な取組⽅針）

働き盛り世代の健康づくり⽀援の充実

特定健診及び特定保健指導、がん検診の受診促進 等

⾷習慣の改善

（主な取組⽅針）

若い世代の⾷育⼒の強化など「⾷育推進計画（第3次）」の推進

「ひょうごの“⾷の健康”運動」の展開 等

運動習慣の定着

（主な取組⽅針）

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の予防

健康づくり運動機器の整備⽀援など環境づくり 等

たばこ対策の推進

（主な取組⽅針）

⼦どもや妊産婦等の喫煙・受動喫煙対策の推進

「受動喫煙の防⽌等に関する条例」に基づく対策の推進 等

次世代への健康づくり⽀援

（主な取組⽅針）

親⼦の健康づくりの充実

健康教育の推進 等

感染症その他の疾病予防

（主な取組⽅針）

感染症の予防に関する普及啓発

アレルギー疾患に関する知識の普及 等

（2）⻭及び⼝腔（こうくう）の健康づくり

総合的な推進

（主な取組⽅針）

⻭と⼝腔の健康づくりに関する知識の普及、意識啓発（8020運動の推進）等

次世代への⽀援
2
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（主な取組⽅針）

市町⺟⼦保健事業、妊婦⻭科検診等の実施

学校における⻭科保健事業 等

成⼈期の取組

（主な取組⽅針）

⻭周疾患に関する健康教育、健康相談など健康増進事業の実施

成⼈⻭周病検診など⻭周病予防の取組 等

⾼齢期の取組

（主な取組⽅針）

オーラルフレイル（咀嚼・嚥下など⼝腔機能の低下）による全⾝虚弱の予防 等

配慮を要する者への⽀援

（主な取組⽅針）

障害者、要介護⾼齢者等に対する⻭科保健サービスの充実

要介護者への⼝腔ケアなどの指導・研修の実施 等

（3）こころの健康づくり

ライフステージに対応した取組

（主な取組⽅針）

妊産婦のうつ予防、発達障害の早期発⾒、⻘少年の相談⽀援、働き盛り世代のメンタルヘルス対策、⾼齢者の孤⽴防⽌ 等

認知症の予防・早期発⾒の推進

（主な取組⽅針）

認知症予防体操の普及、認知症チェックシートによる早期発⾒

認知症医療体制の充実 等

精神障害者の⽀援

（主な取組⽅針）

精神障害者の地域移⾏⽀援、地域定着⽀援の推進

「精神障害者継続⽀援チーム」による⽀援体制の充実 等

（4）健康危機事案への対応

災害時における健康確保対策

（主な取組⽅針）

平常時からの県・市町健康福祉部局と防災担当部局の情報共有等

エコノミークラス症候群等の予防、要⽀援者への対応 等

⾷中毒の発⽣予防・拡⼤防⽌

（主な取組⽅針）

知識の普及、事業者への指導、相談窓⼝の設置

迅速な原因究明、情報発信、患者⽀援、拡⼤防⽌の指導 等 

感染症の発⽣予防・拡⼤防⽌

（主な取組⽅針）

海外での発⽣状況等情報の収集・提供、相談窓⼝の設置

予防対策の普及啓発、患者⽀援、拡⼤防⽌の指導 等

兵庫県健康づくり推進プラン（第2次）本⽂
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表紙・巻頭⽂・⽬次（PDF︓1,160KB）

第1章 基本的事項（PDF︓738KB）

第2章 県⺠の健康づくりを取り巻く情勢（PDF︓3,240KB）

第3章 ⽬標・第4章 基本⽅針（PDF︓588KB）

第5章 分野別⽅針 1.⽣活習慣病予防等の健康づくり（PDF︓3,835KB）

第5章 分野別⽅針 2.⻭及び⼝腔の健康づくり（PDF︓2,047KB）

第5章 分野別⽅針 3.こころの健康づくり（PDF︓3,299KB）

第5章 分野別⽅針 4.健康危機事案への対応（PDF︓1,169KB）

(参考)⽤語解説・健康づくり推進条例（PDF︓2,650KB）

関係資料

（前回の「兵庫県健康づくり推進プラン」）

兵庫県健康づくり推進プラン1(巻頭⽂・⽬次・Ⅰ〜Ⅴ1(6))（PDF︓5,082KB）

兵庫県健康づくり推進プラン2(Ⅴ1(7)〜Ⅴ2)（PDF︓3,616KB）

兵庫県健康づくり推進プラン3(Ⅵ〜Ⅸ・⽤語解説・健康づくり推進条例)（PDF︓3,105KB）

 

お問い合わせ

部署名︓健康福祉部健康局健康増進課
電話︓078-362-9127
FAX︓078-362-3913
Eメール︓kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県庁 法⼈番号8000020280003
 〒650-8567 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通5丁⽬10番1号 電話番号︓078-341-7711（代表）
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更新⽇︓2018年11⽉27⽇

兵庫県健康づくり推進実施計画（第2次）

趣旨

兵庫県では、健康づくり推進条例に基づいた、本県における健康づくりの基本的な指針となる「兵庫県健康づくり推進プラン（第2次）」を平成29年3⽉に定め
ました。同プランで定めた⽬標「県⺠⼀⼈ひとりが⽣涯にわたって健康で⽣き⽣きとした⽣活ができる社会の実現」の達成のため、プランの基本的な⽅向性に
基づき、具体的な⽬標や取組を定める「兵庫県健康づくり推進実施（第2次）」を策定しました。

計画の位置づけ

健康増進法に規定する都道府県健康増進計画

健康づくり推進条例に規定する「健康づくり推進プラン（第2次）」に即して定める「実施計画」

計画期間

2018年度〜2022年度（5カ年）

基本⽬標

兵庫県健康づくり推進プラン（第2次）の⽬標「県⺠⼀⼈ひとりが⽣涯にわたって健康で⽣き⽣きとした⽣活ができる社会の実現」の達成状況を計る具体的な
指標を基本⽬標として設定

個⼈の主体的な取組に関する指標

健康づくり活動の実践及び健康への意識の向上

健康寿命に関する指標

健康寿命の1年延伸

圏域間の健康寿命の差の縮⼩

分野別取組

分野1 ⽣活習慣病予防等の健康づくり

現状と課題

主な⽣活習慣病（がん、脳⾎管疾患、虚⾎性⼼疾患）年齢調整死亡率は減少しているが、死因の5割以上を占める

特定健診受診率、特定保健指導実施率は向上しているが、第1次計画の⽬標は未達成

糖尿病性腎症による⼈⼯透析導⼊患者数が増加

⾷塩や野菜摂取量、1⽇の歩数の現状などからさらなる⾷⽣活の改善や運動習慣の定着が必要

喫煙率は減少傾向にあるが第1次計画の⽬標は未達成、また未成年者の喫煙はなくなっていない

主な取組

がん対策基本計画に基づくがん対策の推進によるがんによる死亡の減少

ツイート LINEで送るいいね︕ 0

兵庫県
（資料５）
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啓発、⼈材育成等を通じた特定健診、特定保健指導、がん検診受診等の向上

糖尿病の重症化を予防するため、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの取組を⽀援

「⾷育推進計画（第3次）」による⾷⽣活の改善や、健康体操の普及等を通じた運動習慣の定着を促進

禁煙の必要性の啓発、禁煙治療等の情報提供による禁煙⽀援や、学校を通じたたばこの害等の啓発

分野2 ⻭及び⼝腔の健康づくり

現状と課題

定期的に⻭科健診を受診する⼈の割合は増加しているが、第1次計画の⽬標は未達成

8020運動達成者は増加しているが、第1次計画の⽬標は未達成

⾼校卒業後、定期的な⻭科健診を受診する機会がなく⻘・壮年期の⻭・⼝腔保健対策が不⼗分

妊婦⻭科健診等に取組む市町数は増加したが、受診率は3割弱にとどまる

オーラルフレイルの予防による全⾝虚弱の予防の取組が必要

主な取組

⼝腔保健⽀援センターを中⼼に各世代の課題に向けた施策展開

事業所⻭科健診への助成を通じた働き盛り世代対策の充実

運動推進員による普及啓発活動の全県展開を通じた8020運動⽬標の達成に向けた取組の推進

⻘年期からの健⼝⼒向上モデル事業の実施よる⻘年期の⻭・⼝腔の健康づくりの推進

市町における妊婦⻭科健診の取組を進めるためのマニュアル等の活⽤による市町⽀援

指導者養成等によるオーラルフレイルの予防を推進

分野3 こころの健康づくり

現状と課題

⾃殺者数は着実に減少しているが、10代〜30代までの死因の1位であるなど依然として⼤きな課題

成⼈のストレスを感じる割合や睡眠に問題を抱える割合は増加

⾼齢化の進展により認知症⾼齢者はさらに増加⾒込み

主な取組

⾃殺者数のさらなる減少を⽬指し、⾃殺対策計画に基づく取組を推進

健康づくりチャレンジ企業へのメンタルヘルス事業等による働き盛り世代のこころの健康づくりの推進

認知症予防・早期発⾒など認知症施策を推進

分野4 健康危機事案への対応

現状と課題

平常時の関係団体間等の連携や県⺠意識の向上、災害発⽣時の対応(災害時要援護者への⽀援等)の充実

主な取組

市町における災害時保健指導マニュアル策定の⽀援、研修や訓練を通じた⼈材育成

兵庫県健康づくり推進実施計画（第2次）概要・本⽂

概要

兵庫県健康づくり推進実施計画（第2次）概要（PDF︓752KB）

本⽂

1. 表紙・⽬次（PDF︓758KB） 2
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“長寿医療制度”（後期高齢者医療制度）とは、
７５歳以上の方々の医療費を国民全体で支える仕組みです。

１ ７５歳以上の方を対象とした独立の医療制度とし、公費を重点的に投入
（給付費の５割）

４ 保険料は、原則として、年金からお支払いいただきます。

高齢者の皆様に金融機関の窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしない
ためです。また、保険料徴収のための行政の無駄なコストを省くこともできます。

・

・

・

５ ７５歳以上と７４歳以下で受けられる医療に違いはありません。

加えて、お一人おひとりに寄り添って、生活面も含め、丁寧に診ていく
医療を提供します。

「高齢者担当医」が心と体の全体を診て、外来から入院先の紹介、在宅医療まで
継続して関わる仕組みを導入します。

医師の訪問診療や訪問看護などの在宅医療を充実します。

厚生労働省

都道府県単位で運営

国保では、市区町村によって保険料に最大５倍の格差がありましたが、長寿医療
制度では、２倍に縮まります。

・

２

高齢者お一人おひとりが、公平に、保険料を負担

トータルで従来と同水準の１割です。これまでは、国保など加入する制度によって
バラバラでしたが、これからは一本化し、同じ都道府県内で、同じ所得であれば、原
則、同じ保険料となります。

若い世代の方々の負担（給付費の４割）が重くなり過ぎないよう、ご負担をお願いし
ます。

サラリーマンなどとして働かれている家族が加入している医療保険の被扶養者で
あった方には、移行措置を講じます。

・

・

・

20年4月～9月は保険料負担を凍結、20年10月～21年3月は本来の保険料の１割負担

３

（資料６ ①）
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施
設

老
人
ホ
ー
ム

自
宅

そ
の
他

2
.4
%
（
「
診
療
所
」
、
「
そ
の
他
」
）

2
.4
%
（
「
診
療
所
」
、
「
そ
の
他
」
）

５
．
９
％○
２
０
世
紀
半
ば
に
は
自
宅
で
死
亡
す
る
者
が
８
割
超
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
８
割
近
く
の
者
が
病
院
で
死
亡
し
て
い
る
。

死
亡
場
所
の
推
移

5

6



２
．
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

歯
科
保
健
医
療
の
役
割

6

7



•
認
知
症
対
策
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
在
宅
療
養
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
介
護
予
防
と
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
介
護
保
険
施
設
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

8



認
知
症
施
策
推
進
総
合
戦
略
（
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
）

～
認
知
症
高
齢
者
等
に
や
さ
し
い
地
域
づ
く
り
に
向
け
て
～
の
概
要

・
高
齢
者
の
約
４
人
に
１
人
が
認
知
症
の
人
又
は
そ
の
予
備
群
。
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
認
知
症
の
人
は
さ
ら
に
増
加

２
０
１
２
（
平
成
２
４
）
年
４
６
２
万
人
（
約
７
人
に
１
人
）
⇒

２
０
２
５
（
平
成
３
７
）
年
約
７
０
０
万
人
（
約
５
人
に
１
人
）

・
認
知
症
の
人
を
単
に
支
え
ら
れ
る
側
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
認
知
症
の
人
が
認
知
症
と
と
も
に
よ
り
よ
く
生
き
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
環
境
整
備
が
必
要
。

七 つ の 柱

新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
の
基
本
的
考
え
方

認
知
症
の
人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
で
き
る
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
の
よ
い
環
境
で
自
分
ら
し
く
暮

ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
す
。

①
認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
普
及
・
啓
発
の
推
進

②
認
知
症
の
容
態
に
応
じ
た
適
時
・
適
切
な
医
療
・
介
護
等
の
提
供

③
若
年
性
認
知
症
施
策
の
強
化

④
認
知
症
の
人
の
介
護
者
へ
の
支
援

⑤
認
知
症
の
人
を
含
む
高
齢
者
に
や
さ
し
い
地
域
づ
く
り
の
推
進

⑥
認
知
症
の
予
防
法
、
診
断
法
、
治
療
法
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
、
介
護
モ
デ
ル
等
の

研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
の
推
進

⑦
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
の
視
点
の
重
視

・
厚
生
労
働
省
が
関
係
府
省
庁
（
内
閣
官
房
、
内
閣
府
、
警
察
庁
、
金
融
庁
、
消
費
者
庁
、
総
務
省
、
法
務
省
、
文
部
科

学
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
）
と
共
同
し
て
策
定

・
新
プ
ラ
ン
の
対
象
期
間
は
団
塊
の
世
代
が
７
５
歳
以
上
と
な
る
２
０
２
５
（
平
成
３
７
）
年
だ
が
、
数
値
目
標
は
介
護
保

険
に
合
わ
せ
て
２
０
１
７
（
平
成
２
９
）
年
度
末
等

・
策
定
に
当
た
り
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
な
ど
様
々
な
関
係
者
か
ら
幅
広
く
意
見
を
聴
取

9



認
知
症
の
容
態
に
応
じ
た
適
時
・適
切
な
医
療
・介
護
等
の
提
供

【
か
か
り
つ
け
医
認
知
症
対
応
力
向
上
研
修
の
受
講
者
数
（
累
計
）
】
（
目
標
引
上
げ
）

現
行
プ
ラ
ン
：
２
０
１
７
（
平
成
２
９
）
年
度
末
５
０
，
０
０
０
人
⇒
新
プ
ラ
ン
：
６
０
，
０
０
０
人

【
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
養
成
研
修
の
受
講
者
数
（
累
計
）
】
（
目
標
引
上
げ
）

現
行
プ
ラ
ン
：
２
０
１
７
（
平
成
２
９
）
年
度
末
４
，
０
０
０
人
⇒
新
プ
ラ
ン
：
５
，
０
０
０
人

【
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
設
置
市
町
村
数
】
（
目
標
引
上
げ
）

新
プ
ラ
ン
：
２
０
１
８
（
平
成
３
０
）
年
度
か
ら
す
べ
て
の
市
町
村
で
実
施

・
か
か
り
つ
け
医
の
認
知
症
対
応
力
向
上
、
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
の
養
成
等

・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
の
認
知
症
対
応
力
向
上

・
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
等
の
整
備

・
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
設
置

・
容
態
の
変
化
に
応
じ
て
医
療
・介
護
等
が
有
機
的
に
連
携
し
、
適
時
・適
切
に
切
れ
目
な
く
提
供

・ 早
期
診
断
・
早
期
対
応
を
軸
と
し
、
妄
想
・う
つ
・
徘
徊
等
の
行
動
・心
理
症
状
（Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
）や
身
体
合

併
症
等
が
見
ら
れ
て
も
、
医
療
機
関
・介
護
施
設
等
で
の
対
応
が
固
定
化
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
最
も

ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
循
環
型
の
仕
組
み

【
基
本
的
考
え
方
】

新

発
症
予
防

発
症
初
期

急
性
増
悪
時

中
期

人
生
の
最
終
段
階

①
本
人
主
体
の
医
療
・
介
護
等
の
徹
底

②
発
症
予
防
の
推
進

③
早
期
診
断
・
早
期
対
応
の
た
め
の
体
制
整
備

10



認
知
症
施
策
推
進
総
合
戦
略
～
認
知
症
高
齢
者
等
に
や
さ
し
い
地
域
づ
く
り
に
向
け
て
～

認
知
症
の
容
態
に
応
じ
た
適
時
・
適
切
な
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供

10

早
期
診
断
・
早
期
対
応
の
た
め
の
体
制
整
備

●
歯
科
医
師
等
に
よ
る
口
腔
機
能
の
管
理
や
薬
剤
師
に
よ
る
服
薬
指
導
等
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
専
門
家
が

高
齢
者
等
と
接
す
る
中
で
、
認
知
症
の
疑
い
が
あ
る
人
に
早
期
に
気
付
き
、
か
か
り
つ
け
医
等
と
連
携
し
て
対

応
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
も
認
知
症
の
人
の
状
況
に
応
じ
た
口
腔
機
能
の
管
理
や
服
薬
指
導
等
を
適
切
に

行
う
こ
と
を
推
進
す
る
。
こ
の
た
め
、
歯
科
医
師
や
薬
剤
師
の
認
知
症
対
応
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
研
修
の

在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
関
係
団
体
の
協
力
も
得
な
が
ら
研
修
を
実
施
す
る
。
【厚
生
労
働
省
】

【
目
標
値
】
（
新
設
）

（
２
７
年
度
）

歯
科
医
師
や
薬
剤
師
の
認
知
症
対
応
力
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修

の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討

（
２
８
年
度
以
降
）
関
係
団
体
の
協
力
を
得
て
研
修
実
施

歯
科
医
師
及
び
薬
剤
師
に
つ
い
て
は
、
認
知
症
の
早
期
発
見
に
お
け
る
役
割
だ
け
で
な
く
、

か
か
り
つ
け
医
と
連
携
し
て
、
口
腔
機
能
の
管
理
や
服
薬
指
導
等
を
適
切
に
行
う
必
要

11



•
認
知
症
対
策
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
在
宅
療
養
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
介
護
予
防
と
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
介
護
保
険
施
設
に
お
け
る
歯
科
の
役
割
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○
医
療
と
介
護
の
両
方
を
必
要
と
す
る
状
態
の
高
齢
者
が
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地

域
に
お
け
る
医
療
・
介
護
の
関
係
機
関
（
※
）
が
連
携
し
て
、
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
在
宅
医
療
・
介
護
を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
。

（
※

）
在

宅
療

養
を

支
え

る
関

係
機

関
の

例

・
診

療
所

・
在

宅
療

養
支

援
診

療
所
・

歯
科

診
療

所
等

（
定

期
的

な
訪

問
診

療
等

の
実

施
）

・
病

院
・

在
宅

療
養

支
援

病
院

・
診

療
所

（
有

床
診

療
所

）
等

（
急

変
時

の
診

療
・

一
時

的
な

入
院

の
受

入
れ

の
実

施
）

・
訪

問
看

護
事

業
所

、
薬

局
（

医
療

機
関

と
連

携
し

、
服

薬
管

理
や

点
滴

・
褥

瘡
処

置
等

の
医

療
処

置
、

看
取

り
ケ

ア
の

実
施

等
）

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

（
入

浴
、

排
せ

つ
、

食
事

等
の

介
護

の
実

施
）

○
こ
の
た
め
、
関
係
機
関
が
連
携
し
、
多
職
種
協
働
に
よ
り
在
宅
医
療
・
介
護
を
一
体
的
に
提
供
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
都
道
府

県
・
保
健
所
の
支
援
の
下
、
市
区
町
村
が
中
心
と
な
っ
て
、
地
域
の
医
師
会
等
と
緊
密
に
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
の
関
係
機
関
の
連
携
体
制

の
構
築
を
推
進
す
る
。

【
2
4
年
度
要
求
額

：
１
８
０
４
百
万

円
】

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

診
療
所
・
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
等

利
用
者
・
患
者

病
院
・
在
宅
療
養
支
援
病
院
・
診
療
所
(有
床
診
療
所
)等

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

訪
問

診
療

訪
問

看
護

等

訪
問

診
療

介
護

サ
ー

ビ
ス

一
時

入
院

（
急

変
時

の
診

療
や

一
時

受
入

れ
）

連
携

訪
問
看
護
事
業
所
、
薬
局

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
支
援
に
関
す
る
相
談
窓
口

（
郡
市
区
医
師
会
等
）

関
係
機
関
の

連
携
体
制
の

構
築
支
援

都
道
府
県
・
保
健
所

後
方
支
援
、

広
域
調
整
等

の
支
援

市
町
村

・
地

域
の

医
療

・
介

護
関

係
者

に
よ

る
会

議
の

開
催

・
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

に
関

す
る

相
談

の
受

付
・

在
宅

医
療

・
介

護
関

係
者

の
研

修
等

※
市
区
町
村
役
場
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
設

置
す
る
こ
と
も
可
能

12
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在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
（
介
護
保
険
の
地
域
支
援
事
業
、
平
成
２
７
年
度
～
）

地
域

の
医

療
機

関
の

分
布

、
医

療
機

能
を

把
握

し
、

リ
ス

ト
・

マ
ッ

プ
化

必
要

に
応

じ
て

、
連

携
に

有
用

な
項

目
（

在
宅

医
療

の
取

組
状

況
、

医
師

の
相

談
対

応
が

可
能

な
日

時
等

）
を

調
査

結
果

を
関

係
者

間
で

共
有

（
ア
）
地
域
の
医
療
・
介
護
の
資
源
の
把
握

（
イ
）
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
課
題
の
抽
出
と

対
応
策
の
検
討

地
域

の
医

療
・

介
護

関
係

者
等

が
参

画
す

る
会

議
を

開
催

し
、

在
宅

医
療

・
介

護
連

携
の

現
状

を
把

握
し

、
課

題
の

抽
出

、
対

応
策

を
検

討

（
オ
）
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
相
談
支
援

医
療

・
介

護
関

係
者

の
連

携
を

支
援

す
る

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
配

置
等

に
よ

る
、

在
宅

医
療

・
介

護
連

携
に

関
す

る
相

談
窓

口
の

設
置

・
運

営
に

よ
り

、
連

携
の

取
組

を
支

援
。

（
エ
）
医
療
・
介
護
関
係
者
の
情
報
共
有
の
支
援

情
報

共
有

シ
ー

ト
、

地
域

連
携

パ
ス

等
の

活
用

に
よ

り
、

医
療

・
介

護
関

係
者

の
情

報
共

有
を

支
援

在
宅

で
の

看
取

り
、

急
変

時
の

情
報

共
有

に
も

活
用

（
キ
）
地
域
住
民
へ
の
普
及
啓
発

地
域

住
民

を
対

象
に

し
た

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

等
の

開
催

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

、
チ

ラ
シ

、
区

報
、

H
P
等

を
活

用
し

た
、

在
宅

医
療

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
普

及
啓

発
在

宅
で

の
看

取
り

に
つ

い
て

の
講

演
会

の
開

催
等

（
カ
）
医
療
・
介
護
関
係
者
の
研
修

地
域

の
医

療
・

介
護

関
係

者
が

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
等

を
通

じ
、

多
職

種
連

携
の

実
際

を
習

得
介

護
職

を
対

象
と

し
た

医
療

関
連

の
研

修
会

を
開

催
等

（
ウ
）
切
れ
目
の
な
い
在
宅
医
療
と
在
宅
介
護
の
提
供
体
制

の
構
築
推
進

◆
地

域
の

医
療

・
介

護
関

係
者

の
協

力
を

得
て

、
在

宅
医

療
・

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
体

制
の

構
築

を
推

進

（
ク
）
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
関
係
市
区

町
村
の
連
携

◆
同

一
の

二
次

医
療

圏
内

に
あ

る
市

区
町

村
や

隣
接

す
る

市
区

町
村

等
が

連
携

し
て

、
広

域
連

携
が

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
検

討

○
事
業
項
目
と
取
組
例

○
在

宅
医

療
・

介
護

の
連

携
推

進
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ま

で
医

政
局

施
策

の
在

宅
医

療
連

携
拠

点
事

業
（

平
成

2
3
・

2
4
年

度
）

、
在

宅
医

療
推

進
事

業
（

平
成

2
5
年

度
～

）
に

よ
り

一
定

の
成

果
。

そ
れ

を
踏

ま
え

、
介

護
保

険
法

の
中

で
制

度
化

。

○
介

護
保

険
法

の
地

域
支

援
事

業
に

位
置

づ
け

、
市

区
町

村
が

主
体

と
な

り
、

郡
市

区
医

師
会

等
と

連
携

し
つ

つ
取

り
組

む
。

○
実

施
可

能
な

市
区

町
村

は
平

成
2
7
年

4
月

か
ら

取
組

を
開

始
し

、
平

成
3
0
年

4
月

に
は

全
て

の
市

区
町

村
で

実
施

。

○
各

市
区

町
村

は
、

原
則

と
し

て
（

ア
）

～
（

ク
）

の
全

て
の

事
業

項
目

を
実

施
。

○
事

業
項

目
を

郡
市

区
医

師
会

等
（

地
域

の
医

療
機

関
や

他
の

団
体

を
含

む
）

に
委

託
す

る
こ

と
も

可
能

。

○
都

道
府

県
・

保
健

所
は

、
市

区
町

村
と

都
道

府
県

医
師

会
等

の
関

係
団

体
、

病
院

等
と

の
協

議
の

支
援

や
、

都
道

府
県

レ
ベ

ル
で

の
研

修
等

に
よ

り
支

援
。

国

は
、

事
業

実
施

関
連

の
資

料
や

事
例

集
の

整
備

等
に

よ
り

支
援

す
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
を

通
じ

て
実

施
状

況
を

把
握

。
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多
職
種
研
修
の
実
施
に
よ
る
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進

＜
事
例
検
討
等
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
等
の
実
施
＞

地
域
の
医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
・看
護
師
・Ｍ
Ｓ
Ｗ
や
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
等
の
介
護
関
係
者
と
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
「
地
域
に

は
頼
り
に
な
る
多
職
種
が
い
る
」こ
と
を
知
る
。

＜
在
宅
医
療
と
介
護
の
連
携
の
推
進
＞

こ
の

前
一

緒
に

研
修

し
た

○
○

先
生

や
看

護
師

の
△

△
さ

ん
に

相
談

し
て

み
よ

う

在
宅

医
療

に
取

り
組

ん
で

み
よ

う
か

な

あ
の

ケ
ア

マ
ネ

さ
ん

に
相

談
し

て
み

よ
う

＜
多

職
種

研
修

で
実

施
さ

れ
る

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
の

例
＞

・
事

例
検

討
A
さ

ん
に

は
、

ど
ん

な
ケ

ア
が

必
要

？
そ

れ
ぞ

れ
の

職
種

は
何

を
す

る
？

・
医

療
・

介
護

資
源

マ
ッ

プ
の

作
成

・
在

宅
療

養
を

推
進

す
る

上
で

の
課

題
と

解
決

策
等

○
研
修
運
営
ガ
イ
ド

－
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
／
東
京
大
学
高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構
／

日
本
医
師
会
／
厚
生
労
働
省
に
よ
る
共
同
名
義

－
研
修
開
催
事
務
局
が
用
い
る
手
順
書
と
し
て
の
活
用
を
想
定

－
開
催
日
程
に
応
じ
て
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
例
示

１
多
職
種
研
修
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
等
を
通
し
て
、

①
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

地
域
に
お
け
る
医
療
・介
護
関
係
者
と
知
り
合
う
（
顔
の
見
え
る
関
係
性
の
構
築
）

②
新
た
な
知
識
の
獲
得
（レ
ベ
ル
の
向
上
）

他
の
職
種
の
役
割
・
能
力
・現
状
や
、
地
域
の
実
態
・困
り
事
等
を
知
る

③
他
職
種
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

事
例
検
討
等
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
に
求
め
ら
れ
る
内
容
に
気
づ
く

（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
）

２
多
職
種
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
企
画
・運
営
の
経
験
に
よ
り
、

在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
実
践
ス
キ
ル
の
向
上
、
在
宅
医
療
の
取
組
に
必
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
向
上
、
チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

に
よ
る
地
域
で
の
在
宅
医
療
の
人
材
が
育
成
さ
れ
る
。

（
他
の
職
種
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
、
特
に
、
医
療
系
職
種
に
と
っ
て
は
貴
重
な
機
会
）

＜
医
療
・
介
護
関
係
者
及
び
関
係
団
体
に
お
け
る
、
在
宅
医

療
・
介
護
連
携
に
取
り
組
む
機
運
の
醸
成
＞

多
職
種
研
修
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
、
調
整
や
運
営
を
通
し
て
、

行
政
、
医
療
・
介
護
関
係
者
、
関
係
団
体
の
関
係
性
が
構
築
さ
れ
、

連
携
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高
ま
る
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•
認
知
症
対
策
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
在
宅
療
養
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
介
護
予
防
と
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
介
護
保
険
施
設
に
お
け
る
歯
科
の
役
割
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＜
口

腔
機

能
向

上
加

算
＞

サ
ー
ビ
ス
内
容
：
口
腔
清
掃
の
指
導
、
摂
食
・
嚥
下
訓
練

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
：
歯
科
衛
生
士
、
看
護
師
、
言
語
聴
覚
士

報
酬
単
位
数
：
（
予
防
給
付
）
１
５
０
単
位
／
月

（
介
護
給
付
）
１
５
０
単
位
／
回
（
月
２
回
を
限
度
）

地
域
支
援
事
業
（
市
町
村
）

16

居 宅 サ ー ビ ス

＜
居

宅
療

養
管

理
指

導
費
＞

サ
ー
ビ
ス
内
容
：
口
腔
清
掃
の
指
導
、
摂
食
・
嚥
下
訓
練

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
：
歯
科
医
師
、
歯
科
医
師
の
指
示
を
受
け
た
歯
科
衛
生
士

報
酬
単
位
数
：
（
歯
科
医
師
）
同
一
建
物
居
住
者
以
外
の
者
：
５
０
３
単
位
／
回
（
月
2
回
限
度
）

同
一
建
物
居
住
者

：
４
５
２
単
位
／
回
（
月
2
回
限
度
）

※
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
す
る
情
報
提
供
は
、
必
須
要
件

（
歯
科
衛
生
士
）
同
一
建
物
居
住
者
以
外
の
者
：
３
５
２
単
位
／
回
（
月
４
回
限
度
）

同
一
建
物
居
住
者

：
３
０
２
単
位
／
回
（
月
４
回
限
度
）

＜
口
腔
衛
生
管
理
体
制
加
算
＞

内
容
：
口
腔
ケ
ア
に
係
る
介
護
職
員
へ
の
技
術
的
助
言
／
指
導

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
：
歯
科
医
師
、
歯
科
医
師
の
指
示
を
受
け
た
歯
科

衛
生
士

報
酬
単
位
数
：
３
０
単
位
／
月

施 設 サ ー ビ ス

＜
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
複
数
実
施
加
算
＞

サ
ー
ビ
ス
内
容
：
運
動
機
能
向
上
/
栄
養
改
善
/
口

腔
機
能
向
上
の
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
複
数
実
施

報
酬
単
位
数
：
(２
種
類
)４
８
０
単
位
／
月

(3
種
類
)７
０
０
単
位
／
月

＜
口
腔
衛
生
管
理
加
算
＞

サ
ー
ビ
ス
内
容
:入
所
者
に
対
す
る
専
門
的
口
腔
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
:歯
科
医
師
の
指
示
を
受
け
た
歯
科
衛
生
士

報
酬
単
位
数
：
1
1
0
単
位
／
月

介
護
保
険
に
お
け
る
口
腔
関
連
サ
ー
ビ
ス

介
護

報
酬

＜
経
口
維
持
加
算
Ⅱ
＞

サ
ー
ビ
ス
内
容
:咀
嚼
能
力
等
の
口
腔
機
能
を
踏
ま
え
た
経
口
維
持
の

た
め
の
支
援
（
多
職
種
に
よ
る
食
事
の
観
察
や
会
議
の
実
施
）

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
:歯
科
医
師
、
歯
科
衛
生
士
等

報
酬
単
位
数
：
1
0
0
単
位
／
月

介
護
予
防
･
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

１
一
般
介
護
予
防
事
業

＜
介
護
予
防
普
及
啓
発
事
業
＞

対
象
者
：
6
5
歳
以
上
全
て
の
高
齢
者

事
業
内
容
：

口
腔
の
介
護
予
防
に
関
す
る
教
室
・

講
演
会
の
開
催
、
住
民
主
体
の
活
動

に
お
け
る
健
口
体
操
等
の
実
施
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
な
ど

２
介
護
予
防
･
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

事
業

＜
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
Ｃ
、
訪
問
型

サ
ー
ビ
ス
Ｃ
（
短
期
集
中
予
防
サ
ー

ビ
ス
）
＞

対
象
者
：
要
支
援
者
、
基
本
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
該
当
者

事
業
内
容
：

保
健
・
医
療
の
専
門
職
に
よ
り
提
供

さ
れ
る
支
援
で
、
３
～
６
か
月

の
短
期
間
で
行
わ
れ
る
サ
ー
ビ
ス

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
C

歯
科
衛
生
士
等
に
よ
る
口
腔
機
能
向

上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
摂
食
・
嚥
下
機

能
訓
練
、
口
腔
清
掃
の
自
立
支
援
等
）

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
C

歯
科
衛
生
士
等
に
よ
る
訪
問
指
導

※
｢
口
腔
｣
や
｢
歯
科
衛
生
士
｣
が
明
記
さ
れ
て

い
な
い
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
類
型
に
お
い
て

も
、
地
域
支
援
事
業
実
施
要
綱
の
内
容
に
合

致
し
て
い
れ
ば
、
各
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し

て
口
腔
に
関
す
る
介
護
予
防
の
取
組
も
可
能

※
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
移
行

後
に
お
け
る
要
支
援
者
等
に
対
す
る
口
腔
機
能

向
上
加
算
及
び
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
複
数
実
施
加

算
に
つ
い
て
は
、
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
事
業
に
お
け
る
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
の
類
型

「
現
行
の
通
所
介
護
相
当
の
サ
ー
ビ
ス
」
ま
た

は
「
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
Ａ
」
に
お
い
て
保
険
者

の
判
断
に
よ
り
算
定
が
可
能

要
支
援
１
、
２

要
介
護
１
～
５
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介
護
予
防
・

日
常
生
活

支
援
総
合

事
業

（
新
し
い

総
合
事
業
）

介
護
予
防
・
生
活

支
援
サ
ー
ビ
ス

事
業

一
般
介
護
予
防
事
業

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

（
第
１
号
訪
問
事
業
）

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

（
第
１
号
通
所
事
業
）

そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

（
第
１
号
生
活
支
援
事
業
）

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
第
１
号
介
護
予
防
支
援
事
業
）

・
第
１
号
被
保
険
者
の
全
て
の
者

・
そ
の
支
援
の
た
め
の
活
動
に

関
わ
る
者

（
従
来
の
要
支
援
者
）

・
要
支
援
認
定
を
受
け

た
者
（
要
支
援
者
）

・
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

該
当
者
（
介
護
予
防
・

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

対
象
事
業
者
）

・
現
行
の
訪
問

介
護
相
当

・
多
様
な

サ
ー
ビ
ス

・
現
行
の
通
所

介
護
相
当

・
多
様
な

サ
ー
ビ
ス

②
介
護
予
防
普
及
啓
発
事
業

③
地
域
介
護
予
防
活
動
支
援
事
業

④
一
般
介
護
予
防
事
業
評
価
事
業

⑤
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
支
援
事
業

①
介
護
予
防
把
握
事
業

②
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

A（
緩
和
し
た
基
準
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
）

①
訪
問
介
護

③
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

B（
住
民
主
体
に
よ
る
支
援
）

④
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

C（
短
期
集
中
予
防
サ
ー
ビ
ス
）

⑤
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

D（
移
動
支
援
）

①
通
所
介
護

②
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

A（
緩
和
し
た
基
準
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
）

③
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

B（
住
民
主
体
に
よ
る
支
援
）

④
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

C（
短
期
集
中
予
防
サ
ー
ビ
ス
）

①
栄
養
改
善
の
目
的
と
し
た
配
食

②
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
が
行
う
見
守
り

③
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
、
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
に
準
じ
る

自
立
支
援
に
資
す
る
生
活
支
援
（
訪
問
型
サ
ー
ビ

ス
・
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
の
一
体
的
提
供
等
）

※
上
記
は
サ
ー
ビ
ス
の
典
型
例
と
し
て
示
し
て
い
る
も
の
。
市
町
村
は
こ
の
例
を

踏
ま
え
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
検
討
す
る
。

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
新
し
い
総
合
事
業
）
の
構
成
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先
進
地
か
ら
の
講
師
派
遣
・
研
修

県
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

（例
）要
介
護
認
定
率
の
比
較
分
析

81216

全
国

和
光
市

大
分
県

全
国
展
開
の
ポ
イ
ン
ト

例
）
和
光
市

地
域
の
ニ
ー
ズ
把
握

全
国
展
開
に
向
け
た
取
組

介
護
予
防
へ
の
重
点
的
な
取
組
に
よ

り
、
要
支
援
者
の
状
態
が
改
善

保
険
者
主
導
の
多
職
種
連
携

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
P
T
、
O
T
、
管
理
栄
養

士
等
の
多
職
種
が
集
ま
り
、
個
別
の
ケ
ア

プ
ラ
ン
を
地
域
ケ
ア
会
議
で
検
討
、
等
々

市
町
村
に
よ
る
取
組
の
好
事
例

例
）
大
分
県

都
道
府
県
に
よ
る
普
及
展
開
の
好
事
例

県
の
主
導
に
よ
り
市
町
村
の
取
組
を
リ
ー
ド

専
門
職
能
団
体
等
と
の
連
携

ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
、
人
材
育
成

専
門
職
能
団
体
等
と
の
連
携

住
民
の
意
識
向
上

保
険
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

実
態
把
握
・
分
析
・
課
題
抽
出

高
齢
化
が
進
展
す
る
中
で
、
高
齢
者
の
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
、
介
護
予
防
、
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
に
向
け
た
保
険
者
の
取
組
を
一
層
加
速
化
す
る
こ
と
が
必
要

市
町
村
の
保
険
者
機
能
の
抜
本
強
化
策
に
つ
い
て
、
次

期
制
度
改
正
に
向
け
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
可
能
な
限

り
前
倒
し

【
検
討
事
項
の
例
】

○
要
介
護
度
、
介
護
費
等
の
分
析
と
課
題
抽
出

○
具
体
的
な
数
値
目
標
の
設
定
・
達
成
度
の
評
価

○
市
町
村
の
取
組
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
け
等

市 町 村 ・ 都 道 府 県 ・ 国 ・ 民 間 の 協 働 に よ り 全 国 展 開 を 推 進

高
齢
者
の
自
立
支
援
・
介
護
予
防
に
取
り
組
む
先
進
的
な
保
険
者
の
取
組
の
全
国
展
開

保
険
者
機
能
の
強
化

～
介
護
予
防
の
横
展
開
～

保
険
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

全 国 展 開 に 向 け て 必 要 と な る ポ イ ン ト を 抽 出

認
定
率
（
％
）

1
8
.0

1
0
.0

8
.0

全
国

平
均

の
認

定
率

は
４

年
間

で
上

昇
し

て
い

る
も

の
の

、
和

光
市

・
大

分
県

は
低

下

平
成

23
年

平
成

27
年

17
.3

18
.0

9.
6

9.
3

19
.6

18
.6

平
成
2
8
年
４
月
４
日
経
済
財
政
諮
問
会
議

厚
生
労
働
大
臣
提
出
資
料
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1
6
.8

1
7
.4

1
7
.8

1
8
.1

1
8
.2

1
8
.3

1
8
.5

1
8
.9

1
9
.7

2
0
.1

2
0
.0

1
9
.6

1
9
.3

1
8
.8

1
6
.51
7

1
7
.51
8

1
8
.51
9

1
9
.52
0

2
0
.5

H
2
1
年

度
末

H
2
2
年

度
末

H
2
3
年

度
末

H
2
4
年

度
末

H
2
5
年

度
末

H
2
6
年

度
末

H
2
7
年

取
組
開
始

差
2
.3

％

差
0
.3

％

H
2
3
~

 

▲
1
.3

％

H
2
3
~

 

＋
0
.7

％

（
％

）
資

料
：

介
護

保
険

事
業

状
況

報
告

全
国
平
均

大
分
県

県
平
均

Ｈ
2
7
.1
1
月
末
現
在

全
国
平
均
Ｈ
2
7
.8
月
末
現
在

要
介
護
認
定
率
の
推
移

大
分
県
作
成
資
料
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認
知
症
施
策

認
知
症
初
期

集
中
支
援

チ
ー
ム

認
知
症
地
域

支
援
推
進
員

○
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
開
催

○
個
別
ケ
ー
ス
（
困
難
事
例
等
）
の
支
援
内
容
を
通
じ
た

①
地
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

②
高
齢
者
の
自
立
支
援
に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援

③
地
域
課
題
の
把
握

な
ど
を
行
う
。

※
幅
広
い
視
点
か
ら
、
直
接
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
ら
な
い

専
門
職
種
も
参
加

※
行
政
職
員
は
、
会
議
の
内
容
を
把
握
し
て
お
き
、

地
域
課
題
の
集
約
な
ど
に
活
か
す
。 地
域
づ
く
り
・
資
源
開
発

政
策
形
成

介
護
保
険
事
業
計
画
等
へ
の
位
置
づ
け
な
ど

地
域
課
題
の
把
握

個
別
の

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

市
町
村
レ
ベ
ル
の
会
議
（
地
域
ケ
ア
推
進
会
議
）

事
例
提
供

支
援

サ
ー
ビ
ス

担
当
者
会
議

（
全
て
の

ケ
ー
ス
に
つ

い
て
、
多
職

種
協
働
に
よ

り
適
切
な
ケ

ア
プ
ラ
ン
を

検
討
）

≪
主
な
構
成
員
≫

そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
参
加

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
、
歯
科

衛
生
士
、
P
T
、
O
T
、
S
T
、
管
理
栄
養
士
、
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
な
ど

自
治
会
、
民
生
委
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
N
P
O
な
ど

医
療
・
介
護
の
専
門
職
種
等

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
レ
ベ
ル
で
の
会
議
（地
域
ケ
ア
個
別
会
議
）

地
域
の
支
援
者

生
活
支
援

体
制
整
備

生
活
支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

協
議
体

在
宅
医
療
･
介
護
連

携
を
支
援
す
る
相

談
窓
口

郡
市
区
医
師
会
等

連
携
を
支
援
す
る
専

門
職
等

（
参
考
）
平
成
２
７
年
度
よ
り
、
地
域
ケ
ア
会
議
を
介
護
保
険
法
に
規
定
。
（
法
第
１
１
５
条
の
４
８
）

○
市
町
村
が
地
域
ケ
ア
会
議
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定

○
地
域
ケ
ア
会
議
を
、
適
切
な
支
援
を
図
る
た
め
に
必
要
な
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
に
お
い
て

自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
支
援
体
制
に
関
す
る
検
討
を
行
う
も
の
と
し
て
規
定

○
地
域
ケ
ア
会
議
に
参
加
す
る
関
係
者
の
協
力
や
守
秘
義
務
に
係
る
規
定
な
ど

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
多
職
種
協
働
に
よ
る
個
別
事
例
の
検
討
等
を
行
い
、
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
、
ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
、
地
域
課
題
の
把
握
等
を
推
進
す
る
。

※
従
来
の
包
括
的
支
援
事
業
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
費
）
と
は
別
枠
で
計
上

地
域
ケ
ア
会
議
の
推
進
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②
和
光
市
コミ
ュニ
テ
ィケ
ア
会
議

①
地
域
包
括
ケ
ア
を
念
頭
に
お
い
た
自
立
支
援
に
資
す
る
高
齢
者
（
市
民
）
に
対
す
る
ケ
ア
プ
ラン
等
の
調
整
・

支
援

②
効
果
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メン
トの
質
の
向
上
（
給
付
適
正
効
果
）

③
地
域
包
括
職
員
、ケ
ア
マ
ネ
及
び
サ
ー
ビス
事
業
者
等
へ
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
よ
る
専
門
性
の
向
上
（
人
材
育
成
）

④
他
制
度
・他
職
種
に
よ
る
チ
ー
ム
ケ
ア
の
編
成
支
援

【 参
加
者
】

＜
恒
常
的
メン
バ
ー
＞

保
険
者
（
市
）
、地
域
包
括
支
援
セ
ンタ
ー
（
5か
所
24
人
）
、

外
部
か
らの
助
言
者
（
医
師
・管
理
栄
養
士
、歯
科
衛
生
士
、理
学
療
法
士
、薬
剤
師
、作
業
療
法
士
）

＜
個
別
プ
ラン
に
関
係
す
る
時
の
み
参
加
す
る
メン
バ
ー
（
例
）

消
費
生
活
相
談
員
等
の
市
役
所
関
係
者
、成
年
後
見
候
補
者
、居
宅
支
援
事
業
者
、

訪
問
介
護
事
業
者
、グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、小
規
模
多
機
能
施
設
職
員
、そ
の
他
社
会
資
源
関
係
者

○
個
別
ケ
ー
ス
の
ケ
ア
マ
ネ
は
じめ
サ
ー
ビス
担
当
者
等

和
光
市
作
成
資
料
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◆
多
職
種
協
働
に
よ
る
協
議

◆
自
立
を
阻
害
す
る
要
因
の
追
求

◆
医
療
と
の
連
携

◆
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
活
用

◆
地
域
課
題
発
見
・
解
決
策
の
検
討

◆
参
加
者
の
O
JT

要
支
援

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
実
行
・
評
価
・
見
直
し

高
齢
者
の
Q
O
L
の
向
上

ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
者

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

市
町
村

（
保
険
者
）

例

要
支
援
・
要
介
護
者
を
元
気
に
！

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

地
域
ケ
ア
会
議

医
療
・
リ
ハ
・
栄
養
・
口
腔
・
薬

剤
等
に
関
す
る
専
門
職
種

介
護
保
険
の
基
本
理
念
＝
自
立
支
援

第
二
条
第
二
項
｜
介
護
保
険
｜

前
項

の
保

険
給

付
は

、
要

介
護

状
態

又
は

要
支

援
状

態

の
軽

減
又

は
悪

化
の

防
止

に
資

す
る

よ
う

に
行

わ
れ

る

と
と

も
に

、
医

療
と

の
連

携
に

充
分

配
慮

し
て

行
わ

れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
四
条
｜
国
民
の
努
力
及
び
義
務
｜

国
民

は
、

自
ら

要
介

護
状

態
と

な
る

こ
と

を
予

防
す

る

た
め

、
加

齢
に

伴
っ

て
生

ず
る

心
身

の
変

化
を

自
覚

し

て
常

に
健

康
の

保
持

増
進

に
努

め
る

と
と

も
に

、
要

介

護
状

態
と

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
も

、
進

ん
で

リ
ハ

ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

そ
の

他
の

適
切

な
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス

及
び

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
こ

と
に

よ
り

、
そ

の

有
す

る
能

力
の

維
持

向
上

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

地
域
ケ
ア
会
議
の
目
的
と
内
容

大
分
県
作
成
資
料
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１
．
地
域
ケ
ア
会
議
へ
の
専
門
職
種
派
遣
を
行
う
都
道
府
県
数

◇
H
２
４
年
度
：
２
２
都
道
府
県

◇
H
２
５
年
度
：
３
２
都
道
府
県

２
．
専
門
職
種
派
遣
実
績
の
状
況
（
H
2
4
～
H
2
5
）

H
2
4

都
道
府
県

派
遣
実
績
（
延
べ
）

派
遣
職
種

１
位

大
分
県

２
９
５
人

理
学

療
法

士
（

6
1
）

作
業

療
法

士
（

5
2
）

歯
科

衛
生

士
（

1
1
6
）

管
理

栄
養

士
（

6
6
）

２
位

〇
〇

県
４

１
人

主
任

ケ
ア

マ
ネ

３
位

〇
〇

県
４

０
人

医
師

、
看

護
師

、
M

S
W

、
弁

護
士

ほ
か

（
参

考
）

全
国

計
５

４
８

人
※

全
国

計
に

占
め

る
大

分
県

の
割

合
：
５
３
．
８

％

H
2
5

都
道
府
県

派
遣
実
績
（
延
べ
）

派
遣
職
種

１
位

大
分
県

８
９
４
人

理
学

療
法

士
（

1
6
4
）

作
業

療
法

士
（

1
5
4
）

歯
科

衛
生

士
（

2
8
1
）

管
理

栄
養

士
（

2
9
5
）

２
位

〇
〇

県
６

７
人

医
師

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
管

理
栄

養
士

、
社

会
福

祉
士

ほ
か

３
位

〇
〇

県
５

７
人

医
師

、
保

健
師

、
精

神
保

健
福

祉
士

、
弁

護
士

、
虐

待
事

例
専

門
家

ほ
か

（
参

考
）

全
国

計
１

，
１

６
６

人
※

全
国

計
に

占
め

る
大

分
県

の
割

合
：
７
６
．
７

％

H
2
6
.9

県
高
齢
者
福
祉
課
調
べ

H
２
６
年
度
：
１
，
４
３
９

人
（
延
べ
）

理
学

療
法

士
（

2
4
2
）

作
業

療
法

士
（

2
2
8
）

歯
科

衛
生

士
（

4
3
6
）

管
理

栄
養

士
（

4
4
7
）

言
語

聴
覚

士
（

5
8
）

訪
問

看
護

師
（

2
7
）

薬
剤

師
（

1
）

地
域
ケ
ア
会
議
へ
の
専
門
職
種
の
派
遣
実
績
に
つ
い
て
（
全
国
調
査
結
果
）

大
分
県
作
成
資
料
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•
認
知
症
対
策
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
在
宅
療
養
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
介
護
予
防
と
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
け
る
歯
科
の
役
割

•
介
護
保
険
施
設
に
お
け
る
歯
科
の
役
割
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•
「
骨
太
の
方
針
」
を
踏
ま
え
た
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
評
価
の
適
正
化
に
つ
い
て
、
各
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
実
態
や
１
.及
び
２
.も
勘
案
し
つ
つ
実
施

•
集
合
住
宅
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
適
正
化
（
事
業
所
と
同
一
建
物
に
居
住
す
る
減
算
の
適
用
範
囲
を
拡
大
）

•
看
護
職
員
の
効
率
的
な
活
用
の
観
点
等
か
ら
、
人
員
配
置
の
見
直
し
等
を
実
施
（
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
等
）

(1
)中

重
度

の
要

介
護

者
等

を
支

援
す

る
た

め
の

重
点

的
な

対
応

•
2
4
時
間
3
6
5
日
の
在
宅
生
活
を
支
援
す
る
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
と
し
た
「
短
時
間
・
一
日
複
数
回
訪
問
」
や
「
通
い
・
訪
問
・
泊
ま
り
」

と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
組
み
合
わ
せ
を
一
体
的
に
提
供
す
る
包
括
報
酬
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
強
化
と
、
普
及
に
向
け
た
基
準
緩
和

•
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
の
配
置
等
を
踏
ま
え
た
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
の
更
な
る
強
化

(2
)活

動
と

参
加

に
焦

点
を

当
て

た
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
推

進
•
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
を
踏
ま
え
た
「
心
身
機
能
」
、
「
活
動
」
、
「
参
加
」
の
要
素
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
働
き
か
け
る
効
果
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供

を
推
進
す
る
た
め
の
理
念
の
明
確
化
と
「活
動
」、
「参
加
」に
焦
点
を
当
て
た
新
た
な
報
酬
体
系
の
導
入

(3
)看

取
り

期
に

お
け

る
対

応
の

充
実

•
本
人
及
び
家
族
の
意
向
に
基
づ
く
そ
の
人
ら
し
さ
を
尊
重
し
た
ケ
ア
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
、
本
人
・
家
族
と
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
十
分
な

意
思
疎
通
を
促
進
す
る
取
組
を
評
価

(4
)口

腔
・

栄
養

管
理

に
係

る
取

組
の

充
実

•
施
設
等
入
所
者
が
認
知
機
能
や
摂
食
・
嚥
下
機
能
の
低
下
等
に
よ
り
食
事
の
経
口
摂
取
が
困
難
と
な
っ
て
も
、
自
分
の
口
か
ら
食
べ
る
楽
し

み
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
多
職
種
協
働
に
よ
る
支
援
を
充
実

平
成
2
7
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
関
す
る
審
議
報
告
(平
成
2
7
年
1
月
9
日
)
概
要

•
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
更
な
る
充
実

•
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
（介
護
福
祉
士
の
評
価
）
の
拡
大

２
．
介
護
人
材
確
保
対
策
の
推
進

１
．
中
重
度
の
要
介
護
者
や
認
知
症
高
齢
者
へ
の
対
応
の
更
な
る
強
化

３
．
サ
ー
ビ
ス
評
価
の
適
正
化
と
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
構
築

○
高
齢
者
が
で
き
る
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
尊
厳
を
持
っ
て
自
分
ら
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
。
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口
腔
・
栄
養
管
理
に
係
る
取
組
の
充
実

○
施
設
等
入
所
者
が
認
知
機
能
や
摂
食
・
嚥
下
機
能
の
低
下
に
よ
り
食
事
の
経
口
摂
取
が
困
難
と
な
っ
て

も
、
自
分
の
口
か
ら
食
べ
る
楽
し
み
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
多
職
種
に
よ
る
支
援
の
充
実
を
図
る
。

自
分
の
口
で
、
噛
ん
で
、

味
わ
っ
て
、
飲
み
込
む

↓
口
か
ら
食
べ
る
楽
し
み

口
か
ら
食
べ
る
楽
し
み
の
支
援
の
充
実

介
護
職
員

介
護
支
援
専
門
員

歯
科
医
師

理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士

歯
科
衛
生
士

・
咀
嚼
・
嚥
下
能
力
に
応
じ
た
食
形
態
・水
分
量
の
工
夫

・
認
知
機
能
に
応
じ
た
食
事
介
助
の
工
夫

・
食
べ
る
と
き
の
姿
勢
の
工
夫

（
机
や
椅
子
の
高
さ
・硬
さ
、
ベ
ッ
ド
の
角
度
、
食
具
な
ど
）

・
嚥
下
の
意
識
化
、
声
が
け

・
食
欲
増
進
の
た
め
の
嗜
好
、
温
度
等
へ
の
配
慮
等

管
理
栄
養
士

栄
養
士

自
分
の
口
で

お
い
し
い
ご
は
ん
を

食
べ
た
い
な
ぁ
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口
か
ら
食
べ
る
楽
し
み
の
支
援
の
流
れ
・
効
果

○
利
用
者
の
食
事
の
際
に
、
多
職
種
で
食
事
場
面
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
咀
嚼
能
力
等
の
口
腔
機
能
や
嚥
下
機
能
、
食
事
環
境
、
食
事
姿
勢
等
を

適
切
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
多
職
種
間
で
の
意
見
交
換
を
通
じ
て
、
必
要
な
視
点
を
包
括
的
に
踏
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
口

か
ら
食
べ
る
た
め
の
日
々
の
適
切
な
支
援
の
充
実
に
つ
な
が
り
、
必
要
な
栄
養
の
摂
取
、
体
重
の
増
加
、
誤
嚥
性
肺
炎
の
予
防
等
が
期
待
で
き
る
。

経
口
維
持
支
援
の
流
れ
の
一
例

口
腔
機
能
評
価
、
頚
部
聴
診
等

・
咀
嚼
能
力

・
嚥
下
機
能

・
歯
・
義
歯
の
状
況

・
口
腔
保
持
力

・
食
塊
の
形
成
・
移
動
能
力

・
唾
液
分
泌
能

食
べ
る
様
子
を
動
画
で
確

認
し
な
が
ら
、
全
身
状
態
、

栄
養
状
態
、
咀
嚼
能
力
や

嚥
下
機
能
に
応
じ
た
、
経
口

維
持
計
画
の
検
討

経
口
維
持
支
援
の
た
め
の
多
職
種
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

言
語
聴
覚
士

歯
科
医
師

管
理
栄
養
士

介
護
職
員

作
業
療
法
士看
護
師

多
職
種
ミ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
、
食
事
観
察

・
食
事
の
環
境
（
机
や
椅
子
の
高
さ
等
）

・
食
べ
る
姿
勢
、
ペ
ー
ス
、
一
口
量

・
食
物
の
認
知
機
能

・
食
具
の
種
類
・
使
い
方
、
介
助
法
等

・
食
事
摂
取
の
状
況

・
食
の
嗜
好

言
語
聴
覚
士

看
護
師

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

歯
科
医
師

【
参
考
】
平
成

26
年
度
老
人
保
健
健
康
増
進
等
事
業
「介
護
保
険
施
設
に
お
け
る
口
腔
と
栄
養
の
サ
ー
ビ
ス
連
携
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業

中
間
報
告
（
渡
邊
裕
、
菊
谷
武
、
平
野
浩
彦
）
」

６
ヶ
月
前
と
比
較

し
て
体
重
が
増

え
た
人
の
割
合

が
増
加

医
師

管
理
栄
養
士

入
所
者
平
均
摂

取
エ
ネ
ル
ギ
ー

量
が
増
加

【
出
典
】
平
成

19
年
度
厚
生
労
働
科
学
研
究
補
助
金
「口
腔
ケ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
確
立
（
分
担
研
究
者
菊
谷

武
）
」

介
護
職
員

歯
科
医
師

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

◆
対
象
：
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

50
名

◆
介
入
：
ミ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
（
摂
食
時
の
口
腔
機
能
や
姿
勢
等
の
観
察
評
価
、
頚
部

聴
診
に
て
摂
食
機
能
評
価
）
及
び
摂
食
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
口
腔
機
能
や

摂
食
・
嚥
下
機
能
評
価
、
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
情
報
を
も
と
に
、
各
フ
ロ

ア
担
当
者
及
び
看
護
職
員
等
と
検
討
）
を
月
一
回
、
一
年
間
実
施

◆
結
果
：
肺
炎
発
症
者
数
及
び
入
退
院
日
数
の
減
少
、
平
均
摂
取
エ
ネ
ル
ギ
ー

量
の
適
正
化
（
増
加
）
、
体
重
の
増
加

経
口
維
持
支
援
の
効
果
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経
口
維
持
加
算
の
見
直
し

現
行
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
手
法
別
の
評
価
区
分
を
廃
止
し
、
多
職
種
に
よ
る
食
事
の
観
察
（
ミ
ー
ル
ラ
ウ
ン

ド
）
や
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
等
の
取
組
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
咀
嚼
能
力
等
の
口
腔
機
能
を
踏
ま
え
た
経
口
維
持
の

た
め
の
支
援
を
評
価
。

経
口
移
行
加
算
の
見
直
し

経
管
栄
養
に
よ
り
栄
養
を
摂
取
し
て
い
る
入
所
者
が
経
口
移
行
す
る
た
め
の
取
組
と
し
て
、
現
行
の
栄
養

管
理
に
加
え
、
経
口
移
行
計
画
に
基
づ
き
、
摂
食
・
嚥
下
機
能
面
に
関
す
る
支
援
を
併
せ
て
実
施
（
単
位
数

は
改
定
後
も
同
様
）
。

療
養
食
加
算
の
見
直
し

入
所
者
の
摂
食
・
嚥
下
機
能
面
の
取
組
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
経
口
移
行
加
算
又
は
経
口
維
持
加
算
の
算

定
対
象
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
評
価
を
見
直
す
。

2
3
単
位
/
日

1
8
単
位
/
日

経
口
維
持
加
算
(Ⅰ
)：
2
8
単
位
/
日

又
は

経
口
維
持
加
算
(Ⅱ
)：
5
単
位
/
日

経
口
維
持
加
算
(Ⅰ
)：
4
0
0
単
位
/
月

経
口
維
持
加
算
(Ⅱ
)：
1
0
0
単
位
/
月
(新
設
)

再
編
・
充

実

29



加
算

名
経
口
維
持
加
算

(Ⅰ
)

経
口
維
持
加
算

(Ⅱ
)

算
定

要
件

月
１
回
以
上
、
多
職
種
が
共
同
し
て
、
食
事
の

観
察
及
び
会
議
等
を
行
い
、
入
所
者
等
が
経

口
に
よ
る
継
続
的
な
食
事
の
摂
取
を
進
め
る

た
め
の
経
口
維
持
計
画
を
作
成
し
、
特
別
な

管
理
を
実
施
し
た
場
合
に
算
定
。
療
養
食
加

算
の
併
算
定
可
。

介
護
保
険
施
設
等
が
協
力
歯
科
医
療
機
関
を
定
め

た
上
で
、
医
師
（
配
置
医
師
を
除
く
）
、
歯
科
医
師
、

歯
科
衛
生
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
い
ず
れ
か
１
名

以
上
が
食
事
の
観
察
及
び
会
議
等
に
加
わ
っ
た
場

合
（
※
）
に
、
経
口
維
持
加
算

(Ⅰ
)に
加
え
て

(Ⅱ
)を

算
定
。
療
養
食
加
算
の
併
算
定
可
。

対
象

者

摂
食
機
能
障
害
（
食
事
の
摂
取
に
関
す
る
認
知
機
能
障
害
を
含
む
）
を
有
し
、
水
飲
み
テ
ス
ト
や
頸
部

聴
診
法
等
に
よ
り
誤
嚥
が
認
め
ら
れ
る
（
食
事
の
摂
取
に
関
す
る
認
知
機
能
の
低
下
か
ら
嚥
下
機
能

検
査
が
困
難
で
あ
る
場
合
等
を
含
む
）
こ
と
か
ら
、
経
口
に
よ
る
継
続
的
な
食
事
の
摂
取
を
進
め
る
た

め
の
特
別
な
管
理
が
必
要
で
あ
る
者

単
位

数
４
０
０
単
位
／
月

１
０
０
単
位
／
月

【
改
定
後
】

（
注
）
経
口
維
持
加
算
（
Ⅱ
）
の
算
定
は
、
経
口
維
持
加
算
（
Ⅰ
）
の
算
定
が
前
提
で
あ
る
た
め
、
（
※
）
を
実
施
し
た
場
合
は
、
合
計

で
５
０
０
単
位
／
月
の
算
定
が
可
能
。
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多
職
種
経
口
摂
取
支
援
チ
ー
ム
マ
ニ
ュ
ア
ル

-経
口
維
持
加
算
に
係
る
要
介
護

高
齢
者
の
経
口
摂
取
支
援
に
む
け
て

-平
成

27
年
度
版
（

Ve
r．

1.
0）

平
成

27
年
度
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金

（
長
寿
科
学
総
合
研
究
事
業
）

「
要
介
護
高
齢
者
の
経
口
摂
取
支
援
の
た
め
の

歯
科
と
栄
養
の
連
携
を
推
進
す
る
た
め
の
研
究
」

研
究
班
主
任
研
究
者
枝
広
あ
や
子

【
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

U
RL
】

ht
tp

:/
/w

w
w

.tm
gh

ig
.jp

/J
_T

M
IG

/im
ag

es
/p

re
ss

/p
df

/m
an

ua
l2

01
60

62
0.

pd
f

●
家
族
説
明
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

ht
tp

:/
/w

w
w

.tm
gh

ig
.jp

/J
_T

M
IG

/im
ag

es
/p

re
ss

/p
df

/r
ea

fle
t2

01
60

62
0.

pd
f
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地
域
包
括
ケ
ア
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療
の
役
割
（
私
見
）

•
認
知
症
対
策
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療
の
役
割

–
増
加
す
る
認
知
症
の
方
々
へ
の
歯
科
医
療

•
在
宅
療
養
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療
の
役
割

–
終
末
期
を
含
め
た
在
宅
療
養
へ
の
訪
問
歯
科
診
療

–
医
療
介
護
の
多
職
種
連
携
へ
の
積
極
的
な
参
加

•
介
護
予
防
と
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療
の
役
割

–
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
お
け
る
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
等

–
地
域
ケ
ア
会
議
へ
の
歯
科
衛
生
士
等
の
積
極
的
な
参
加

•
介
護
保
険
施
設
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療
の
役
割

–
誤
嚥
性
肺
炎
予
防
の
た
め
の
口
腔
ケ
ア

–
経
口
維
持
支
援
へ
の
積
極
的
な
参
加

32



兵庫2030年の展望

日本を先導 世界につなぐ

五国を活かし

「すこやか兵庫」 をめざして

兵 庫 県
2018年10月

（資料7）
（抜粋）
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■ 時代の転換期
• 本格的な人口減少や少子高齢化の進行など、兵庫を取り巻く環境は大きく変化
• 時代の転換期の中で将来の不透明感が拡大

■ 未来を拓く展望の共有
• 兵庫の将来を確かなものとしてくためには、進むべき道を県民と広く共有することが
必要

• 2030年のめざす姿や新たな兵庫づくりの基本方針等を「兵庫2030年の展望」と
して取りまとめ

策定趣旨Ⅰ

467 
499 514 528 541 540 555 559 559 553 546 539 527

0

100

200
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400
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600

1970 75 80 85 90 95 00 05 10 15 20 25 30

兵庫県地域創生戦略 目標人口

507525542

15-64歳

0-14歳

65-74歳

75歳-
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2030年に向けた環境変化Ⅱ

553万人
2015年

１ 進行する人口減少と少子高齢化
2030年

527万人
■ 人口減少・少子高齢化の進行

総人口
▲3.3％

2015年-2030年

神戸・阪神南・阪神北・東播磨・中播磨
▲11.5％北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路

■ 都市部でも人口減少局面へ移行
2025年頃 東灘区 西宮市 2030年頃 灘区

■ 介護需要の増加
要介護等認定者数(県)

2015年 2030年

29万人 41万人

■ 人口の偏在化

拡大生産年齢人口(15～74歳) 407万人 363万人

年少人口(0～14歳) 71万人 66万人

後期高齢者人口(75歳以上) 69万人 98万人
※2030年人口は、兵庫県地域創生戦略に基づく自然増・社会増対策後の人口(2060年450万人)をベース

生産年齢人口(15～64歳) 328万人 302万人

（▲26万人)

【図２ 圏域別の75歳以上人口の推移】【図１ 県内人口の推移】
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出典 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来
推計人口」（2018）出典 「兵庫県地域創生戦略」（2016）
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めざす姿Ⅲ

「すこやか兵庫」 の実現
～五国を活かし 日本を先導 世界につなぐ～

○兵庫は明治の開港以来、海外の文明を取り入れ、日本の発展を牽引し
てきた。また、大都市から農山村まで多様な地域から成り、日本の縮
図と呼ばれる。このような兵庫だからこそ、これからも五国の多様性
を活かして、日本の未来を先導し、世界へつなぐ役割を果たしていか
なければならない。

○物だけでなく心も豊かな生活を実現する。子どもから高齢者まで安心
して暮らせる地域をつくる。地域での活躍はもとより、世界に貢献す
る若者も育成する。農林水産業から先端産業まで、多彩な産業が生活
の質を高める役割を果たし健全に発展する。地域の個性と強みを活か
し合い、ともに栄える五国をつくる。

○2030年の兵庫は、生活も、人も、産業も、地域も、すべてがバランス
した「すこやか兵庫」の実現をめざす。

兵庫の2030年の姿Ⅴ

価値創造経済
全員活躍社会
充実する「自分時間」
未来に挑む人づくり
子育て安心社会
進む健康長寿

１
２
３
４
５

安全な暮らし
環境先進地
御食国ひょうご
交流五国
豊かな生活空間

７
８
９
10
11

６

～人口が減っても活力が持続する兵庫～ ～豊かな生活ができる兵庫～

～活躍の舞台が広がる兵庫～

「未来の活力」 の創出 「暮らしの質」 の追求

「ダイナミックな交流・環流」 の拡大

基本方針Ⅳ

み け つ く に
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兵庫県企画県民部ビジョン局ビジョン課
神戸市中央区下山手通５－１０－１
電話０７８－３４１－７７１１（代）
FAX０７８－３６２－３９５０
E-mail vision@pref.hyogo.lg.jp
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１．新型コロナウイルスの基本知識 

2020年に入り、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）が世界中で猛威を奮い、3月11

日にWHOがパンデミック（世界的流行）を表明し現在に至っている。 

これまでにヒトに感染するコロナウイルス（CoV）として、4種類のウイルス(229E、 

OC43、NL63、HKU-1)がヒトに日常的に感染し、風邪症候群の原因（全体の10～15％）

となることが知られていた。これらに加え、2002年から2003年にかけ中国で猛威を

奮った重症急性呼吸器症候群 (SARS)の病原体 SARS-CoVと2012 年に中東や韓国等

で流行した中東呼吸器症候群（MERS）の病原体MERS-CoVとが加わった。SARS-CoV-2

はSARS-CoVと遺伝子レベルで約80％、コウモリCoVとは約90％同じであることが報

告され、国際ウイルス分類委員会は新型コロナウイルスの名称をSARS-CoV-2と決定、

WHOがSARS-CoV-2によって引き起こされる感染症の名称をCOVID-19と名付けるに至

っている。SARS-CoV-2は、ゲノムであるRNAをタンパク質の殻であるカプシド

と脂質のエンベロープとが覆っている。（図１、２）エンベロープは消毒薬に

感受性を示すため、消毒によりウイルスは失活し感染性を失う。 

図１ SARS-CoV-2 の模式図 

ゲノム RNA をカプシドとエンベロープとが覆うだけの単純な構造をしている。エンベロープ

にはスパイク（S タンパク質）が存在する。治療薬として有望視されているレムデシビルや本

邦で開発されたアビガンはウイルス RNA の複製を阻害する。S タンパク質はワクチンの抗原として注

目されている。 

（図１～５ 歯界展望 2020 年 7 月号（無償公開）「新型コロナウイルスの Biology 今井健

一、小林隆太郎」より引用  
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図２ 人に感染するコロナウイルスの種類 

SARS-CoV-2 がヒトに感染する際には、宿主の標的細胞表面に存在する受容体

（レセプター）に吸着する必要がある。SARS-CoV-2 のレセプターは、SARS-CoV

のそれと同じくアンジオテンシン変換酵素 2(ACE2)であることが明らかとなっ

ている。普段 ACE2 は血圧の調節に関わっているが、SARS-CoV-2 感染では感染

の入口として関わる。SARS-CoV-2 の S タンパク質が ACE2 に結合すると、細

胞への侵入が始まるが、この際、 S タンパク質は宿主細胞に存在する

TMPRSS2（Transmembrane protease serine 2）と呼ばれるプロテアーゼ

によって切断される必要がある。（図３） 
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図３ SARS-CoV-2 の宿主への吸着・侵入 

SARS-CoV-2 は、S タンパク質が ACE2 に結合することにより細胞への侵入を開始する。S タンパ

ク質がヒト細胞に存在するプロテアーゼ：TMPRSS2 などにより切断されると膜融合が進行し

感染が成立する。その後、ヒト細胞の代謝系を利用することで、ゲノム RNA と構造タンパク

が合成される。 

SARS-CoV-2 の感染経路としては、飛沫感染と接触感染とが考えられている。

咳やくしゃみなどをあびることによる飛沫感染に加え、SARS-CoV-2 は段ボール

の表面で最長 24 時間、銅表面に 4 時間、ステンレスやプラスチック表面に 2～

3 日生存することが示されているため、身の回りの物の表面に付着したウイル

スが手指を介して、鼻、口、目の粘膜から感染すると考えられている。また、

「エアロゾル感染」という表現で注目されているように、感染者と密閉空間に

いることで、飛沫核と同程度の大きさのエアロゾルによって感染が起こる可能

性もある。（図４）さらに重要なことに、SARS-CoV-2 は、肺炎発症前の「無症

状」の感染者からの感染が起こるため、感染予防対策が困難となっている。し

たがって、自らが感染しない、または「無症状」の感染者が未感染者に移さな
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いために、ヒトと接しないこと、ヒトが触ったものに触れないことが COVID-19

予防の必須条件であり、いわゆる「3密（密閉・密集・密接）」を避けることが

重要となる。 

図４ SARS-CoV-2 の感染様式 

COVID-19 の臨床症状は、約 5 日の潜伏期間の後に表れ、発熱、疲労、乾咳、

筋肉痛、およびのどの痛みなどを伴う。炎症が肺全体に広がって血中酸素濃度

が低下し、急性呼吸窮迫症候群（ARDS）などの重篤な呼吸障害が起こると、死

に至る場合がある。高齢者や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患、糖尿

病や循環器疾患等の基礎疾患を有する感染者は、重症化し易いことや死亡率が

高いことが報告されている。ARDS を引き起こす要因として、サイトカインスト 

ームの関与が指摘されている。特に、IL-6 等の炎症性サイトカインの上昇が死

亡率と関連しており、過剰な炎症状態が予後の不良に寄与すると考えられてい

る。また、SARS-CoV-2 が血管内皮を傷害することによって生じる微小血

栓が重症化に関わることもわかってきた。口腔は SARS-CoV-2 の重要な侵入門

戸であるとともに、炎症が惹起される気管支や肺など下気道への入り口でもあ

るため、SARS-CoV-2 感染において口腔のもつ意味は非常に重要である。COVID-

19 の初期症状として、味覚異常と嗅覚異常が起こることが報告されているが、 

ACE2 が舌粘膜に多く発現しているため、SARS-CoV-2 が味蕾細胞に感染した結

果、味覚障害が生じている可能性がある。（図５）また、感染者の唾液中に

SARS-CoV-2 が多く含まれているため、唾液が感染者の発見に有用である反面、

感染源となり得る可能性がある。実際に、唾液中には鼻粘液中に匹敵するウイ
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ルスが排出されており、多くの PCR 検査で両サンプルの結果が一致している。

唾液の採取は鼻咽頭ぬぐい液の採取よりも低リスク、低侵襲、かつ簡便のみな

らず、感染者自身での実施が可能である。このようなことから、わが国でも唾

液を用いた PCR 検査や抗原検査が実施されるようになった。 

図５ 口腔における ACE2 の発現と SARS-CoV-2 の排出 

口腔内、特に舌背や歯肉に ACE2 が高発現しており、口腔に SARS-CoV-2 が感染する可能性がある。ま

た、唾液中には多くの SARS-CoV-2 が存在しているため、飛沫感染やエアロゾル感染の原因となる。一方

で、検査のための検体として唾液が注目されている。 

COVID-19 の重症化原因として、細菌の重感染が指摘されている。感染者の気

管・肺胞洗浄液や喀痰などから SARS-CoV-2 と共に、肺炎起因菌などの細菌が検

出されている。口腔細菌の誤嚥も、COVID-19 重症化に関係している可能性があ

る。COVID-19 により入院期間が長引くほど、また SARS-CoV-2 の蔓延が長引くほ

ど、SARS-CoV-2 感染者が口腔衛生管理等を受ける機会が減るため、口腔細菌の

誤嚥による下気道の炎症が起こる機会が増えると考えられる。実際、歯周病原菌

がインフルエンザの感染性を高めることや下気道において炎症性サイトカイン

を誘導することなどが報告されている。一方で、口腔衛生状態と口腔機能とを

管理することにより、肺炎やインフルエンザの発症と、COPD や糖尿病の進行を

予防できることが報告されている。COVID-19 重症化の予防のみならず、重症化

の基盤となる COPD や糖尿病を防ぐ観点からも、口腔健康管理は重要であると考
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えられる。 

２．歯科医療機関における感染予防策 

（１）標準予防策とは

感染対策の基本となるのは、標準予防策（Standard Precautions；スタンダー

ド・プリコーション）と感染経路別予防策である。  

標準予防策は、「すべての患者のすべての湿性生体物質：血液、体液、分泌物、

嘔吐物、排泄物、創傷皮膚、粘膜等は、感染性があるものとして取り扱わなけれ

ばならない」という考え方を基本としている。 

（２）診療に関する留意点

標準予防策の遵守、患者ごとの環境消毒の配慮、それぞれの診療室環境に応じ

た感染予防の工夫により、院内感染対策の向上を図ることが大切である。 

特に今回の新型コロナウイルスの場合は、このウイルスの特徴をよく理解し

たうえで、以下の点に留意して診療にあたられたい。 

 エアロゾル感染の概念

「エアロゾル」の定義は国により異なる部分があるが、「気体中に浮遊する微

小な液体または固体の粒子」を指す。 

「（公社）日本医師会 新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド」では「飛

沫感染と接触感染が主な感染経路だがこれだけでは説明できないのが、マイク

ロ飛沫やエアロゾルと呼ばれるウイルスを含むごく小さな水滴からの感染であ

る。換気のできない部屋では 3 時間以上も空中に浮遊し、感染の原因となりう

る。また、家具や医療機器の汚染の原因となり、エアコンでこれが拡散されると

普通の飛沫では届かない距離にいるヒトに感染する可能性がある。」と説明して

いる。 

 診療室内のエアロゾル対策：吸引装置の適正使用

・患者の口から放出される液滴とエアロゾルの分散を防ぐために、口腔内での歯

科用バキュームの確実、的確な操作が求められる。 

・また、口腔外バキューム（口腔外吸引装置）の活用も望ましい。
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・エアタービン、ハンドピース、超音波スケーラーなどの使用時に放出される水

量について意識を向け、始業点検時、診療時などこまめなチェックを行い、適

正な水量調整により飛沫を最小限に押さえることも大切である。 

・関連事項として、治療中における飛沫防止のためラバーダムの活用を推奨す

る。

 手袋、ゴーグルまたはフェイスシールドについて

・手袋は患者ごとに交換する。

・治療前後（手袋の装着前後）には、手指衛生（手洗い、手指消毒）を徹底する。 

・手袋のリーク率、つまり同一操作を行った後の穴あきや破損などは、ラテック

ス手袋では 0〜4％、ニトリル手袋が 1～3％と低いのに対し、ビニール手袋で

は 26〜61%と高いことも報告されている。そこで、手袋を外したあとには、必

ず手指消毒を行う必要がある。 

・エアロゾルへの対策としてこれらの装着が必要となる。新型コロナウイルス

は、口、鼻、目の粘膜から侵入してくる。眼への曝露の可能性もあるため、眼

鏡ではなく、ゴーグルまたはフェイスシールドを装着することが必要である。 

手袋などの個人防護具を外す際には、それらにより環境を汚染しないよう留意

しながら外し、所定の場所に廃棄する。

 歯科用ユニット、周囲、その他接触部位の消毒

・新型コロナウイルスは、エンベロープを有するためアルコールにより不活化

する。また、環境消毒には次亜塩素酸ナトリウム水溶液も用いることができ

る。有効性を高めるためにアルコールは60％以上、次亜塩素酸ナトリウム水

溶液は0.05％の濃度が推奨されている。

・ドアノブなど患者が触れた部位および触れた可能性のある高頻度接触部位に

対しては、抗ウイルス作用のある消毒剤を含有させたクロスを用いての清拭

が有効である。

次亜塩素酸ナトリウム水溶液は、ユニット内部や設備品に錆が生じて故障の

原因になることもあるので、水拭きをすることも大切である。また、食品用

ラップやアルミホイルを利用して治療時の接触部位にラッピングを行うこと

も有効とされている。 

・ユニット周りだけでなく、レセプトコンピューターなどの周辺機器も清拭する

ようにする。 

・トイレについても、使用ごとに（使用ごとが難しい場合は定期的に）ドアノ

ブ、便座、流しハンドルなどを清拭するようにする。

そして、環境消毒を行うスタッフは、手袋、マスク、ゴーグルを着用するよ
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うにする。 

・なお、いわゆる「空間除菌」と称する消毒薬を噴霧する感染対策は推奨され

ない。

各種消毒薬については、医学的な根拠に基づく効果を確認することが重要で

ある。効果のない感染対策を信じることは、感染対策の逆効果となるため、

絶対に避けるべきである。

また、次亜塩素酸ナトリウム水溶液の人がいる空間への噴霧については、目

や皮膚に付着したりすると危険であり、噴霧した空間を浮遊する全てのウイ

ルスの感染力を滅失させる保証もないことから、絶対に行わないこと。

参考）新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ペ

ージ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html 

 印象材、技工物等の消毒

・アルジネート印象材はラバー系印象材よりも口腔内微生物が付着しやすく、

アルジネート印象材では、120秒以上、シリコーン印象材で30秒以上の水洗

が推奨されている。 

・アルジネート印象材に付着した微生物は、印象材から石膏模型に容易に伝播

するので、石膏を注入する前に消毒することが勧められている。

・0.1～1.0％次亜塩素酸ナトリウム溶液で15～30分、2～3.5％グルタラール

（グルタルアルデヒド）溶液で30～60分浸漬する方法がある。

・完成した技工物の消毒には、逆性石けんによる洗浄、次亜塩素酸系消毒薬へ

の浸漬、エタノールによる清拭・噴霧、紫外線照射などの方法がある。
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参考：日本歯科医学会監修 エビデンスレベルに基づく一般歯科診療における

「院内感染対策実践マニュアル」改定版 永末書店  
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 エックス線撮影について

嘔吐反射の強い患者、喘息や呼吸器疾患がある患者など、咳やむせなどの飛沫

が発生するリスクが高いと考えられる患者については、口内撮影法を避け、可能

な場合は口外撮影法を検討することも必要と考える。 

 患者の健康管理

診療の際に、体調、味覚・嗅覚の異常の有無について尋ねることと体温チェッ

クは、新型コロナウイルス感染症対策として、感染者を見つけ出すのに有効と考

える。体温については、平熱より 1℃以上の体温上昇を発熱ととらえる。 

※参考：新型コロナウイルス感染症を疑う症状（「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応

ガイド第 3 版」一般社団法人日本環境感染学会より）

発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭

痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など

 治療前後の含嗽（口、喉のうがい）
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 治療前の感染予防として、まずは、患者に治療開始前に消毒薬で含嗽してもら

い、口腔内の微生物数レベルを下げることも飛沫感染対策として、診療室の環境

を清潔に保つための簡便な手段とされている。また、治療後における含嗽も感染

予防に有効と思われる。 

消毒薬としては、ポビドンヨード、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウ

ム、クロルヘキシジンなどが挙げられる。ただし、クロルヘキシジンは、わが国

では粘膜での使用でアナフィラキシーショックの事例が報告されていることか

ら、含嗽剤としては 0.05％にとどめられている。 

（３）診療環境に関する留意点

新型コロナウイルス感染症においては、標準予防策に加え、3つの密への対策

が重要なポイントとなる。つまり、密閉、密集、密接により感染拡大が起きると

いうものである。 

 「密集・密接」の回避

・待合室密集回避のため、診療内容を把握し、診療スケジュールを調整して可能

な限り予約間隔や使⽤ユニットの調整の検討を行うようにする。 

・患者には予約時間遵守をお願いし、待合室の⼈数をできる限り少なくして「密

集、密接」を回避するようにする。 

 「密閉」の回避：換気

・定期的な窓開けなどによる換気を徹底するようにする。

・SARS の際に、海外の報告において、空調のある設備の整った病院より、窓を

開け放っていた病院のほうが院内感染率が低かったとの報告もあり、換気の

重要性が指摘されている。

 「接触感染」予防への配慮

・待合室・診療室の遊具などを撤去するようにする。

・待合室・診療室の雑誌、本など消毒が困難なものは置かないようにする。

 受付環境（サージカルマスクなどの装着）

・受付においても、患者との会話における飛沫感染予防として、常時、サージカ

ルマスク、ゴーグルやフェイスシールドの装着が必要である。

・患者に対しては、治療行為以外の時間は原則的にユニット着席時においてもマ

スクの装着をしてもらうことが、飛沫感染の予防につながる。（密接での会話
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などへの対応） 

・他職業において実施されている受付におけるビニールシートやアクリル板パ

ーテーションなどによる遮蔽も適切に設置した場合は効果的であると考えら

れるが、遮蔽内部の換気状態が悪い環境においては注意が必要である。

 手指消毒の徹底

・患者来院時の手洗い、手指消毒も大切である。玄関入口に手指消毒剤の設置を

するようにする。 

（４）スタッフに関する留意点

 体調管理

歯科医療従事者が感染源とならないために、スタッフの健康管理が大切であ

る。 

・毎日欠かさず体温を計ること（朝、夜）、またそれを報告するシステム構築も

有効である。

・倦怠感などの症状があれば責任者に報告、相談の上、状態により自宅待機を考

慮に入れる。 

 医局（スタッフルームなど）内での注意事項

院内クラスター発生を予防するために、それぞれの診療所に応じた対策が大

切である。 

・対面での食事は注意が必要である。

・密接状態での会話は行わない。

・適切な診療着の着脱や交換管理を行う。

・診療室、待合室のみでなく医局（スタッフルームなど）における換気にも注意

する。

（５）マスクについて

「マスク」は、歯科診療において重要な「個人防護具」の一つである。マスク

やそのケースに記載されている表示内容から、その製品の機能や性能を理解し

て、適切な選択のもと正しく使用することが、感染予防に対して大切なことと考

える。 

マスクの規格については、国際統一はなされておらず、また各国での規格試験
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の方法も異なるため比較することが困難である。海外製品購入においては、特に、

その表示の意味を知ることも重要である。 

※参考

感染拡大防止のため、厚生労働省が無償で提供するスマートフォン用の新型

コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の利用について、院内で周知を行う。 

 （※ポスター等は厚生労働省ホームページからダウンロードできます）  
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３．チェックリスト 

歯科医療機関等における新型コロナウイルス感染症対策 チェックリスト 

１．職員に対して、サージカルマスクの着用や手指消毒が適切に実施されてい

る。 

２．職員に対して、毎日の検温等の健康管理を適切に実施している。 

３．職員が身体の不調を訴えた場合に適切な対応を講じている。 

４．患者、取引業者等に対して、マスクの着用、手指消毒を適切に実施してい

る。 

５．発熱患者に対しては、事前に電話相談等を行い、帰国者、接触者センター

または対応できる医療機関へ紹介する等の対応を講じている。 

６．待合室で一定の距離が保てるよう予約調整等必要な措置を講じている。 

７．診察室について飛沫感染予防策を講じるとともに、マスク、手袋、ゴーグ

ル等の着用等適切な対策を講じている。

８．共用部分、共有物等の消毒、換気等を適時、適切に実施している。 

９．マスク等を廃棄する際の適切な方法を講じている。 

10．受付における感染予防策（遮蔽物の設置等）を講じている。 

11．職員に対して、感染防止対策に係る院内研修等を実施している。 

12．チェアの消毒や口腔内で使用する歯科医療機器等の滅菌処理等の感染防止

策を講じている。 
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４．認証の仕組み 

 本会は歯科医療機関が感染拡大防止のために実践すべき取組を具体的に示

したチェックリストを作成し、ホームページ上で運用を開始

 歯科医療機関はチェックリストの全ての項目をチェック・実践し、WEB 上

で申請することで、本会が「みんなで安心マーク」をオンラインで発行

 歯科医療機関は「みんなで安心マーク」を歯科医療機関に掲示し、感染防止

対策を適切に実施していることを宣言

 国民の皆様は「みんなで安心マーク」により、安心して歯科医療機関に来院

できるとともに「みんなで安心マーク」に印刷されている QR コードをスマ

ートフォンなどで読み取ることにより、本ガイドラインの他、日本歯科医師

会の新型コロナウイルス感染症等に係る感染防止対策等の確認が可能
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歯科医療機関向け「みんなで安心マーク」 

 開始時期 令和 2 年８月下旬 
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「基礎実習
(診療所等
見学・体

験)」

「臨床臨地
実習Ⅰ

(歯科医院・
専門歯科医

院)」

「臨床臨地
実習Ⅱ
(病院)」

「地域歯科保
健実習Ⅰ

(教育機関)」

「地域歯科保
健実習Ⅱ

(障がい者/
高齢者/保健

施設)」

施設区分

1 一般歯科医院 むらまつ歯科 兵庫県西宮市上葭原町5-22 5 6 1.6km 20分 10 10

2 一般歯科医院 和田歯科医院 兵庫県西宮市甲子園口2-10-17 2 5 5.2km 21分 10 10

3 一般歯科医院 絹田歯科医院 兵庫県西宮市甲子園五番町14-13 2 5 5.0km 27分 2 10

4 一般歯科医院 あしかり歯科クリニック 兵庫県西宮市二見町4-21 1 5 4.9km 18分 10 10

5 一般歯科医院 KDC 兵庫県西宮市相生町12-33　モア夙川１階 1 3 0.9km 11分 9 6

6 一般歯科医院 たかたに歯科 兵庫県西宮市門戸東町2−4　ファミリアル門戸101 1 3 4.6km 18分 2 10

7 一般歯科医院 栗山歯科 兵庫県西宮市今津山中町11-9　グルメシティ今津2階 3 5 3.8km 24分 6 6

8 一般歯科医院 タニダ歯科医院 兵庫県西宮市東山台1-10-5 10 23 18.7km 53分 10 10

9 一般歯科医院 ナチュラルスマイル西宮北口歯科 兵庫県西宮市北口町1-2　アクタ西宮東館2階 12 22 3.6km 15分 70 70

10 一般歯科医院 芝辻歯科医院 兵庫県西宮市名塩木之元12-7 2 4 16.7km 47分 8 8

11 一般歯科医院 オクノ歯科医院 兵庫県西宮市上甲子園1-2-23-201　ルモン上甲子園2F 2 1 4.5km 28分 2 2

12 一般歯科医院 和手歯科医院 兵庫県西宮市甲子園六番町14-26　シャンボール甲子園１階 4 3 4.4km 24分 4 4

13 一般歯科医院 あおばヒロ歯科クリニック 兵庫県西宮市高松町19-9　プレミスト西宮北口2F 2 3 3.7km 16分 2 2

14 一般歯科医院 広本歯科クリニック 兵庫県西宮市石在町16-9 1 4 2.5km 27分 4 4

15 一般歯科医院 三浦歯科医院 兵庫県西宮市松風町2-3-101 5 4 2.2km 16分 3 3

16 一般歯科医院 しんたに歯科医院 兵庫県芦屋市楠町15-2　グランデ・アステール1階 2 7 0.6km 8分 15 15

17 一般歯科医院 タバタデンタルクリニック 兵庫県芦屋市船戸町10-18 マグナスビル1階 3 7 2.1km 14分 10 10

18 一般歯科医院 すみおか歯科口腔外科 兵庫県芦屋市大原町2-6　ラモール芦屋113-1 1 3 1.7km 14分 2 10

19 一般歯科医院 さくら歯科 兵庫県芦屋市浜町9-9　芦屋ヒロセビル1階 1 2 1.8km 18分 2 10

20 一般歯科医院 尾上歯科クリニック 兵庫県芦屋市三条南町13-16-401 1 2 4.0km 24分 2 6

21 一般歯科医院 クラッセ歯科クリニック 兵庫県神戸市東灘区御影中町3-2-1御影クラッセ4階 1 3 7.2km 23分 8 8

22 一般歯科医院 たかぎ歯科医院 兵庫県神戸市東灘区田中町1-11-19　本山マンション2階 1 4 4.9km 22分 10 10

23 一般歯科医院 新田歯科クリニック 兵庫県神戸市東灘区森南町1-9-7-101 1 1 3.5km 14分 2 10

24 一般歯科医院 もり歯科クリニック 兵庫県神戸市東灘区本山中町3-2-24 4 2 4.3km 17分 2 10

25 一般歯科医院 のだ歯科医院 兵庫県神戸市東灘区岡本1-11-29　ツインコート岡本1階 1 3 5.3km 15分 2 10

26 一般歯科医院 神田歯科医院 兵庫県神戸市東灘区深江北町3-4-23　深江ハイツ2階 2 2 3.6km 17分 2 10

27 一般歯科医院 えびすデンタルクリニック 兵庫県神戸市東灘区北青木3-3-1 4 8 5.2km 19分 2 2

28 一般歯科医院 ふじもと歯科診療所 兵庫県神戸市東灘区田中町2-9-13 1 3 5.7km 24分 2 2

29 一般歯科医院 はまだ歯科クリニック 兵庫県伊丹市西台2-3-24　メゾンサクラ１階 2 12 11.2km 33分 4 4

30 一般歯科医院 あつみ歯科医院 兵庫県伊丹市荒牧南2-2-39 2 1 15.9km 52分 5 5

31 一般歯科医院 上り口歯科医院 兵庫県伊丹市西台4-1-10　三田興産ビル１階 3 4 11.2km 33分 2 10

32 一般歯科医院 みはら歯科医院 兵庫県宝塚市中山寺1-14-16　ＫＩＳＨＩＤＡ　ＢＬＤ．203号室 3 4 14.3km 44分 4 6

33 一般歯科医院 坂歯科医院 兵庫県宝塚市仁川台1 2 1 7.4km 29分 4 4

34 一般歯科医院 神田歯科医院 兵庫県宝塚市中山寺1-13-20シオン中山1階 6 9 13.5km 42分 2 10

35 一般歯科医院 宇川歯科 兵庫県宝塚市中山五月台2-11-4 2 4 16.9km 67分 4 6

36 一般歯科医院 かねしろ歯科クリニック 兵庫県宝塚市中筋4-8-28 2 3 13.7km 40分 2 10

37 一般歯科医院 松野歯科医院 兵庫県尼崎市潮江4-2-1 1 3 10.3km 32分 2 10

38 一般歯科医院 今井歯科クリニック 兵庫県尼崎市西大物町12-41アマゴッタ5階 4 8 11.4km 25分 10 10

39 一般歯科医院 村井歯科医院 兵庫県尼崎市立花町4-11-34 1 3 7.2km 23分 10 10

40 一般歯科医院 村内歯科医院 兵庫県尼崎市猪名寺2-10-14 4 16 10.9km 38分 10 10

41 一般歯科医院 石川歯科医院 兵庫県尼崎市南武庫之荘1-12-20　モダリエ2階 1 2 7.1km 24分 2 10

42 一般歯科医院 ごおデンタルクリニック 兵庫県尼崎市塚口本町3-32-20　ロイヤルハイツつかしん１階 4 8 10.1km 36分 2 2

43 一般歯科医院 いぶき歯科医院 兵庫県尼崎市名神町1-11-1　アビーロード名神１階 3 7 8.4km 39分 4 4

44 一般歯科医院 にしうら歯科クリニック 兵庫県尼崎市上坂部3-13-10 2 7 11.8km 38分 6 6

45 一般歯科医院 吉竹歯科医院 兵庫県尼崎市西難波町１‐３‐５ 4 4 8.0km 30分 4 4

46 一般歯科医院 まなべ歯科 兵庫県尼崎市武庫之荘2-3-1　福助ビル2階 1 1 7.3km 21分 2 10

47 専門歯科医院 村上隆矯正歯科 兵庫県西宮市南昭和町3-18　アーチ岡田ビル101 2 2 3.4km 11分 4

48 専門歯科医院 なかつじ矯正・小児歯科 兵庫県西宮市高木西町3-20 5 1 3.8km 17分 4

49 専門歯科医院 かすや矯正歯科 兵庫県西宮市南越木岩町5-23　アスカビル2階 1 3 1.6km 11分 4

50 専門歯科医院 美帆矯正歯科クリニック 兵庫県西宮市羽衣町10-5　夙川グリーン阪神ビル3階 1 1 0.6km 7分 2

51 専門歯科医院 中西矯正歯科 兵庫県西宮市北口町1-2　アクタ西宮東館3階 6 4 3.6km 15分 16

神戸 52 専門歯科医院 たけうち矯正歯科 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-5-8-101 3 2 6.8km 24分 15

宝塚 53 専門歯科医院 矯正歯科たかぎ・クリニック 兵庫県宝塚市武庫川町2-5-2階 2 3 9.8km 31分 8

54 専門歯科医院 たまむら矯正歯科 兵庫県尼崎市南武庫之荘1-14-1 2 4 7.0km 22分 8

55 専門歯科医院 かわばた矯正歯科 兵庫県尼崎市潮江1-4-3　シティハイツ尼崎駅前1階 1 3 10.6km 26分 24

56 専門歯科医院 花田矯正歯科 兵庫県尼崎市西大物町12-41　アマゴッタ5階　 1 1 11.4km 25分 6

西宮 57 大学附属病院 兵庫医科大学病院 兵庫県西宮市武庫川町1-1 - - 6.0km 32分 36

吹田 58 大学附属病院 大阪大学歯学部附属病院 大阪府吹田市山田丘1-8 - - 37.1km 92分 70

大阪 59 大学附属病院 大阪歯科大学附属病院 大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 - - 21.0km 54分 40

神戸 60 大学附属病院 神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2 - - 17.5km 38分 2

京都 61 大学附属病院 京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町54 - - 69.0km 90分 27

62 総合病院 関西労災病院 兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69 3 4 6.9km 48分 2

63 総合病院 兵庫県立尼崎総合医療センター   兵庫県尼崎市東難波町2-17-77 5 5 11.5km 41分 8

西宮 64 総合病院 明和病院 兵庫県西宮市上鳴尾町4-31 3 5 5.4km 30分 4

神戸 65 総合病院 六甲アイランド甲南病院 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-11 4 4 10.6km 38分 2

豊中 66 総合病院 市立豊中病院 大阪府豊中市柴原町4丁目14番1号 3 4 24.8km 59分 4～6

67 総合病院 NTT西日本大阪病院 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻2-6-40 4 4 25.1km 63分 2

68 総合病院 名取病院 大阪府大阪市西淀川区大野2丁目1番32号 5 7 15.6km 35分 12

69 教育機関※1 西宮市教育委員会（管轄の幼稚園・小学校54校)※2 兵庫県西宮市内 - - - - 70

70 教育機関 松秀幼稚園 兵庫県西宮市千歳町7-10 - - 0.5km 7分 70

71 教育機関 宣真高等学校 大阪府池田市荘園2-3-12 - - 25.2km 51分 60

72 教育機関 宣真認定こども園 大阪府池田市天神1-1-41 - - 25.2km 51分 55

73 教育機関 箕面自由学園幼稚園 大阪府豊中市宮山町4丁目21番1号 - - 27.4km 59分 27

74 教育機関 箕面自由学園小学校 大阪府豊中市宮山町4丁目21番1号 - - 27.4km 59分 70

75 教育機関 箕面自由学園中学校 大阪府豊中市宮山町4丁目21番1号 - - 27.4km 59分 70

76 高齢者施設 山手さくら苑 兵庫県神戸市中央区下山手通7-1-16 - - 18.5km 27分 10

77 高齢者施設 ふじの里 兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-2 - 1 24.2km 72分 2

78 高齢者施設 須磨シニアコミュニティ 兵庫県神戸市須磨区外浜町3-3-18 - - 22.2km 57分 12

79 高齢者施設 塩屋さくら苑 兵庫県神戸市垂水区塩屋町4-25-11 - - 27.2km 60分 6

80 高齢者施設 長田すみれ園 兵庫県神戸市長田区鹿松町2-9-43 1 1 25.8km 64分 30

81 高齢者施設 神戸海岸特養ケアセンター 兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-28 - 2 13.3km 29分 15

82 高齢者施設 友愛苑 兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原2-14-17 - - 8.8km 36分 10

83 高齢者施設 サンライフ魚崎 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4丁目10番50号 - - 6.5km 25分 10

84 高齢者施設 うみのほし 兵庫県神戸市灘区篠原北町3-11-15 - - 10.3km 34分 20

85 障がい者施設 西宮市立北山学園 兵庫県西宮市甲山町53番地 - - 6.0km 31分 40

86 障がい者施設 西宮すなご医療福祉センター 兵庫県西宮市武庫川町2-9 - - 11.0km 30分 8

伊丹 87 障がい者施設 伊丹市立こども発達支援センター 兵庫県伊丹市千僧1丁目47-2 - - 12.0km 46分 30

88 保健所 西宮市保健所 兵庫県西宮市江上町3-26 0 2 1.7km 13分 10

89 保健センター 西宮歯科総合福祉センター 兵庫県西宮市甲子園洲鳥町3-8 0 2 2.6km 22分 6

尼崎 90 保健センター 尼崎口腔衛生センター 兵庫県尼崎市東難波町4-13-14 1 3 11.3km 32分 12

神戸 91 保健センター 神戸市立こうべ市歯科センター 兵庫県神戸市長田区二葉町5-1-1-201 2 5 20.7km 43分 30

箕面 92 保健センター 箕面市総合保健福祉センター 大阪府箕面市萱野5丁目8−1 0 2 30.1km 71分 10

吹田 93 保健センター 吹田市口腔ケアセンター 大阪府吹田市津雲台1丁目2-1 千里ニュータウンプラザ4階 0 1 30.9km 45分 8

伊丹 94 保健センター 伊丹口腔保健センター 兵庫県伊丹市昆陽池1丁目40番地 0 2 13.0km 46分 6

豊中 95 保健センター 豊中市医療保健センター 大阪府豊中市上野坂2-6-1 18 21 25.9kn 61分 12

292 500 209～211 422 287

地域

西宮

芦屋

神戸

伊丹

実習生人数

2後～
(1単位)

合計

大阪

池田

神戸

豊中

西宮

宝塚

西宮

西宮

実習施設名称

尼崎

西宮

尼崎

尼崎

※1 No.69～75の教育機関及びNo.76～87の高齢者/障がい者施設については、専任の歯科医師、歯科衛生が常駐する場合を除いて、
歯科医師・歯科衛生士の資格をもった本学の専任教員が、実習施設に直接出向いて指導を行う。

※2 No.69　2022年度に実習施設となる、西宮市教育委員会管轄の幼稚園・小学校54校は、2021年度に指定される予定で、園名及び校名は現時点では未定。

<臨地実習施設一覧表>　

大学から
の距離

所要時間

1前
(1単位)

2後～
(12単位)

2後～
(4単位)

3前
(2単位)

No.

実習指導者

実習施設名 住所
歯科
医師

歯科
衛生
士

実習科目名

（資料9―1）
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区分 番号 学校園名 郵便番号 所在地（西宮市） 電話番号

1 浜脇幼稚園 662-0947 宮前町8-22 0798-33-0835

2 夙川幼稚園 662-0061 松ケ丘町9-23 0798-72-2951

3 越木岩幼稚園 662-0095 美作町6-10 0798-72-4499

4 大社幼稚園 662-0866 柳本町1-8 0798-74-4051

5 あおぞら幼稚園 662-0853 津田町3-40 0798-35-8086

6 上ケ原幼稚園 662-0893 上ケ原三番町6-27 0798-51-2700

7 門戸幼稚園 662-0824 門戸東町3-25 0798-52-5447

8 高木幼稚園 663-8031 伏原町3-40 0798-65-0055

9 春風幼稚園 663-8212 今津野田町2-6 0798-26-6152

10 南甲子園幼稚園 663-8153 南甲子園３丁目2-24 0798-46-1608

11 鳴尾東幼稚園 663-8136 笠屋町30-47 0798-41-4542

12 山口幼稚園 651-1421 山口町上山口1965 078-904-3707

13 生瀬幼稚園 669-1102 生瀬町２丁目3-16 0797-84-9464

西宮市　公立幼稚園・公立小学校　　臨地実習受入先一覧

西
宮
市
立
幼
稚
園

2



区分 番号 学校園名 郵便番号 所在地（西宮市） 電話番号

1 浜脇小学校 662-0941 浜脇町5-48 0798-33-0668

2 西宮浜小学校 662-0934 西宮浜 4-3-12 0798-32-0251

3 香櫨園小学校 662-0952 中浜町3-32 0798-22-1030

4 安井小学校 662-0045 安井町1-25 0798-36-1422

5 夙川小学校 662-0077 久出ヶ谷町8-4 0798-72-1266

6 北夙川小学校 662-0074 石刎町11-21 0798-74-7009

7 苦楽園小学校 662-0082 苦楽園二番町18-12 0798-72-9803

8 大社小学校 662-0032 桜谷町9-7 0798-72-2274

9 神原小学校 662-0021 神原12-62 0798-72-9801

10 甲陽園小学校 662-0015 甲陽園本庄町1-72 0798-73-4671

11 広田小学校 662-0871 愛宕山7-24 0798-74-4213

12 平木小学校 662-0835 平木町4-1 0798-64-4000

13 甲東小学校 662-0823 神呪町3-33 0798-51-6677

14 上ケ原小学校 662-0892 上ヶ原二番町3-13 0798-51-7554

15 上ケ原南小学校 662-0883 上ヶ原九番町2-93 0798-52-3864

16 段上小学校 663-8006 段上町７丁目5-21 0798-51-7995

17 段上西小学校 663-8006 段上町２丁目8-24 0798-53-0560

18 樋ノ口小学校 663-8011 樋ノ口町２丁目3-32 0798-65-6558

19 高木小学校 663-8032 高木西町17-57 0798-67-2567

20 高木北小学校 663-8024 薬師町7番5号 0798-65-6572

21 瓦木小学校 663-8106 大屋町10-20 0798-67-3500

22 深津小学校 663-8203 深津町5-22 0798-64-7241

23 瓦林小学校 663-8107 瓦林町26-19 0798-65-6503

24 上甲子園小学校 663-8113 甲子園口５丁目9-4 0798-67-1518

25 津門小学校 663-8245 津門呉羽町5-13 0798-22-2286

26 春風小学校 663-8114 上甲子園３丁目8-39 0798-47-1635

27 今津小学校 663-8228 今津二葉町4-10 0798-33-0923

28 用海小学校 662-0921 用海町3-54 0798-33-0760

29 鳴尾小学校 663-8184 鳴尾町５丁目4-6 0798-47-0130

30 南甲子園小学校 663-8153 南甲子園３丁目9-16 0798-47-0010

31 甲子園浜小学校 663-8185 古川町1-65 0798-47-7150

32 高須小学校 663-8141 高須町１丁目1-41 0798-40-1300

33 高須西小学校 663-8141 高須町２丁目1-44 0798-41-1950

34 鳴尾東小学校 663-8136 笠屋町30-50 0798-47-1073

35 鳴尾北小学校 663-8182 学文殿町２丁目2-7 0798-47-1051

36 小松小学校 663-8123 小松東町１丁目3-59 0798-47-0051

37 山口小学校 651-1412 山口町下山口４丁目23-1 078-904-0490

38 北六甲台小学校 651-1413 北六甲台５丁目4-1 078-903-2800

39 名塩小学校 669-1147 名塩２丁目11-40 0797-61-0624

40 東山台小学校 669-1133 東山台２丁目8-2 0797-61-3420

41 生瀬小学校 669-1102 生瀬町２丁目26-24 0797-86-4601

西
宮
市
立
小
学
校
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近隣各歯科医師会等からの同意書

平成'3l年3月13日

原本と相違ない事を証明します

学校法人大手前学園 ，
理事長福井 要

（資料9－2）









































（資料１０）
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2



入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者 志願倍率 入学定員 志願者 受験者 合格者 入学者 志願倍率

歯科衛生学科 70 139 135 82 77 1.99 70 140 129 91 76 2.00

大手前短期大学 歯科衛生学科 令和2（2020）～令和3（2021）年度 志願者・受験者・合格者・入学者数 推移

令和2（2020）年度 令和3（2021）年度

（資料１１）





（資料１２）
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6



公
益

社
団

法
人
 
日

本
歯

科
医

師
会

 

令
和

２
年

度
制

度
・予

算
に
関
す
る
 

重
点

要
望
項

目
 

 
厚
生
労
働
省
関
係

 

1
 

（資料１３）
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１ 
地
域
包
括
ケ
ア
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療
の
充
実

 
P
３

 

２
 
厚
生
労
働
省
「
歯
科
口

腔
保
健
推
進
室
」
を
中
心
と
し
た
歯
科

保
健
事
業
の
展
開

 

P
４

 

３
 
歯
科
衛
生
士
及
び

歯
科
技
工
士
の
人
材
確
保
及
び

養
成
校
へ

の
支

援
の
充

実
 

P
５

 

４
 
災
害
時
の
歯
科
医
療
救
護
活
動
に
従
事
す
る
歯
科
医
療
職
種

の
人
材
育
成
事
業
の
拡
充

 

P
６

 

適
切
な

歯
科

医
療
提
供

体
制
を
構

築
し
、
国

民
の
健

康
増

進
及

び
健
康
寿

命
の
延
伸
を
図

る
た
め

、
以
下

を
要

望
し
ま
す
 

2
 

2



１
.地

域
包
括
ケ
ア
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療

の
充

実

（
１
）
 
地

域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ

ム
に
お
い

て
歯

科
医

療
・口

腔
健

康
管
理
が

切
れ

目
無

く
提
供
で
き
る
よ
う
、
地

域
医

療
を

支
え
る
病

院
に
歯
科

医
師
を
配

置
す
る
 

（
２
）
 
歯

科
医

師
及

び
歯

科
衛

生
士

の
雇

用
を
促

進
す
る
た
め

の
予

算
措
置
 

3
 

3



２
.厚

生
労
働
省
「
歯

科
口
腔
保
健
推
進
室

」
を
中

心
と
し

た
歯
科

保
健

事
業

の
展

開

（
１
）
 
室
の
目

的
に
沿

い
、
関
係
省
庁
、
関

係
部
局

と
の
横

断
的

な
連

携
と
地
域
行

政
と
の
連

携
の
も
と
で

、
歯

科
保

健
事

業
を
拡

充
す
る
こ
と
 

（
２
）
 
特
に
継
続
し
て
い
る
生
涯
に
亘
る
歯
科
健

康
診

査
推

進
等

事
業
で
得
ら
れ

た
デ

ー
タ
の
整

理
、
活

用
に
よ
る
歯

科
健
診

の
更
な

る
推
進
を
図
る
こ
と
 

（
３
）
 
都
道

府
県
、
政

令
市
等
に
設
置
さ
れ

た
「
口

腔
保

健
支

援
セ
ン
タ
ー
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構

築
し
、
好

事
例

の
横

展
開
等

を
推
進
す
る
た
め

の
予

算
措
置

を
講

ず
る
こ
と

4
 

4



３
.歯

科
衛
生
士
及
び

歯
科
技
工
士
の
人
材

確
保

及
び

養
成
校
へ

の
支
援

の
充

実

（１
）
 
養
成
校

の
定

員
割
れ

に
よ
る
廃

校
が

起
き
て

る
こ
と
か
ら
、

養
成

校
へ

の
補
助

金
の
緊

急
支

援
 

（２
）
 
地

域
歯

科
保

健
医

療
の
担

い
手

で
あ

る
、
歯

科
衛

生
士

及
び

歯
科

技
工

士
の
人

材
確

保
の
た
め

に
、
看

護
師

な
み

の
養
成
支
援

事
業

及
び

登
録

制
度

を
新

設
す
る
 

（３
）
 
復

職
支

援
事

業
等

を
促

進
す
る
た
め

の
予

算
措

置
 

5
 

5



４
.災

害
時
の
歯
科
医

療
救
護
活
動
に
従
事

す
る
歯
科

医
療
職

種
の
人
材

育
成

事
業

の
拡

充

（１
）
 
厚
労
省
「
災
害
医
療
チ
ー
ム
等
養
成
支
援

事
業

」
を
さ
ら

に
拡
充
し
、
被

災
地
に
お
け
る
歯
科
保
健

医
療

の
確

保
及

び
復
旧
の
た
め

の
体
制

を
全
国
で

整
備

す
る
こ
と
 

（２
）
 
予
想
さ
れ

る
大
規
模
災
害
に
備
え
、
上

記
養

成
支

援
事

業
の
受
講
者
の
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築

す
る
予

算
措

置
を
講
ず

る
こ
と
 

6
 

6



住
ま

い
 

歯
科

診
療

所
 

病
院

 
（
歯
科
配
置
有
）

 

慢
性

期
病
院

 

回
復

期
病
院

 

地
域

 

歯
科
医
師
会

 
介
護
施
設

 

地
域

包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
と
歯

科
の

役
割

 

病
院

 
（
歯
科
配
置
無
）

 

医
科
診
療
所

 
地
域
包
括
支
援

 

セ
ン
タ
ー

市
町
区
医
療

 

介
護
連
携
窓
口

 

在
宅

歯
科
医
療

 

患
者

の
移
動

 

連
携

 

情
報

・
支
援

 

在
宅

に
特

化
し

た
 

歯
科

の
診

診
連

携
 

●
病

院
、

行
政

、
推
進

室
 

等
と

の
連

携
 

●
歯

科
医

療
機

関
の

統
轄

、
情

報
提

供

●
研

修
事

業
等

の
推

進

●
歯

科
医

師
会

と
の

連
携

●
か

か
り

つ
け

歯
科

医
へ

の
情
報

提
供

・
支

援

●
周

術
期

口
腔

機
能

管
理

医
科
歯
科

連
携

 

多
職
種
連

携
 

在
宅
歯
科
医
療

 

推
進
室

 

地
域
総
合

相
談

 

支
援

 

1
 

参
考

 
資
料

 
１
－
①
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住
ま

い
 

歯
科

診
療

所
 

病
院

 
（
歯
科
配
置
有
）

 

慢
性

期
病
院

 

回
復

期
病
院

 

地
域

 

歯
科
医
師
会

 
介
護
施
設

 

地
域

包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
と
歯

科
の

課
題

 

病
院

 
（
歯
科
配
置
無
）

 

医
科
診
療
所

 
地
域
包
括
支
援

 

セ
ン
タ
ー

市
町
区
医
療

 

介
護
連
携
窓
口

 

在
宅
歯
科
医
療

 

推
進
室

 

課
題

・
要
請

 

●
歯

科
医

師
会

機
能

強
化

●
研

修
と

連
携

の
推

進
と

要
件

化
 

●
特

に
歯

科
無

し
病

院
と

の
連

携
推

進
課
題
・
要
請

 

●
周

術
期
口
腔

機
 
能
管
理
の

充
実

 

●
病

院
の
歯
科

医
師
配
置
推
進

●
退

院
時
カ
ン

フ
ァ

ラ
ン
ス
等

へ
の

歯
科
の
参
画

推
進

 

課
題
・
要
請

 

●
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

へ
の
訪
問
診
療

課
題

・
要
請

 

●
病

診
の
情
報

 
提

供
の
更

な
る

充
実
評

価

課
題
・
要
請

 

●
在

宅
に
お
け
る

歯
科
の
診
診

連
携
の
構

築
 

課
題
・
要
請

 

●
支

援
セ
ン
タ
ー

へ
の
歯
科
医

 

療
機
関
衛
生

 

士
の
参
画

 

地
域
総
合

相
談

 

支
援

 

参
考

 
資
料

 
１
－
②

 

8



歯
科
医
師
数
割
合
、
主
た
る
業
務
の
種
別
、
年
次
推
移

 
（H

2
8
医
師
・歯

科
医
師
・薬

剤
師
調
査
よ
り
）

 

1
2

.1
 

1
2

.3
 

1
2

.5
 

1
2

.7
 

1
2

.2
 

1
2

.1
 

1
2

.2
 

1
1

.8
 

6
4

.3
 

6
0

.4
 

6
2

.9
 

6
2

.6
 

6
1

.5
 

5
9

.9
 

5
8

.3
 

5
6

.9
 

2
0

.9
 

2
4

.9
 

2
2

.1
 

2
2

.0
 

2
3

.6
 

2
5

.2
 

2
6

.7
 

2
8

.4
 

0
%

1
0

%

2
0

%

3
0

%

4
0

%

5
0

%

6
0

%

7
0

%

8
0

%

9
0

%

1
0

0
%

   
6

3
  (

'8
8

)
   

 4
  (

'9
2

)
   

 8
  (

'9
6

)
   

1
2

  (
2

0
0

0
)

   
1

6
  (

'0
4

)
   

2
0

  (
'0

8
)

   
2

4
  (

'1
2

)
 2

8
 

('
1

6
) 

病
院
従
事
者
 
診
療
所
開
設
者
 
診
療
所
勤
務
者
 
そ
の
他
（
行
政
等
）
 

診
療
所
開
設
者
割
合
は
減
少
し
、
診
療
所
勤
務
者
割
合
が
増
加
し
て
い
る
。

 

参
考

 
資
料

 
１
－
③
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2
0
.1

 1
0
.5

 

2
9
.8

 

3
9
.6

 

歯
科
の
な
い
病
院
と
の
連
携
状
況

 

1
0
0
%

5
0
％
以
上

 
5
0
％
未
満

 
な
し

 

（
％

）
 

6
3
.2

 
2
0
.6

 

6
.7

 9
.5

 

歯
科
の
あ
る
病
院
と
の
連
携
状
況

 

1
0
0
%

5
0
％
以
上

 
5
0
％
未
満

 
な
し

 

（
％

） 

2
3

.6
 

7
1

.7
 

4
.0

 
0

.7
 

あ
り

 
な
し

 
そ
の
他

 
無
回
答

 

（
％

）
 

郡
市
区
歯
科
医
師
会

か
ら
み
た
病
院

 
と
の
連
携

 

病
院
か
ら
み
た

 

郡
市
区
歯
科
医
師
会

と
の
連
携

 

地
域
歯
科
医
師
会

と
病
院
と
の
連
携
状
況

 
【両

調
査
よ
り
抜
粋
】

 

歯
科

の
あ
る
病

院
 

歯
科
の
な
い
病
院

 

・歯
科
標
榜
の
有
無
に
よ
り
、
地
域
歯
科
医
師
会
と
の
連
携
に
差
が
あ
る
。

→
歯
科
の
な
い
病
院
と
地
域
歯
科
医
師
会
と
の
連
携
推
進
は
課
題
。

6
4

.6
 

2
8

.9
 5

.9
 0

.6
 

あ
り

 
な
し

 
今
後
検
討

 
無
回
答

 

参
考

 
資
料

 
１
－
④
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■
生

涯
に

亘
る

歯
科

健
診
の
充
実
～
現
在
の

歯
科
健
診
の
制
度

乳
幼

児
等

 
児

童
生

徒
等

 
～

３
９

歳
 

４
０

～
７

４
歳

 
７

５
歳

～
 

乳
幼

児
歯
科

健
診

 

母
子

保
健
法

 

義
務

 

学
校
歯
科
健
診

 

学
校
保
健
安
全
法

 

義
務

 

歯
科
健
診

 

各
法
（
健
康
保
険
法
・
国
民
健
康
保
険
法
等
）

 

努
力

義
務

 

特
定
健
診

 

高
齢
者
医
療
確
保
法

 

義
務

だ
が
歯

科
は
無
し

 

歯
周

病
健
診

 
（

70
歳

ま
で
節

目
）

 

健
康

増
進

法
 

努
力

義
務

 

歯
科
健
診

 

高
齢
者
医
療
確
保
法

 

努
力

義
務

 

骨
太

の
方

針
に

も
「

生
涯

を
通

じ
た

歯
科

健
診

の
充

実
」

と
さ

れ
て

い
る

一
方

、
歯

科
健

診
が

義
務

化
さ

れ
て

い
る

の
は

乳
幼

児
か

ら
児

童
・

生
徒

ま
で

で
あ

り
、

制
度

的
に

不
十

分
で

あ
る

。
 

参
考

 
資

料
 

２
－

①
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す
ぐ
に
で
も
再
就
職

し
た
い

 
条

件
が

合
え
ば

再
就

職
し
た
い

 
そ
の

つ
も
り
は
な
い

 
わ

か
ら
な
い

 

２
０
～

２
４
歳

 
２
３
．
７
％

 
４
２
．
１
％

 
１
３
．
２
％

 
１
８
．
４
％

 

２
５
～

２
９
歳

 
７
．
７
％

 
７
０
．
８
％

 
６
．
２
％

 
１
３
．
８
％

 

３
０
～

３
４
歳

 
７
．
９
％

 
７
４
．
６
％

 
－

 
１
４
．
０
％

 

３
５
～

３
９
歳

 
４
．
４
％

 
６
７
．
２
％

 
１
０
．
２
％

 
１
８
．
２
％

 

４
０
～

４
４
歳

 
８
．
５
％

 
５
９
．
３
％

 
７
．
６
％

 
２
２
．
９
％

 

４
５
～

４
９
歳

 
５
．
７
％

 
４
４
．
３
％

 
２
４
．
４
％

 
２
５
．
０
％

 

５
０
～

５
４
歳

 
－

 
３
３
．
１
％

 
３
４
．
５
％

 
２
７
．
７
％

 

５
５
歳

以
上

 
－

 
１
８
．
２
％

 
６
０
．
９
％

 
１
７
．
６
％

 

0
.0

%
5

.0
%

1
0

.0
%

1
5

.0
%

2
0

.0
%

2
5

.0
%

3
0

.0
%

3
5

.0
%

4
0

.0
%

4
5

.0
%

す
ぐ
に
で
も
再
就
職
し
た
い

 

条
件
が

合
え
ば

再
就

職
し
た
い

 

そ
の
つ
も
り
は

な
い

 

わ
か
ら
な
い

 

無
回

答
 

 
 
日
本
歯
科
衛
生
士
会
に
よ
る
歯
科
衛
生
士
の
実
態
調
査
報
告

 
（
平
成

2
6
年

1
0
月
・
抜
粋
）

 

非
就
業
歯
科
衛
生
士
の
再
就
職
の
意
向

 

参
考

 
資
料

 
３
ー
①
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●
看
護
師
等
の
人
材
確
保
促
進
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

 

第
一
条

 
こ
の
法
律
は
、
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
高
齢
化
の
進
展
及
び
保
健
医
療
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
等
に

伴
い
、
看
護
師
等
の
確
保
の
重
要
性
が
著
し
く
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
看
護
師
等
の
確
保
を
促
進
す

る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基
本
指
針
を
定
め
る
と
と
も
に
、
看
護
師
等
の
養
成
、
処
遇
の
改
善
、
資
質
の
向
上
、

就
業
の
促
進
等
を
、
看
護
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
配
慮
し
つ
つ
図
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
に
よ
り
、
病
院
等
、
看
護
を
受
け
る
者
の
居
宅
等
看
護
が
提
供
さ
れ
る
場
所
に
、
高
度
な
専
門
知
識
と

技
能
を
有
す
る
看
護
師
等
を
確
保
し
、
も
っ
て
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

（
定
義
）

 

第
二
条

 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
看
護
師
等
」
と
は
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師

 
及
び
准
看
護
師
を
い
う
。

 

こ
こ
に
「
歯
科
衛
生
士
」
を
入
れ
ら
れ
な
い
か

。
 

出
典
元
：
（
公
社

）
日
本
看
護
協
会
「
平
成

2
4
年

 
中
央
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
事

業
の

実
施

内
容

」
を
一

部
改

編
し
掲

載
。

 

【
参
考
】
「
看
護
師
等
の
人
材
確
保
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
看
護
職
員
確
保
対
策
の
体
制

 

参
考

 
資
料

 
３
ー
②

 

13



 
 

 
非
就
業
歯
科
衛
生
士
の
復
職
支
援
の
た
め
の

 
 

 
 

 
 

 
人
材
登
録
及
び
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
（
イ
メ
ー
ジ
図
）

 

求
人

 
情
報

 

届
出
者

 
情
報

 

求
職
者

 
情
報

 
自
動
マ
ッ
チ
ン
グ

 

マ
ッ
チ
ン
グ
・進

捗
確
認

 

直
接
応
募

 

仲
介

 

歯
科
衛
生
士

 
（
未
就
業
者
）
 

厚
生
労
働
省

 

ア
ン
ケ
ー
ト
 

歯
科
衛
生
士

 
（
就
業
者
）
 

日
本
歯
科
医
師
会

 
（都

道
府
県
歯
科
医
師
会
）
 

（日
本
歯
科
衛
生
士
会
）
 

求
職
者

 

求
人
施
設

 

研
修

 仲
介

 

求
職
者
相
談

 

参
考

 
資
料

 
３
ー
③
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外
部

統
括

支
援

活
動

 
 

コ
－

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

 

近
隣

郡
市

区
 

歯
科

医
師

会
 

歯
科

医
育

機
関

（歯
科
大
学
） 

地
域

基
幹
病
院

 
歯

科
口
腔
外
科

 
医

学
部

 
歯

科
口
腔
外
科

 
歯

科
衛

生
士
教

育
機
関

 

災
害

対
策
本
部

 

現
地

支
援

活
動

 
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

 

歯
科

医
療

支
援

活
動

 
現

地
本

部
 

日
本

歯
科

医
師

会
 

都
道

府
県
行
政

 

県
歯

科
衛

生
士

会
 

県
歯

科
技

工
士

会
 

歯
科

用
品

商
協

同
組

合
 

被
災

県
 

歯
科

医
師
会

 

被
災

市
区

町
村

災
害

対
策

本
部

 
災

害
医
療

 
ｺ
ｰ
ﾃ
ﾞｨ
ﾈ
ｰ
ﾀ
ｰ

 

歯
科
保
健
医
療

 
支
援
活
動

 

都
道

府
県

 
歯

科
医
師
会

 

現
地

災
害

歯
科

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
外

部
統

括
支

援
活

動
／

現
地

支
援

活
動

)間
の

役
割

分
担

と
連

携
（
一

例
）
 

こ
の

２
つ
の

総
称

を
「
現

地
災

害
歯

科
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」と

規
定

す
る

 

都
道

府
県

 
レ
ベ
ル

 

市
町

村
 

レ
ベ
ル

 

保
健

医
療

調
整
本
部

 

災
害

医
療
ｺ
ｰ
ﾃ
ﾞｨ
ﾈ
ｰ
ﾀ
ｰ

 

圏
域

 
保

健
所

 

連
携
・
調
整

 
情

報
収
集
・
分
析

 〈「
災
害
歯
科
保
健
医
療
連
絡
協
議
会
」行

動
指
針

 
（平

成
2

9
年

1
2
月
第
一
版
）

 〉
 

参
考

 
資
料

 
４
ー
①
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必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

1前 2 ○ 兼1

1前 2 ○ 兼1

1前 1 ○ 兼1

1前 1 ○ 兼2

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 兼1

1後 2 ○ 1

ダンスセラピー演習 2前 1 ○ 1

－ 13 0 0 2 0 0 0 0 兼4

1前 2 ○ 1

栄養学 1後 2 ○ 兼1

2後 2 ○ 1

生理学 1前 2 ○ 1

生化学 1前 2 ○ 1

口腔解剖学 2前 2 ○ 1

病理学 1前 2 ○ 兼1

1前 2 ○ 1

微生物学 1後 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

口腔衛生学 2前 2 ○ 1

公衆衛生学 1後 2 ○ 1

2前 2 ○ 兼1

－ 26 0 0 1 1 0 0 0 兼3

1前 2 ○ 1

2前 1 ○ 1

2前 1 ○ 1

2前 1 ○ 1

2前 1 ○ 1

2前 1 ○ 兼1

2後 1 ○ 1

2前 1 ○ 1

2前 1 ○ 兼1

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1 6 3 1 共同

2前 2 ○ 1 6 3 1 共同

2後 2 ○ 1 6 3 1 共同

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1 6 3 1 兼1 オムニバス・共同

2前 2 ○ 1 6 3 1 共同

2後 1 ○ 1 6 3 1 共同

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1 6 3 1 兼1 共同

2前 2 ○ 1 6 3 1 共同

2後 2 ○ 1 6 3 1 共同

2前 1 ○ 兼1

1前 1 ○ 1 6 3 1 共同

2後～3前 12 ○ 1 6 3 1 共同

2後～3前 4 ○ 1 6 3 1 共同

3前 2 ○ 1 6 3 1 共同

2後～3前 1 ○ 1 6 3 1 共同

－ 54 0 0 3 1 6 3 1 兼5－

歯科放射線・臨床検査学

基礎実習

臨床臨地実習Ⅰ

臨床臨地実習Ⅱ

地域歯科保健実習Ⅰ

地域歯科保健実習Ⅱ

専
門
分
野

歯科衛生士概論

臨床歯科医学

歯科保存学

歯科補綴学

小児歯科学

矯正歯科学

高齢者・障がい者歯科学

口腔外科学

歯周病学

専
門
教
育
科
目

歯科保健指導Ⅱ

－

専
門
基
礎
分
野

解剖学

組織発生学

薬理学

衛生学

社会福祉論

小計（13科目） －

基
礎
分
野

生物学

化学

基礎英語

コンピュータ演習

心理学

医療倫理学

小計（8科目）

小計（27科目）

口腔保健管理法

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（歯科衛生学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

歯科保健指導Ⅲ

歯科診療補助論

歯科診療補助Ⅰ

歯科診療補助Ⅱ

歯科診療補助Ⅲ

歯科予防処置論

歯科予防処置Ⅰ

歯科予防処置Ⅱ

歯科予防処置Ⅲ

口腔保健指導論

歯科保健指導Ⅰ

（資料１４）
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必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

2・3後 2 ○ 兼1

生命科学 2・3後 2 ○ 兼1

医療英語 2・3後 1 ○ 兼1

看護学概論 2・3後 2 ○ 兼1

医療業界と保険制度 2・3後 2 ○ 兼1

カルテ管理と会計 2・3後 2 ○ 兼1

医療事務と情報管理 2・3後 2 ○ 兼1

2後 1 ○ 兼4

3後 2 ○ 3 兼1

－ 3 13 0 3 0 0 0 0 兼10

1前 1 ○ 4

1後 1 ○ 4

1・2・3後 2 ○ 兼1

1・2・3後 2 ○ 兼1

1・2・3後 2 ○ 兼1

家族の法律 1・2・3後 2 ○ 兼1

1・2・3後 1 ○ 1

食と健康 1・2・3後 2 ○ 兼1

健康心理学 1・2・3後 2 ○ 1

ストレスマネジメント演習 1・2・3後 2 ○ 1

－ 2 15 0 4 0 0 0 0 兼4

－ 98 28 0 4 1 6 3 1 兼20

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

＜卒業要件＞
・3年以上在学し、基礎分野、専門基礎分野、専門分野、選択必修分
野、共通教育科目より106単位以上修得すること。

＜履修方法＞
・基礎分野13単位、専門基礎分野26単位、専門分野54単位、選択必修分
野7単位以上、共通教育科目6単位以上を含み合計106単位以上修得する
こと。
・1年間に履修登録できる単位数の上限は52単位とする。

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週

１時限の授業時間 90分

－

合計（67科目） －

学位又は称号 短期大学士（歯科衛生学） 学位又は学科の分野
保健衛生学関係（看護学関係及びリハビリテーショ
ン関係を除く。）

共
通
教
育
科
目

フォーラムＡ

フォーラムＢ

基礎数学

日本史

人権の歴史

健康スポーツ

小計（10科目）

専任教員等の配置

備考

専
門
教
育
科
目

選
択
必
修
分
野

介護技術の基礎

医療・介護多職種連携

ゼミナール

小計（9科目） －

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態
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教室名 機械器具 標本模型 合計点数

臨床歯科実習室 1,116 39 1,155

模擬歯科診療室 4 0 4

機械室 10 0 10

基礎歯科実習室 1,512 100 1,612

エックス線撮影室 17 0 17

合　計 2,659 139 2,798

歯科用教具・備品等教室別点数表
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歯科用教具・備品等教室別　明細表

No. 教室名 項目 商品名 メーカー/取扱 数量

1 臨床歯科実習室 設備機器
歯科用ユニット（スペースラインイムシアⅢ（ＵＰ）ＦＴ　Ｐ
ｄＷ）

モリタ 15

2 臨床歯科実習室 設備機器 オペレーティングスツール　J-EN モリタ 30

3 臨床歯科実習室 設備機器 モービルキャビネット　ヴァリエ モリタ 15

4 臨床歯科実習室 設備機器 エルクレ－ブ　フルオ－ト　　ＭＡＣ－Ｎ３５０Ｓ　＃ キヤノンライフケア 2

5 臨床歯科実習室 設備機器 スマ－トクレ－ブ　＃ タカゾノ 1

6 臨床歯科実習室 設備機器 ＩＣ　Ｗａｓｈｅｒ　（ウォッシャ－ディスインフェクタ－）　＃ ＩＨＩアグリテック 1

7 臨床歯科実習室 設備機器 オズ　ブラック－Ｄ　＃ セシン精密 1

8 臨床歯科実習室 設備機器 タービン　PAR-EX-O DI モリタ 1

9 臨床歯科実習室 設備機器 エア－ソルフィ－Ｐ＜ライト付き＞ＡＳ－２－ＯＶ　＃ モリタ製作所 40

10 臨床歯科実習室 設備機器 超音波洗浄器　ＡＵ‐８０Ｃ　（標準　　Ｒ） アイワ医科工業 1

11 臨床歯科実習室 設備機器 トリニティーアニメＶｅｒ．4.0　スタンドアローン モリタ 1

12 臨床歯科実習室 設備機器 シンプルマネキン３　チェアーマウントセット ニッシン 3

13 臨床歯科実習室 設備機器 トルクテック　プロフィ－コントラ　ＣＡ－４Ｒ－ＰＰ　＃ モリタシステム商品 1

14 臨床歯科実習室 設備機器
ＭＡＮＡＢＯＴ（マナボット）－Ｈ（頭部・咽頭部ハ－フタイ
プ）

ニッシン 5

15 臨床歯科実習室 設備機器 キャビオⅡ　バットタイプ＃ モリタ東京製作所 1

16 臨床歯科実習室 設備機器 2ドア冷蔵庫　冷蔵91/冷凍46リットル シャープ 1

17 臨床歯科実習室 設備機器 洗濯乾燥機　選択11/乾燥6ｋｇ 日立 1

18 臨床歯科実習室 口腔外科 麦粒鉗子　　曲　13-411 ＹＤＭ 3

19 臨床歯科実習室 口腔外科 麦粒鉗子　　直　13-412 ＹＤＭ 3

20 臨床歯科実習室 口腔外科 インスツルメントスタンド　　　１３５４７ ＹＤＭ 3

21 臨床歯科実習室 補綴 カ－トリッジディスペンシング　ガンⅡ ＪＭＡ 8

22 臨床歯科実習室 補綴 網トレ－　プレミアム（上下組）　　　　　A ＹＤＭ 15

23 臨床歯科実習室 補綴 網トレ－　プレミアム（上下組）　　　　　B ＹＤＭ 45

24 臨床歯科実習室 補綴 網トレ－　プレミアム（上下組）　　　　　C ＹＤＭ 15

25 臨床歯科実習室 補綴 回転トレ－　局部　大人用　　　１９４６７ ＹＤＭ 43

26 臨床歯科実習室 補綴 インプレッショントレ－　　　　無歯顎用　８入 オソン 2

27 臨床歯科実習室 補綴
網トレ－　プレミアム　片顎２個組（＃１２　１３）　１９３９
３

ＹＤＭ 43

28 臨床歯科実習室 補綴 アルジネ－トスパチュラ　　　　タイプ２　１１７２２ ＹＤＭ 43

29 臨床歯科実習室 補綴 プラスチックボ－ル　Ｌ　１ 藤原歯科産業 43

30 臨床歯科実習室 補綴 ラバ－ボ－ル　グリ－ン　Ｌ 藤原歯科産業 43

31 臨床歯科実習室 補綴 三菱トレ－クリ－ナ－Ａ　スタ－タ－セット 菱化デンタル 10

32 臨床歯科実習室 補綴 ＴＤゼットコ－ド ビ－ブランドメディコ 1

33 臨床歯科実習室 補綴 ファ－ストストリング　　　リトラクションコ－ド　　　　XS モリタ* 1

34 臨床歯科実習室 補綴 暫間処置　消耗品セット 1

35 臨床歯科実習室 補綴
ジンジパックインスツルメント　　前歯用＃０．３　　１３１
０７

ＹＤＭ 20

36 臨床歯科実習室 補綴
ジンジパックインスツルメント　　臼歯用＃０．３　　１３１
０８

ＹＤＭ 20

37 臨床歯科実習室 補綴 クラウンスリッタ－　　　　　　２１０６０ ＹＤＭ 1

38 臨床歯科実習室 補綴 石膏形成器具セット 1
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歯科用教具・備品等教室別　明細表

No. 教室名 項目 商品名 メーカー/取扱 数量

39 臨床歯科実習室 補綴 インレ－・クラウンセッタ－　　セット　１３－２３０ ＹＤＭ 10

40 臨床歯科実習室 補綴 インレ－・クラウンリム－バ－　セット　２１０２０ ＹＤＭ 1

41 臨床歯科実習室 補綴 補綴ノギス　　　　　２１１０２　学納限定 ＹＤＭ 1

42 臨床歯科実習室
保存（セメント

類）
カリエスディテクター クラレノリタケ 1

43 臨床歯科実習室 保存（器具類） エキスカベ－タ－　ラウンド　　　　　　　Ｃ２ ＹＤＭ 10

44 臨床歯科実習室 保存（器具類） 咬合紙ホルダ－　スタンダ－ド　１１２５１ ＹＤＭ 22

45 臨床歯科実習室 保存（器具類） プルミエラインプリカット咬合紙　赤　　　1/2 センジョ－ 1

46 臨床歯科実習室 保存（器具類） プルミエラインプリカット咬合紙　青　　　1/2 センジョ－ 1

47 臨床歯科実習室 保健指導 アイスペシャル　Ｃ－Ⅲ 松風 8

48 臨床歯科実習室 保健指導 デジタル位相差顕微鏡　　　　ＳＫ－７　ＬＥＤ 日本歯科工業社 1

49 臨床歯科実習室 保健指導 ハミガキ上手　ＰＲＯ　イチゴ味　１８０ＭＬ 松風 1

50 臨床歯科実習室 保健指導 ニプロシリンジ　３ｍＬ×　２０本入り　ロック式 ニプロ 5

51 臨床歯科実習室 保健指導 マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸Mサイズ 50本 カワモト 1

52 臨床歯科実習室 保健指導 パルスオキシメ－タ　サ－フィン　ＰＯ（ピ－オ－）　＃ 小池メディカル 1

53 臨床歯科実習室 保健指導 染色材セット 1

54 臨床歯科実習室 保健指導 細菌検査セットA 1

55 臨床歯科実習室 保健指導 細菌検査セットB 1

56 臨床歯科実習室 保健指導 細菌カウンタ本体　ＤＵ－ＡＡ０１ＮＰ－Ｈ パナソニックヘルスケ 1

57 臨床歯科実習室 保健指導 オ－ラルアクアジェル　レモン　４０ｇ ジ－シ－ 1

58 臨床歯科実習室 保健指導 口角鈎　アングルワイダ－　２入　　２２７４５ ＹＤＭ 40

59 臨床歯科実習室 保健指導 組織解剖プレパラート　セット 1

60 臨床歯科実習室 予防処置 スリーウェイノズル　5本セット　WS-12 モリタ 6

61 臨床歯科実習室 予防処置 ソルフィ－Ｆ　ライト付ハンドピ－ス　８７１１８７９ モリタ製作所 40

62 臨床歯科実習室 予防処置 ソルフィ－　スケ－ラ－チップ　　　　　　S1 モリタ製作所 40

63 臨床歯科実習室 予防処置 ソルフィ－　ペリオチップ　　　　　　　　P4 モリタ製作所 30

64 臨床歯科実習室 予防処置 紙エプロン　タイディ　アンダーザシースモール　250枚 FEED 1

65 臨床歯科実習室 予防処置
エプロンクリップメディクリップ（コイルタイプ・５本入）　ク
リア

ビ－エスエ－サクライ 4

66 臨床歯科実習室 予防処置 ハイカットガ－ゼ　４×４　　　１００×１０入 ニチエイ 1

67 臨床歯科実習室 予防処置 ガ－ゼ缶　１８㎝×１２㎝　ＳＴ ワシエスメディカル 2

68 臨床歯科実習室 予防処置
アズワン　卓上オートクレーブ用角カスト BL 240×180
×85mm

アズワン 2

69 臨床歯科実習室 予防処置 衛生士診療器具セットA 10

70 臨床歯科実習室 予防処置 衛生士診療器具セットC 2

71 臨床歯科実習室 予防処置 グローブセットA 1

72 臨床歯科実習室 予防処置 グローブセットB 1

73 臨床歯科実習室 予防処置 ＳＤ　インスツルメントケ－ス サンデンタル 30

74 臨床歯科実習室 予防処置 ホギ－　アイガ－ド キ－ラ－社 10

75 臨床歯科実習室 予防処置 ビバリ－くんカップ　エコノミ－　１００入 日本デキシ－ 1

76 臨床歯科実習室 予防処置 トルクテック　等速コントラ　ライト無　CA-DC モリタ 43
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歯科用教具・備品等教室別　明細表

No. 教室名 項目 商品名 メーカー/取扱 数量

77 臨床歯科実習室 予防処置 雑巾掛け アズワン 2

78 臨床歯科実習室 予防処置 薬呑器　大型D 浅井商事 5

79 臨床歯科実習室 予防処置
サナダ精工　ナビストうがい受け容器（ガーグルベース
ン）

サナダ精工 42

80 臨床歯科実習室 予防処置 ガラスメスシリンダー　100㎖ アズワン 4

81 臨床歯科実習室 予防処置 ステンレス計量カップ　500㎖ アズワン 4

82 臨床歯科実習室 予防処置 ステンレス計量カップ2000㎖ アズワン 2

83 臨床歯科実習室 予防処置 ＩＭＳ　ＩＤラベル　５０入 ＨＦジャパン 10

84 臨床歯科実習室 予防処置 ＩＭＳ　ＩＤマ－カ－ ＨＦジャパン 5

85 臨床歯科実習室 予防処置 コンク－ルＦ　１００ＭＬ ウエルテック 1

86 臨床歯科実習室 予防処置 コンク－ル　クリ－ニングジェル＜ＰＭＴＣ＞　６０ｇ ウエルテック 1

87 臨床歯科実習室 予防処置 歯面清掃器材セット 1

88 臨床歯科実習室 予防処置 エアフロ－ハンディ　３．０　Ｐｌｕｓ　α　＃ ＥＭＳ 5

89 臨床歯科実習室 予防処置 洗浄・清掃セット 1

90 臨床歯科実習室 予防処置 ステンレス万能ツボ　500㎖ アズワン 10

91 臨床歯科実習室 予防処置 テルモ電子体温計　Ｃ２０５Ｓ テルモ 3

92 臨床歯科実習室 予防処置 グルコセンサ－ＧＳ－Ⅱ　本体一式 ジ－シ－ 1

93 臨床歯科実習室 予防処置 ＪＭＳ舌圧測定器 ジ－シ－ 1

94 臨床歯科実習室 予防処置 ラスノンソニック　５００ＭＬ 日本歯科薬品 1

95 臨床歯科実習室 予防処置 エキスプロ－ラ－　片頭　　＃３ ＹＤＭ 43

96 臨床歯科実習室 予防処置 オ－ラルＰＨテスト　　　　　　（ビュ－トリック） サンデンタル 1

97 臨床歯科実習室 予防処置 デントカルトＳＭ　　　　　＊冷＊ オーラルケア 1

98 臨床歯科実習室 予防処置 Ｄグルコース メディセオ 1

99 臨床歯科実習室 予防処置 ア－カンサス砥石　＃４１３０３３ ＹＤＭ 2

100 臨床歯科実習室 予防処置 バトラ－トレイ＃１３７５（Ｍ）　50組入 サンスタ－ 1

101 臨床歯科実習室 予防処置 タブトレーセット 10

102 臨床歯科実習室 予防処置 バキュームチップA-1新型　2個入り モリタ 15

103 臨床歯科実習室 予防処置 バキュームチップゴムA　大　10個入り モリタ 3

104 臨床歯科実習室 予防処置 アズワン　オートクレーブ用耐熱ＰＰバック　Ｓ　１００入 アズワン 1

105 臨床歯科実習室 予防処置 治療ピンセットＮＣ　＃１８　　１１３０５ ＹＤＭ 40

106 臨床歯科実習室 予防処置 ペリープローブセット 1

107 臨床歯科実習室 予防処置 ビバラックプラス 東京技研 5

108 臨床歯科実習室 予防処置 エ－スデンタルマスク　Ｍ　　　ゴムタイプ　５０入 中和産業 5

109 臨床歯科実習室 予防処置 ミラ－トップ　フロントサ－フェイス　１２入 ＹＤＭ 4

110 臨床歯科実習室 予防処置 滅菌バッグＥＲ－２５０ＥＮ　　２５㎝×１００ｍ（ロ－ル） キヤノンライフケア 1

111 臨床歯科実習室 予防処置 滅菌バッグ　ＥＲ－１８０ＥＮ　１８㎝×２００ｍ　（ロ－ル） キヤノンライフケア 1

112 臨床歯科実習室 予防処置 ヒ－トシ－ラ－　ＰＣ－２００ キヤノンライフケア 1

113 臨床歯科実習室 予防処置 デントハイド　専用浸漬容器　　（Ｌ）　アミカゴ付 日本歯科薬品 5

114 臨床歯科実習室 予防処置
３Ｍ コンプライ 化学的インジケータ テープ　汎用
18mm×55mm

３Ｍ 1
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115 臨床歯科実習室 予防処置 滅菌バッグＥＲ－０５０ＥＮ　　５㎝×２００ｍ（ロ－ル） キヤノンライフケア 1

116 臨床歯科実習室 予防処置 コットンセット 1

117 臨床歯科実習室 予防処置 Ｄ５０Ｄ－５００Ａ（２色レジン模型Ｄ型咬合器付） ニッシン 38

118 臨床歯科実習室 予防処置 二連綿花容器 藤原歯科産業 16

119 臨床歯科実習室 予防処置
ワンタッチコットンボックス２アルコ－ル（ＡＬ）用Ｓ１３６２
１

ＹＤＭ 16

120 臨床歯科実習室 予防処置 ペーパータオルフォルダー（壁掛） 一般市販品 5

121 臨床歯科実習室 予防処置 グローブホルダー　1BOX用（140*102*208） アズワン 4

122 臨床歯科実習室 その他 クリングシ－ルド　デュアル　　（Ｐ）　大人用　　　WINE ＪＭＡ 2

123 臨床歯科実習室 その他 ＦＭＳ－ＦＤ１０　　　　　　　マウントシ－ト　標準 阪神技術研究所 1

124 臨床歯科実習室 その他 ＤＩＣ－１００　Ｄ感度　　　　インスタントフィルム　小児 阪神技術研究所 1

125 臨床歯科実習室 その他 ゴミ箱　40リットル 一般市販品 4

126 臨床歯科実習室 その他 ゴミ箱　50リットル 一般市販品 2

127 臨床歯科実習室 その他
実習作業ステンレスグリーンカート　2段・天板四方手す
り付

アズワン 2

128 臨床歯科実習室 その他 踏み台 アズワン 1

129 臨床歯科実習室 その他 脚立　全長1.4ｍ（使用高さ1.1ｍ） アルインコ 1

130 臨床歯科実習室 その他 台車 トラスコ中山 1

臨床歯科実習室 小計 1,155

131 模擬歯科診療室 設備機器
歯科用ユニット（スペースラインイムシアⅢ（ＵＰ）ＦＴ　Ｐ
ｄＷ）

モリタ 1

132 模擬歯科診療室 設備機器 オペレーティングスツール　J-EN モリタ 2

133 模擬歯科診療室 設備機器 Varie2　L型　ハイバック モリタ 1

模擬歯科診療室 小計 4

134 機械室 設備機器 診療用吸引ブロワ（バキュームモーター3.7ｋｗ）装置 モリタ 3

135 機械室 設備機器 気水分離機（40ℓ） モリタ 3

136 機械室 設備機器 エアコンプレッサー（16.5ｋｗ） モリタ 1

137 機械室 設備機器 エアドライヤ モリタ 1

138 機械室 設備機器 エアタンク（430ℓ） モリタ 1

139 機械室 設備機器 制御盤（遠方盤含む） モリタ 1

機械室 小計 10

140 基礎歯科実習室 設備機器 スマ－トクレ－ブ　＃ タカゾノ 1

141 基礎歯科実習室 設備機器 マネキン実習机（教卓） モリタ 1

142 基礎歯科実習室 設備機器 マネキン実習机（学生卓） モリタ 42

143 基礎歯科実習室 設備機器 マネキン実習机（スツール） モリタ 43

144 基礎歯科実習室 設備機器 ＤＲ－Ｈ　Ｎｉ：Ｍｏ　テ－ブルタイプ ニッシン 43

145 基礎歯科実習室 設備機器 トルクテック　ストレート　ライト無　ST-DH モリタ 43

146 基礎歯科実習室 設備機器 2ドア冷蔵庫　冷蔵91/冷凍46リットル シャープ 1
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147 基礎歯科実習室 設備機器 洗濯乾燥機　選択11/乾燥6ｋｇ 日立 1

148 基礎歯科実習室 口腔外科
サ－ジガウンＤ　　　（滅菌済）　　５枚入
M

日本歯科工業社 4

149 基礎歯科実習室 口腔外科 鋭匙　曲2 ＹＤＭ 5

150 基礎歯科実習室 口腔外科 有窓鋭匙　１４－３１９ ＹＤＭ 3

151 基礎歯科実習室 口腔外科 抜歯器具エレベーターセットA 5

152 基礎歯科実習室 口腔外科 抜歯器具エレベーターセットB 1

153 基礎歯科実習室 口腔外科 麦粒鉗子　　曲　13-411 ＹＤＭ 3

154 基礎歯科実習室 口腔外科 麦粒鉗子　　直　13-412 ＹＤＭ 3

155 基礎歯科実習室 口腔外科 吸引管　本体　Ｌ６０°　　　　１４８１０ ＹＤＭ 5

156 基礎歯科実習室 口腔外科
バイオジェルアンダ－グロ－ブ　　滅菌済　５０双入
6

日本歯科工業社 1

157 基礎歯科実習室 口腔外科
バイオジェルアンダ－グロ－ブ　　滅菌済　５０双入
6.5

日本歯科工業社 1

158 基礎歯科実習室 口腔外科 開創鈎　ランゲンベック　　　　　　S ＹＤＭ 5

159 基礎歯科実習室 口腔外科 テルプラグ　Ｍサイズ　５入 テルモ 1

160 基礎歯科実習室 口腔外科 止血鉗子　モスキ－ト　曲　　　２９００２ ＹＤＭ 2

161 基礎歯科実習室 口腔外科 止血鉗子　モスキ－ト　直　　　２９００１ ＹＤＭ 2

162 基礎歯科実習室 口腔外科 止血鉗子　ペアン　２９００４ ＹＤＭ 2

163 基礎歯科実習室 口腔外科 持針器　七浦型（直） ＹＤＭ 10

164 基礎歯科実習室 口腔外科 持針器　ヘガ－ル　　１４５１０ ＹＤＭ 2

165 基礎歯科実習室 口腔外科 カストロビ－ジョ（曲） ＹＤＭ 1

166 基礎歯科実習室 口腔外科 カストロビ－ジョ（直） ＹＤＭ 1

167 基礎歯科実習室 口腔外科 持針器　マチュ－　直　　　　　２９０１２ ＹＤＭ 2

168 基礎歯科実習室 口腔外科
カ－トリッジシリンジタイプ２　　ネジタイプＡ　　　１４１０
１

ＹＤＭ 10

169 基礎歯科実習室 口腔外科
カ－トリッジシリンジタイプ２　　ネジタイプＢ　　　１４１０
２

ＹＤＭ 10

170 基礎歯科実習室 口腔外科 インスツルメントスタンド　　　１３５４７ ＹＤＭ 3

171 基礎歯科実習室 口腔外科 ゾンデ　＃１　１５－３０１ ＹＤＭ 5

172 基礎歯科実習室 口腔外科
テルモ歯科用注射針　３０ゲ－ジ　針先マ－ク付き
S

テルモ 1

173 基礎歯科実習室 口腔外科 骨ノミ　片刃　１４－０１１ ＹＤＭ 5

174 基礎歯科実習室 口腔外科 骨ノミ　両刃　１４－０１０ ＹＤＭ 2

175 基礎歯科実習室 口腔外科 口腔外科用バーセット 1

176 基礎歯科実習室 口腔外科 ハリストン ニプロ 2

177 基礎歯科実習室 口腔外科 粘膜剥離子　七浦型　　　　　　１４２３０ ＹＤＭ 5

178 基礎歯科実習室 口腔外科 骨膜剥離子　　＃１３　　　　　１５－１３０ ＹＤＭ 5

179 基礎歯科実習室 口腔外科 歯肉バサミ　アイリス　直　　　２９０２１ ＹＤＭ 1

180 基礎歯科実習室 口腔外科 歯肉バサミ　＃２７ ＹＤＭ 5

181 基礎歯科実習室 口腔外科 抜歯鉗子セットA 5

182 基礎歯科実習室 口腔外科 抜歯鉗子セットB 5

183 基礎歯科実習室 口腔外科 抜歯鉗子セットC 2

184 基礎歯科実習室 口腔外科 抜歯鉗子セットD 2
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185 基礎歯科実習室 口腔外科 骨鉗子　平川型　＃1 ＹＤＭ 3

186 基礎歯科実習室 口腔外科 歯科用水銃注射筒　ルア－先　　５ｃｃ エムエス 5

187 基礎歯科実習室 口腔外科 滅菌済針付き縫合糸　１２入　　№１～２９ マニ－ 4

188 基礎歯科実習室 口腔外科 口腔外科　ピンセットセット 1

189 基礎歯科実習室 口腔外科 コ－パック　ハ－ド＆ファ－スト　　　　（ＣＯＥ ヨシダ 5

190 基礎歯科実習室 口腔外科
ディスポドレ－プ　ＯＰ用　　　ブル－　１０入　　００８１０
０

日本歯科工業社 1

191 基礎歯科実習室 口腔外科 マレット　外科用　ソフト　　　１５２１０ ＹＤＭ 5

192 基礎歯科実習室 口腔外科 メスセット 1

193 基礎歯科実習室 口腔外科 ベッドサイドモニタ　　　　　　　ＰＶＭ－２７０１　　　　　＃ セキムラ 1

194 基礎歯科実習室 口腔外科 骨やすり１ ＹＤＭ 5

195 基礎歯科実習室 矯正 リガチャ－カッタ－　ＮＤ－６０５Ｂ　　２２６０７ ＹＤＭ 2

196 基礎歯科実習室 矯正 ＹＳ－６０３ワイヤ－カッタ－　スタンダ－ド　２２６０３ ＹＤＭ 2

197 基礎歯科実習室 矯正 ６７８－１０１　　　ディスタルエンドカッタ－ ＪＭＯｒｔｈｏ 2

198 基礎歯科実習室 矯正 テンションゲ－ジ　５００ｇ　　ＹＳ－３１　２２－９５５ ＹＤＭ 1

199 基礎歯科実習室 矯正 ブ－ンゲ－ジ（Ｆ．Ｙ）　　　　ＹＳ－３９　２２－９３９ ＹＤＭ 2

200 基礎歯科実習室 矯正 チンキャップ　上顎牽引用　　　２２８６９ ＹＤＭ 1

201 基礎歯科実習室 矯正 Ｊ－１２９～１３８　　　　　　エラスティック　１袋　１００入 ＪＭＯｒｔｈｏ 1

202 基礎歯科実習室 矯正
８５７　フェイスクリブ用ゲルライナ－レストパッド　２枚
入

ＪＭＯｒｔｈｏ 1

203 基礎歯科実習室 矯正 フェイスクリブ　Ｍ　ベージュ　ＦＣＭ ＪＭＯｒｔｈｏ 1

204 基礎歯科実習室 矯正 コイルスプリング　F00050 ＪＭＯｒｔｈｏ 1

205 基礎歯科実習室 矯正 ＹＳ－５５１　モジュ－ルセパレ－タ－　２２－５５１ ＹＤＭ 2

206 基礎歯科実習室 矯正 ６０８４１　ア－チタ－レット ＪＭＯｒｔｈｏ 2

207 基礎歯科実習室 矯正 Ａ－１０１　シングルチュ－ブ　．０２２ ＪＭＯｒｔｈｏ 1

208 基礎歯科実習室 矯正 ＹＳ－３３　矯正ノギス　１５㎝　２２９３３ ＹＤＭ 1

209 基礎歯科実習室 矯正 バンドプッシャ－　ＹＳ－７０１（ＮＥＷ）　２２７５３ ＹＤＭ 2

210 基礎歯科実習室 矯正 ＹＳ－７０３　バンドシ－タ－　２２７０３ ＹＤＭ 2

211 基礎歯科実習室 矯正 歯科矯正用モーラーバンド　5個入り　＃611 ＪＭＯｒｔｈｏ 2

212 基礎歯科実習室 矯正 ブラケットピンセット（ＮＥＷ）２２７６１ ＹＤＭ 2

213 基礎歯科実習室 矯正 矯正　プライヤーセットA 2

214 基礎歯科実習室 矯正 矯正　プライヤーセットB 2

215 基礎歯科実習室 矯正 矯正　プライヤーセットC 2

216 基礎歯科実習室 矯正 矯正　プライヤーセットD 2

217 基礎歯科実習室 矯正 リンガルボタンセット 1

218 基礎歯科実習室 矯正 ワイヤーセット 1

219 基礎歯科実習室 補綴 補綴　バーセット 1

220 基礎歯科実習室 補綴 寒天シリンジ（ＣＴ）セット　タイプ２　１３５６８ ＹＤＭ 20

221 基礎歯科実習室 補綴 キュ－トＤＣ２Ｃ　　　　　　カ－トリッジタイプ＃ モリタ東京製作所 3

222 基礎歯科実習室 補綴 バイブレ－タ－　Ｓ 藤原歯科産業 20
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歯科用教具・備品等教室別　明細表

No. 教室名 項目 商品名 メーカー/取扱 数量

223 基礎歯科実習室 補綴 印象採得消耗品セット 1

224 基礎歯科実習室 補綴 アルジネ－トカッタ－　　　　　１１－７４１ ＹＤＭ 3

225 基礎歯科実習室 補綴 デュラシ－ル　１－１セット　　８ｏｚ 茂久田商会 8

226 基礎歯科実習室 補綴 義歯調整材料セット 1

227 基礎歯科実習室 補綴 クリアフィル　ＤＣコア　　　　ペ－スト　１－１　＃３７５ クラレノリタケ 1

228 基礎歯科実習室 補綴
クリアフィルＤＣコアオ－トミックスＯＮＥＮＥＷボンドキッ
トＤ

クラレノリタケ 1

229 基礎歯科実習室 補綴 ばねばかり（1キロ） タニタ 21

230 基礎歯科実習室 補綴 ガラスメスシリンダー　20ｍL アズワン 21

231 基礎歯科実習室 補綴 プラスチックバケツ　9L アズワン 10

232 基礎歯科実習室 補綴 乳歯冠用支台形成歯　Ａ７０Ａ－１１９ ニッシン 3

233 基礎歯科実習室 補綴 乳歯冠用支台形成歯　Ａ７０Ａ－１２０ ニッシン 20

234 基礎歯科実習室 補綴 プラスチック　シリンジ　２入 ジ－シ－ 21

235 基礎歯科実習室 補綴 モデルトリマ－　ＭＴ１０　＃ モリタ東京製作所 8

236 基礎歯科実習室 補綴 石膏セット 1

237 基礎歯科実習室 補綴 平行測定器　２１－１２２ ＹＤＭ 1

238 基礎歯科実習室 補綴 メジャ－リングデバイス３　　　　　　　　　２１１１４ ＹＤＭ 1

239 基礎歯科実習室 補綴 ラジアルピンＤＸ（ストレ－トタイプ）　　　　　　ASS デントロニクス 1

240 基礎歯科実習室 補綴 レジン筆積専用筆　直　　　　　　　0 茂久田商会 20

241 基礎歯科実習室 補綴 ベンダブラシ　ツイン　　　　　レギュラ－　イントロキット セントリックス 1

242 基礎歯科実習室 補綴
テンポラリ－クラウン　　　　　撤去プライヤ－　２１－０７
７

ＹＤＭ 2

243 基礎歯科実習室 補綴 ウッドポイント　３入　　＃１ ＹＤＭ 1

244 基礎歯科実習室 補綴 クリアフィル　ＡＤファイバ－ポスト　Ｎｏ．３　１０本 クラレノリタケ 1

245 基礎歯科実習室 補綴 イ－ジ－ポスト　　　フルサイズキット　２１規格×１２入 マニ－ 1

246 基礎歯科実習室 補綴 接着材セット 1

247 基礎歯科実習室 補綴 オ－トマチックマレット　　　　　タイプ２　　　　　０６０９２ ＹＤＭ 1

248 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
カチャックス サンメディカル 1

249 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
ス－パ－ボンド　筆洗い液Ⅱ　　１００ＭＬ サンメディカル 1

250 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
練和用ヘラセット 1

251 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
セメントセットA 1

252 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
セメントセットB 1

253 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
ＢｉｏＭＴＡセメント　２入 モリタ* 1

254 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
クリアフィル　トライエスボンドＮＤクイック単品 クラレノリタケ 1

255 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
クリアフィル　メガボンド２キット クラレノリタケ 1

256 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
トクヤマ　マルチボンドⅡ　　　セット トクヤマデンタル（７ 1

257 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
バルクベ－スセット　　　　　　＊冷暗＊ サンメディカル 1

258 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
ネオダイン－α　　末　３０ｇ ネオ製薬工業 1

259 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
ネオダイン－α　　液　１０ＭＬ ネオ製薬工業 1

260 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
クリアフィル　マジェスティＥＳ－２　Ａ２ クラレノリタケ 1
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歯科用教具・備品等教室別　明細表

No. 教室名 項目 商品名 メーカー/取扱 数量

261 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
クリアフィル　マジェスティＥＳフロ－ＬＯＷ　Ａ２ クラレノリタケ 1

262 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
ガラス練板　大板　厚　（セメント練板Ｌ厚） 堀内製作所 10

263 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
練和紙　ＮＯ．１　９０×１５９　５冊組 ジ－シ－ 1

264 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
シリコ－ンパッド　　＃３６０１ ３Ｍ 50

265 基礎歯科実習室
保存（セメント

類）
ワックスセット 1

266 基礎歯科実習室 保存（器具類） ノリタケシェ－ドガイド クラレノリタケ（陶材 4

267 基礎歯科実習室 保存（器具類）
ピドフォ－ムクラウンキット　　１２０歯入　９１５１００（３
Ｍ

茂久田商会 1

268 基礎歯科実習室 保存（器具類） 乳歯冠用支台形成歯　Ａ７０Ａ－７３ ニッシン 10

269 基礎歯科実習室 保存（器具類） 乳歯冠用支台形成歯　Ａ７０Ａ－１３０ ニッシン 45

270 基礎歯科実習室 保存（器具類） 乳歯冠用支台形成歯　Ａ７０Ａ－７１ ニッシン 10

271 基礎歯科実習室 保存（器具類） レジン充填形成器　ＤＬＣ　＃2　（03382） ＹＤＭ 20

272 基礎歯科実習室 保存（器具類） 錬成充填器（ストッパー）　9 ＹＤＭ 43

273 基礎歯科実習室 保存（器具類） 錬成充填器（ストッパー）　14 ＹＤＭ 2

274 基礎歯科実習室 保存（器具類） ＣＲシリンジ用ノズル　　　　　レギュラ－タイプ　５００入 セントリックス 1

275 基礎歯科実習室 保存（器具類） Ｃ－Ｒシリンジ　マ－クⅡ　　　スナップフィット　セット セントリックス 12

276 基礎歯科実習室 保存（器具類） セルロイドストリップス ジ－シ－ 2

277 基礎歯科実習室 保存（器具類）
キッズクラウン　乳歯冠　１０入　第二乳臼歯用　下顎右
側Ｅ６

シンハン 22

278 基礎歯科実習室 保存（器具類） 金冠バサミ　曲　#211 ＹＤＭ 20

279 基礎歯科実習室 保存（器具類） ペンブライト　＃ 松風 16

280 基礎歯科実習室 保存（器具類） レジン充填形成補助具セットA 1

281 基礎歯科実習室 保存（器具類） レジン充填形成補助具セットB 20

282 基礎歯科実習室 保存（器具類） 裏層器　Ｆ－Ｂ型　角柄　　　＃３ ＹＤＭ 16

283 基礎歯科実習室 保存（バー類） 保存（バー）　ＣＡ用バーセット 1

284 基礎歯科実習室 保存（バー類）
ダイヤバ－ＦＧ　ブリスタ－５入スタンダ－ド　ＴＦ
TF12

マニ－ 1

285 基礎歯科実習室 保存（バー類） 保存（バー）　ＨＰバーセット 1

286 基礎歯科実習室 保存（バー類） 保存（バー）　ＨＰ用ポイントセット 1

287 基礎歯科実習室 保存（バー類） ペーパーコーンセット 1

288 基礎歯科実習室 保存（バー類） バ－スタンド　ブロックシステム　１３４４０ ＹＤＭ 1

289 基礎歯科実習室 保存（バー類） シリコンホイ－ル　１２入　　　　M2L 松風 4

290 基礎歯科実習室 保存（バー類） マンドレ－ル　１２本入　　　　　HP用 松風 4

291 基礎歯科実習室 歯内 ル－トＺＸ　ｍｉｎｉ　＃　　　　　　　　Ｗ モリタ製作所 1

292 基礎歯科実習室 歯内 根管充填材セット 1

293 基礎歯科実習室 歯内 ヒ－トカッタ－　＃１－２　　　０８－０３０ ＹＤＭ 1

294 基礎歯科実習室 歯内 キャビトン　瓶入　３０ｇ　　　　ピンク ジ－シ－ 1

295 基礎歯科実習室 歯内 エバダインプラス　５ｇ ネオ製薬工業 1

296 基礎歯科実習室 歯内 ハイ　シ－ル　３０ｇ 松風 1

297 基礎歯科実習室 歯内 ストッピングキャリア　　　　　１３２００ ＹＤＭ 11

298 基礎歯科実習室 歯内 クレンザ－鉗子 ＹＤＭ 1
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No. 教室名 項目 商品名 メーカー/取扱 数量

299 基礎歯科実習室 歯内
ＢＡＲＢＥＤ　ＢＲＯＡＣＨＥＳ（クレンザ－）６ｄｚ入
000

マニ－ 2

300 基礎歯科実習室 歯内 メタシ－ルＳｏｆｔ　セット　　　　　　＊冷暗＊ サンメディカル 1

301 基礎歯科実習室 歯内 ニシカキャナルシ－ラ－　Ｎ　　非ユ－ジノ－ル系 日本歯科薬品 1

302 基礎歯科実習室 歯内 キャナルス　１－１　　　　　　散１５ｇ／液１０ＭＬ 昭和薬品化工 1

303 基礎歯科実習室 歯内 歯内療法実習模型　Ａ１２A－５００　右下6 ニッシン 23

304 基礎歯科実習室 歯内 デジテストⅡ　＃ パ－ケル 1

305 基礎歯科実習室 歯内 ル－トキャナルシリンジ　　　　２本入　　　　ＡＳＳ ネオ製薬工業 16

306 基礎歯科実習室 歯内 リ－マ－ガ－ド（８本立て）　　　P ＹＤＭ 21

307 基礎歯科実習室 歯内 リ－マ－ガ－ド（８本立て）　　　BL ＹＤＭ 21

308 基礎歯科実習室 歯内 オオタキ　リーマーボックス　84穴 オオタキ 8

309 基礎歯科実習室 歯内 シリコンストップディスペンサ－２００入　Ｖｅｒ１ メルファ－ 4

310 基礎歯科実習室 歯内 ストッピング　５００ｇ 松風 1

311 基礎歯科実習室 歯内 スプレッダー　0.4L ＹＤＭ 21

312 基礎歯科実習室 歯内 ダッペングラス　　白 堀内製作所 45

313 基礎歯科実習室 歯内 ダッペングラス　　茶 堀内製作所 45

314 基礎歯科実習室 歯内 歯内　切削用バーセット 1

315 基礎歯科実習室 歯内 アルコ－ルランプ　Ｓ（芯付き） 堀内製作所 21

316 基礎歯科実習室 歯内 根充用ピンセット 2 ＹＤＭ 21

317 基礎歯科実習室 歯内 歯内　ファイルセットA 1

318 基礎歯科実習室 歯内 歯内　ファイルセットB 1

319 基礎歯科実習室 歯内 ルートキャナルプラガー　1 ＹＤＭ 21

320 基礎歯科実習室 歯内 ブローチセット 1

321 基礎歯科実習室 歯内 ビタペックス　チップセット ネオ製薬工業 1

322 基礎歯科実習室 歯内 ラバ－ダムキット　タイプ２　　０８５９１ ＹＤＭ 1

323 基礎歯科実習室 歯内 防湿用器具セットA 1

324 基礎歯科実習室 歯内 ラバ－ダムパンチ　タイプⅡ　　０８－１１１ ＹＤＭ 13

325 基礎歯科実習室 歯内 防湿用器具セットB 43

326 基礎歯科実習室 歯内 フィンガ－　ル－ラ－　　　　　２１－１５５ ＹＤＭ 21

327 基礎歯科実習室 保健指導 カワモト　口腔ケアガーゼ　150入 カワモト 1

328 基礎歯科実習室 保健指導 開口器セットA 1

329 基礎歯科実習室 保健指導 開口器セットB 5

330 基礎歯科実習室 保健指導 双眼実体顕微鏡　Ｓ－３００Ⅱ　（ザイコア モリタ* 10

331 基礎歯科実習室 保健指導 ライオン集団指導用　模型歯ブラシ
ライオン歯科衛生研究

所
12

332 基礎歯科実習室 保健指導 ライオン大型顎模型
ライオン歯科衛生研究

所
12

333 基礎歯科実習室 保健指導 教育・説明器材セットA 1

334 基礎歯科実習室 保健指導 教育・説明器材セットB 1

335 基礎歯科実習室 保健指導 ヤマト科学　IC402　恒温器（培養器） ウィルデント 1

336 基礎歯科実習室 保健指導 歯ブラシセット 1
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歯科用教具・備品等教室別　明細表

No. 教室名 項目 商品名 メーカー/取扱 数量

337 基礎歯科実習室 保健指導
ルシェロフロス　アンワックス　ホワイト　医院用　２００
ｍ

ジ－シ－ 1

338 基礎歯科実習室 保健指導 ルシェロフロス　ミントワックス　３０ｍ　　　　　ピンク ジ－シ－ 1

339 基礎歯科実習室 保健指導 口腔内撮影ミラ－　３枚組　　　１３５７０ ＹＤＭ 21

340 基礎歯科実習室 保健指導 ハクゾウ綿棒　No.12（400本入り） ハクゾウ 1

341 基礎歯科実習室 保健指導 歯磨指導用模型ＰＥ－ＳＴＰ００２（Ｐ３Ｂ－７０５） ニッシン 10

342 基礎歯科実習室 保健指導 歯ブラシ模型　ＰＥ－ＳＴＰ００４（Ｐ３－ＴＢ） ニッシン 20

343 基礎歯科実習室 保健指導 歯間ブラシ模型　ＰＥ－ＳＴＰ００５（Ｐ３－ＩＤＢ） ニッシン 10

344 基礎歯科実習室 保健指導
ＰＥ－ＳＴＰ０２０（Ｐ３Ｂ－７０３）２倍大歯磨指導模型乳
歯列

ニッシン 10

345 基礎歯科実習室 保健指導 アネロイド血圧計 ｳｪﾙﾁｱﾚﾝ 22

346 基礎歯科実習室 保健指導 聴診器 3M 22

347 基礎歯科実習室 予防処置 衛生士診療器具セットB 1

348 基礎歯科実習室 予防処置 衛生士診療器具セットD 2

349 基礎歯科実習室 予防処置 雑巾掛け アズワン 2

350 基礎歯科実習室 予防処置 グリッターバグ アズワン 5

351 基礎歯科実習室 予防処置 電子混水比天びん　キチリ デントロニクス 1

352 基礎歯科実習室 予防処置
プラスチックシャーレ　100枚（1組￥1,800　10枚入り×
10組）

アズワン 10

353 基礎歯科実習室 予防処置 点薬器　両頭　　　０９－１７４ ＹＤＭ 2

354 基礎歯科実習室 予防処置 ティ－スメイトＦ１　２．０　　白色セット　＃２７９０ クラレノリタケ 1

355 基礎歯科実習室 予防処置 Ａ２ＳＲＡ－７７４－＃１１　　歯石除去実習用模型歯 ニッシン 10

356 基礎歯科実習室 予防処置 Ａ２ＳＲＡ－７７７－＃４６　　歯石除去実習用模型歯 ニッシン 10

357 基礎歯科実習室 予防処置 Ｔ６－５００ＨＰＲＯ－Ｐ３　　プロ－ビングパ－ツ ニッシン 5

358 基礎歯科実習室 予防処置
Ｔ６－５００ＨＰＲＯ－Ｓ３－＃Ｐ　スケ－リングパ－ツピ
ンク

ニッシン 5

359 基礎歯科実習室 予防処置 Ｂ２－３０６　ＴＯＯＴＨ　複製根模型歯 ニッシン 8

360 基礎歯科実習室 予防処置 セラミック砥石　ウェッジ形　　１３０４４ ＹＤＭ 1

361 基礎歯科実習室 予防処置 ステンレスバット（W25×D20×H5cm） 10

362 基礎歯科実習室 予防処置 ミラ－ハンドル　角型　　　　　１３１２１ ＹＤＭ 40

363 基礎歯科実習室 予防処置
Ｐ１５ＦＥ－５００ＨＰＲＯ－Ｓ２Ａ１－GSF ＳＰＲ実習用顎
模型

ニッシン 3

364 基礎歯科実習室 予防処置 人工プラ－ク　８ＭＬ ニッシン 1

365 基礎歯科実習室 予防処置 ビクトリ－ワン　説明用模型 ニッシン 1

366 基礎歯科実習室 予防処置 舌　Ｚ－１ ニッシン 16

367 基礎歯科実習室 予防処置 人工歯石 ニッシン 1

368 基礎歯科実習室 予防処置
ペーパータオル　中判　シングル　1箱(30個入り・1個
200枚入り）

一般市販品 1

369 基礎歯科実習室 予防処置 ペーパータオルフォルダー（壁掛） 一般市販品 5

370 基礎歯科実習室 その他 頭蓋骨模型　ＡＮＡ１００４－Ｔ ニッシン 10

371 基礎歯科実習室 その他 複製模型歯着脱顎模型（乳歯列）　ＰＥ－ＡＮＡ００３ ニッシン 1

372 基礎歯科実習室 その他 複製模型歯着脱顎模型　ＰＥ－ＡＮＡ００９ ニッシン 1

373 基礎歯科実習室 その他 歯磨き指導用顎模型　ＰＥ－ＳＴＰ００１ ニッシン 1

374 基礎歯科実習室 その他 疾患説明用透明顎模型　ＰＥ－ＴＤＳ００１ ニッシン 1
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No. 教室名 項目 商品名 メーカー/取扱 数量

375 基礎歯科実習室 その他 ブラッシング指導用模型　　　　ＰＥ－ＯＲＴ００２ ニッシン 1

376 基礎歯科実習室 その他 補綴物・保存修復物学習模型　ＰＥ－ＰＲＯ０１７ ニッシン 1

377 基礎歯科実習室 その他 ゴミ箱　40リットル 一般市販品 4

378 基礎歯科実習室 その他 ゴミ箱　50リットル 一般市販品 2

379 基礎歯科実習室 その他
実習作業ステンレスグリーンカート　2段・天板四方手す
り付

アズワン 2

380 基礎歯科実習室 その他 踏み台 アズワン 1

381 基礎歯科実習室 その他 脚立　全長1.4ｍ（使用高さ1.1ｍ） アルインコ 1

382 基礎歯科実習室 その他 台車 トラスコ中山 1

383 基礎歯科実習室 その他 人体骨格模型 京都科学 1

384 基礎歯科実習室 その他 人体解剖模型 京都科学 1

385 基礎歯科実習室 その他 学生実習用器具セット 1

基礎歯科実習室 小計 1,612

386 エックス線撮影室 設備機器 マックスｉＸ　タイプ2Ｒ モリタ 1

387 エックス線撮影室 設備機器 ベラビューIC-5　Fine モリタ 1

388 エックス線撮影室 設備機器 デュアルアダプタ モリタ 1

389 エックス線撮影室 設備機器 ＣＩＤ－４　撮影用インジケ－タ－　標準　セット 阪神技術研究所 10

390 エックス線撮影室 設備機器 ディゴラ　ＯｐｔｉｍｅⅡ モリタ 1

391 エックス線撮影室 設備機器 サーバーセットＷ５５０　Ⅱ モリタ 1

392 エックス線撮影室 その他 ＤＩＦ－１００　Ｄ感度　　　　インスタントフィルム 阪神技術研究所 1

393 エックス線撮影室 その他 ＤＱＤ　プッシャ－用　　　　　現像定着液　Ｄ感度 阪神技術研究所 1

エックス線撮影室 小計 17

全室 合計 2,798
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学生の確保の見通し等を記載した書類 

（１） 学生の確保の見通しおよび申請者としての取組状況

① 学生の確保の見通し

ア．定員充足の見込み

この度の収容定員の増加に係る学則変更は、本学が令和 2（2020）年度に開設した歯科衛生学

科に対する高校生の進学ニーズ、歯科衛生士に対する社会的・地域的人材需要を踏まえたもの

である。なお、本学の歯科衛生学科は開設時において、歯科衛生士学校養成所指定規則が定め

る基準上、入学定員 80 名として学科運営が可能な施設・設備・教員を整備しており、教育研究

活動の質的低下を招くことがないよう最小限の増員に留めるものである。具体的には令和 3

（2021）年度の入学定員 70 名（収容定員 210名）に対し、令和 4（2022）年度の入学定員を 10

名増員することとする。 

「文部科学大臣指定（認定）医療関係技術者養成学校一覧（令和 2年 5月 1日現在）」による

と、令和 2（2020）年 5月 1日時点で、短期大学の歯科衛生士学校は全国に 16大学（公立 1大

学、私立 15大学）存在している。本学は私立 15大学に含まれる。令和 2（2020）年度時点での

16 大学の入学定員合計は 1,140 名、１大学あたり 71.3 名である。一方、本学と同様に都市圏

が所在地の 9大学（東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県の大学。本学は除く）

に限ると入学定員合計は 800名、1大学あたり 88.9名となり、本学が構想する学則変更後の入

学定員 80名をも上回る水準となっている。 

日本私立学校振興・共済事業団「平成 28（2016）～令和 2（2020）年度 私立大学・短期大学

等 入学志願動向」によると、私立短期大学の平成 28（2016）～令和 2（2020）年度（5 年間）

における入学定員充足率（資料１）の平均は、全体では 88.56%であるのに対し、歯科衛生学科

を含む保健系では 94.97%と比較的高い水準となっている。 

一方、（資料２）は旺文社の受験情報誌「蛍雪時代」や大学受験ポータルサイト「パスナビ」、

医療系学校進学ポータルサイト「看護医療進学ネット」または各大学ホームページの掲載デー

タを元に作成した、平成 28（2016）～令和 2（2020）年度の短期大学歯科衛生系学科における

志願者・受験者・合格者数の推移である。全体の志願倍率（志願者÷入学定員）をみると、平

成 28（2016）年度 1.6 倍、平成 29（2017）年度 1.7 倍、平成 30（2018）年度 1.4倍、平成 31

（2019）年度 1.2倍、令和 2（2020）年度 1.0倍と推移している（志願者非公表の学科は集計対

象から除外）。本学の歯科衛生学科は令和 2（2020）年度開設だが、その志願倍率は 2.0倍と同

年の全国平均 1.0 倍を大きく上回っており、静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科の 2.8 倍、

愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科の 2.1倍に次ぐ高い水準となっている。 

さらに（資料３）は令和 2（2020）年 5 月 1 日時点における短期大学歯科衛生系学科の充足

状況を示している（全国 16 短大の状況）。収容定員合計は 3,340人で在学者数合計は 3,034人、
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定員充足率は 90.8%となっている。なお、16 大学中 10 大学にて、私立短期大学では 15 大学中

9 大学にて充足率は 100.0%以上である。また、近畿地方においては大阪府の関西女子短期大学

歯科衛生学科、兵庫県の神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科、そして本学の歯科衛生学科が

存在するが、3大学すべて充足率は 100.0%以上である。 

加えて、本学の歯科衛生学科が開設しているさくら夙川キャンパスは兵庫県西宮市に位置し、

阪急神戸線夙川駅・ＪＲ神戸線さくら夙川駅・阪神本線香櫨園駅から徒歩 7 分である。人口が

集中する阪神地域からは通学至便で、大阪・梅田方面ならびに神戸・三宮方面から 20 分圏内、

京都ならびに奈良方面からも概ね 60分圏内で通学圏内である。以上を踏まえると、本学の歯科

衛生学科は兵庫県と大阪府を中心に京都府、奈良県を学生確保の基盤にしている。なお、中国・

四国地方においては歯科衛生系学科を置く私立大学・私立短期大学は徳島県の徳島文理大学保

健福祉学部口腔保健学科、高知県の高知学園短期大学医療衛生学科歯科衛生専攻の 2 大学に留

まる（国公立大学を含めても広島大学歯学部口腔健康科学科口腔保健学専攻、徳島大学歯学部

口腔保健学科が加わり、計 4大学に留まる）。このことから本学の歯科衛生学科は近畿地方にと

どまらず、中国・四国地方からも志願者を確保している。その結果、令和 3（2021）年度におい

ても現時点の入学定員 70 名の 2 倍である 140 人が歯科衛生学科を志願し、76 名が入学してい

る。 

このように本学の歯科衛生学科は、入学定員を 70 名から 80 名としても定員充足は十分に見

込めるものと思われるが、学生確保の見通しを客観的に検証するため、学生確保の見通し調査

（高校生アンケート調査）を第三者機関に委託し実施した。 

 

イ．定員充足の根拠となる客観的データの概要 

 （資料４）は本学が歯科衛生学科の学生確保の見通しについて更なる検証を行うために、第

三者機関（株式会社高等教育総合研究所）に依頼し実施した高校生アンケート調査の結果であ

る。 

 ＜高校生アンケート調査＞の実施概要は以下のとおりである。 

調査内容 

本学が令和 4（2022）年度より入学定員増を構想中の歯科衛生学科における学生確保の

見通しを検証するために、高校生アンケートを実施した。 

アンケート項目は全 7問で、すべて選択肢式とした。 

調査実施時期 令和 3（2021）年 4月～令和 3（2021）6月 

調査対象 
令和 4（2022）年度の大学入試を受験する可能性が最も高い高校 3年生（令和 4年 3月

卒業予定者）をアンケートの対象とした。 

実施高校 

大手前短期大学に志願者・入学者が多い兵庫県・大阪府を中心とした高校にアンケー

ト実施を依頼し、33校（兵庫県 17校、大阪府 12校、京都府 3校、香川県 1校）より

実施協力を得た。 

実施人数 4,185人 

 このように、高校生アンケート調査は歯科衛生学科の学生確保が期待できる近畿地方を中心

とした高校に依頼を行い、33校（兵庫県 17校、大阪府 12校、京都府 3校、香川県 1校）より

実施協力を得た。結果、これら 33校に在籍する高校 3年生（令和 4年 3月に卒業予定で令和 4
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年度に大学進学時期を迎える者）、合計 4,185 人を対象に高校生アンケート調査を行った。 

 高校生アンケート調査では、本学の歯科衛生学科の特色・学費・アクセスなどを具体的に示

した上で、受験意欲について回答を求めたところ、212人（全体の 5.1%）が歯科衛生学科を「受

験したい」とした。また、受験意欲を示した 212 人に対し合格した場合の入学意欲について回

答を求めたところ、90 人が「合格した場合、入学したい」、121人が「合格した場合、併願先の

結果によっては入学したい」とした。「入学したい」とした高校生 90 人のみで、歯科衛生学科

が予定する増員後の入学定員 80 名を上回る結果となった。さらに「併願大学の結果によっては

入学したい」と回答した 121 人を加えると、歯科衛生学科への入学を具体的に検討している者

は計 211人いた。 

なお、文部科学省「学校基本調査（令和 2（2020）年度）」によると高校生アンケート調査を

行った兵庫県、大阪府、京都府、香川県の高校数は全日制のみで 544校あり、令和 3（2021）年

度時点での高校 3 年生（学校基本調査では令和 2（2020）年度時点で高校 2 年生）は 4 府県合

計で 142,359人いる。高校生アンケート調査は 33校 4,185 人の高校生の入学意欲について測定

した結果に留まっていることから、今後の広報活動を通して本学の歯科衛生学科が広く認知さ

れることで、今回アンケート調査を行った 4 府県、加えてそれ以外の周辺県においてもアンケ

ート結果を上回る志願者確保は可能であると推察される。 

ただし、今後学生確保を行う上で、長期的には本学も少子化の影響は免れない点を考慮すべ

きである。（資料５）はリクルート進学総研マーケットリポート（Vol.71 2020 年 1月号）18歳

人口予測を基に作成している。本学が歯科衛生学科の入学定員増を予定する令和 4（2022）年度

を 100とすると、令和 13（2031）年度の大学進学対象者数（18歳人口）は全国で 92.2%となる。

さらに本学所在地の兵庫県では、全国水準を少し上回る 93.3%となる。一方、高校生アンケート

調査を踏まえると、定員変更後の入学定員 80名（予定）に対し合計 212人が受験者と見込まれ

ることが明らかになっており、これに上記 93.3%（令和 4（2022）年度を 100とした場合の令和

13（2031）年度指数）を乗じても 197 人（予定する入学定員 80 名の 2.46 倍）の志願者が依然

として見込まれる。しかしながら、長期的かつ安定的に学生確保を行うために開設当初より少

子化進展を踏まえた、「学生確保に向けた具体的な取組状況」で詳説する積極的な募集活動を展

開することが重要と認識している。 

 

②学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果 

ア．歯科衛生学科について 

 
本学の学生確保に向けた具体的な取組は、主に以下が挙げられる。 
1．大学案内の配布 

2．Web サイトによる情報発信 

3．受験雑誌などへの広告掲載 

4．進学説明会の参加 

5．高校内説明会の実施 

6．高校訪問 
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7．オープンキャンパス 

 
「1．大学案内の配布」については、本学では毎年 3月下旬に新年度向けの大学案内を 12,000

部作成し配布している。配布先は資料請求者(高校生・既卒生・保護者等)、高等学校等が挙げ

られる。内容としては、例年、主に高校生や保護者それぞれに大学の特色や学びの内容、教員

紹介など情報を掲載している。 

歯科衛生学科においては、令和 3（2021）年度学生募集では早期に認知拡大を目的とし、3月

に 7,000 件のリストに配布、また、5月には約 1,200件の新規層リストに配布した。 

パンフレットの構成は、令和 3（2021）年度よりライフデザイン総合学科と合本とし、大手前

短期大学の 2 学科として学びの幅をアピールした構成とした。巻頭ページには、新たに建設さ

れた新校舎を掲載、次にキャッチコピーを「えらべるミライ」とし、大手前短期大学ならでは

の学びや特色の概要を示し、高校生や高校教諭・保護者に本学で学ぶ特色の全体像を紹介をし

ている。さらに歯科衛生学科の詳細を紹介し、実習提携を締結した京都大学・大阪大学・神戸

大学を始めとした大学附属病院や総合病院・地域クリニックなど、充実した学外臨地臨床実習

先の紹介や国家資格試験合格までの 3 年間のプロセスを掲載し、歯科衛生学科における学習の

イメージを具体的に理解できる工夫を行っている。また「健康日本２１」において健康寿命延

伸への取り組みにおける歯科衛生士の社会的な役割や価値についての認知拡大を目的として、

社会から求められる歯科衛生士の姿や現状の求人倍率、結婚・出産などのライフスタイルに合

わせて生涯を通じて活躍できる職業であること、さらに現役の歯科衛生士の写真つきインタビ

ュー掲載などを通じて、歯科衛生士の魅力を紹介している。 

なお、大学案内を配布したことによる効果測定は、毎月の資料請求数を指標とし動向を追跡

していく。 

「2．Web サイトによる情報発信」については、短期大学 Web サイトとして「学びについて」

「入試案内」「就職・キャリア」「留学・国際交流」「学生生活」「大学案内」のカテゴリーを設

けており、高校生をターゲットとした構成にしている。 

歯科衛生学科においては、「1．大学案内の配布」と同様に、歯科衛生学科ページを追加した。

該当サイトに誘導するために、進学情報サイト「マイナビ進学」などでマイページを設定して

いる高校生に対し、閲覧するページにバナーを掲出し、リンクを張り検索の利便性を向上させ

ている。また SNS によるバナー広告などを配信し、該当サイトへの誘導および一度接触したユ

ーザには、繰り返しバナー広告を配信するなどを実施している。 

また、本学の「LINE」に登録するなど積極的にアクセスする高校生に対しては、さらなる情

報提供を行うことにより接点をより深められるよう工夫を行う。効果測定として、該当サイト

へのアクセス数や検索エンジンのクリック数などを定期的にチェックし、反応が薄い場合はバ

ナー広告や検索キーワードの追加変更などの改善を行う予定である。 

また、歯科衛生学科の教員によるブログを開設、実習風景などの様子を掲載し入学後の学び

のイメ―ジ訴求に努めている。また、ブログ閲覧への誘導はハウスリストで管理している歯科

衛生学科志望者にメール DMで案内を行っている。 

「3．受験雑誌などへの広告掲載」については、各誌の特集ページに参画し歯科衛生学科で学
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ぶ在学生を取材し掲載すると同時に、進学情報サイトなどにはトピックスとして受験生にとっ

て有益な情報を掲載している。 

「4．進学説明会の参加」については、高校生や保護者に対してのダイレクト・コミュニケー

ションを意図し積極的に参加している。毎年 50件前後の進学相談会に参加しているが、ブース

に来ていただいた方々の志望分野や状況に応じた説明が個別にできること、また本学全体や本

学の入試制度等について率直な感想や意見も聞くことができる場でもあることから有意義な場

となっている。 

歯科衛生学科においては、従来の進学説明会に加えて医療系志望の学生に特化した進学説明

会が行われていることから、これらについても積極的に活用している。進学説明会においては、

本学歯科衛生学科の教育の特長や人材育成を通して社会へどのように貢献していくのか、その

他本学の強みなどをダイレクトに正確に伝えていく場として活用し、本学ブースに来ていただ

いた高校生が志願者へとつながると考えている。 

「5．高校内説明会の実施」については、積極的・意欲的に参加件数を増やし、平成 26（2014）

年度入試においては 54 件であったが、平成 31（2019）年度入試においては 3.6 倍の 192 件ま

で数を伸ばした。高校内説明会は高校側から声をかけていただけなければ参加できないケース

が多いが、次項「6．高校訪問」で述べるように本格的に高校訪問に特化する活動ができるまで

は参加可能な件数自体が非常に少なかった。よって参加件数の伸びは本学の積極的な高校訪問

の成果とも言える。 

歯科衛生学科においては、従来参加している高校内説明会にはもちろんのこと、専門学校を

中心に進学している高校の説明会などへも積極的に参加し、教育内容や本学の強みなどをダイ

レクトに説明している。今後更に高校訪問の中で高校内説明会へのオファーがいただけるよう

なアプローチも行っていくことで、よりその数を増やしていく。このことにより、本学ブース

に来ていただいた高校生が志願者へとつながると考えている。 

「6．高校訪問」については、アドミッションズオフィスの渉外担当者が訪問する専任体制で

行っている。この体制によりここ数年の訪問件数は大きく伸び、令和 2（2020）年度入試の際に

は 1,285件行うことができた（資料６）。高校訪問は短期的には本学のアピールや本学への受験

促進を各高校に行っていくものであるが、中期的には本学を各高校に正確に理解していただく

ことを意図している。そして長期的には本学の高校訪問は高大連携協定校戦略を掲げている。

高大連携協定校戦略は本学が高大連携協定を締結した各高校（令和 3（2021）年 5月現在、短期

大学・大学合計 42校）と各高校のニーズに応える高大連携を行うことで、高校側にとっては高

校生・保護者が進路を考える上での「良いきっかけ」を提供することでメリットを提供し、ま

た本学側のメリットとしては高大連携を通して高校生や保護者が本当に進学先に求めるものを

把握し、本学教員・職員の授業や学生支援における意識改革を促すものである。例えば、各種

出張授業や本学体育会系クラブによる高校生への指導、高校生や保護者への進学講演、保護者

のための大学見学と模擬授業など各協定高校の希望に応じて実施している。これらの取組の効

果としては各協定高校とはお互いにパートナー的な存在となり、双方で自己満足ではなくニー

ズに応えた学校運営を行っていくうえで欠かせない存在となったことが挙げられる。 

さらに、歯科衛生学科においては、以下のポイントでも実施している。 
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歯科衛生学科についての高校訪問にあたっては従来より高校との連携を密にしている渉外担

当者はもちろん、歯科衛生学科を中心にした短期大学教員も高校訪問を行っており、具体的な

教育展開や在校生の状況、歯科衛生士の現状や就職環境などを高校の先生方に伝えている。 

本学と高大連携を行っている高校の先生方にヒアリングを行ったところ、人生 100 年時代にお

ける健康な社会を支える医療系に興味のある学生や志願者は根強く堅調であるとのことであっ

た。ただし、歯と口の健康がもたらす健康寿命への社会的な取り組みにおいて歯科衛生士が重

要な役割を果たしているにも関わらず、職業としての認知や社会的価値の認識、また必要とさ

れる人材人員の不足など、社会が求めている歯科衛生士の位置づけが必ずしも高校生には十分

認知されているとは言えない実態であることも認識できた。社会が求める人材を輩出する大学

の機能・使命として、歯科衛生士の社会的な役割・価値を、高校生のみならず高校教諭や保護

者にも幅広くアプローチしていくことで理解を深め、受験志願者を拡大している。大手前短期

大学・大手前大学の高大連携協定校 42校（令和 3（2021）年 5月現在）の他、大手前短期大学

への入学者の多い高校、大手前大学さくら夙川キャンパス設置学部に入学者の多い高校へも優

先順位を上げて訪問している。令和 2（2020）年度入試における 1,285 件の高校訪問について

もそのような展開で実施している。 

「7．オープンキャンパス」については、令和 3（2021）年度学生募集では、コロナ禍により

来校型オープンキャンパスが中止される中、新たに「WEB オープンキャンパス LIVE」を 5 月中

旬より実施し、早期に高校生への接点をもち、興味関心を高めた。また、「来校型オープンキャ

ンパス」においては、事前予約・定員制とし実施。申込開始早々、定員に達するなど歯科衛生

学科への関心の高さが窺えた。開設前より歯科衛生学科においては、より多くの方に来場いた

だくため、進学情報サイトや各紙媒体に年間予定日程を掲載して新規接触者の獲得をめざすと

ともに、資料請求などで本学に接点のある高校生や歯科衛生士に興味のある志望者への DM発送

のほか、通学途上の主要駅への駅貼りポスターや交通機関各路線の車内吊りポスターなどでも

告知を行ってきた。またオープンキャンパス特設サイトを設け、具体的なプログラムを前面に

打ち出して動員誘導を行うとともに、LINE やメール DM などでも開催を周知する。内容として

は年間を通じて複数のプログラムを準備し事前に告知することにより歯科衛生士に興味を持ち

続け、入学後の期待や学習意欲を高めることでリピート参加を促しつつ学びのイメージを明確

に持っていただけるように工夫をしている。令和 3（2021）年度学生募集の実績では、オープン

キャンパスに来場されたうち約 40%が出願しており、さらにリピート参加した高校生は約 70%が

出願をしている。 

また既設の学部学科とは別に説明会を実施することや高校生の相談に直接答える個別相談ブ

ースを設けることにより、歯科衛生士に関する疑問や質問にも丁寧に説明・解決していくこと

により、安心して進路選択を行えるようにすることで学生確保の効果を見込んでいる。 

 

イ．現代社会学部現代社会学科通信教育課程について 

大手前学園が併設する大手前大学の既設学部のうち、定員超過率が 0.7 倍未満である現代社

会学部現代社会学科通信教育課程の学生確保に向けた直近 3 か年の具体的取組状況については、

以下のとおりである。 



7 
 

【平成 30（2018）年度】 

・これまではオンラインでの学習を通じた「学びやすさ」のアピールに広告広報の重点をおい

ていたが、平成 30（2018）年度より「学びやすさ」に加え、「仕事」や「職」につながるス

キルや知識の修得を周知できるカリキュラム体系を整え、アピールしていくこととした。 

・法務省入国管理局より示された「日本語教育機関の告示基準」に対応した「日本語教員養成

課程」のカリキュラムを構築し、提供することとした。 

・若年者の獲得を目指し、「憲法」、「行政法」等、公務員試験の筆記試験科目となるものを全

て開講し、科目群で学ばせ、正課外で筆記試験以外のフォローを実施する「公務員試験対策

プログラム」を新設した。 

・クリエイターや映像デザイナーの仕事に就くための必須スキルとなる 6 科目が学ぶことの

できる「デジタルクリエイティブプログラム」を新設した。 

以上の取組の結果、在籍学生数は平成 30（2018）年 5 月 1 日時点で前年度 1,450 人から

1,697 人へ増加（対前年比 117.0%）し、定員充足率は前年度 0.48 から 0.57 へと改善した

（資料７）。 

 

【令和元（2019）年度】 

・入学者は順調に増加しており、「日本語教員養成課程」及び「心理学」は安定的に人気となっ

ている。また、海外在住の日本人からの問い合わせや出願は増加傾向にあり、海外マーケッ

トの広がりが見えている。 

・国内向けの募集活動においては、今期の目標としていた専門学校と通信制高校との連携強化

に取り組み、専門学校 3 校と通信制高校 1 校との「協定校」の提携を行うことができ学生確

保について寄与できるものと期待できる。 

以上の取組の結果、在籍学生数は令和元（2019）年 5 月 1 日時点で前年度 1,697 人から

1,916 人へ増加（対前年比 112.9%）し、定員充足率は前年度 0.57 から 0.64 へと改善した  

（資料７）。 

 

【令和 2（2020）年度】 

・「看護学プログラム」の教育プログラムを策定し、制度設計やカリキュラム編成及び学習成果

レポート作成指導や学生相互の交流促進を目的としたコミュニティの概要案も策定し、世の

中のニーズへの対応を進め、学生確保の一助として発展させていく。 

・令和 3（2021）年度入学生よりネット出願を開始し、社会人やコロナ禍において、また、若年

層が志願し易い手続きへ対応を図っていくこと、更に、高校生や大学生に影響のあるスタデ

ィサプリ等のネット媒体告知や高校訪問強化など若年層との接点強化を図り、より安定した

学生確保を進めている。 

以上の取組の結果、在籍学生数は令和 2（2020）年 5月 1日時点で前年度 1,916人から 2,078

人へ増加（対前年比 117.2%）し、定員充足率は前年度 0.64から 0.69へと改善し、この調子

でいけば次年度には 0.7倍以上が見込める（資料７）。 
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（２）人材需要の動向等社会の要請 

 

① 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 
本学が養成する人材像は、歯科衛生士として「歯科・保健医療に関する知識と高度な技 

術を持ち、医療・保健・福祉等の医療関連職種と連携し協働・協力関係を構築できる歯科

衛生士」であり、そのために 3 年間で修得すべく能力をディプロマ・ポリシーとして掲げ

ている。 
本学の建学の精神は「STUDY FOR LIFE（生涯にわたる、人生のための学び）」に基

づき、豊かな教養と専門的学術、旺盛な自己開発精神、優れた国際感覚及び問題解決能力

を備えた人材を育成し、地域の教育・研究および生涯学習の中心として、地域社会に貢献

することである。 
歯科衛生士の業務は「人間（ひと）」のすべてのライフステージに関わり、歯・口腔を通

して人々の健康維持を支援することであり、換言するならば健康を通じて幸福な人生設計

を支援することにある。「人間（ひと）」を対象とした保健・医療・福祉の場では、「自己啓

発精神」や「問題解決能力」等がなければ病気に対するケア、健康に対する理解や行動を

行う事が難しい。併せてこれらは高度な技術や知識を基礎とし実施されなければならない

が、日進月歩で変化する医療現場で、生涯を通じて技術や知識の修得のためには、自ら進

んで行動を起こす「自立」した医療人でなければならない。 
本学科では、そのような建学の精神に基づいた人間形成を基礎とし、地域の医療機関や

施設及び教育機関等との連携のもと、実践能力を持った教養ある歯科衛生の専門家として

の歯科衛生士の養成を目指す。 
以上の観点から、本学が教育理念に基づき養成する歯科衛生士は、豊かな教養と人間性

を備え、保健・医療・福祉の視点から人々の健康と幸せな生活実現のため、専門的知識と

高度な技術を持ち広く社会貢献ができ、卒業後も歯科衛生士として自立するのみではなく、

常に進歩し続ける能力を持った人材である。 
具体的な人材の養成については、以下の 5点に集約される。 
a. 建学の精神である「STUDY FOR LIFE」のモットーに基づき、自己を見つめ自ら

の目標を定めその目標に向かってチャレンジする自立した人材の養成。 
b. 歯・口腔の健康のみならず、歯科衛生を通じて全身の健康支援ができる歯科衛生士の

養成。 
c. 歯科衛生に関する知識と高度な技術の修得と併せ、特に患者との対応に必須なコミュ

ニケーション能力を備えた人材の養成。 
d. 医療・保健・福祉等の医療関連職種と連携し協力・協働関係を構築できる社会性や協

調性を備えた人材の養成。 
e. WHO（世界保健機構）憲章の目的となっている、「すべての人間が可能な最高の健康

水準に到達すること」に基づき、「人々が自らの健康をコントロールし、改善するこ

とが出来るようにするプロセス」と定義されている「ヘルスプロモーション」の理念
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を理解し、目標実現のため具体的な活動を通して、個人のみならず地域医療に貢献で

き、リーダーシップやヘルスマネージメント能力を備えた人材の養成。 
このような本学の教育目標に基づく人材の養成の方針と目標を具体化するために、別添

「歯科衛生学科教育課程イメージ図」記載の通り、ディプロマ・ポリシーを設定し、アド

ミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシーと連動した歯科衛生学科教育課程を構築

した（資料８）。 
歯科衛生士は、国家資格をもち、「歯科衛生士法」に規定された業務を担う歯科医療の専

門職である。本学が設置した歯科衛生学科は、本学の建学の精神に基づき、人間としての

高い倫理観と豊かな人間性を備え、歯科医療現場において歯科衛生学を主体とした保健医

療に関する専門的な知識と高度な技術とを身につけるとともに、医療現場でその実践力を

十二分に発揮できる人材の育成を可能とする教育研究の展開を目指す。併せて、疾病の予

防や健康の維持・増進等、現代社会において多様化する保健医療のニーズに対応できる能

力を身につけることも重視する。さらに医療や福祉の現場において他の医療専門職との連

携や協働を可能とするコミュニケーション能力や、チーム医療を推進するためのマネジメ

ント能力を持ち、医療現場をはじめ、教育現場や地域社会等において、人々の健康維持・

増進に貢献するとともに、歯科衛生学の発展に寄与する医療専門職の養成を目的としてい

る。 
 

② 社会的および地域的な人材需要の動向等を踏まえた客観的な根拠 

ア．就業歯科衛生士数の推移 

 （資料９）は厚生労働省「衛生行政報告例」を基本に作成した就業歯科衛生士数の平成 8（1996）

～平成 30（2018）年（隔年）の状況である。全国では平成 8（1996）年の 56,466人から平成 30

（2018）年は 132,629 人と増加率は 234.9%となっている。本学が歯科衛生学科置く兵庫県では

平成 8（1996）年の 1,976人から平成 30（2018）年は 5,954 人と増加率 301.3%増となっている。

一方、（資料１０）は人口 10万対の就業歯科衛生士率である。全国では平成 8（1996）年の 44.9

人から平成 30（2018）年は 104.9 人となっている。兵庫県では平成 8（1996）年 36.5人から平

成 30（2016）年は 108.6人となっている。 

 

イ．社会における必要性 

 我が国では急速な高齢化の進展にともない、地域包括ケアシステムの構築が急がれる中、健

康寿命の延伸を図ることが喫緊の課題となっている。政府は平成 30（2018）年 6 月 15 日の経

済財政諮問会議において「骨太の方針 2018」を公表し、その中で「口腔の健康は全身の健康に

もつながることから、生涯を通じた歯科検診の充実、入院患者や要介護者をはじめとする国民

に対する口腔機能管理の推進など歯科口腔保健の充実や、地域における医科歯科連携の構築な

ど歯科保健医療充実に取り組む」と明記した。加えて、「高齢者の通いの場を中心とした介護予

防・フレイル対策や生活習慣病等の疾病予防・重症化予防委等により、健康寿命の地域間格差

を解消する」ことが記載された。日本歯科衛生士会はこの「骨太の方針 2018」を踏まえ、「食べ

る」「話す」「笑う」という日常生活の基本的な口腔機能を支えることにより生活の質を高める



10 
 

ことなどを通じて国民の健康寿命の延伸を実現するために、以下 4点が必要と提言している。 

 

１．医科歯科連携および多職種連携の推進と歯科医療提供体制の充実 

 近年、入院患者に対する口腔機能管理が在院日数を 10%以上削減する効果があることが明ら

かになっており、入院患者に対する口腔機能管理の必要性が増大している。しかしながら歯科

を標榜する病院は約 2割に留まり、多くの病院では歯科医師・歯科衛生士が配置されていない

ため、周術期等口腔機能管理においては地域の歯科医療機関との連携協働が不可欠である。ま

た、急性期医療から在宅歯科医療にスムーズに移行するためには、地域の在宅歯科医療連携室

や歯科医師会、歯科医療機関等に情報提供を行い、連携強化を図るなど急性期から回復期にお

ける医科歯科連携および退院支援等の連絡・調整が必要不可欠となっている。医科歯科連携お

よび他職種連携の推進のためには、病院歯科の設置・整備の推進、さらには歯科のない病院と

歯科診療所との連携を促進するための口腔保健支援センターや在宅歯科医療連携室等に歯科

医師および歯科衛生士の配置促進、そのための人材養成の研修の充実が必要としている。 

 

２．介護保険施設等における歯科衛生士の人材育成と活用促進 

 近年、介護保険施設等においても口腔健康管理の必要性が高まっている。施設入所者の肺炎

発症率が 19%程度であったのに対し、歯科医師、歯科衛生士が口腔健康管理を行った結果 11%

に低減できたとの研究結果もあり、施設入所者の口腔ケアにおいては、適切な口腔健康管理体

制が確保されるよう、歯科医師、歯科衛生士による介護スタッフへの指導・助言および質の高

い日常の口腔ケア実施への支援等の必要性が増大している。また、施設入所者の食べる楽しみ

の充実を図り、低栄養を予防するため、多職種連携による食事の観察（ミールラウンド）等の

経口摂取維持支援が行われており、口腔機能や口腔衛生の観点から積極的な関与が求められて

いる。しかしながら、平成 26（2014）年医療施設調査によると、歯科訪問診療を実施している

歯科診療所の割合は、居宅および施設ともに 14%弱に留まっている。介護保険施設等の入所者

に歯科治療が必要な場合、歯科衛生士は施設職員と協力し、かかりつけ歯科医または協力歯科

医療機関との連絡・調整を図り、歯科訪問診療が提供される環境を整えることが期待されてい

る。このことから、介護保険施設等における歯科医師との連携した歯科衛生士の配置や取組み

等を通じた高齢者・要介護者等の口腔機能および口腔衛生管理の実施体制が強化されることを

必要としている。 

 

３．歯科衛生士の参画と活用の促進フレイル 

高齢者の通いの場や地域ケア会議等における歯科衛生士の参画と活用の促進フレイル（加齢

とともに運動機能や認知機能が低下してきた状態。要介護に至る前の状態）の第 1段階は「心

のフレイル期」であり、人とのつながりの低下や孤食等の社会性の低下から始まり、口腔を含

むヘルスリテラシーの欠如などが大きな要因となる。第 2段階は「栄養面のフレイル期」であ

り、口腔機能委における些細な衰え「滑舌の低下、食べこぼし・わずかのむせ、噛めない食品

が増える等」が「オーラルフレイル」として位置づけられている。この些細な衰え「オーラル

フレイル」を軽視し見逃すと、徐々に不可逆的な第 3段階の「身体面のフレイル期」から、第
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4 段階の「重度介護期」へと移行する。身体面のフレイルを予防するためにはオーラルフレイ

ルの予防が重要となる。しかしながら、市町村間においてその実施に対する温度差が大きいの

が現状で、多職種連携による介護予防のための「地域ケア会議」に歯科衛生士が参画している

市町村は歯科衛生士会の平成 29（2017）年調査で全市町村中 18.8%と非常に少ない。 

 

４．歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 

この他、歯科衛生士会では歯科診療所における歯科衛生士の不足解消、多職種と連携した歯

科医療を提供するために歯科衛生士の不足が喫緊の課題となっていることから、「歯科衛生士

に対する復職支援・離職防止等推進事業」の拡充を重点事項としてあげている。 

また、最近では、令和 2（2020）年 7 月 17 日、「経済財政運営と改革の基本方針 2020～危機

の克服、そして新しい未来へ～」（骨太方針 2020）が経済財政諮問会議での答申を経て、閣議決

定されており、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現下における「新たな日常」に対応

した医療提供体制の構築が重要課題として挙げられている。「新たな日常」に対応した予防・健

康づくり、重症化予防を推進するためには、細菌性やウイルス性の疾患の予防という観点も含

め、口腔の健康と全身の健康の関連性を更に検証し、エビデンスの国民への適切な情報提供、

生涯を通じた歯科健診、フレイル対策・重症化予防にもつながる歯科医師、歯科衛生士による

歯科口腔保健の充実、歯科医療専門職間、医科歯科、介護、障害福祉関係機関との連携を推進

し、歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組むことが必要とされている。 

以上のことから、日常生活の基本的な口腔機能を支えることにより生活の質を高めることな

どを通じて国民の健康寿命の延伸を実現するために歯科衛生士が今後果たすべき役割は極めて

重要で、歯科衛生士の需要が益々拡大していることは疑う余地がない。 

 

ウ．兵庫県における必要性 

 兵庫県では、市町、関係団体と連携し、歯と口腔の健康づくりを計画的に推進していくため、

平成 29（2017）年 3月に「兵庫県健康づくり推進プラン（第 2次）」を策定し、分野別方針のひ

とつの柱として「歯及び口腔の健康づくり」を位置づけ、次世代への支援、成人期への支援、

高齢期の取組、配慮を要する者への支援等各ライフステージ別に基本方針を示し、取組みを推

進している。また、平成 30（2018）年 3月には基本方針に基づき、各ライフステージ別に具体

的な目標値を設定した「兵庫県健康づくり推進実施計画(第 2次）」を策定し、PDCA サイクル（計

画→実施→評価→改善）を意識した効果的・効率的な施策展開を目指している。取組みの一つ

として「兵庫県口腔保健支援センター」を健康増進課内に設置し、「兵庫県健康づくり推進プラ

ン（第 2次）」「兵庫県健康づくり推進実施計画（第 2次）」の進捗状況の管理、市町・健康福祉

事務所・関係団体に対する支援を行っている。具体的な事業内容としては「歯科口腔保健に関

する知識等の普及啓発・情報提供」「歯科口腔の健康づくりに携わる人材の育成」「市町、関係

機関・団体との連携・調整」「歯科口腔の健康づくりに関する調査及び研究の推進」「歯科口腔

の健康づくりに関する施策の企画・立案・評価等」が挙げられる。また、県内では歯科衛生士

数が不足していることから、離職歯科衛生士の復職支援事業を行っている。他にも普及啓発活

動として多職種連携シンポジウム開催や、歯・口腔からのアプローチによる認知症の人の QOL
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向上のための調査研究事業を行っている。 

 近年でも、令和 2（2020）年 2 月 14 日に開催された兵庫県「健康づくり審議会」において、

8020運動推進部会より県内の歯科保健関連事業、歯科関係機関・関係団体の取組みが報告され、

歯・口腔の健康維持が健康寿命の延伸に重要であることが改めて共有された（8020運動：平成

元（1989）年より厚生省（当時）と日本歯科医師会が推進している「80歳になっても 20本以上

自分の歯を保とう」という運動。残存歯数が約 20本あれば食品の咀嚼が容易であるとされてい

る）。 

 

エ．新卒歯科衛生士の求人状況 

 一般社団法人全国歯科衛生士教育協議会が令和 2（2020）年 4月、全国の歯科衛生養成校（大

学・短期大学・専門学校を含む）170 校（専門学校 142校、短期大学 16校、大学 12校）を対象

に行ったアンケート調査によると、令和元（2019）年度における卒業者数は 6,922 人、就職者

数は 6,298 人、就職率は 91.0%であった。一方、求人人数は 130,155 人あり、卒業者数に対す

る求人倍率は 118.8倍にも及んだ。（資料１１）は歯科衛生士養成校卒業者への求人状況推移で

ある。平成 28（2016）年度以降、求人倍率は 20倍近い高水準で維持していることが分かる。 

 

オ．人材需要アンケート調査結果 

 （資料１２）は本学が歯科衛生学科開設時、その人材需要の見通しについて検証を行うため

に、第三者機関（株式会社紀伊國屋書店・株式会社高等教育総合研究所）に依頼し実施した人

材需要アンケート調査の結果である。 

 ＜人材需要アンケート調査＞の実施概要は以下のとおりである。 

調査内容 

本学が令和 2（2020）年度に設置構想中の歯科衛生学科における人材需要の見通しを検

証するために、人材需要アンケートを実施した。 

アンケート項目は全 10問で、9問が選択肢式、1問が記述式とした。 

調査実施時期 平成 30（2018）年 11月～平成 31（2019）年 2月 

調査対象 

（送付先） 

歯科衛生学科の卒業生採用が見込まれる、兵庫県の歯科クリニック・診療所をはじめ、

近畿圏の病院（口腔外科・歯科を設置）、社会福祉施設（高齢者施設など）、公的機関

（兵庫県内の地方自治体）、企業（口腔ケア用品の製造・販売、医療用品の製造・販売

または商社、歯科器材の製造・販売など）を対象とした。 

合計 1,284箇所にアンケート調査用紙を送付した。 

回収件数 285箇所（回収率 22.2%） 

 このように、人材需要アンケート調査は歯科衛生学科の卒業生採用が見込まれる兵庫県の歯

科クリニック・診療所をはじめ、近畿圏の病院（口腔外科・歯科を設置）、社会福祉施設（高齢

者施設など）、公的機関（兵庫県内の地方自治体）、企業（口腔ケア用品の製造・販売、医療用

品の製造・販売または商社、歯科器材の製造・販売など）、合計 1,284箇所にアンケート調査用

紙を送付し、285 箇所（回収率 22.2%）から回答を得た。回答元の種類別でみると、回答数が多

い順に「歯科クリニック・診療所」227箇所（全体の 79.6%）、「公的機関」「企業」各 17箇所（同

6.0%）、「社会福祉施設」11箇所（同 3.9%）、「病院」9箇所（同 3.2%）、「診療所（歯科以外を含
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む）」3箇所（同 1.1%）であった。所在地別でみると、回答数が多い順に「兵庫県」261箇所（同

91.6%）で全体の 9割以上を占め、他に「大阪府」12箇所（同 4.2%）などであった。 

 歯科衛生士の勤務状況については、アンケート返送を得た 285 箇所のうち 244 箇所（全体の

85.6%）が 1人以上の勤務人数を示し、その合計は 1,634人、１箇所平均は 6.7人（1,634 人÷

244 箇所）であった。また、平成 30(2018)年度に採用した新卒歯科衛生士については、72箇所

が具体的な人数を回答し、採用された人数合計は 118 人、１箇所平均は 1.6 人（118 人÷72 箇

所）であった。 

歯科衛生士の充足状況については「大きく不足している」52 箇所（全体の 18.2%）、「やや不

足している」117 箇所（同 41.1%）で、合計すると計 169箇所（同 59.3%）が歯科衛生士は不足

している状況であるとの認識を示した。一方、「過剰である」とした回答はなかった。今後 4年

間の歯科衛生士採用の検討状況については、「検討している」220 箇所（同 77.2%）で全体の 8

割近くを占めた。 

歯科衛生士の今後の学歴別採用見通しについては、「採用は人材次第なので、特にこだわらな

い」が 223箇所（全体の 78.2%）で最も多かった一方、「短期大学の卒業生を中心に採用してい

きたい」8箇所（同 2.8%）で、「4年制大学の卒業生を中心に採用していきたい」6箇所（同 2.1%）、

「専門学校の卒業生を中心に採用していきたい」4箇所（同 1.4%）をそれぞれ上回った。 

また、歯科衛生士採用にあたり、有していることが望ましいと思われる能力を明示の上、「大

いに必要である」「必要である」とした回答結果は以下の通りであった。 

有していることが望ましい能力等 
①大いに必要 ②必要 ①＋② 

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 

社会に暮らす人々の多様性を理解・受容し、コミュニケ

ーションを円滑に行うことができる 
213 74.7% 60 21.1% 273 95.8% 

多少の困難では挫折しない、精神的・肉体的な強さを有

している 
118 41.4% 150 52.6% 268 94.0% 

歯科衛生の専門的知識・技術についての基礎的な資質・

素養を備えている 
104 36.5% 154 54.0% 258 90.5% 

歯科衛生の専門的知識・技術についての高度な資質・素

養を備えている 
32 11.2% 125 43.9% 157 55.1% 

豊かな感性を持ち、幅広い知識・教養を身につけている 83 29.1% 166 58.2% 249 87.4% 

以上の通り、すべての能力等について過半数が、「採用する歯科衛生士が有していることが望

ましい」との認識を示し、特に「コミュニケーション能力」「精神的・肉体的な強さ」「歯科衛

生の専門知識・技術についての基礎的な資質・素養」は全体の 9割以上が重要とした。 

最後に、歯科衛生学科の特色等を具体的に示した上で、その卒業生を「採用したい」とした

のは 190 箇所（全体の 66.7%）であった。そのうち 174 箇所が具体的な採用可能人数を示し、

その合計は 281人で、歯科衛生学科開設時の入学定員 70名の 4倍の水準であった。 

このように、本学の歯科衛生学科の卒業生に対しては、地域的にも極めて高い人材需要が見

込まれることが明らかとなった。 

 

以上の通り、本学の歯科衛生学科には学生確保・人材需要の両面から高いニーズが示されて

いる。「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」（中央教育審議会、平成 30 年 11 月 26

日）は短期大学が「女子学生の教育にも大きな役割を果たすとともに、幅広い教養を踏まえて
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職業又は実際生活に必要な能力を育成」してきた点を言及し、次の時代に向けては「地域に必

要な高等教育機関として教育の質を高めていくことが重要」としている。また、高齢化の進展

や地域包括ケアシステムの構築、歯と口腔の健康づくりへの関心の高まりを背景に、全国的に

も兵庫県においても歯科衛生士の人材需要が高まる中、人材需要アンケート調査の結果から本

学の歯科衛生学科に対しては一人でも多くの歯科衛生士養成を切望する声が数多く聞かれた。 

令和 3（2021）年 4月には、本学より公益社団法人兵庫県歯科衛生士会、一般社団法人西宮市

歯科医師会に対して、今回の収容定員変更（入学定員変更）の目的が歯科衛生士不足解消の社

会的要請に応えるためである旨の説明を行い、（資料１３）（資料１４）の通り同意書を得てお

り、収容定員の増加に係る学則変更を行う収容定員変更を行うことでこれらの要請に応えるこ

とは本学の社会的使命であると考える。 



資 料 目 次 

（資料１） 私立短期大学全体及び保健系学科における充足率推移 

（資料２） 歯科衛生系学科 平成 28(2016)～令和 2(2020)年度 

志願者・受験者・合格者数 推移 

（資料３） 歯科衛生系学科 令和 2年度 充足状況 

（資料４） 入学定員増構想に係る学生確保の見通し調査 

（資料５） 大学進学者数 

（資料６） 過去 5年渉外活動 

（資料７） 現代社会学部通信教育課程の入学定員超過・収容定員充足状況等一覧 

（資料８） 歯科衛生学科教育課程イメージ図 

（資料９） 就業歯科衛生士数 推移 

（資料１０） 就業歯科衛生士率（人口 10万対） 推移 

（資料１１） 歯科衛生士養成校 卒業者への求人状況推移 

（資料１２） 設置に係る人材需要の見通し調査 

（資料１３） 収容定員変更（入学定員増）に関する同意書〔兵庫県歯科衛生士会〕 

（資料１４） 収容定員変更（入学定員増）に関する同意書〔西宮市歯科衛生士会〕 



私立短期大学全体及び保健系学科における充足率推移

平成28 平成29 平成30 平成31 令和2 5年平均
私立短大全体 90.07% 90.31% 88.06% 87.14% 87.24% 88.56%
保健系のみ 99.24% 96.50% 94.21% 90.38% 94.52% 94.97%

※日本私立学校振興・共済事業団「私立大学・短期大学等入学志願動向」を基に作成。

（資料１）
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１．「歯科衛生学科」入学定員増についての高校生アンケート調査 概要 

 
大手前短期大学が 2022 年度に入学定員増を予定の「歯科衛生学科」（2021 年度 70 名⇒2022 年度 80

名を予定）における学生確保の見通しを測定するために、2022 年度に大学進学時期を迎える高校 3 年生

を対象に「『歯科衛生学科』入学定員増についての高校生アンケート調査」（無記名式）を実施した。地元・

兵庫県をはじめとする京阪神の計 33 校の高校生 4,185 人から回答を得て集計した結果、次の結果が得ら

れた。 
大手前短期大学「歯科衛生学科」を「受験したい」とした者は、予定する入学定員 80 名を大きく上回

る 212 人であった。そのうち「歯科衛生学科」に「合格した場合、入学したい」としたのは 90 人、「合

格した場合、併願大学等の結果によって入学したい」としたのは 121 人であった。 
 

調査対象 
2022 年度の大学入試を受験する可能性が最も高い高校 3 年生（2022 年 3 月卒業予定

者）をアンケートの対象とした。大手前短期大学に志願者・入学者が多い兵庫県・大阪

府を中心とした高校にアンケート実施を依頼し、33 校にご協力いただいた。 

調査内容 
 回答者の基本情報（性別、居住地、高校卒業後の希望進路、関心のある学問分野） 
 大手前短期大学「歯科衛生学科」への受験・入学意欲 
以上、全 7 問ですべて選択肢式。 

調査時期 2021 年 4 月～2021 年 6 月 

調査方法 
アンケート実施の了承が得られた高校に高校生アンケート用紙（必要部数）を送付。 
各校の教職員から調査対象者（高校 3 年生）にアンケート用紙を配布の上、10 分程度

の回答時間を設け、その場で回収いただいた。 

回収件数 有効回答数 4,185 件 

 
 
実施高校の県別内訳 
   公立 私立 合計 割合 

京都府 0 3 3 9.1% 
大阪府 4 8 12 36.4% 

兵庫県 10 7 17 51.5% 

香川県 1 0 1 3.0% 

 合計 15 18 33 100.0% 

 割合 45.5% 54.5% 100.0%  
 

 
在籍高校所在地別の回収件数 
   公立 私立 合計 割合 

京都府 0 379 379 9.1% 
大阪府 401 1,015 1,416 33.8% 

兵庫県 1,194 1,065 2,259 54.0% 

香川県 131 0 131 3.1% 

 合計 1,726 2,459 4,185 100.0% 
 割合 41.2% 58.8% 100.0%  
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２．「歯科衛生学科」入学定員増についての高校生アンケート調査 集計結果 
 

※「構成比」（％）はいずれも、小数点第二位を四捨五入。 

 

問１ あなたの性別をお答えください。（あてはまるものにマーク）   

選択項目 回答数 構成比 
1. 女性 2,529 60.4% 
2. 男性 1,630 38.9% 

 （無回答） 26 0.6% 

 合計 4,185 100.0% 
   

問２ あなたがお住まいの府・県をお答えください。(あてはまるもの 1 つにマーク)  

選択項目 回答数 構成比 
1. 兵庫県 2,371 56.7% 
2. 大阪府 1,281 30.6% 
3. 京都府 329 7.9% 
4. 奈良県 20 0.5% 
5. 滋賀県 25 0.6% 
6. 和歌山県 3 0.1% 
7. 岡山県 3 0.1% 
8. 広島県 2 0.0% 
9. 山口県 1 0.0% 

10. 鳥取県 0 0.0% 
11. 島根県 0 0.0% 
12. 香川県 131 3.1% 
13. 徳島県 1 0.0% 
14. 愛媛県 0 0.0% 
15. 高知県 0 0.0% 
16. その他 2 0.0% 
 （無回答） 16 0.4% 

 合計 4,185 100.0% 
   

問３ あなたの高校卒業後の希望進路をお答えください。(現時点で最もあてはまるもの 1 つにマーク) 
選択項目 回答数 構成比 

1. 進学 3,571 85.3% 
2. 就職 453 10.8% 
3. 現時点では未定 133 3.2% 

 （無回答） 28 0.7% 
  合計 4,185 100.0% 
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問４ あなたが関心のある学問分野をお答えください。(あてはまるものすべてにマーク) 

選択項目 回答数 構成比 
1. 保健衛生学（歯科衛生学、看護学、リハビリテーション医学など） 755 18.0% 
2. 医学・歯学・薬学 194 4.6% 
3. 理学（数学、物理学、化学、生物学など） 145 3.5% 
4. 工学（機械工学、電気電子工学、応用化学、建築学など） 331 7.9% 
5. 農学（農学、農業経済学、林学、水産学、獣医学など） 133 3.2% 
6. 家政学（生活科学、食物学、住居学、被服学など） 304 7.3% 
7. 人文科学（文学、史学、哲学、心理学、外国語学など） 599 14.3% 
8. 社会科学（法学・政治学、経営学、経済学、社会学など） 755 18.0% 
9. 教育学・保育学 676 16.2% 

10. 芸術学（音楽、デザイン、美術など） 516 12.3% 
11. その他 894 21.4% 
※ 問 4 は複数回答項目のため、回答数は延べ。   
※ 各構成比 ＝ 回答数 ÷ 4,185 人（全回答者の人数）   

 
 

問 5 以降は、大手前短期大学 「歯科衛生学科の概要」 を確認の上で回答を求めた。 

   

問５ あなたは大手前短期大学「歯科衛生学科」を受験したいと思いますか。（あてはまるもの１つにマーク） 

選択項目 回答数 構成比 
1. 受験したい 212 5.1% 
2. 受験しない 3,882 92.8% 
 （無回答） 91 2.2% 

 合計 4,185 100.0% 

 
   

以下の問 6 は、問 5 で大手前短期大学の歯科衛生学科を「受験したい」を選択した高校生（212 人）が回答対象であった。 

   
問６ あなたは大手前短期大学「歯科衛生学科」に合格した場合、入学したいと思いますか。 

（あてはまるもの 1 つにマーク） 

選択項目 回答数 構成比 
1. 合格した場合、入学したい 90 42.5% 
2. 合格した場合、併願大学等の結果によって入学したい 121 57.1% 
 （無回答） 1 0.5% 

 合計 212 100.0% 
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以下の問 7 は、問 5 で大手前短期大学の歯科衛生学科を「受験しない」を選択した高校生（3,882 人）が回答対象であった。 

 

問７ あなたが大手前短期大学の「歯科衛生学科」を「受験しない」とした理由をお答えください。  
（あてはまるものすべてにマーク） 

選択項目 回答数 構成比 

1. 大手前短期大学の「歯科衛生学科」に興味・関心はあるが、詳細を知った上
で検討したいから 55 1.4% 

2. 興味・関心のある学科ではないから 2,235 57.6% 
3. 国公立大学への進学を希望しているから 136 3.5% 
4. 他の私立大学への進学を希望しているから 1,109 28.6% 
5. 他の短期大学・専門学校への進学を希望しているから 840 21.6% 
6. 就職を希望しているから 367 9.5% 
7. 進路は未定だから 209 5.4% 
8. 通学に時間がかかりそうだから 155 4.0% 
9. 学費が高いから 151 3.9% 

10. その他 62 1.6% 
※ 問 7 は複数回答項目のため、回答数は延べ。 
※ 各構成比 ＝ 回答数 ÷ 3,882 人（問 5 で「受験しない」を選択した回答者の人数） 
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３．「歯科衛生学科」入学定員増についての高校生アンケート調査 集計結果のポイント 
 

※「構成比」（％）はいずれも、小数点第二位を四捨五入。 

 
Point 
１ 

回答を得た高校 3 年生 4,185 人のうち 6 割が女性で、地元兵庫県にすむ高校生が過半数。 

８割強が進学予定者で、歯科衛生学を含む保健衛生学に関心をもつ高校生は 755 人。 
 

大手前短期大学が 2022 年度に入学定員増を予定する「歯科衛生学科」について、学生確保の見通しを

得るための高校生アンケート調査を実施した。4,185 人の高校生（2022 年度に進学時期を迎える 2021 年

度時点で高校 3 年生）から回答を得て集計した結果、性別でみると「女性」が 2,529 人（全体の 60.4%）、

「男性」が 1,630 人（同 38.9%）であった。回答者を居住地別にみると、大学の所在地である地元・兵庫

県が 2,371 人（同 56.7%）で過半数を占め、他にも大阪府や京都府など近隣の高校生を中心に回答を得

た。高校卒業後の希望進路については、「進学」が 3,571 人（同 85.3%）で全体の 8 割強を占めた。関心

のある学問分野については「その他」以外では、歯科衛生学を含む「保健衛生学」「社会科学」がともに

755 人（同 18.0%）で最も多かった（興味のある学問分野は複数回答の結果）。 
 

高校生アンケート調査に回答を示した高校生の属性 すべて N=4,185 人 

性別 ＜問 1 結果より＞ 

 

居住地 ＜問 2 結果より＞ 

 
 

高校卒業後の希望進路 ＜問 3 結果より＞ 
 

 
 

 
関心のある学問分野 ＜問 4 結果より＞※複数回答の結果 
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Point 
２ 

大手前短期大学「歯科衛生学科」に対し計 212 人が受験意志を示し、 

増員後の入学定員 80 名に対して 2.65 倍の志願者が見込まれる。 
 

高校生アンケート調査の回答を得た 4,185 人に対し、大手前短期大学「歯科衛生学科」（定員増後、入

学定員 80 名を予定）の概要を提示し、受験意欲について回答を求めた。その結果、「受験したい」とした

者が 212 人（全体の 5.1%）いた。そのうち、90 人が「合格した場合、入学したい」、121 人が「合格し

た場合、併願大学等の結果によって入学したい」と回答した。 
以上を踏まえると、令和 3 年度・入学定員 70 名から令和 4 年度・入学定員 80 名への入学定員増を予

定する「歯科衛生学科」に対しては、予定する入学定員の 2.65 志願者が見込まれ、入学定員の充足につ

いては問題ないと判断できる。 
 

大手前短期大学 歯科衛生学科への受験・入学意志 

受験意志 ＜問 5 結果より＞ N=4,185 人 

 

入学意志 ＜問 5・6 結果より＞ N=212 人（問 5 で「受験したい」とした人数） 

 

 
 
 

Point 
3 

アンケート実施時点では「歯科衛生学科」への受験意志を示さなかったものの、「興味があり 

詳細を知った上で検討」が 55 人おり、今後の広報活動を通して更なる志願者確保が可能。 
 
 大手前短期大学「歯科衛生学科」について「受験しない」とした理由について「現時点では予定にない」

とした 3,882 人に対し、その理由について回答を求めた。結果、「大手前短期大学の『歯科衛生学科』に

興味・関心はあるが、詳細を知った上で検討したいから」とした者が 55 人いた（複数回答の結果）。この

ことから、アンケート調査実施時点では「歯科衛生学科」への受験意志を示さなかったものの、一定の興

味を示している層が存在していることは明らかで、今後の広報活動を通して更なる志願者確保が可能で

あると推察される。 
 
＜関連グラフは次頁＞ 
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大手前短期大学「歯科衛生学科」を受験しない理由 ＜問 7 結果より＞  

※N=3,018 人（問 5 で「受験しない」とした人数） 
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大手前短期大学「歯科衛生学科」入学定員増についての高校生アンケート調査 用紙（１ページ目） 
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「歯科衛生学科」入学定員増についての高校生アンケート調査 用紙（２ページ目） 
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「歯科衛生学科」入学定員増についての高校生アンケート調査 参照資料（学科概要）（１ページ目） 
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「歯科衛生学科」入学定員増についての高校生アンケート調査 参照資料（学科概要）（２ページ目） 
 

 



令和４年度～令和13年度の大学進学対象者数（指数：令和4年度を100とした場合）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度
人数 1,121,276 1,097,105 1,061,961 1,089,005 1,093,565 1,085,011 1,068,978 1,066,720 1,048,177 1,033,386
指数 100.0 97.8 94.7 97.1 97.5 96.8 95.3 95.1 93.5 92.2
人数 44,040 42,523 41,012 41,895 41,267 41,020 40,142 40,060 39,281 38,308
指数 100.0 96.6 93.1 95.1 93.7 93.1 91.1 91.0 89.2 87.0
人数 11,250 10,765 10,067 10,220 9,956 9,833 9,368 9,545 9,315 8,868
指数 100.0 95.7 89.5 90.8 88.5 87.4 83.3 84.8 82.8 78.8
人数 11,138 10,680 10,096 10,404 10,205 10,063 9,849 9,660 9,363 9,233
指数 100.0 95.9 90.6 93.4 91.6 90.3 88.4 86.7 84.1 82.9
人数 20,591 19,930 19,209 19,771 20,042 19,692 19,272 19,178 18,639 18,961
指数 100.0 96.8 93.3 96.0 97.3 95.6 93.6 93.1 90.5 92.1
人数 7,909 7,783 7,417 7,533 7,385 7,254 7,066 6,797 6,644 6,382
指数 100.0 98.4 93.8 95.2 93.4 91.7 89.3 85.9 84.0 80.7
人数 9,808 9,613 9,129 9,338 9,195 8,991 8,759 8,695 8,458 8,177
指数 100.0 98.0 93.1 95.2 93.8 91.7 89.3 88.7 86.2 83.4
人数 17,276 16,578 15,903 15,872 15,542 15,235 14,743 14,661 14,157 13,654
指数 100.0 96.0 92.1 91.9 90.0 88.2 85.3 84.9 81.9 79.0
人数 26,568 26,316 25,039 25,796 25,308 25,111 24,943 24,231 23,787 23,509
指数 100.0 99.1 94.2 97.1 95.3 94.5 93.9 91.2 89.5 88.5
人数 18,149 17,694 17,412 17,328 17,399 17,006 16,832 16,474 15,987 15,815
指数 100.0 97.5 95.9 95.5 95.9 93.7 92.7 90.8 88.1 87.1
人数 18,266 17,861 17,207 17,492 17,327 17,237 16,736 16,255 15,813 15,405
指数 100.0 97.8 94.2 95.8 94.9 94.4 91.6 89.0 86.6 84.3
人数 63,542 62,506 61,057 62,713 63,425 62,667 62,277 61,649 59,841 59,571
指数 100.0 98.4 96.1 98.7 99.8 98.6 98.0 97.0 94.2 93.8
人数 53,904 53,397 51,284 52,732 53,925 53,626 52,472 52,028 51,112 50,116
指数 100.0 99.1 95.1 97.8 100.0 99.5 97.3 96.5 94.8 93.0
人数 102,823 102,239 99,823 104,047 102,181 102,694 103,338 103,713 102,864 104,199
指数 100.0 99.4 97.1 101.2 99.4 99.9 100.5 100.9 100.0 101.3
人数 77,289 76,113 74,047 76,042 78,653 77,742 76,853 76,843 74,930 75,002
指数 100.0 98.5 95.8 98.4 101.8 100.6 99.4 99.4 96.9 97.0
人数 19,150 19,157 18,359 18,905 18,563 18,437 17,969 18,173 17,583 17,181
指数 100.0 100.0 95.9 98.7 96.9 96.3 93.8 94.9 91.8 89.7
人数 7,548 7,335 7,132 7,064 7,012 6,880 6,696 6,617 6,473 6,273
指数 100.0 97.2 94.5 93.6 92.9 91.1 88.7 87.7 85.8 83.1
人数 19,550 19,078 18,559 18,839 18,775 18,345 17,565 17,564 17,297 16,695
指数 100.0 97.6 94.9 96.4 96.0 93.8 89.8 89.8 88.5 85.4
人数 9,552 9,305 9,018 8,912 8,762 8,630 8,490 8,118 8,001 7,846
指数 100.0 97.4 94.4 93.3 91.7 90.3 88.9 85.0 83.8 82.1
人数 10,689 10,164 9,865 10,117 10,384 10,066 9,721 9,494 9,782 9,415
指数 100.0 95.1 92.3 94.6 97.1 94.2 90.9 88.8 91.5 88.1
人数 7,304 7,222 7,110 7,203 7,217 7,156 6,997 6,839 6,730 6,528
指数 100.0 98.9 97.3 98.6 98.8 98.0 95.8 93.6 92.1 89.4
人数 19,463 18,641 18,163 18,514 18,349 18,298 17,677 17,788 17,450 17,027
指数 100.0 95.8 93.3 95.1 94.3 94.0 90.8 91.4 89.7 87.5
人数 33,864 33,397 32,049 32,743 33,122 32,318 31,762 31,709 31,079 30,391
指数 100.0 98.6 94.6 96.7 97.8 95.4 93.8 93.6 91.8 89.7
人数 70,201 69,740 67,330 69,571 70,118 69,703 69,164 69,342 68,275 67,453
指数 100.0 99.3 95.9 99.1 99.9 99.3 98.5 98.8 97.3 96.1
人数 16,894 16,477 15,740 16,162 16,143 16,027 15,718 15,567 15,413 14,836
指数 100.0 97.5 93.2 95.7 95.6 94.9 93.0 92.1 91.2 87.8
人数 14,007 13,774 13,316 13,765 13,817 13,893 13,684 13,695 13,489 13,319
指数 100.0 98.3 95.1 98.3 98.6 99.2 97.7 97.8 96.3 95.1
人数 22,734 22,309 22,185 22,478 21,793 21,594 21,117 21,067 20,742 20,118
指数 100.0 98.1 97.6 98.9 95.9 95.0 92.9 92.7 91.2 88.5
人数 77,384 75,832 72,712 74,358 74,725 74,153 72,766 72,519 71,375 70,320
指数 100.0 98.0 94.0 96.1 96.6 95.8 94.0 93.7 92.2 90.9
人数 49,765 49,057 47,247 48,208 49,327 49,295 47,929 48,151 47,413 46,441
指数 100.0 98.6 94.9 96.9 99.1 99.1 96.3 96.8 95.3 93.3
人数 12,681 12,433 12,027 12,320 12,044 11,584 11,458 11,207 11,071 10,997
指数 100.0 98.0 94.8 97.2 95.0 91.3 90.4 88.4 87.3 86.7
人数 8,607 8,126 7,930 7,938 7,930 7,944 7,622 7,494 7,579 7,373
指数 100.0 94.4 92.1 92.2 92.1 92.3 88.6 87.1 88.1 85.7
人数 5,261 5,082 4,931 4,953 4,968 4,768 4,885 4,742 4,951 4,646
指数 100.0 96.6 93.7 94.1 94.4 90.6 92.9 90.1 94.1 88.3
人数 6,009 5,993 5,678 6,007 5,937 5,782 5,778 5,746 5,745 5,655
指数 100.0 99.7 94.5 100.0 98.8 96.2 96.2 95.6 95.6 94.1
人数 17,520 17,293 16,775 17,156 17,263 16,839 16,650 16,722 16,421 16,234
指数 100.0 98.7 95.7 97.9 98.5 96.1 95.0 95.4 93.7 92.7
人数 25,810 25,245 24,690 25,352 25,561 25,445 25,436 25,550 25,112 24,669
指数 100.0 97.8 95.7 98.2 99.0 98.6 98.6 99.0 97.3 95.6
人数 8,936 8,949 8,498 8,540 8,648 8,694 8,475 8,372 8,355 8,163
指数 100.0 100.1 95.1 95.6 96.8 97.3 94.8 93.7 93.5 91.3
人数 11,841 11,914 11,377 11,795 11,784 11,525 11,591 11,375 11,387 10,960
指数 100.0 100.6 96.1 99.6 99.5 97.3 97.9 96.1 96.2 92.6
人数 6,008 5,764 5,702 5,835 5,588 5,731 5,387 5,366 5,239 5,243
指数 100.0 95.9 94.9 97.1 93.0 95.4 89.7 89.3 87.2 87.3
人数 45,445 45,280 44,184 45,919 47,397 47,268 46,896 47,633 46,667 46,283
指数 100.0 99.6 97.2 101.0 104.3 104.0 103.2 104.8 102.7 101.8
人数 8,172 8,073 7,840 8,080 7,978 8,024 7,729 7,793 7,760 7,453
指数 100.0 98.8 95.9 98.9 97.6 98.2 94.6 95.4 95.0 91.2
人数 12,437 12,136 11,850 12,010 11,938 12,008 11,697 11,746 11,717 11,404
指数 100.0 97.6 95.3 96.6 96.0 96.6 94.1 94.4 94.2 91.7
人数 16,356 16,156 15,721 16,001 16,658 16,395 16,306 16,415 16,205 15,849
指数 100.0 98.8 96.1 97.8 101.8 100.2 99.7 100.4 99.1 96.9
人数 10,178 9,861 9,655 10,014 10,054 10,183 9,840 10,011 9,662 9,520
指数 100.0 96.9 94.9 98.4 98.8 100.0 96.7 98.4 94.9 93.5
人数 10,226 10,147 9,797 10,079 10,549 10,248 10,257 10,236 10,155 9,729
指数 100.0 99.2 95.8 98.6 103.2 100.2 100.3 100.1 99.3 95.1
人数 15,445 15,105 14,882 15,173 15,120 15,329 15,139 15,237 15,186 14,866
指数 100.0 97.8 96.4 98.2 97.9 99.2 98.0 98.7 98.3 96.3
人数 16,131 16,164 15,829 16,389 16,684 16,919 16,832 17,247 16,951 16,901
指数 100.0 100.2 98.1 101.6 103.4 104.9 104.3 106.9 105.1 104.8

出展元 リクルート進学総研マーケットリポート（Vol.71 2020年1月号）１８歳人口予測
① 18歳人口予測は、文部科学省「学校基本調査」より、以下の通り定義して算出した。

・18歳人口＝3年前の中学校卒業者及び中等教育学校前期課程修了者数
・中学校卒業者数＝高校生＋フリーター＋就職者全て含む

② 表内の「年」に属する18歳とは、その年の3月に卒業を迎える高校3年生を指す。
③ 表内の「指数」とは、開始年(令和4年度 )の値を100とおいた際の値を示す。
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【 歯 科 衛 生 学 科 教 育 課 程 イ メ ー ジ 図 】

本学の教育目標→Ｃ‐ＰＬＡＴＳ®

　＜学生一人ひとりの社会人基礎
力修得のために、６つの能力の開
発と育成を目的に教育課程を編成
＞

　Ｃ：Communication
　 　　Ｐ：Presentation
　　　 Ｌ：Languege Skill
　　　 Ａ：Artistic Sense
　　　 Ｔ：Teamwork
　　　 Ｓ：Self‐Control

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）

卒業後の進路　　歯科衛生士として→歯科医院、総合病院、公務員
多様な進路→歯科関連企業、福祉施設・障がい者施設

　　養成する人材像　　歯科・保健衛生に関する専門知識と高度な技術を持ち、広く社会
貢献ができ、医療・保健・福祉等の医療関連職種と連携し、
チーム医療の推進ができる専門職業人

カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の方針）

　ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）

　1　歯科疾患の予防と口腔保健の向上に貢献できる能力をもっている。
　2　高齢化社会到来に伴い、求められる歯科・口腔保健のニーズに対応できる能力

         を持ち、医療・保健・福祉等の医療関連職種と連携し、協力・協働関係が構築
         できる。

　3　歯科衛生に関する知識と高度な技術の習得と、多様な人間関係に必須な
コミュニケーション能力をもっている。

　4　歯科衛生士としての職業倫理観を保持し、自らの責任で行動できる。

３年次（２科目４単位）
　＜選択必修分野＞　＊3年次で必修

・ゼミナール
＜専門分野＞　専門分野の一部
・臨地実習（臨床実習を含む。）

（地域歯科保健実習Ⅰ）

　２～３年次（１１科目３２単位）
　　＜選択必修分野＞　＊２～３年次で選択必修

・介護技術の基礎、医療英語、看護学概論、医療事務と情報管理、
口腔保健管理法 等

＜専門分野＞　専門分野の一部
・臨地実習（臨床実習を含む。）

（臨床臨地実習Ⅰ・Ⅱ、地域歯科保健実習Ⅱ）

　１年次（３３科目６０単位）
　＜共通教育科目＞

・導入科目　＊1年次で必修
（フォーラムＡ・B）

・人文・社会・自然・保健体育科目　＊1～3年次で選択必修
（基礎数学、日本史、家族の法律、健康スポーツ、健康心理学 等）

＜基礎分野＞基礎分野の大半
・科学的思考の基礎

（生物学、化学）
・人間と生活

（基礎英語、コンピュータ演習、心理学、医療倫理学）
＜専門基礎分野＞専門基礎分野の大半
・人体（歯・口腔を除く。）の構造と機能

（解剖学、栄養学）
・歯・口腔の構造と機能

（生理学、生化学）
・疾病の成り立ち及び回復過程の促進

（病理学、薬理学、微生物学）
・歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

（衛生学、口腔衛生学）
＜専門分野＞専門分野の一部
・歯科衛生士概論

（歯科衛生士概論）
・歯科予防処置論

（歯科予防処置Ⅰ等）
・歯科保健指導論

（歯科保健指導Ⅰ等）
・歯科診療補助論

（歯科診療補助Ⅰ等）
・臨地実習（臨床実習を含む。）

（基礎実習）

　　本学科のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに則り、入学試験においては、
　高等学校等の学習の他に、以下の社会人基礎力の資質や素養も評価の対象とする。

　　　１ 本学科の使命・方針を理解し、併せて医療人としての使命感をもつ人
　　　２ 歯科・口腔保健の専門的知識、高度な技術の習得に必要な基礎的知識、

能力を有する人
　　　３ 相手を理解し自分の考えをわかりやすく伝える力（Communication）や

自分の感情を冷静におさめ、行動できる力（Self‐Control）を有し、チーム医療の
推進に取り組む意欲のある人

歯科衛生士国家試験合格

国家試験対策

　２年次（２０科目２９単位）
＜基礎分野＞基礎分野の一部
・ダンスセラピー演習
＜専門基礎分野＞専門基礎分野の一部
・人体（歯・口腔を除く。）の構造と機能

（組織発生学）
・歯・口腔の構造と機能

（口腔解剖学）
・歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

（公衆衛生学・社会福祉論）
＜専門分野＞専門分野の大半
・臨床歯科医学

（臨床歯科医学、歯科保存学、歯科補綴学、歯周病学 等）
・歯科予防処置論

（歯科予防処置Ⅱ・Ⅲ）
・歯科保健指導論

（歯科保健指導Ⅱ・Ⅲ）
・歯科診療補助論

（歯科診療補助Ⅱ・Ⅲ 等）

１

専
門
知
識
と
高
度
な
技
術
を
習
得
し

、
歯
・
口
腔
の
健
康
を
通
し
社
会
に
貢
献
で
き
る

人
材
養
成
が
可
能
な
教
育
課
程
の
編
成

２

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n

（
相
手
を
理
解
し
自
分
の
考
え
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る

力

）
力
や
P
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n

（
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
発
表
す
る
力

）
力
を

身
に
つ
け

、
医
療
現
場
に
お
い
て
の
基
礎
力
を
涵
養
す
る
科
目
群
の
配
置

３

T
e
a
m
w
o
r
k

（
集
団
で
の
自
分
の
役
割
が
わ
か
り
協
力
し
合
え
る
力

）
や

S
e
l
f

‐
C
o
n
t
r
o
l

（
自
分
の
感
情
を
冷
静
に
お
さ
め

、
行
動
で
き
る
力

）
を
身
に

つ
け

、
将
来
に
向
け
自
己
管
理
の
も
と

、
チ
ー
ム
医
療
に
貢
献
で
き
る
能
力
や
人
間
性
を
育
む

学
習
方
法
の
導
入

豊
か
な
教
養
と
人
間
性
を
備
え

、
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
視
点
か
ら

、
人
々
の
健
康
と
幸
せ
な
生
活
実
現
の
た
め
の
専
門
的
知
識
と
高
度
な
技
術
を
持
ち

広
く
社
会
貢
献
が
で
き

、
卒
業
後
も
歯
科
衛
生
士
と
し
て
自
立
す
る
の
み
で
な
く

、
常
に
進
化
し
続
け
る
能
力
を
持

っ
た
歯
科
衛
生
士

[

目
指
す
歯
科
衛
生
士
像

]

共
通
教
育
科
目

専
門
基
礎
分
野

教育課程の区分

選
択
必
修
分
野

専
門
分
野

基
礎
分
野

*各授業において「Ｃ‐ＰＬＡＴＳ
®」の、どの能力が育成される

かを学生に明示

*「フォーラム（導入教育）」「ゼ

ミナール（卒業研究）」を必修

科目とする。

*総合学習システム「el－

Campus」による学習支援

(資料８）



就業歯科衛生士数　推移

平成8年 平成10年 平成12年 平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年
増加率

(H30/H8）

全　国 56,466 61,331 67,376 73,297 79,695 86,939 96,442 103,180 108,123 116,299 123,831 132,629 234.9%
北海道 3,016 3,270 3,462 3,752 4,019 4,406 4,723 5,018 5,131 5,524 5,837 6,126 203.1%
青　森 376 413 448 503 533 646 699 703 803 813 870 926 246.3%
岩　手 610 614 685 727 718 1,247 913 909 962 1,023 1,030 1,055 173.0%
宮　城 822 863 930 1,004 1,026 1,144 1,324 1,458 1,532 1,669 1,841 1,973 240.0%
秋　田 617 648 689 728 773 821 827 875 914 927 1,008 1,081 175.2%
山　形 550 598 663 723 794 838 951 1,039 1,053 1,115 1,133 1,163 211.5%
福　島 687 767 869 929 960 1,085 1,178 1,270 1,168 1,327 1,396 1,493 217.3%
茨　城 879 983 1,089 1,186 1,329 1,477 1,698 1,850 1,986 2,053 2,179 2,403 273.4%
栃　木 855 916 1,023 1,123 1,180 1,269 1,342 1,454 1,516 1,635 1,687 1,828 213.8%
群　馬 946 1,044 1,152 1,266 1,352 1,453 1,639 1,764 1,906 1,938 2,046 2,209 233.5%
埼　玉 2,231 2,273 2,712 2,946 3,270 3,665 4,023 4,471 4,730 5,197 5,821 6,286 281.8%
千　葉 1,614 1,755 2,113 2,525 2,677 2,929 3,567 3,733 4,035 4,515 4,965 5,364 332.3%
東　京 6,318 6,334 7,113 7,784 8,063 8,624 10,090 10,714 10,822 11,675 12,952 13,720 217.2%
神奈川 3,864 4,054 4,520 4,985 5,156 5,553 6,021 6,705 6,853 7,619 7,926 8,642 223.7%
新　潟 1,467 1,604 1,702 1,829 1,943 2,081 2,225 2,357 2,476 2,555 2,627 2,635 179.6%
富　山 600 637 686 741 807 834 904 951 988 1,011 1,059 1,128 188.0%
石　川 619 665 654 639 746 701 839 856 855 970 1,028 1,104 178.4%
福　井 337 391 388 416 465 495 560 594 630 638 698 734 217.8%
山　梨 498 542 566 625 669 679 758 801 891 937 1,000 1,055 211.8%
長　野 1,327 1,440 1,453 1,670 1,766 1,914 2,080 2,203 2,245 2,352 2,446 2,576 194.1%
岐　阜 1,147 1,253 1,364 1,484 1,688 1,872 2,044 2,176 2,260 2,457 2,595 2,804 244.5%
静　岡 1,491 1,505 1,767 1,957 2,110 2,280 2,517 2,729 2,958 3,129 3,358 3,623 243.0%
愛　知 1,402 2,301 2,151 2,321 2,749 2,780 3,054 3,313 4,142 4,968 5,675 6,682 476.6%
三　重 732 870 978 1,062 1,109 1,316 1,446 1,545 1,619 1,621 1,939 2,030 277.3%
滋　賀 554 644 730 776 881 974 1,044 1,137 1,187 1,182 1,290 1,387 250.4%
京　都 315 360 333 326 464 1,487 1,613 1,780 1,894 2,043 2,152 2,426 770.2%
大　阪 3,515 3,782 4,327 4,291 5,377 5,106 7,027 7,474 7,292 8,066 8,092 8,500 241.8%
兵　庫 1,976 2,128 2,376 2,766 3,137 3,488 3,959 4,255 4,568 4,970 5,354 5,954 301.3%
奈　良 645 693 713 791 901 1,014 1,113 1,198 1,261 1,306 1,421 1,460 226.4%
和歌山 463 489 509 590 637 696 764 784 862 885 955 1,050 226.8%
鳥　取 511 557 578 654 681 687 706 746 724 780 820 833 163.0%
島　根 516 551 605 641 657 675 716 748 791 811 845 853 165.3%
岡　山 1,408 1,508 1,632 1,789 1,912 1,939 2,170 2,292 2,414 2,490 2,621 2,961 210.3%
広　島 1,741 1,946 2,084 2,270 2,440 2,563 2,727 2,975 3,113 3,372 3,496 3,793 217.9%
山　口 728 815 928 1,011 1,076 1,170 1,241 1,305 1,366 1,416 1,486 1,539 211.4%
徳　島 717 724 802 835 882 999 1,012 1,045 1,064 1,135 1,203 1,235 172.2%
香　川 633 682 774 865 873 1,017 1,099 1,139 1,193 1,266 1,341 1,413 223.2%
愛　媛 772 733 850 909 1,006 1,123 1,260 1,347 1,392 1,447 1,540 1,601 207.4%
高　知 592 662 727 796 796 834 860 888 976 1,015 1,023 1,003 169.4%
福　岡 2,933 3,205 3,548 3,795 4,213 4,509 4,744 4,961 5,433 5,757 6,109 6,371 217.2%
佐　賀 587 637 711 747 843 958 986 1,046 1,055 1,128 1,146 1,209 206.0%
長　崎 640 829 906 976 1,138 1,236 1,329 1,459 1,505 1,625 1,630 1,764 275.6%
熊　本 1,135 1,169 1,359 1,535 1,668 1,827 1,915 1,976 2,104 2,294 2,314 2,468 217.4%
大　分 877 980 1,010 1,110 1,124 1,232 1,289 1,343 1,402 1,411 1,464 1,503 171.4%
宮　崎 820 919 1,018 1,100 1,163 1,238 1,281 1,339 1,397 1,429 1,445 1,484 181.0%
鹿児島 884 992 1,076 1,165 1,280 1,394 1,386 1,575 1,634 1,754 1,850 1,885 213.2%
沖　縄 499 586 603 634 644 664 779 880 1,021 1,049 1,118 1,297 259.9%
※厚生労働省「衛生行政報告例」より

(資料９）



就業歯科衛生士率（人口10万対）　推移
平成8年 平成10年 平成12年 平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年

全　国 44.9 48.5 53.1 57.5 62.4 68 75.5 80.6 84.8 91.5 97.6 104.9
北海道 52.9 57.4 60.9 66.2 71.2 78.7 85.3 91.1 94 102.3 109.1 115.9
青　森 25.4 27.9 30.4 34.2 36.7 45.4 50.2 51.2 59.5 61.5 67.3 73.3
岩　手 43 43.4 48.4 51.7 51.5 90.7 67.5 68.3 73.8 79.7 81.2 85
宮　城 35.2 36.6 39.3 42.3 43.3 48.6 56.6 62.1 65.9 71.7 79 85.2
秋　田 51 54 57.9 61.9 66.7 72.4 74.6 80.6 86 89.4 99.8 110.2
山　形 43.8 47.7 53.3 58.5 64.9 69.4 80.1 88.9 91.4 98.6 101.8 106.7
福　島 32.2 35.9 40.9 43.8 45.6 52.2 57.4 62.6 59.5 68.6 73.4 80.1
茨　城 29.6 32.8 36.5 39.7 44.5 49.7 57.3 62.3 67.5 70.3 75 83.5
栃　木 42.9 45.6 51 55.9 58.6 63 66.7 72.4 76.1 82.6 85.8 93.9
群　馬 47 51.6 56.9 62.3 66.5 71.9 81.5 87.8 95.7 98.1 104 113.2
埼　玉 32.8 33 39.1 42.1 46.4 51.8 56.6 62.1 65.6 71.8 79.9 85.8
千　葉 27.7 29.8 35.7 42.1 44.3 48.2 58.3 60.1 65.1 72.9 79.6 85.8
東　京 53.7 53.5 59 63.7 65.1 68.1 78.6 81.4 81.8 87.2 95.1 99.3
神奈川 46.7 48.3 53.2 57.8 59 62.9 67.5 74.1 75.6 83.8 86.7 94.2
新　潟 58.9 64.3 68.7 74.2 79.2 86.1 93.1 99.3 105.5 110.5 114.9 117.3
富　山 53.3 56.6 61.2 66.2 72.2 75.1 82.1 87 91.3 94.5 99.8 107.4
石　川 52.4 56.1 55.4 54.2 63.3 59.8 71.8 73.2 73.5 83.9 89.3 96.6
福　井 40.7 47.1 46.8 50.2 56.4 60.4 69 73.7 78.8 80.8 89.3 94.8
山　梨 56.2 60.8 63.7 70.3 75.5 77.2 87 92.8 104.6 111.4 120.5 129.1
長　野 60.2 64.9 65.6 75.3 79.9 87.4 95.8 102.3 105.3 111.5 117.1 124.9
岐　阜 54.4 59.2 64.7 70.3 80 88.9 97.3 104.6 109.7 120.4 128.3 140.4
静　岡 39.8 39.9 46.9 51.7 55.6 60 66.2 72.5 79.2 84.5 91.1 99
愛　知 20.3 33 30.5 32.6 38.2 38 41.3 44.7 55.8 66.6 75.6 88.7
三　重 39.6 46.7 52.7 57.1 59.5 70.3 77.1 83.3 88 88.8 107.2 113.3
滋　賀 42.7 48.7 54.4 57.1 64.2 70.1 74.5 80.6 83.9 83.5 91.3 98.2
京　都 12 13.7 12.6 12.3 17.6 56.3 61.4 67.5 72.2 78.3 82.6 93.6
大　阪 39.9 43 49.1 48.7 61 57.9 79.8 84.3 82.3 91.3 91.6 96.4
兵　庫 36.5 39 42.8 49.6 56.1 62.4 70.9 76.1 82 89.7 97 108.6
奈　良 44.8 47.9 49.4 55 63 71.6 79.3 85.5 90.7 94.9 104.8 109
和歌山 42.9 45.4 47.6 55.6 60.7 67.7 75.5 78.2 87.2 91.1 100.1 112.3
鳥　取 83.2 90.6 94.3 106.9 111.8 113.7 118.7 126.7 124.4 135.9 143.9 148.8
島　根 67 71.9 79.4 84.7 87.7 91.6 98.8 104.3 111.9 116.4 122.5 125.4
岡　山 72.1 77 83.7 91.6 98 99.2 111.4 117.8 124.7 129.4 136.9 156
広　島 60.4 67.5 72.4 78.9 84.8 89.1 95.1 104 109.3 119 123.2 134.6
山　口 46.9 52.8 60.7 66.6 71.5 78.9 84.8 89.9 95.5 100.6 106.6 112.3
徳　島 86.2 87.1 97.3 101.8 108.5 124.1 127.5 133 137.1 148.6 160.4 167.8
香　川 61.6 66.3 75.7 84.7 85.8 100.8 109.6 114.4 120.6 129.1 138 146.9
愛　媛 51.3 48.8 56.9 61.2 68.1 76.9 87.3 94.1 98.4 103.7 112 118.4
高　知 72.6 81.5 89.3 98.3 99.1 105.7 111.3 116.2 129.8 137.5 141.9 142.1
福　岡 59.2 64.3 70.7 75.3 83.3 89.2 93.9 97.8 106.8 113.1 119.7 124.8
佐　賀 66.3 72.1 81.1 85.5 96.9 111 115.2 123.1 125.1 135.1 138.4 147.6
長　崎 41.5 54.2 59.7 64.8 76.1 84.3 92.3 102.3 106.9 117.2 119.2 131.5
熊　本 61 62.7 73.1 82.6 90.1 99.5 105.2 108.7 116.4 127.9 130.4 140.5
大　分 71.3 79.8 82.7 91.1 92.5 102.2 107.4 112.2 118.3 120.5 126.2 131.4
宮　崎 69.7 78.1 87 94.3 100.1 107.8 112.8 117.9 124.1 128.3 131.8 137.3
鹿児島 49.3 55.4 60.2 65.5 72.4 80 80.7 92.3 96.7 105.2 113 116.8
沖　縄 38.9 45 45.7 47.3 47.4 48.5 56.6 63.2 72.5 73.8 77.7 89.6
※厚生労働省「衛生行政報告例」より

(資料10）



歯科衛生士養成校 卒業者への求人状況推移

就職者数・求人人数・求人倍率の年次推移

一般社団法人全国歯科衛生士教育協議会 公表データより

(資料11）
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大手前短期大学

「歯科衛生学科（仮称）」

設置に係る人材需要の見通し調査

（設置構想についての人材需要アンケート調査）

報告書

株式会社 紀伊國屋書店

株式会社 高等教育総合研究所
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１．「設置構想についての人材需要アンケート調査」概要 

 
大手前短期大学が 2020 年度に設置予定の「歯科衛生学科（仮称）」における人材需要の見通しを測定

するために、「設置構想についての人材需要アンケート調査」（無記名式）を計 1,284 箇所に送付した。計

285 件の有効回答（アンケート調査用紙）を回収の上で集計した結果、8 割超の 244 箇所が「歯科衛生学

科」の養成する人材と学科特色を評価し、7 割近い 190 箇所が卒業生を「採用したい」とした上で計 281
人の採用意向を示した。 
 

調査対象 

大手前短期大学「歯科衛生学科（仮称）」の卒業生採用が見込まれる兵庫県の歯科ク

リニック・診療所をはじめ、近畿圏の病院（口腔外科・歯科を設置）、社会福祉施設

（高齢者施設など）、公的機関（兵庫県内の地方自治体）、企業（口腔ケア用品の製造・

販売、医療用品の製造・販売または商社、歯科器材の製造・販売など）など、計 1,284
箇所を依頼対象とした。 

調査内容 

 問 1～2：回答元の基本情報（施設種類・業種、所在地） 
 問 3～7：歯科衛生士の勤務・採用状況、歯科衛生士の充足状況ならびに今後の

採用見込み、採用時に重視する能力 
 問 8～9：大手前短期大学「歯科衛生学科（仮称）」の養成する人材像・学科特色

への評価、卒業生の採用見込み 
 問 10：大手前短期大学「歯科衛生学科（仮称）」に関する意見・要望 
以上、全 10 問で主に選択肢式。一部記述を含む。 

調査時期 2018 年 11 月～2019 年 2 月 

調査方法 
調査対象先の採用担当者宛にアンケート調査用紙 1 部・依頼状・返送用封筒を送付

した。ご協力いただける場合、回答済のアンケート調査用紙をご返送いただいた。 

回収件数 有効回答数 285 件（配布 1,284 件に対し、回収率 22.2%） 

 
→ 配布した「設置構想についての人材需要アンケート調査」用紙は 21 ページ【添付資料】参照。 
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２．「設置構想についての人材需要アンケート調査」集計結果 
 

※「構成比」（％）はいずれも、小数点第二位を四捨五入。 

 

問１ 貴医院・貴施設・貴社についてあてはまるものをお答えください。 
（あてはまるもの一つにチェックをお願いします） 

選択項目 回答数 構成比 

1.  歯科クリニック・診療所 227 79.6% 

2.  診療所（歯科以外含む） 3 1.1% 

3.  病院 9 3.2% 

4.  社会福祉施設 11 3.9% 

5.  公的機関 17 6.0% 

6.  企業 17 6.0% 

7. その他 0 0.0% 

 （無回答） 1 0.4% 

 合計 285 100.0% 
   

 
問２ 貴医院・貴施設の所在地または貴社の本社所在地をお答えください。 

（あてはまるもの一つにチェックをお願いします） 

選択項目 回答数 構成比 

1.  兵庫県 261 91.6% 

2.  大阪府 12 4.2% 

3.  京都府 1 0.4% 

4.  奈良県 2 0.7% 

5.  滋賀県 0 0.0% 

6.  和歌山県 0 0.0% 

7. その他 8 2.8% 

 （無回答） 1 0.4% 

 合計 285 100.0% 
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問３ 貴医院・貴施設・貴社において勤務されている歯科衛生士の人数、またそのうち 2018 年度に採用された 
新卒の歯科衛生士の人数をお答えください。 
（歯科衛生士が勤務されている場合のみ人数をご記入ください） 

回答人数 回答数 人数合計 

 0 または無回答 41 0 

 1 36 36 

 2 47 94 

 3 43 129 

 4 46 184 

 5 17 85 

 6 13 78 

 7 12 84 

 8 10 80 

 9 4 36 

 10 5 50 

 11 1 11 

 12 1 12 

 15 3 45 

 16 2 32 

 21 2 42 

 30 1 30 

 606 1 606 

 合計 285 1,634 

 

うち、2018 年度採用の新卒の歯科衛生士（歯科衛生士が勤務するとした 244 箇所中） 

回答人数 回答数 人数合計 

 0 または無回答 172 0 

 1 46 46 

 2 15 30 

 3 6 18 

 4 3 12 

 6 2 12 

 合計 244 118 
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問４ 貴医院・貴施設・貴社における歯科衛生士の充足状況についてお答えください。 

（あてはまるもの一つにチェックをお願いします） 

選択項目 回答数 構成比 

1.  大きく不足している 52 18.2% 

2.  やや不足している 117 41.1% 

3.  適度に充足している 84 29.5% 

4.  過剰である 0 0.0% 

5.  わからない 27 9.5% 

 （無回答） 5 1.8% 

 合計 285 100.0% 

 
問５ 貴医院・貴施設・貴社において今後 4 年間で、歯科衛生士の採用を検討されていますか。 

（あてはまるもの一つにチェックの上、「検討している」場合はその理由をお答えください） 

選択項目 回答数 構成比 

1.  検討している 220 77.2% 

2.  検討していない 57 20.0% 

 （無回答） 8 2.8% 

 合計 285 100.0% 

「検討している」とご回答された場合、理由として最もあてはまるもの一つにチェックをお願いします。 

選択項目 回答数 構成比 

1.  定期採用 85 38.6% 

2.  欠員補充 104 47.3% 

3.  その他 25 11.4% 

 （無回答） 6 2.7% 

 合計 220 100.0% 

 
問６ 貴医院・貴施設・貴社における今後の歯科衛生士の新卒採用についてお答えください。 

（あてはまるもの一つにチェックをお願いします） 

選択項目 回答数 構成比 

1.  ４年制大学の卒業生を中心に採用していきたい 6 2.1% 

2.  短期大学の卒業生を中心に採用していきたい 8 2.8% 

3. 専門学校の卒業生を中心に採用していきたい 4 1.4% 

4. 大学、短期大学、専修学校の卒業生をバランスよく採用していきたい 12 4.2% 

5. 採用は人材次第なので、特にこだわらない 223 78.2% 

6. わからない 23 8.1% 

 （無回答） 9 3.2% 

合計 285 100.0% 
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問７ 貴医院・貴施設・貴社における歯科衛生士の採用にあたり、有していることが望ましいと 
思われる能力等についてお答えください。 
（それぞれ、あてはまるもの一つにチェックをお願いします） 

（1）社会に暮らす人々の多様性を理解・受容し、コミュニケーションを円滑に行うことができる。 

選択項目 回答数 構成比 

1.  大いに必要である 213 74.7% 

2.  必要である 60 21.1% 

3. あまり必要ではない 0 0.0% 

4. まったく必要ではない 0 0.0% 

5. わからない 6 2.1% 

（無回答） 6 2.1% 

 合計 285 100.0% 

（2）多少の困難では挫折しない、精神的・肉体的な強さを有している。 

選択項目 回答数 構成比 

1.  大いに必要である 118 41.4% 

2.  必要である 150 52.6% 

3. あまり必要ではない 4 1.4% 

4. まったく必要ではない 0 0.0% 

5. わからない 8 2.8% 

（無回答） 5 1.8% 

合計 285 100.0% 

（3）歯科衛生の専門的知識・技術についての基礎的な資質・素養を備えている。 

選択項目 回答数 構成比 

1.  大いに必要である 104 36.5% 

2.  必要である 154 54.0% 

3. あまり必要ではない 11 3.9% 

4. まったく必要ではない 2 0.7% 

5. わからない 8 2.8% 

（無回答） 6 2.1% 

合計 285 100.0% 

（4）歯科衛生の専門的知識・技術についての高度な資質・素養を備えている。 

選択項目 回答数 構成比 

1.  大いに必要である 32 11.2% 

2.  必要である 125 43.9% 

3. あまり必要ではない 98 34.4% 

4. まったく必要ではない 12 4.2% 

5. わからない 10 3.5% 

（無回答） 8 2.8% 

合計 285 100.0% 
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（5）豊かな感性を持ち、幅広い知識・教養を身につけている。 

選択項目 回答数 構成比 

1.  大いに必要である 83 29.1% 

2.  必要である 166 58.2% 

3. あまり必要ではない 22 7.7% 

4. まったく必要ではない 0 0.0% 

5. わからない 7 2.5% 

（無回答） 7 2.5% 

 合計 285 100.0% 

 

（問７の）(1)～(5)以外に有していることが望ましいと思われる能力等があれば、ご記入ください。 

※ 85 箇所から回答を得た。以下、回答内容を掲載（原文通り）。順不同。【】内は【施設種類 / 所在地】を示す。 

1. コンピュータの基本操作に精通していること【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

2. ①患者さんの立場に立って物事を考える能力 
②仕事仲間との協調性や業務に対する向上心【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

3. 指示されて動くのでなく自動できる【病院/兵庫県】 

4. 他のスタッフと協調できるよう（性格に？の方はパス）【診療所（歯科以外含む）/兵庫県】 

5. 最初から知識・技術を高度なレベルで取得している必要はないが、学ぶ心・目指すものは必要であると考えています。【歯科クリニック・診療

所/兵庫県】 

6. 患者さんとのコミュニケーション能力【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

7. 他スタッフと協調性のある方が望ましい。長期勤務してくれる方を必要としている。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

8. 思いやり（患者だけでなく、職場の人達やまわりの人に対して）【診療所（歯科以外含む）/兵庫県】 

9. 向学心【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

10. ホスピタリティーな精神、素直さがあれば技術力の高さは関係ない 
各医院、施設にて教育、養成することができる。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

11. 自分で考えて行動する積極性【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

12. 明るい、素直、勉強好き【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

13. 医療人としての患者さんを治してあげるではなく、心からよりそうことのできる人材【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

14. 自分自身を知っている事、又は知ろうとする気持ち【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

15. 協調性【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

16. 職場環境に適応性があること。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

17. ・自分の仕事に誇りを持って高みを目指す 
・人を思いやる気持ち【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

18. 何事にも一生懸命に素直に取り組める能力【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

19. 笑顔ができる【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

20. 素直さ【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

21. 歯科医療に対する重要性と誇りを自覚している。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

22. 
患者様の気持ちに寄り添える「思いやり」とても大切です。 
又、チームでの仕事なので「他の方の悪口を言う方」、「不平不満の多い方」は採用しません。 
知識・技術以上に人間性が大事と思っています。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

23. 仕事というものに対する考え方、社会人としての心構え。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 
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24. 協調性【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

25. 優しさ 患者さんを大事にする心【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

26. 前向きで向上心のある方【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

27. 礼儀、マナー、接遇、協調性【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

28. 大人として他人とコミュニケーションをとれること、”働く”という意識責任をもっていること【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

29. 適応能力【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

30. 向上心【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

31. 素直な姿勢、笑顔がどんな知識・技術よりも大切だと思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

32. スタッフ同士を尊重し、協調性が必要。医療人としてのプロ意識【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

33. 歯科衛生士として知識・技術の更新、研鑽を行う資質（心構え）を備えている【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

34. 何事にも努力する前向きな気持ち【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

35. とくにありません【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

36. 社会的使命感・他者を思いやる心【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

37. 自分を高める志【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

38. 他職種の人とも接する事が多い為、協調性が必要と思われます。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

39. 素直さ【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

40. 他の方からの助言などをきちんと聞こうとする素直さ 
上記（１）～（５）がなくても良いので「素直さ」が必要です。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

41. 専門的な知識に関しては、教育することが出来ますが、人とのコミュニケーションスキルや忍耐力等は備わっていて欲しいです。【歯科クリ

ニック・診療所/兵庫県】 

42. 様々な患者さんに合わした柔軟な対応力。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

43. 社会人としての一般常識【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

44. 
部活やイベントでの成功体験 
何かに熱心に取り組む経験 
主体性の大切さ、人間関係の技術【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

45. 優しさ・思いやり【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

46. お互いがお互いを思いやる心 
（スタッフ間や患者との関係など）【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

47. ・基本的な挨拶や礼儀を身につけていること 
・心身ともに健康であること【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

48. 協調性【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

49. スタッフや患者との協調性です。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

50. 
・報、連、相ができる 
・優先順位が瞬時に判断できる 
・時間の大切さ、概念がわかっている【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

51. 自分とは異なる立場の人間の痛みや苦痛を理解する想像力、もしくは想像しようという努力の心がけ【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

52. 思いやりや気遣いなど、社会の中では一人一人が対人影響力をもたらしますが、良い方の影響力を備えておられることが望ましいと思いま

す。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

53. 医療ですが接客業的要素が大きいと思っていますので、コミュニケーション能力が大切なのではないかと考えます。【歯科クリニック・診療所

/兵庫県】 

54. 他の人の事を思い遣りができる事が必要かと思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

55. 向上心。卒後の継続的な学習意欲。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

56. ・人の気持ちになり、物事を考えられる人間性【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

57. これから社会人として、成長していく過程における謙虚さ及び柔軟性【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

58. 正直さ【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 
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59. 社会人としての常識を備えていること（あいさつや敬語など）【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

60. 状況に応じた判断力、機転の効かせ方【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

61. 歯科医に対して反対意見を言わないこと。自分の考えで勝手にすすめないこと。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

62. 物事に対峙する時の真摯な態度【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

63. 明るく ほがらかであること【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

64. 人の痛みがわかる優しい人【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

65. 向上心を持って業務に取り組む姿勢【病院/兵庫県】 

66. 他のスタッフや他職種と協力しあうこと、患者の助けとなることを「喜び」「やりがい」と感じることができる【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

67. Kr と同じ目線の高さで接する事ができる事【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

68. 自立性・協調性・自発性【社会福祉施設/大阪府】 

69. 医療に関わる者としてのその適応能力（テスト）や人としての常識があるかどうか、とても重要だと思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫

県】 

70. 周囲の状況を適格に判断して適切に言動できること。 
気配り。何をすべきかを考えられる能力。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

71. 歯科衛生士も人間性が必要な時代に突入しています。人としてまず話ができ、患者さんの求めることを感じとることができる人に当院では来

て頂きたいです。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

72. 在宅歯科医療におけるオーラルマネジメント対応力【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

73. 周りが見えている。 
気がつかえる。敬語が使える。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

74. プレゼン能力【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

75. 常識、マナー【歯科クリニック・診療所/大阪府】 

76. 仕事に対する熱意【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

77. ホスピタリティー精神を有する方であれば医療人としてすばらしい能力だと思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

78. 社会人としての常識 
はたらくということ、雇用されているということに対する常識【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

79. 協調性を有している方が望ましいと思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

80. 協調性（歯科医院ではチームワークが重要なので）【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

81. 常識・思いやり・行動力【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

82. 仕事を楽しむ能力【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

83. 向上心【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

84. 礼儀正しさ、マナー、バランス感覚【公的機関/兵庫県】 

85. スタッフ間の協調性が必要で、コミュニケーションがとれて明るく誰とでも話しができるような方が望ましい。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 
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問 8 以降は、大手前大学「歯科衛生学科（仮称）」の概要を見た上での回答を求めた。 

   
問８ 大手前短期大学「歯科衛生学科(仮称)」の養成する人材像、学科特色についての評価をお答えください。 

（あてはまるもの一つにチェックをお願いします） 

選択項目 回答数 構成比 

1.  大変評価する 152 53.3% 

2.  ある程度評価する 92 32.3% 

3. あまり評価しない 2 0.7% 

4. 全く評価しない 0 0.0% 

5. わからない 32 11.2% 

 （無回答） 7 2.5% 

 合計 285 100.0% 

 
問９ 大手前短期大学「歯科衛生学科(仮称)」が養成する人材(歯科衛生士)を、貴医院・貴施設・貴社 

において採用したいと思われますか。（あてはまるもの一つにチェックをお願いします） 

選択項目 回答数 構成比 

1.  採用したい 190 66.7% 

2.  採用しない 8 2.8% 

3. わからない 80 28.1% 

 （無回答） 7 2.5% 

 合計 281 100.0% 

「採用したい」とした 190 箇所の施設等種類別（問 1 結果別）内訳は、「歯科クリニック・診療所」183 箇所のほか、 

 「診療所（歯科以外含む）」1 箇所、「病院」3 箇所、「社会福祉施設」1 箇所、「企業」2 箇所である。 

 

（問９ で）「採用したい」とご回答された場合、よろしければ採用可能な人数をお答えください。 

提示人数 回答数 人数合計 

  １人 93 93 

  ２人 66 132 

  ３人 9 27 

  ４人 3 12 

  ５人 2 10 

  ７人 1 7 

 （無回答） 16 - 

 合計 190 281 

人数合計 281 人の施設等種類別（問 1 結果別）内訳は、「歯科クリニック・診療所」273 人のほか、 

 「診療所（歯科以外含む）」1 人、「病院」3 人、「社会福祉施設」1 人、「企業」3 人である。 
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問 10 大手前短期大学「歯科衛生学科(仮称)」について期待される点、ご要望等がありましたら、 
ご自由にご記入ください。（自由記述となります） 

※ 84 箇所から回答を得た。以下、回答内容を掲載（原文通り）。順不同。【】内は【施設種類 / 所在地】を示す。 

1. 一般教養と社会人としてのマナーを備えた人材を育成していただきたい。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

2. 
即戦力になる衛生士を送り出して下さい。 

口腔内写真撮影、TBC、PTC、PMTC、シャープニング、スクリーニング、SRPについて実践できる卒業生を期待しま

す。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

3. 大いに期待しています【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

4. 歯科医療に役立つ人材を育てて下さい。【診療所（歯科以外含む）/兵庫県】 

5. 歯科医院は常に衛生士不足なので、できるだけ迅速に衛生士を送り出してほしい。【歯科クリニック・診療所/兵

庫県】 

6. 
全身の健康管理におけるヒューマンケア能力の育成について大変共感します。今後日本において口腔ケアが今よ

りも更に期待されると思うが、その中で全身管理は必須項目となるので、より力を入れていきたいと考えていま

す。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

7. 患者さんの立場に立った歯科衛生士を育成して頂きたいと思っております。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

8. 
現状の歯科衛生士学校は、知識・技術優先の教育になっていると思います。これからの医療で求められる人材は、

コミュニケーション能力（聞く技術・伝える技術）が大いに必要と思われます。 

こちらを充分に教育頂けましたらと思っております。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

9. 
衛生士としての能力は仕事に入ってからでも十分に成長すると考えています。大学では医療にたずさわる仕事に

つくという事をしっかり教えて頂き、人間力をアップさせて頂ければと思います。【歯科クリニック・診療所/兵

庫県】 

10. 

兵庫県に歯科衛生士学校が増えてとても喜ばしいです。最近の子は問７の１，２が欠けている方が多いように思

います。 

そのあたりも学生生活の中で（実習等で）習得してもらえると、就職した後も長く勤めて色んな事を習得できる

のではないかなと思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

11. 
他の学校にはないことを取り入れ養成していただきたい。 

（ホスピタリティーとコミュニケーション能力が高い人材を養成していただけることに期待しております）【歯科

クリニック・診療所/兵庫県】 

12. 小さな役場ですので、現在歯科衛生士さんはいません。また採用予定はありません。【公的機関/兵庫県】 

13. 

現在歯科界では予防中心の医療を行うことで国民の口腔健康の向上を掲げていますが、その担い手である歯科衛

生士が圧倒的に不足しています。 

従業員としてというよりも歯科医師の最大のパートナーとしての衛生士を育成してくださる事を切に期待してお

ります。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

14. 西宮で臨床と経験をつみ、御結婚されても、又御自身のライフワークにしていただきたい。【歯科クリニック・診

療所/兵庫県】 

15. 地元、西宮市歯科医師会の事業に密に関連されることを望む。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

16. 弊社は関西に１０侏歯科医院を経営しておりますので、人材にあった場所を提供可能です。ご連絡お待ちしてお

ります。【歯科クリニック・診療所/大阪府】 

17. 

最近当院ではスタッフの教育に力を入れております。 

その中で特に感じることは「何事にも素直にまじめに楽しく取り組める人はのみこみ方が早く医院を明るくする

力を持っている」ということです。 

技術的な勉強も大切ですが、是非ヒューマンスキルをきたえる為の勉強をして欲しいと思います。ヒューマンス

キルをきたえることが学びだけでなく、人生を楽しく過ごすことに大きな役割をはたすことを是非おしえてあげ

て欲しいと思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

18. 技術・知識は勤務後につける事ができるので、人と話をする、受け答えをしっかりする、ホウ・レン・ソウが素

直にできる子を育てる事が一番大切だと思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 
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19. 実習先等お声がけ頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

20. 口腔ケアやオーラルリハビリテーションに対する実習を充実させてほしい。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

21. 在学中に「働くこととは」について、本人達に考えて頂き、社会に出て欲しいです。 

又、社会人としての最低限のマナーについても教えて頂けると有難いです。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

22. 
お世話になります。歯科という業態では歯科衛生士の果たす役割は大きく、なくてはならない存在であります。 

貴大学において、その人材を育成されるということは大変すばらしいことだと思います。当院では微力ながら、

歯科衛生士の育成に貢献できればと思っております。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

23. 早く設立されることを希望しています【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

24. 歯科衛生士は医院にとって不可欠なものなので優秀な衛生士を育てて頂き、採用したいと思っています。【歯科ク

リニック・診療所/兵庫県】 

25. 口腔ケアーを通して社会に貢献出来る人材育成を期待します。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

26. 国家試験に合格するための勉強はもちろん必要であると考えます。一方で DHとして、エビデンスベースとして最

小限の知識を知ってもらいたいと考えます。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

27. 

歯科業界での慢性的な衛生士不足を解消していただきたい。クリニック間で取り合っているような現状であり、

求人を月に何万円をかけても応募がこない。特に兵庫県内に衛生士学校が少ないのも理由の１つかと思われるの

で、非常に期待しております。稲野キャンパス全体を衛生士学科（定員を増やして）、加えて歯科技師士学科（歯

科技師士も大いに不足していると感じております）にしてもいいくらいかと思います。 

臨床実習生の受け入れ先になる等協力できることはさせて頂きたいです。応援しています。【歯科クリニック・診

療所/兵庫県】 

28. 衛生士不足は顕著です 

是非設立願います【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

29. 従来の歯科医療に加え、先進医療や他職種と連携できるだけの知識や技術を習得できる衛生士の育成。【歯科クリ

ニック・診療所/兵庫県】 

30. 
歯科衛生士は歯科、日本国民（2025年問題、介護）のためかなり重要必須な職業です。 

学生時代より一人の人間として勉学はもちろん、チームとして人の役に立つことを自ら探せる人材を求めます。

笑顔で素直に。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

31. 阪神間の中核をなす学部になる事を期待しており、応援しております。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

32. 人間的に明るく、健康で、思いやりのある歯科衛生士さん（社会人）となるような教育して欲しいです。技量等

はあとからついてくると思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

33. 口腔環境の改善により全身健康状態へアプローチとなる事で社会貢献も高く、やりがいのある職業である事をお

伝え頂きたいと思っております。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

34. 歯科衛生学を含め、このような学問に積極的に携わり、臨床においては仕事に従事する十分な責任感を養ってほ

しい。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

35. 衛生士のスキルよりも人間の基礎的部分（まさにコミュニケーション）を大事にして育成して頂けるとうれしい

です。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

36. 人間性豊かな人を育てて下さい。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

37. 総合大学の歯科衛生士学科なので、幅広い知識を持った歯科衛生士を輩出していただきたい。【歯科クリニック・

診療所/兵庫県】 

38. 既存の歯科医療への概念を捨て、今後本当に日本の歯科医療に何が必要なのかを広い視点で見せてあげて下さい。 

応援しております。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

39. 

ぜひ現実化して頂きたいです！ 

現在歯科衛生士さんの採用は５～１０倍だと言われています。当院も関西全ての学校に５年間募集し続けていま

すが、採用出来ていません。取り合い状態です。給料もほとんど２５万円以上で恵まれていると思います。 

期待しています。もし現実化するなら、当院を実習先医院として使って頂いて構いません。 

【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

40. 医療人として最低限の見た目（茶髪、派手なメイクなど）を気にすることのできる人材を育ててほしい。【歯科ク

リニック・診療所/兵庫県】 
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41. 大阪の中津駅から、神戸の花隈駅に間に衛生士学校がなかったので、開校されること、歓迎しています。衛生士

を目指す学生が一人でも多くなることを望んでいます。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

42. 

医療の世界は厳しく、自信をなくしてしまう歯科衛生士も多く、同じところに勤め続けていなかったり、違う仕

事をしている人も多い。 

自己概念を高めたり、選択理論心理学など、人生に役立つ能力の開発を若い時から学んでいると良いと思う。 

むし歯・歯周病のほとんどは予防できるものであり、その予防の中核を担う職業が歯科衛生士である。健康教育

を通じて、むし歯・歯周病のない健康な歯を８０才まで２８本残して、世の中の健康寿命を伸ばして、歯科衛生

士がなりたい職業の上位になる社会にしていきたいです！【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

43. 学院で就職説明会などの機会を与えて欲しい。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

44. 礼儀や一般教養 

末永く”歯科”に興味を抱き続けられるような教育【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

45. 歯科衛生士である前に一人に人間として、上記問７のような人を育ててほしい。【歯科クリニック・診療所/兵庫

県】 

46. 
・パソコン技術（ワード、エクセル、パワーポイント） 

・新聞を読む 

・本を読む（小説ではない）【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

47. プロ意識の高い歯科衛生士さんの育成を期待しております。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

48. 
衛生士不足でたいへん苦労しているので新設されることはたいへんたすかります。 

衛生士の養成と卒後の就職サポート（新卒 DHが就職する際に求人票だけでが不安だと思いますので、医院による

プレゼンの場を秋にぐらいに作っていただけたらと思います）【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

49. 歯科業界のおもしろさ、自分の能力次第で開拓できるという考え方など、希望を持てる教育を期待しています。

【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

50. 
兵庫県に歯科衛生士学校がなくなり、人手不足です。 

ぜひ多くの人材を育成してほしい。アルバイト（歯科助手）さんとしてもぜひ派遣して下さい。 

技術的なことより人間として、人として育成してほしい。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

51. 
阪神地域の歯科衛生士学科が少なかったので、この地域の有資格者に期待しています。 

待遇面において、看護士についでめぐまれていること等のプロパガンダを学生に対しておこなっていただき、定

員割れせず入学、卒業、国試合格させていただきたいと思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

52. 

是非歯科衛生士学科の開設を実現させて頂きたく思います。歯科衛生士はやりがいが十分にある職業だと思いま

すが歯科医院数に対して絶対数が不足しています。 

結婚、出産のタイミングでお仕事をお辞めになる方も多いのが現状です。当院では産後の復職するスタッフも多

く在籍しております。 

貴校でも資格をとるまでの教育に留まらず、一生涯のやり甲斐のある職業として学校でお話頂き、そういう歯科

衛生士が増えることに期待しております。 

よろしくお願い致します。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

53. もし可能なら実習施設にして欲しいです。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

54. 

対人での仕事になりますので、大学等でのサークル活動や他学部の方との触れあいは仕事にもプライベートにも

後に大きく役立つと思います。 

貴大学のように小さい頃からも教育に経験がある教育機関であれば有望な人材を育成できると思います。 

【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

55. チャレンジ精神旺盛な人材を育てて下さい【企業/大阪府】 

56. 

昨今開業医院での歯科衛生士不足が深刻であるため、貴大学の歯科衛生士学科の設立には大変興味があります。 

あまり高度な技術や資格を取得されると、一開業医院へ就職しなくなるのではという懸念がおきてきます。実務

は就職してから十分に身につきますので、とりあえずどんどん衛生士の数を増やして欲しいというのが開業医院

の考えるところであります。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

57. 問７における項目、及びこれから社会人としていろいろなことを覚えていくことに対する積極性を養っていける

ような教育を期待したいです。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

58. 
基礎的な事項は身につけさせて欲しいです 

医療は失敗が許されない職場となるので、ある程度厳しく指導してもらった方が、覚悟をもって仕事にとりくん

でいただけるのではと考えます。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 
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59. 学生さんのアルバイトは将来を考え、歯科医院をお勧めします。大学で専門的知識を学ぶ上で、見て学ぶことは

大事です。実習に入る時に自信が持てると思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

60. 人の目を見て、しっかりと話せること 

自分の意見をもちつつも、組織に合わせられること。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

61. 

専門的知識をもっていることは大切ですが、みなさん（患者さん、もともといるスタッフ、地域の人）と仲良く

なれることが一番大切だと感じています。 

コミュニケーションはこれからもずっと大切なことです。そんな衛生士をめざしてほしいです。【歯科クリニック・

診療所/兵庫県】 

62. 

衛生士という仕事は人の健康に貢献できる大切な仕事であるが、現在当院だけでなく多くのクリニックで人材不

足は慢性化している。当院では子育てが一段落した４０代以上のパートさんがメインで活躍しているが、若手が

不在である。今後の歯科に求められる社会的ニーズにも答えることができる若手 DH の育成を期待したい。【歯科

クリニック・診療所/兵庫県】 

63. 
新卒の衛生士さんに是非働いて頂き、育成に力を注いでいきたいと考えています。 

若い世代の衛生士さん達が歯科にもっと貢献していくために協力できると嬉しいです。【歯科クリニック・診療所

/兵庫県】 

64. 地域医療に多いに期待しています。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

65. 

結婚や出産でいったん離れてしまってもまた復職したいと考える人材を育ててほしい。 

ほんとうの DH の仕事のやりがい、楽しさを知ることができるような実習先・講師陣をそろえてほしい。 

DH は数年でやめていく、入れかわるものと考える講師、教育ではそれは伝わらないと思うので。【歯科クリニッ

ク・診療所/兵庫県】 

66. 歯科先進国の衛生士と同様の質を備えた人を育てて下さい。【企業/その他】 

67. 
当施設では歯科衛生士の配置は絶対的ではありませんので採用予定はありませんが、専門職の大卒が多くなるこ

とは、知識レベルだけではなく私生活で経験値 up を期待しています。知識と教養の向上を望みます。【社会福祉

施設/大阪府】 

68. 昨今、DHの需要がありますが不足しているのが現状です。大変重要な職業のひとつであるので、貴大学にて立派

な素敵な DHが１人でも多く育つのを楽しみに待っています。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

69. 専門的な知識はもちろんの事、歯科衛生士としての資質も学生の間に身につけて欲しいと思います。【歯科クリニ

ック・診療所/兵庫県】 

70. 
患者さんに喜んでもらえることが医療人として最高の喜びであることを生徒さんに教えて欲しいです。実習や実

地では始める前に”最初はできないけど当たり前”と伝えて、落ちこまないようにしてあげて欲しいです。【歯科

クリニック・診療所/兵庫県】 

71. 資質をのばすこと、技術を学ぶことも大事ですが、歯科衛生士となっても謙虚な気持ちを持って働けるような方

を育てて頂けるよう貴校に期待いたします。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

72. 歯科衛生士を特に必要としない業種であるため上記のような回答となっております。【公的機関/兵庫県】 

73. 専門学校との差別化【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

74. 

当院は本院が篠山市にあり兵庫県の北部の地域でも歯科衛生士になりたいという学生が多くいます。ただ専門学

校や大学に大阪方面へ交通の関係上通っていかざるを得ない状況です。 

貴学の歯科衛生学科が新設されれば兵庫県北部及び京都府南部（丹波市・福知山市）の学生にとってもっと身近

な職業になり得るのではないかと思います。大阪でも有名な大手前短期大学ですので保護者や学生から支持され

ることは言うまでもないので兵庫県の歯科衛生士を志望する学生の力になって下さい。【歯科クリニック・診療所

/兵庫県】 

75. 

近年はたらく若者の質の低下が目立ちます。 

歯科業界に限った話ではないが、歯科の医療現場においては人間の体を扱うことを考えるとその意識が非常に求

められるため、知識や技術よりもそういった面の教育を重要視していただきたい。【歯科クリニック・診療所/兵

庫県】 

76. 歯科医院ではチームワークが重要であると思いますので、協調性のある歯科衛生士さんが育つ教育を行う大学を

希望します。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

77. 向上心があり、協調性も備えている歯科衛生士さんが育つ様な学校教育を期待しています。【歯科クリニック・診

療所/兵庫県】 
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78. 向上心・調和・コミュニケーションのとれる衛生士さんの養成を期待しています。【歯科クリニック・診療所/兵

庫県】 

79. 就活サイトなどで人材をみたい。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

80. 阪神地区で働く歯科衛生士を多数輩出して頂きたいと思います。【歯科クリニック・診療所/兵庫県】 

81. 人に「寄り添える」という人材が少ない最近の現象かと思われます。 

寄り添うという観点からの教育を要望いたします。【公的機関/兵庫県】 

82. 狭い室内での仕事で一日従事するので、先ずあかるくて元気な学生を期待します。【歯科クリニック・診療所/兵

庫県】 

83. 毎年衛生士さんの採用に困っています。教育なさる人数が多い程、有難いです。【歯科クリニック・診療所/兵庫

県】 

84. 介護老人福祉施設なので、採用等については分かりかねます。【社会福祉施設/兵庫県】 
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３．「設置構想についての人材需要アンケート調査」集計結果のポイント 
 

※「構成比」（％）はいずれも、小数点第二位を四捨五入。 

 
Point 
１ 

兵庫県内の歯科クリニックはじめ、公的機関、企業、社会福祉施設、病院など、 
歯科衛生士が活躍する現場を中心とした 285 箇所が回答。 
 

大手前短期大学が 2020 年度に設置予定の「歯科衛生学科（仮称）」に係る「設置構想についての人材

需要アンケート調査」において返送を得た有効回答 285 件の集計を行った。その結果、業種別でみた場

合、最も回答数が多かったのは「歯科クリニック・診療所」で 227 箇所（全体の 79.6%）であった。そ

の他 58 箇所（同 20.4%）のうち「公的機関」「企業」が各 17 箇所（同 6.0%）、「社会福祉施設」11 箇所

（同 3.9%）、「病院」9 箇所（同 3.2%）であった。所在地（企業の場合は本社所在地）については、最も

回答が多かったのは「兵庫県」261 箇所（同 91.6%）、次いで「大阪府」12 箇所（同 4.2%）、「その他」8
箇所（同 2.8%）であった。 
歯科衛生士の勤務人数は 244 箇所が 1 人以上の人数を挙げ、勤務人数の合計は 1,634 人であった。そ

のうち 2018 年度中に新卒採用したとして 1 人以上の人数を上げたのは 72 箇所で、採用人数の合計は

118 人であった。 
歯科衛生士の充足状況については、「大きく不足している」が 52 箇所（同 18.2％）、「やや不足してい

る」が 117 箇所（同 41.1％）であった。合計すると 169 箇所（同 59.3％）が歯科衛生士は不足している

との認識を示した。 
また今後 4 年間での歯科衛生士の採用については、「検討している」が 220 箇所（同 77.2％）であっ

た。そのうち、「定期採用」が 85 箇所（採用を「検討している」220 箇所のうち 38.6％）で、「欠員補充」

が 104 箇所（同 47.3％）であった。 
さらに今後の新卒採用の出身別（学歴）については、「採用は人材次第なので、特にこだわらない」と

の回答が 223 箇所（全体の 78.2%）で最も多かった一方で、「短期大学の卒業生を中心に採用していきた

い」8 箇所が、「4 年制大学の卒業生を中心に採用していきたい」6 箇所、「専門学校の卒業生を中心に採

用していきたい」4 箇所を上回った。 
 

【グラフ】回答元について 
 

業種 ＜問 1 結果より＞ 

 

 

所在地 ＜問 2 結果より＞ 

 N=285 箇所 N=285 箇所 
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勤務する歯科衛生士数および 2018 年度採用数  
＜問 3 結果より＞ 

 

 

歯科衛生士の充足状況 ＜問 4 結果より＞ 

 
 

今後 4 年間の歯科衛生士採用の検討状況 ＜問 5 結果より＞ 

 

 

今後の歯科衛生士の新卒採用について ＜問 6 結果より抜粋＞ 

 
 
 

Point 
２ 

現場が求めるのは、歯科衛生の専門的知識・技術についての基礎的な資質・素養と 
高いコミュニケーション能力を兼ね備えた歯科衛生士。 
 

歯科衛生士の採用にあたり、有していることが望ましい能力等については具体的な項目を設問で提示

し回答を得た。その結果、「社会に暮らす人々の多様性を理解・受容し、コミュニケーションを円滑に行

うことができる」は「大いに必要である」213 箇所（同 74.7%）、「必要である」60 箇所（同 21.1%）で

あった。合計すると 273 箇所（同 95.8%）が必要との認識を示した。「多少の困難では挫折しない、精神

的・肉体的な強さを有している」は「大いに必要である」118 箇所（同 41.4%）、「必要である」150 箇所

（同 52.6%）であった。合計すると 268 箇所（同 94.0%）が必要との認識を示した。「歯科衛生の専門的

知識・技術についての基礎的な資質・素養を備えている」は「大いに必要である」104 箇所（同 36.5%）、

「必要である」154 箇所（同 54.0%）であった。合計すると 258 箇所（同 90.5%）が必要との認識を示

した。「歯科衛生の専門的知識・技術についての高度な資質・素養を備えている」は「大いに必要である」

32 箇所（同 11.2%）、「必要である」125 箇所（同 43.9%）であった。合計すると 157 箇所（同 55.1%）

が必要との認識を示した。「豊かな感性を持ち、幅広い知識・教養を身につけている」は「大いに必要で

ある」83 箇所（同 29.1%）、「必要である」166 箇所（同 58.2%）であった。合計すると 249 箇所（同

87.4%）が必要との認識を示した。 

N=285 箇所 N=285 箇所 

N=285 箇所 
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以上を踏まえると、歯科衛生士の採用にあたっては、歯科衛生の専門的知識・技術についての基礎的な

資質・素養を備えつつ、高いコミュニケーション能力を持った歯科衛生士が広く求められる状況が伺え

る。 
 

【グラフ】新卒歯科衛生士が有していることが望ましいと思われる能力等 <問 7(1)～(5)結果より> 
 

（１）社会に暮らす人々の多様性を理解・受容し、 
コミュニケーションを円滑に行うことができる 

<問 7(1)結果より> 

 

 

（２）多少の困難では挫折しない、 
精神的・肉体的な強さを有している。 

<問 7(2)結果より> 

 
 

（３）歯科衛生の専門的知識・技術についての 
基礎的な資質・素養を備えている 

<問 7(3)結果より> 

 

 

（４）歯科衛生の専門的知識・技術についての 
高度な資質・素養を備えている 

<問 7(4)結果より> 

 
 

（5）豊かな感性を持ち、 
幅広い知識・教養を身につけている。 

<問 7(5)結果より> 

 

 

 

 

N=285 箇所 N=285 箇所 

N=285 箇所 N=285 箇所 

N=285 箇所 
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Point 
3 

「歯科衛生学科（仮称）」の養成する人材・学科特色について 8 割超が評価するとし、 

7 割近い 190 箇所が卒業生を「採用したい」とした上で計 281 人の採用意欲。 
 

大手前短期大学が設置予定の「歯科衛生学科（仮称）」の概要を示し、養成する人材・学科特色の評価

について回答を求めた。その結果、「大変評価する」152 箇所（全体の 53.3%）、「ある程度評価する」92
箇所（同 32.3%）であった。合計すると、全体の 8 割を超える 244 箇所（同 85.6%）が「歯科衛生学科

（仮称）」の養成する人材・学科特色を評価する結果となった。また、卒業生については 7 割近い 190 箇

所（同 66.7%）が「採用したい」とする結果となった。また、「採用したい」とした上で提示された採用

可能人数は、入学定員 70 名を大きく上回る 281 人であった。 
 

【グラフ】大手前短期大学「歯科衛生学科」が養成する人材の評価・採用意向について 
 

「歯科衛生学科(仮称)」が養成する人材像・学科特色の評価 
＜問 8 結果より＞ 

 

 
養成する人材の採用意向 ＜問 9 結果より＞ 

 

 
 

養成する人材の採用可能人数 ＜問 9 結果より＞ 

 

N=285 箇所 
 

N=285 箇所 

N=190 箇所 
※問 9 で採用意向を示した回答数 
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【添付資料】 

「設置構想についての人材需要アンケート調査」 
 

  



 

22 
 

 



23 

記入例を参考にご回答ください。

問 1 貴医院・貴施設・貴社についてあてはまるものをお答えください。 
（あてはまるもの一つにチェックをお願いします）

歯科クリニック・診療所 診療所（歯科以外含む）

病院 社会福祉施設 公的機関

企業 ※よろしければ業種をご記入ください。

その他 ※よろしければ業種をご記入ください。

問 2 貴医院・貴施設の所在地または貴社の本社所在地をお答えください。 
（あてはまるもの一つにチェックをお願いします）

兵庫県 大阪府 京都府

奈良県 滋賀県 和歌山県

その他 ※よろしければ都道府県名をご記入ください。

問 3 貴医院・貴施設・貴社において勤務されている歯科衛生士の人数、またそのうち 2018 年度に 
採用された新卒の歯科衛生士の人数をお答えください。

（歯科衛生士が勤務されている場合のみ人数をご記入ください）

人（うち、2018 年度採用の新卒の歯科衛生士 人）

大手前短期大学 歯科衛生学科 (仮称)

2020 年 4 月開設にむけ 設 置 構 想 中 

設 置 構 想 に つ い て の 人 材 需 要 ア ン ケ ー ト 調 査 
（対象：人事・採用ご担当者様）

大手前短期大学は 2020 年 4 月、さくら夙川キャンパス（兵庫県西宮市御茶家所町 6-42）に歯科衛生学科（仮称／3 年制・入学定員

70 名を予定）の設置を構想しています。歯科衛生学科（仮称）においては、幅広い視野から健康をとらえ、口腔ケアのための確かな技術

とヒューマンケア能力を持つ歯科衛生士を養成することを目的とします。 

大手前短期大学ではこのアンケート調査を通して、将来的な歯科衛生学科（仮称）卒業生の採用について皆様からご意見をお聞き

し、設置構想の参考とさせていただきたいと考えています。ご回答いただいた皆様から得られた情報は大手前短期大学 歯科衛生学科

（仮称）の設置構想に係る統計資料としてのみ活用いたします。 

ご多用の折、お手数ではございますがアンケート調査へのご協力を、謹んでお願い申し上げます。 

※このアンケート調査は大手前短期大学から委託された第三者機関（株式会社紀伊國屋書店・株式会社高等教育総合研究所）が実施しています。
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問 4 貴医院・貴施設・貴社における歯科衛生士の充足状況についてお答えください。 
（あてはまるもの一つにチェックをお願いします）

大きく不足している やや不足している 適度に充足している

過剰である わからない

問 5 貴医院・貴施設・貴社において今後 4 年間で、歯科衛生士の採用を検討されていますか。 
（あてはまるもの一つにチェックの上、「検討している」場合はその理由をお答えください） 

検討している 検討していない

「検討している」とご回答された場合、理由として最もあてはまるもの一つにチェックをお願いします。 

定期採用     欠員補充 その他 ※よろしければその理由をご記入ください。

問 6 貴医院・貴施設・貴社における今後の歯科衛生士の新卒採用についてお答えください。 
（あてはまるもの一つにチェックをお願いします）

４年制大学の卒業生を中心に採用していきたい

短期大学の卒業生を中心に採用していきたい

専門学校の卒業生を中心に採用していきたい

大学、短期大学、専修学校の卒業生をバランスよく採用していきたい

採用は人材次第なので、特にこだわらない

わからない

問 7 貴医院・貴施設・貴社における歯科衛生士の採用にあたり、有していることが望ましいと 
思われる能力等についてお答えください。

（それぞれ、あてはまるもの一つにチェックをお願いします）

（1）社会に暮らす人々の多様性を理解・受容し、コミュニケーションを円滑に行うことができる。

大いに必要である  必要である  あまり必要ではない

まったく必要ではない わからない

（2）多少の困難では挫折しない、精神的・肉体的な強さを有している。

大いに必要である 必要である あまり必要ではない

まったく必要ではない わからない

（3）歯科衛生の専門的知識・技術についての基礎的な資質・素養を備えている。

大いに必要である 必要である あまり必要ではない

まったく必要ではない わからない
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（4）歯科衛生の専門的知識・技術についての高度な資質・素養を備えている。

大いに必要である 必要である あまり必要ではない

まったく必要ではない わからない

（5）豊かな感性を持ち、幅広い知識・教養を身につけている。

大いに必要である 必要である あまり必要ではない

まったく必要ではない わからない

問 7(1)～(5)以外に有していることが望ましいと思われる能力等があれば、ご記入ください。 

問 8 大手前短期大学「歯科衛生学科(仮称)」の養成する人材像、学科特色についての評価をお答え 
ください。（あてはまるもの一つにチェックをお願いします）

大変評価する ある程度評価する あまり評価しない

全く評価しない わからない

問 9 大手前短期大学「歯科衛生学科(仮称)」が養成する人材(歯科衛生士)を、貴医院・貴施設・貴社 
において採用したいと思われますか。（あてはまるもの一つにチェックをお願いします） 

採用したい 採用しない わからない

「採用したい」とご回答された場合、よろしければ採用可能な人数をお答えください。 人

問 10 大手前短期大学「歯科衛生学科(仮称)」について期待される点、ご要望等がありましたら、 

ご自由にご記入ください。（自由記述となります）

問 8 以降は裏面 4 ページ 大手前短期大学「歯科衛生学科（仮称）」の概要 をご覧の上でお答えください。 

質問は以上となります。ご協力いただき、ありがとうございました。



設置構想中

上記内容は構想中の内容であり、今後変更となる場合があります。

歯科衛生学科

卒
業
後
の
進
路

学

科

の

概

要

（仮称）

学

び

の

特

色

２０２０年４月１日（予定）

大手前短期大学 さくら夙川キャンパス（予定）

（兵庫県西宮市御茶家所町6-42）

３年

７０名（収容定員： ２１０名） （予定）

短期大学士（歯科衛生学）

歯科衛生士国家試験受験資格

２級医療秘書実務能力認定試験（受験資格）

介護職員初任者研修資格取得（資格取得には条件があります）

幅広い視野から健康を捉え、口腔ケアのための確かな技術とヒューマンケア能力を身につけた歯科衛生士

開 設 時 期

開 設 場 所

修 業 年 限

入 学 定 員

取 得 学 位

取 得 資 格

目指せる資格

養成する人材

:

:

:

:

:

:

：

：

専門知識・高度な技術＋幅広い知識の習得

国家資格取得へ充実のサポート

幅広い資格取得への対応

本短期大学ならではの幅広い教養と専門的知識と併せ、歯科衛生士としての高度な技術の習得を目指します。健康維持や疾病から

の回復をサポートするため、人間理解力やコミュニケーション能力の習得とあわせ医療倫理を学び、医療専門職として豊かな人間性と

幅広い視野を身につけます。

少人数教育による、きめ細かな指導や充実した国家試験対策により、国家試験合格率100％を目指します。

希望者には２級医療秘書実務能力認定試験の受験資格、介護職員初任者研修の資格取得が可能です。（受験資格、資格取得には

条件があります）。

大手前短期大学 歯科衛生学科(仮称)を卒業後は、以下の進路が見込まれます
● 歯科クリニック・診療所 ● 総合病院 ● 社会福祉施設 ● 地方自治体 ● 保健センター

● 一般企業（口腔ケア用品を扱う企業） 等

大手前大学（学内併設大学）との連携
大手前大学の医療系学部である国際看護学部（2019年4月開設）、健康栄養学部との連携を視野に、全身の健康管理におけるヒュー

マンケア能力を身につけます。

学

科

設

置

の

背

景

「健康日本２１（第二次）」にむけて
日本は急激な高齢化が進み、2018年には65歳以上の高齢者が3,522万人、総人口の27.8％を占め、超高齢化社会の到来が予測

されています（総務省統計局調べ）。このような中、人々の健康保持・増進を支援するため2000年に「21世紀における国民健康づくり

運動（健康日本２１）」が、2002年には「健康増進法」が制定されるなど国民の健康に対する法的整備が行われ、現在も引き続き「健康

日本２１（第二次）」として進められています。

お口の健康をサポートする歯科衛生士
近年、多くの調査研究から「歯と口腔（口）の健康」が「全身の健康」と深い関係があることが明らかになり、「歯科衛生士」の役割に関心

が高まり、その活躍の場も広がりをみせています。日本の「歯科衛生士」の養成は、2004年の省令改正を受け、２年であった修業年限を

３年以上としました。これにより当初の保健所歯科活動の直接の担い手としての「歯科予防処置」のみの業務内容から「歯科診療補助」

及び「歯科保健指導」の業務が新たに加えられ、「歯科衛生士」の業務内容・範囲は飛躍的に拡大しました。「歯科衛生士」は、「お口の

健康エキスパート」として、法律で定められているこれら三つの業務を担うことになりました。

2020年 歯科衛生学科(仮称) 設置構想中
大手前短期大学では、2020年４月を目途に新たな学科として「歯科衛生学科（仮称）」（３年制）の設置を構想しています。「歯科衛生

学科（仮称）」では、保健・医療・福祉分野において、総合的な視野から高い知識と高度な技術を備えた医療専門従事者としての「歯科

衛生士」の養成をめざします。専門知識と高度な技術を併せ持った「医療現場に強い歯科衛生士」養成のため、充実した学内実習施設

と大学病院、総合病院、保健センター、教育機関、障がい者・高齢者施設等多岐に渡る学外臨床現場での実習をカリキュラムに組み

込むことを計画しています。

問８以降にお答えいただく前に、以下の大手前短期大学「歯科衛生学科（仮称）」の概要をご覧ください。
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大手前短期大学

学長 福井 洋子 様

2021年4月2.3日

公益社団法人兵庫県歯科

会長 高橋

大手前短期大学歯科衛生学科収容定員変更

（入学定員増）に関する同意書

この度、 貴短期大学において歯科衛生士不足解消等の社会的要請に

応えるため、 歯科衛生学科の収容定員変更（入学定員7 0人→8 0 

人）を計画されていますが、 公益社団法人兵庫県歯科衛生士会は当

該学科の収容定員変更に同意し、 協力いたします。

(資料13）



大手前短期大学

学長 福井 洋子 様

2021 年 4 月 21 日

一般社団法人 西宮市歯科医

会長 濱田 幸人

大手前短期大学歯科衛生学科収容定員変更

（入学定員増）に関する同意書

この度、 貴短期大学において歯科衛生士不足解消等の社会的要請に

応えるため、 歯科衛生学科の収容定員変更（入学定員7 0人→8 0 

人）を計画されていますが、 一般社団法人西宮市歯科医師会は、 当

該学科の収容定員変更に同意し、 協力いたします。

(資料14）
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